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はじめに 

 

中野区地域福祉計画をはじめとした健康福祉に係る計画の改

定・策定から約３年が経過し、8050 問題、ダブルケア、ヤングケ

アラー、ひきこもりなど、既存の福祉制度だけでは対応しきれない

複雑化・複合化した課題に対応する必要性がますます高まってい

ます。 

また、ライフスタイルや価値観の多様化が進む中、中野区では、国籍や文化、年齢や世

代、障害、性別、性自認などが異なる多様な人々が暮らしており、お互いを認め合いなが

ら、尊重し合う地域共生社会の実現が求められています。 

 

こうした中において、子どもから高齢者、障害のある人など誰もが可能な限り住み慣れ

た地域で、心身ともにすこやかに安心して暮らし続けられるよう、区民や関係団体の皆様

と連携を図りながら、一体的かつ重層的な支援を行うことができる体制づくりをより一層

進めていく必要があります。 

 

そのために、地域福祉施策、成年後見制度利用促進施策、スポーツ・健康づくり施策、

高齢・介護施策、認知症施策、障害施策といった、健康福祉に係る施策を一体的に盛り込

んだ中野区健康福祉総合推進計画を策定いたしました。「健康福祉都市なかの」の実現に向

け、理念や基本目標、取組内容等を本計画に掲げ、中野区における健康福祉を計画的に推

進してまいります。 

 また、本計画の実現に向けては、中野区基本構想及び中野区基本計画に基づき、他の個

別計画と整合を図りながら、取り組んでまいります。 

 

本計画の策定にあたり、本計画に盛り込むべき基本的な考え方について半年以上にわた

る審議を経て答申いただきました中野区健康福祉審議会の皆様、アンケート調査等により

ご意見やご提案をいただきました区民や関係団体の皆様には、心より感謝申し上げます。 

 

 「健康福祉都市なかの」の実現に向け、区民の皆様の一層のご理解とご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 

 

令和６年３月 

 

                    中野区長
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（３）「健康福祉都市なかの」を実現するための４つの基本目標

   「健康福祉都市なかの」を実現するため、以下の４つの基本目標を「中野区健康福祉総合推

進計画」及び「地域福祉計画」の基本目標として定めます。 

 
基本目標１ 誰もが安心して暮らせるまちづくり 

子どもから高齢者まで、誰もが自らの意思に基づき必要なサービスを選択し、いきいきと

生活ができる社会を目指します。 

誰もが安心して暮らせるよう、本人の意思に基づく選択と権利を尊重するとともに、生活

の基盤となる住まいが確保され、「どこでも、誰でも、自由に、使いやすい」まちづくりを

進めます。 

 
基本目標２ 健康でいきいきとした生活の継続 

 子どもから高齢者まで、誰もが健康でいきいきとした暮らしを持続できる地域社会を目指

します。 

年齢にかかわらず、健康でいきいきとした生活を継続できるよう、区民一人ひとりが、主

体的に、健康の維持・増進に取り組むとともに、地域で何らかのつながりや役割を持って、

積極的に社会参加していくことができるよう、支援していきます。 

 
基本目標３ みんなで支えあうまちづくり 

子どもから高齢者まで、誰もが公的なサービスだけではなく、互いに支えあい、助け合い

暮らしていける地域社会を目指します。 

地域における見守りや多職種連携により、支援が必要な人が把握され、地域の中でも、支

えたり、支えられたりする関係がつくられるよう支援し、みんなで支えあうまちをつくりま

す。 

 
基本目標４ 住み慣れた地域での生活の継続 

子どもから高齢者まで、誰もが病気や介護が必要な状態になっても、様々なサービスを受

けながら生活できる地域社会を目指します。 

何か課題を抱えた時に、在宅若しくは住んでいる地域で適切な支援につながるよう、地域

社会全体で相談支援体制や医療・生活支援体制等のセーフティネットを形成し、住み慣れた

地域で生活を継続できる環境をつくります。 

 

   計画の基本理念、基本方針 

中野区では、区民の誰もが、心身ともに健やかで、個人としての尊厳が保たれながら、自立した

生活を営めるまち｢健康福祉都市なかの｣の実現を目指して、平成 16 年（2004 年）３月に健康福祉

都市を宣言しました。 

「中野区健康福祉総合推進計画」は、区が区民とともに目指す「健康福祉都市なかの」の実現に

向けて、理念や基本目標、取組内容等を区民の皆さまにお示しし、中野区における健康福祉を計画

的に推進していくことを目的としています。 

 

（１）実現を目指す「健康福祉都市なかの」のまちの姿

区民の誰もが、心身ともに健やかで、 

個人としての尊厳が保たれながら、自立した生活が営まれるまち 

そのために必要な保健福祉のサービスが、 

公私のパートナーシップに基づいて地域で総合的に提供されるまち 

 

（２）「健康福祉都市なかの」の４つの理念

「健康福祉都市なかの」は、以下の４つの理念によって形づくられます。 

 

● 人間性の尊重と権利の保障

高齢者、障害のある人、子どもをはじめとしたすべての区民の人間性が尊重され、権利が守

られ、その人らしく生活できる地域社会であること 

 

● 個人の意思と自己決定の尊重

区民一人ひとりが、自らの意思に基づいた選択や自己決定が尊重される地域社会であること 

 

● 自立生活の推進

区民の誰もがいつまでも健康で、一人ひとりが持っている能力を十分発揮しながら自立した

生活が営める地域社会であること 

 

● 区民参加、区民と区の協働による地域保健福祉の推進

区民や町会・自治会等の地域団体、保健福祉サービスの提供事業者、非営利活動団体、関係

団体、区など、さまざまな主体が適切な役割分担のもとで連携、協働する地域社会であること 
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また、各計画の根拠となる法令は、次のとおりです。 

 

 

計画名 根拠法令

中野区地域福祉計画 社会福祉法第107条

中野区成年後見制度利用促進計画 成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条

スポーツ基本法第10条

健康増進法第８条

食育基本法第18条

中野区高齢者保健福祉計画 老人福祉法第20条の８

中野区介護保険事業計画 介護保険法第117条

中野区認知症施策推進計画 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第13条

中野区障害者計画 障害者基本法第11条

中野区障害福祉計画
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（障害者総合支援法）第88条

中野区障害児福祉計画 児童福祉法第33条の20

中野区スポーツ・健康づくり推進計画

 

   計画の位置づけ 

「中野区健康福祉総合推進計画」は、区政全般にわたる総合的な計画として定めた「中野区基本

計画」に基づく健康福祉に関する個別計画であり、以下の９つの計画を包含する総合的な計画とし

て位置付けます。また、「中野区地域福祉計画」は、福祉分野の上位計画であり、各個別計画に共通

する概念である地域福祉を推進するための基本指針です。 

 

 ①中野区地域福祉計画 

 ②中野区成年後見制度利用促進計画 

③中野区スポーツ・健康づくり推進計画 

④中野区高齢者保健福祉計画、中野区介護保険事業計画 

⑤中野区認知症施策推進計画 

⑥中野区障害者計画、中野区障害福祉計画、中野区障害児福祉計画 
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また、各計画の根拠となる法令は、次のとおりです。 

 

 

計画名 根拠法令

中野区地域福祉計画 社会福祉法第107条

中野区成年後見制度利用促進計画 成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条

スポーツ基本法第10条

健康増進法第８条

食育基本法第18条

中野区高齢者保健福祉計画 老人福祉法第20条の８

中野区介護保険事業計画 介護保険法第117条

中野区認知症施策推進計画 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第13条

中野区障害者計画 障害者基本法第11条

中野区障害福祉計画
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（障害者総合支援法）第88条

中野区障害児福祉計画 児童福祉法第33条の20

中野区スポーツ・健康づくり推進計画

 

   計画の位置づけ 

「中野区健康福祉総合推進計画」は、区政全般にわたる総合的な計画として定めた「中野区基本

計画」に基づく健康福祉に関する個別計画であり、以下の９つの計画を包含する総合的な計画とし

て位置付けます。また、「中野区地域福祉計画」は、福祉分野の上位計画であり、各個別計画に共通

する概念である地域福祉を推進するための基本指針です。 

 

 ①中野区地域福祉計画 

 ②中野区成年後見制度利用促進計画 

③中野区スポーツ・健康づくり推進計画 

④中野区高齢者保健福祉計画、中野区介護保険事業計画 

⑤中野区認知症施策推進計画 

⑥中野区障害者計画、中野区障害福祉計画、中野区障害児福祉計画 
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   計画とＳＤＧｓとの関係 

平成 27年（2015 年）９月の「国連持続可能な開発サミット」において、「持続可能な開発のため

の 2030 アジェンダ」と、令和 12年（2030 年）を期限とする「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」

が採択されました。 

ＳＤＧｓでは、持続可能な世界を実現するための 17 の目標（ゴール）と、具体的に達成すべき

169 のターゲットを設定し、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐ

る広範囲な課題に対する総合的な取組が示されています。 

「中野区健康福祉総合推進計画」では、「誰一人取り残さない」という考え方や協働の推進など、

ＳＤＧｓに掲げている目標や方向性を同じくするものであることから、各個別計画の取組を着実に

推進することが、ＳＤＧｓの推進につながると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   計画の期間 

本計画は、令和６年度（2024 年度）から令和 10年度（2028年度）までの５年間を計画期間とし

ています。 

前期の中野区地域福祉計画、中野区成年後見制度利用促進計画及び中野区スポーツ・健康づくり

推進計画は、令和３年度（2021 年度）から令和７年度（2025年度）までの５年間を計画期間として

いましたが、中野区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、中野区障害者計画、中野区障害福祉

計画及び中野区障害児福祉計画の改定時期と合わせて令和５年度（2023 年度）に見直しを行い、令

和６年度（2024年度）から令和 10年度（2028年度）までの５年間の計画として改定します。 

中野区高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画、中野区認知症施策推進計画、中野区障害

者計画、第７期中野区障害福祉計画及び第３期中野区障害児福祉計画は、令和６年度（2024 年度）

から令和８年度（2026年度）までの３年間を計画期間とします。中野区認知症施策推進計画は、新

たに策定した計画です。 

 

 

 

令和３
（2021）

年度

令和４
（2022）

年度

令和５
（2023）

年度

令和６
（2024）

年度

令和７
（2025）

年度

令和８
（2026）

年度

令和９
（2027）

年度

令和10
（2028）

年度

中野区基本計画

中野区障害者計画、第７期中野区障害

福祉計画、第３期中野区障害児福祉計画

中野区高齢者保健福祉計画・

第９期介護保険事業計画

中野区地域福祉計画

中野区成年後見制度利用促進計画

中野区スポーツ・健康づくり推進計画

中野区認知症施策推進計画
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第２章 
 

中野区の現状、 

地域福祉を取り巻く状況 

 

   計画策定の経過 

令和４年（2022年）９～12月には、地域福祉の意識や福祉サービスへの意向を把握するために、

区民等を対象としたアンケート調査を実施し、ニーズや課題等の把握に努めました。 

また、学識経験者、保健医療・社会福祉・スポーツ団体関係者、区民で構成される区長の附属機

関である「中野区健康福祉審議会」において、保健医療、社会福祉及び健康増進に係る計画に関す

る事項等について調査審議を行った後、「中野区健康福祉総合推進計画」に盛り込むべき基本的な

考え方について答申を受領しました。 

さらに、「中野区健康福祉総合推進計画」に区民等の意見を反映するため、意見交換会やパブリッ

ク・コメント手続を実施いたしました。 

 

   計画の進行管理

本計画に掲げる施策及び取組については、ＰＤＣＡサイクルに沿って、定期的に施策の進捗状況

を確認したうえで評価・点検をし、必要に応じて事業内容の見直しを行います。また、進捗状況等

については「中野区健康福祉審議会」に報告するとともに、区民に公表しながら進めます。 

          

ＰＬＡＮ
（計画）

ＤＯ
（実行）

ＣＨＥＣＫ
（評価）

ＡＣＴＩＯＮ
（改善）
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（３）外国人人口の推移

新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和２年（2020年）から令和４年（2022年）にかけ

て外国人人口は減少していましたが、令和５年（2023 年）は増加に転じ、18,272人となっています。 

（４）世代別人口の推移

年少人口及び生産年齢人口は、微増傾向にある一方、老年人口は微減傾向にあります。 

Ｒ元年

年

Ｒ２年

年

Ｒ３年

年

Ｒ４年

年

Ｒ５年

年

外国人人口 外国人比率

（人）

出典：中野区統計書（各年１月１日現在）より作成

（％）

令和３年度

年度

令和４年度

年度

令和５年度

年度

令和６年度

年度

令和７年度

年度

令和８年度

年度

年少人口

（ 歳～ 歳）

生産年齢人口

（ 歳～ 歳）

老年人口

（ 歳以上）

高齢者人口比

（ 歳以上人口が総人口に占める割合）

（人） （％）

出典：住民基本台帳 各年 月 日、令和 年度 年度 以降は推計値

 
 

   中野区の現状 

（１）将来人口の推移

中野区の総人口は令和 17年（2035年）をピークに、その後は減少に転じ、令和 42 年（2060年）

に現在の人口を下回り、令和 52年（2070年）には 313,332 人になると見込まれます。 

 

（２）世帯数の推移

令和５年（2023年）１月１日現在の総世帯数は、209,150世帯です。一世帯あたりの人員は微減

傾向にあり、令和５年（2023 年）は、1.59 人となっています。 

 

（人）

出典：中野区基本計画

（年）

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

世帯数 一世帯あたり人員

（世帯） （人）

資料：中野区統計書（各年１月１日現在）より作成

（年）
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（７）介護保険要支援・要介護認定者数の推移と予測

要支援・要介護認定者数は、今後増加するものと予測しています。 

（８） 歳健康寿命＊の推移

中野区の 65歳健康寿命は、男女ともに東京都の平均をやや上回っています。 

 

Ｒ３年度

年度

Ｒ４年度

年度

Ｒ５年度

年度

Ｒ６年度

年度

Ｒ７年度

年度

Ｒ８年度

年度

Ｒ 年度

年度

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（人）

出典：介護保険事業状況報告 各年９月末日現在 令和６年度 年度 以降は推計値

Ｈ 年

年

Ｈ 年 Ｒ元年

年

Ｒ２年

年

Ｒ３年

年

東京都 男性 東京都 女性 中野区 男性 中野区 女性

（歳）

資料：東京都「都内各区市町村の 歳健康寿命」より作成

 
 

（５）高齢者人口に対する一人暮らし高齢者の割合

中野区は、全国や東京都と比べると一人暮らし高齢者の割合が高くなっています。 

（６）介護保険被保険者数の推移と予測

第１号被保険者のうち、75 歳以上の後期高齢者数が増加傾向にあり、65歳から 74歳までの前期

高齢者数を上回っています。 

 

全国 東京都 中野区

平成 年

年

平成 年

年

令和２年

年

（％）

資料：国勢調査データより作成
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Ｒ５年度
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Ｒ 年度

年度

第 号被保険者 第 号被保険者 歳～ 歳 第 号被保険者 歳以上

出典：介護保険事業状況報告 各年９月末日現在 令和 年度 年度 以降は推計値

（人）
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（７）介護保険要支援・要介護認定者数の推移と予測

要支援・要介護認定者数は、今後増加するものと予測しています。 
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（人）
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資料：東京都「都内各区市町村の 歳健康寿命」より作成

 
 

（５）高齢者人口に対する一人暮らし高齢者の割合

中野区は、全国や東京都と比べると一人暮らし高齢者の割合が高くなっています。 

（６）介護保険被保険者数の推移と予測

第１号被保険者のうち、75 歳以上の後期高齢者数が増加傾向にあり、65歳から 74歳までの前期

高齢者数を上回っています。 

 

全国 東京都 中野区

平成 年

年

平成 年

年

令和２年

年

（％）

資料：国勢調査データより作成

Ｒ３年度

年度

Ｒ４年度

年度

Ｒ５年度

年度

Ｒ６年度

年度

Ｒ７年度

年度

Ｒ８年度

年度

Ｒ 年度

年度

第 号被保険者 第 号被保険者 歳～ 歳 第 号被保険者 歳以上

出典：介護保険事業状況報告 各年９月末日現在 令和 年度 年度 以降は推計値

（人）
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（ ）認知症についての理解度

認知症の症状について、「知っている」「聞いたことがある」人は全体で 71.3％ですが、そのうち

「認知症の症状や基本的な対応方法を知っている」人は 28.1％となっています。性別で見ると、女

性の方が男性より理解度が高くなっています。  

歳代以上

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代以下

女性

男性

全体

認知症の症状や基本的な対応方法を知っている 認知症の症状について聞いたことがある

言葉は聞いたことがあるが、わからないことが多い 知らない

無回答

出典：令和４年度 年度 健康福祉に関する意識調査

 
 

（９） 歳以上の認知症＊有病者の推移

平成 22 年（2010 年）には 9,363 人であった有病者数が、令和 12年（2030 年）には、13,174 人

となると予測され、20年間で約 4,000人増加することが見込まれます。特に女性は男性よりも高い

傾向にあり、令和 12 年（2030 年）には 65 歳以上の女性の人口の 23.4％が認知症有病者となるこ

とが推計されます。 

 

Ｈ 年

年

Ｈ 年

年

Ｒ２年

年

Ｒ７年

年

Ｒ 年

年

認知症有病者数 男性 認知症有病者数 女性 認知症有病率 男性 認知症有病率 女性

（人） （％）

％
％

％
％ ％

％
％

％
％ ％

資料：中野区統計書及び、国研究事業による「数学モデルにより算出

された 年の性・年齢階級別認知症有病率」を用いて作成
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年

Ｒ２年

年

Ｒ７年
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年
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％
％ ％
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された 年の性・年齢階級別認知症有病率」を用いて作成
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（ ）区内介護保険施設＊等の状況

令和５年(2023年)10月現在の区内介護保険施設等の状況は下表のとおりです。 

サービス名 
 南部 

圏域 

中部 

圏域 

北部 

圏域 

鷺宮 

圏域 
合計 

居宅サービス       

 
短期入所生活介護＊ 

施設数 13 13 

 専用定員 108 108 

居住系サービス       

 
特定施設入居者生活介護＊ 

施設数 20 20 

定員数 1,314 1,314 

施設サービス       

 介護老人福祉施設＊ 

（特別養護老人ホーム） 

施設数 12 12 

定員数 951 951 

介護老人保健施設＊ 
施設数 2 2 

定員数 164 164 

介護医療院＊ 
施設数 1 1 

定員数 102 102 

地域密着型サービス＊       

 認知症対応型通所介護＊ 

（認知症デイサービス） 

施設数 2 3 4 2 11 

 定員数 15 58 46 36 155 

 

小規模多機能型居宅介護＊ 

施設数 1 2 2 1 6 

 
定
員
数 

泊まり 9 14 14 7 44 

 登録 29 58 53 29 169 

 通い 18 36 30 18 102 

 

看護小規模多機能型居宅介護＊ 

施設数 1 1 

 
定
員
数 

泊まり 6 6 

 登録 29 29 

 通い 15 15 

 認知症対応型共同生活介護＊ 

(認知症高齢者グループホーム＊) 

施設数 4 5 7 6 22 

 定員数 72 99 114 90 375 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護＊ 施設数 0 1 1 1 3 

 
夜間対応型訪問介護＊ 

施設数 1 1 

 定員数 10 10 

 
 

（ ）日常生活圏域＊について

平成 18 年度(2006 年度)の介護保険法改正の際、住み慣れた地域で介護サービス基盤を整備する

単位として「日常生活圏域」の考え方が導入されました。 

中野区では、４つの日常生活圏域を設定しています。日常生活圏域には、高齢者等の日常生活を

支えるための拠点として、各１か所のすこやか福祉センター＊と２か所の地域包括支援センター＊

を設置しています。 

出典：保健福祉に関する基礎データ

（人口、世帯数、高齢者人口、高齢者人口比率は令和５年 年 月１日現在）

圏域 南部 中部 北部 鷺宮

面積（km2） 2.96 4.48 4.31 3.84 

人口（人） 75,346 99,121 88,301 73,876 

世帯数（世帯） 48,903 64,867 55,427 43,479 

高齢者人口（人） 
（65 歳以上） 

14,913 18,087 18,444 15,497 

高 齢 者 人 口 比 率
（％） 

19.8 18.2 20.9 21.0 

特徴 

新宿・渋谷に隣接
し、地価は高い。中
規模の商店街が点
在している。高齢者
入所施設基盤が少
ない圏域である。 

区役所本庁舎・中野
駅・区内最大の商業
地域が存在し、区の
中心地となってい
る。高齢化率は区平
均を下回っている。 

特別養護老人ホー
ム＊等の高齢者入
所施設や病院等が
集中した圏域であ
る。高齢化率も高
い。 

定員の大きな２か
所の特別養護老人
ホーム等の高齢者
入所施設のほか、都
営住宅・公団住宅等
が集中している圏
域である。高齢化率
も高い。 

北部圏域

鷺宮圏域

中部圏域

南部圏域
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支えるための拠点として、各１か所のすこやか福祉センター＊と２か所の地域包括支援センター＊

を設置しています。 

出典：保健福祉に関する基礎データ

（人口、世帯数、高齢者人口、高齢者人口比率は令和５年 年 月１日現在）

圏域 南部 中部 北部 鷺宮

面積（km2） 2.96 4.48 4.31 3.84 

人口（人） 75,346 99,121 88,301 73,876 

世帯数（世帯） 48,903 64,867 55,427 43,479 

高齢者人口（人） 
（65 歳以上） 

14,913 18,087 18,444 15,497 

高 齢 者 人 口 比 率
（％） 

19.8 18.2 20.9 21.0 

特徴 

新宿・渋谷に隣接
し、地価は高い。中
規模の商店街が点
在している。高齢者
入所施設基盤が少
ない圏域である。 

区役所本庁舎・中野
駅・区内最大の商業
地域が存在し、区の
中心地となってい
る。高齢化率は区平
均を下回っている。 

特別養護老人ホー
ム＊等の高齢者入
所施設や病院等が
集中した圏域であ
る。高齢化率も高
い。 

定員の大きな２か
所の特別養護老人
ホーム等の高齢者
入所施設のほか、都
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（ ）愛の手帳所持者数の推移

令和５年（2023 年）３月 31 日現在の愛の手帳の所持者数は、1,601 人となっています。４度の

手帳所持者数は増加しています。 

 

（ ）精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

令和５年（2023 年）３月 31 日現在の精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、4,182 人となって

います。３級の手帳所持者数の伸び率が高い状況です。 

 

令和２年度

年度

令和３年度

年度

令和４年度

年度

１度 ２度 ３度 ４度

（人）

人

人

人

出典 中野区健康福祉部事業概要

令和２年度

年度

令和３年度

年度

令和４年度

年度

１級 ２級 ３級

（人）

人

人

人

出典 中野区健康福祉部事業概要

 
 

（ ）介護保険施設等入所者数

令和５年（2023 年）６月現在、区の要支援・要介護認定者のうち、介護保険施設等に入所（居）

している人は、3,367人です。内訳を見ると、有料老人ホームが最も多く、区内と区外合わせて 1,511

人となっています。 

 

（ ）身体障害者手帳所持者数の推移

令和５年（2023年）３月 31 日現在の身体障害者手帳の所持者数は、7,873 人となっています。 

区内 区外 区内 区外 区内 区外 区外 区内 区外 区内 区外 区内 区外

介護老人

福祉施設

介護老人

保健施設

介護医療院 介護療

養型医

療施設

有料老人

ホーム

ケアハウス グループ

ホーム

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

（人）

出典：中野区の介護保険給付データより作成

令和２年度

年度

令和３年度

年度

令和４年度

年度

重度 １・２級 中度 ３・４級 軽度 ５・６級

（人）

人

人

人

出典 中野区健康福祉部事業概要

18



 

（ ）愛の手帳所持者数の推移

令和５年（2023 年）３月 31 日現在の愛の手帳の所持者数は、1,601 人となっています。４度の

手帳所持者数は増加しています。 

 

（ ）精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

令和５年（2023 年）３月 31 日現在の精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、4,182 人となって

います。３級の手帳所持者数の伸び率が高い状況です。 

 

令和２年度

年度

令和３年度

年度

令和４年度

年度

１度 ２度 ３度 ４度

（人）

人

人

人

出典 中野区健康福祉部事業概要

令和２年度

年度

令和３年度

年度

令和４年度

年度

１級 ２級 ３級

（人）

人

人

人

出典 中野区健康福祉部事業概要

 
 

（ ）介護保険施設等入所者数

令和５年（2023 年）６月現在、区の要支援・要介護認定者のうち、介護保険施設等に入所（居）

している人は、3,367 人です。内訳を見ると、有料老人ホームが最も多く、区内と区外合わせて 1,511

人となっています。 

 

（ ）身体障害者手帳所持者数の推移

令和５年（2023年）３月 31 日現在の身体障害者手帳の所持者数は、7,873 人となっています。 

区内 区外 区内 区外 区内 区外 区外 区内 区外 区内 区外 区内 区外

介護老人

福祉施設

介護老人

保健施設

介護医療院 介護療

養型医

療施設

有料老人

ホーム

ケアハウス グループ

ホーム

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

（人）

出典：中野区の介護保険給付データより作成

令和２年度

年度

令和３年度

年度

令和４年度

年度

重度 １・２級 中度 ３・４級 軽度 ５・６級

（人）

人

人

人

出典 中野区健康福祉部事業概要
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（ ）区内障害者施設の状況

令和６年（2024年）１月１日現在の区内障害者施設の状況は下表のとおりです。

  サービス名称等 事業所数 定員数 

障害者総合支援法に基づくサービス     

  居宅介護 69 － 

  重度訪問介護 64 － 

  同行援護 14 － 

  行動援護 6 － 

  重度障害者等包括支援 0 － 

  生活介護＊ 13 330 

  自立訓練（機能訓練） 1 20 

  自立訓練（生活訓練） 3 58 

  就労移行支援＊ 11 138 

  就労継続支援＊（Ａ型） 2 29 

  就労継続支援（Ｂ型） 14 353 

  就労定着支援 5 － 

  短期入所（福祉型） 7 18 

  短期入所（医療型） 0 0 

  自立生活援助 1 － 

  共同生活援助＊ ※1 43 211 

  計画相談支援 25 － 

  地域移行支援 6 － 

  地域定着支援 6 － 

  施設入所支援 2 100 

児童福祉法に基づくサービス     

  児童発達支援＊ ※2 18 210 

  放課後等デイサービス＊ ※3 29 313 

  保育所等訪問支援＊ 3 － 

  居宅訪問型児童発達支援 1 － 

  障害児相談支援＊ 16 － 

※1 共同生活援助の事業所数は、ユニット数を記載。   

※2 事業所数は放課後等デイサービスとの多機能型含む。定員は多機能型の放課後等デイサービス

との合算。 

※3 事業所数は児童発達支援との多機能型含む。定員数は多機能型の児童発達支援との合算。 

 
 

（ ）障害福祉サービス等の支給決定を受けている人数の推移

障害福祉サービス等の支給決定を受けている人は、増加傾向にあります。 

令和４年度

年度

令和３年度

年度

令和２年度

年度

歳未満 歳以上 歳未満 歳以上

（人）

人

人

人

資料：中野区高齢・障害福祉業務管理システムより作成 令和５年３月現在
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（ ）区内障害者施設の状況

令和６年（2024年）１月１日現在の区内障害者施設の状況は下表のとおりです。

  サービス名称等 事業所数 定員数 

障害者総合支援法に基づくサービス     

  居宅介護 69 － 

  重度訪問介護 64 － 

  同行援護 14 － 

  行動援護 6 － 

  重度障害者等包括支援 0 － 

  生活介護＊ 13 330 

  自立訓練（機能訓練） 1 20 

  自立訓練（生活訓練） 3 58 

  就労移行支援＊ 11 138 

  就労継続支援＊（Ａ型） 2 29 

  就労継続支援（Ｂ型） 14 353 

  就労定着支援 5 － 

  短期入所（福祉型） 7 18 

  短期入所（医療型） 0 0 

  自立生活援助 1 － 

  共同生活援助＊ ※1 43 211 

  計画相談支援 25 － 

  地域移行支援 6 － 

  地域定着支援 6 － 

  施設入所支援 2 100 

児童福祉法に基づくサービス     

  児童発達支援＊ ※2 18 210 

  放課後等デイサービス＊ ※3 29 313 

  保育所等訪問支援＊ 3 － 

  居宅訪問型児童発達支援 1 － 

  障害児相談支援＊ 16 － 

※1 共同生活援助の事業所数は、ユニット数を記載。   

※2 事業所数は放課後等デイサービスとの多機能型含む。定員は多機能型の放課後等デイサービス

との合算。 

※3 事業所数は児童発達支援との多機能型含む。定員数は多機能型の児童発達支援との合算。 

 
 

（ ）障害福祉サービス等の支給決定を受けている人数の推移

障害福祉サービス等の支給決定を受けている人は、増加傾向にあります。 

令和４年度

年度

令和３年度

年度

令和２年度

年度

歳未満 歳以上 歳未満 歳以上

（人）

人

人

人

資料：中野区高齢・障害福祉業務管理システムより作成 令和５年３月現在
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（ ）成年後見申立件数（都、区）の推移

成年後見の新たな申立件数は、都・区ともに令和元年（2019 年）から増加傾向にあり、類型別で

は後見が最も多くなっています。 

 

Ｈ 年

年

Ｒ元年

年

Ｒ２年

年

Ｒ３年

年

Ｒ４年

年

任意後見

補助

補佐

後見

東京都（件）

出典：中野区資料

Ｈ 年

年

Ｒ元年

年

Ｒ２年

年

Ｒ３年

年

Ｒ４年

年

任意後見

補助

補佐

後見

中野区（件）

出典：中野区資料

 
 

（ ）定期的に収入がある障害のある人の就労形態

定期的に収入がある人の就労形態をみると、身体障害、精神障害のある人では、「常勤の会社員、

公務員、団体職員」の割合が最も多くなっており、知的障害のある人では「作業所に通所」の割合

が最も多くなっています。 

精神障害者保健福祉手帳

愛の手帳

身体障害者手帳 重度

身体障害者手帳 軽度

常勤の会社員、公務員、団体職員 自営業、家族従業員

アルバイト、パート、非常勤職員 内職

作業所に通所 その他

無回答

出典：令和４年度（ 年度）障害福祉サービス意向調査

（人）
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（ ）成年後見申立件数（都、区）の推移

成年後見の新たな申立件数は、都・区ともに令和元年（2019 年）から増加傾向にあり、類型別で

は後見が最も多くなっています。 

 

Ｈ 年

年

Ｒ元年

年

Ｒ２年

年

Ｒ３年

年

Ｒ４年

年

任意後見

補助

補佐

後見

東京都（件）

出典：中野区資料

Ｈ 年

年

Ｒ元年

年

Ｒ２年

年

Ｒ３年

年

Ｒ４年

年

任意後見

補助

補佐

後見

中野区（件）

出典：中野区資料

 
 

（ ）定期的に収入がある障害のある人の就労形態

定期的に収入がある人の就労形態をみると、身体障害、精神障害のある人では、「常勤の会社員、

公務員、団体職員」の割合が最も多くなっており、知的障害のある人では「作業所に通所」の割合

が最も多くなっています。 

精神障害者保健福祉手帳

愛の手帳

身体障害者手帳 重度

身体障害者手帳 軽度

常勤の会社員、公務員、団体職員 自営業、家族従業員

アルバイト、パート、非常勤職員 内職

作業所に通所 その他

無回答

出典：令和４年度（ 年度）障害福祉サービス意向調査

（人）
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（ ）成年後見制度＊の利用者数

成年後見制度の利用者のうち、「補助人」「補佐人」は令和元年（2019年）から増加傾向にあります。

（ ）出生数と合計特殊出生率の推移

出生数は平成 30年（2018 年）から減少傾向にあり、合計特殊出生率は令和元年（2019 年）以降

１を下回っています。 

Ｈ 年

年

Ｒ元年

年

Ｒ２年

年

Ｒ３年

年

Ｒ４年

年

任意後見

補助

補佐

後見

（人）

出典：中野区資料

Ｈ 年

年

Ｒ元年

年

Ｒ２年

年

Ｒ３年

年

Ｒ４年

年

出生数 合計特殊出生率

（出生数） （合計特殊出生率）

資料：中野区健康福祉部事業概要より作成

 
 

（ ）区長申立件数の推移

中野区における区長申立件数は、令和元年度（2019 年度）は減少しましたが、概ね 40 件程度で

推移しています。 

（ ）成年後見人等と本人との関係

成年後見人等は、弁護士が 35.2％と最も多く、次いで司法書士（32.8％）、社会福祉士（11.7％）

となっています。親族では、子が 11.7％と最も多くなっています。  

Ｈ 年度

年度

Ｒ元年度

年度

Ｒ２年度

年度

Ｒ３年度

年度

Ｒ４年度

年度

件

出典：中野区資料

弁護士 司法書士 社会福祉士 子 その他親族

兄弟姉妹 配偶者 社会福祉協議会 市民後見人 その他法人

出典：中野区資料

※中野区 令和４年
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（ ）成年後見制度＊の利用者数

成年後見制度の利用者のうち、「補助人」「補佐人」は令和元年（2019年）から増加傾向にあります。

（ ）出生数と合計特殊出生率の推移

出生数は平成 30年（2018年）から減少傾向にあり、合計特殊出生率は令和元年（2019 年）以降

１を下回っています。 

Ｈ 年

年

Ｒ元年

年

Ｒ２年

年

Ｒ３年

年

Ｒ４年

年

任意後見

補助

補佐

後見

（人）

出典：中野区資料

Ｈ 年

年

Ｒ元年

年

Ｒ２年

年

Ｒ３年

年

Ｒ４年

年

出生数 合計特殊出生率

（出生数） （合計特殊出生率）

資料：中野区健康福祉部事業概要より作成

 
 

（ ）区長申立件数の推移

中野区における区長申立件数は、令和元年度（2019 年度）は減少しましたが、概ね 40 件程度で

推移しています。 

（ ）成年後見人等と本人との関係

成年後見人等は、弁護士が 35.2％と最も多く、次いで司法書士（32.8％）、社会福祉士（11.7％）

となっています。親族では、子が 11.7％と最も多くなっています。  

Ｈ 年度

年度

Ｒ元年度

年度

Ｒ２年度

年度

Ｒ３年度

年度

Ｒ４年度

年度

件

出典：中野区資料

弁護士 司法書士 社会福祉士 子 その他親族

兄弟姉妹 配偶者 社会福祉協議会 市民後見人 その他法人

出典：中野区資料

※中野区 令和４年
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（ ）自身の健康状態

全体では、「健康である」「どちらかといえば健康である」を合わせた割合は、８割を超えていま

す。年代別にみると、50 歳代を除き、年代が上がるほど減少しています。 

（ ）運動習慣（１回 分以上の連続した運動を週に１～２回以上行っている割合）

運動を継続的に行っている人の割合は、令和元年度（2019年度）以降増加傾向にあります。

歳代以上

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代以下

女性

男性

全体

健康である どちらかといえば健康である どちらかといえば健康でない 健康でない 無回答

出典：令和４年度 年度 健康福祉に関する意識調査

Ｈ 年度

年度

Ｈ 年度

年度

Ｒ元年度

年度

Ｒ２年度

年度

Ｒ４年度

年度

継続的に行っている ときどき行っている

以前は行っていたが、現在は行っていない 全く行っていない

無回答

（％）

出典：令和４年度 年度 健康福祉に関する意識調査

 
 

（ ）被保護世帯、被保護人員及び保護率の推移

令和元年度（2019年度）以降、被保護世帯数、被保護人員及び保護率はほぼ横ばいとなっており、

令和４年度（2022年度）の保護率は 23区平均の 20.9‰を上回っています。 

（ ）世帯類型別にみた生活保護の被保護世帯

世帯類型別にみると、「高齢世帯」の割合が減少傾向にある一方で、「傷病・障害世帯」の割合が

やや増加傾向にあります。

Ｈ 年度

年度

Ｒ元年度

年度

Ｒ２年度

年度

Ｒ３年度

年度

Ｒ４年度

年度

被保護世帯 被保護人員 保護率

（人） （‰）

出典：中野区健康福祉部事業概要

Ｒ４年度

年度

Ｒ３年度

年度

Ｒ２年度

年度

Ｒ元年度

年度

Ｈ 年度

年度

高齢世帯 傷病・障害世帯 母子世帯 その他世帯

資料：中野区健康福祉部事業概要より作成
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（ ）自身の健康状態

全体では、「健康である」「どちらかといえば健康である」を合わせた割合は、８割を超えていま

す。年代別にみると、50歳代を除き、年代が上がるほど減少しています。 

（ ）運動習慣（１回 分以上の連続した運動を週に１～２回以上行っている割合）

運動を継続的に行っている人の割合は、令和元年度（2019年度）以降増加傾向にあります。

歳代以上

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代以下

女性

男性

全体

健康である どちらかといえば健康である どちらかといえば健康でない 健康でない 無回答

出典：令和４年度 年度 健康福祉に関する意識調査

Ｈ 年度

年度

Ｈ 年度

年度

Ｒ元年度

年度

Ｒ２年度

年度

Ｒ４年度

年度

継続的に行っている ときどき行っている

以前は行っていたが、現在は行っていない 全く行っていない

無回答

（％）

出典：令和４年度 年度 健康福祉に関する意識調査

 
 

（ ）被保護世帯、被保護人員及び保護率の推移

令和元年度（2019 年度）以降、被保護世帯数、被保護人員及び保護率はほぼ横ばいとなっており、

令和４年度（2022 年度）の保護率は 23区平均の 20.9‰を上回っています。 

（ ）世帯類型別にみた生活保護の被保護世帯

世帯類型別にみると、「高齢世帯」の割合が減少傾向にある一方で、「傷病・障害世帯」の割合が

やや増加傾向にあります。

Ｈ 年度

年度

Ｒ元年度

年度

Ｒ２年度

年度

Ｒ３年度

年度

Ｒ４年度

年度

被保護世帯 被保護人員 保護率

（人） （‰）

出典：中野区健康福祉部事業概要

Ｒ４年度

年度

Ｒ３年度

年度

Ｒ２年度

年度

Ｒ元年度

年度

Ｈ 年度

年度

高齢世帯 傷病・障害世帯 母子世帯 その他世帯

資料：中野区健康福祉部事業概要より作成
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（ ）近所とのつきあい

近所とのつきあいの程度は、全体では「顔を合わせたときに会釈する程度」の割合が最も多くな

っています。また、20歳代以下では、「つきあいがほとんどない」の割合が最も高くなっています。 

歳代以上

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代以下

女性

男性

全体

親しくつきあっている 行事などの時だけつきあう

たまに世間話する程度 顔を合わせたときに会釈する程度

つきあいがほとんどない 無回答

出典：令和４年度（ 年度）健康福祉に関する意識調査報告書

 
 

（ ）地域活動への参加状況

地域活動への参加状況は、「参加していない」が各年度で７割超と最も多くなっています。 

参加している地域の活動としては、「町会・自治会」が最も多くなっていますが、経年で比較する

と減少傾向にあります。 

町会・自治会

スポーツ関係

趣味関係

ボランティア

学習・教養

サークル

その他

参加していない

無回答

Ｈ 年度

年度

Ｈ 年度

年度

Ｒ元年度

年度

Ｒ２年度

年度

Ｒ４年度

年度

出典：令和４年度 年度 健康福祉に関する意識調査報告書
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（ ）近所とのつきあい

近所とのつきあいの程度は、全体では「顔を合わせたときに会釈する程度」の割合が最も多くな

っています。また、20歳代以下では、「つきあいがほとんどない」の割合が最も高くなっています。 

歳代以上

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代以下

女性

男性

全体

親しくつきあっている 行事などの時だけつきあう

たまに世間話する程度 顔を合わせたときに会釈する程度

つきあいがほとんどない 無回答

出典：令和４年度（ 年度）健康福祉に関する意識調査報告書

 
 

（ ）地域活動への参加状況

地域活動への参加状況は、「参加していない」が各年度で７割超と最も多くなっています。 

参加している地域の活動としては、「町会・自治会」が最も多くなっていますが、経年で比較する

と減少傾向にあります。 

町会・自治会

スポーツ関係

趣味関係

ボランティア

学習・教養

サークル

その他

参加していない

無回答

Ｈ 年度

年度

Ｈ 年度

年度

Ｒ元年度

年度

Ｒ２年度

年度

Ｒ４年度

年度

出典：令和４年度 年度 健康福祉に関する意識調査報告書
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中野区全体で実現していくものですが、区の推進体制の中核となる要素は次のとおりです。 

 

 

①すこやか福祉センター（日常生活圏域） 

高齢者や子ども、障害のある人やその家族などに対するワンストップの総合相談、支えあいのネ

ットワークづくり、健康づくりと子育て支援、地域課題の把握と共有等、中野区の地域包括ケアの

拠点として、区内４か所（中部、北部、南部、鷺宮）にすこやか福祉センターを設置しています。 

 

②区民活動センター（日常区民活動圏域） 

すこやか福祉センターの下に、住民主体の活動を推進する単位としての圏域（日常区民活動圏域・

区内 15か所）ごとに、区民活動センターを設置しています。 

多職種の職員によるアウトリーチチーム＊（地区担当）を設置し、日常的な区民からの相談に対

し、医療・福祉の観点からも、適切な支援につながるように取り組んでいます。 

 

◆アウトリーチチーム（地区担当） 

 日常区民活動圏域（15 の区民活動センター圏域）ごとに設置され、原則として、１圏域につき、

区民活動センターに常駐している事務職、福祉職と、すこやか福祉センターに常駐している医療・

福祉職で構成し、生活支援コーディネーター＊の役割を兼ねています。 

アウトリーチチームは、地域団体の活動に参加し、相談しやすい関係性を構築する中で得た「気

になる情報」から要支援者を発見し、伴走しながら、地域包括支援センター等の相談支援機関につ

ないでいます。また、地域団体等と連携しながら、地域資源の発見、住民主体団体の活性化支援や

立ち上げ支援、ネットワークづくりなどに取り組んでいます。 

また、令和５年（2023年）４月からすこやか福祉センターにアウトリーチ＊推進係を新設し、ア

ウトリーチ型支援の体制強化を図っています。 

 

③地域ケア会議（地域包括ケア推進会議、すこやか地域ケア会議、地域ケア個別会議） 

15の日常区民活動圏域を対象とした「地域ケア個別会議」、４つの日常生活圏域を対象とした「す

こやか地域ケア会議」、中野区全域を対象とした「地域包括ケア推進会議」の３種類の会議体を設置

しています。 

地域ケア個別会議では、支援に関わる関係者が参加し、単独の支援機関では対応が難しい複雑化・

複合化した個別事例の解決策について検討しています。 

すこやか地域ケア会議では、地域ケア個別会議で出された課題を集約し、地域課題を明らかにし

ます。日常生活圏域で解決できる地域課題や取組について検討し、地域づくりや地域資源の開発を

行います。 

地域包括ケア推進会議では、すこやか地域ケア会議で検討された課題に関する有効な支援方法を

施策化し、全区的な課題の解決を図ります。 
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   地域共生社会＊の実現のための地域包括ケアシステム＊について

（１）地域共生社会を目指すための地域包括ケア体制（システム）の必要性 

今後、少子高齢化の一層の進展に伴い、生産年齢人口が減少していく中で、高齢者、子ども、障

害のある人、その家族等、課題を抱える区民を支援していく必要性はますます高まっていきます。 

また、単身世帯の増加やライフスタイルの多様化は、地域における人間関係の希薄化につながって

おり、このような傾向は中野区のような都市部において、より顕著となっています。こうした中で、

個人や世帯の抱える生きづらさやリスクも多様かつ複雑になっていることから、既存の制度やサー

ビスだけでは解決が難しくなっています。中野区が、すべての人にとって安心して住み続けること

ができるまちであるためには、包括的な支援を質・量ともに確保していくことが求められています。 

これまでの取組の中で、社会的に孤立している人や自らＳＯＳを発信できない人に対する支援の

あり方が重要な課題として浮かび上がってきました。 

今後の社会においては、人と人とが無理なくつながることができる仕組みや「支える側、支えら

れる側」という垣根を越えてすべての人に居場所ができるよう、新たな発想で支援やサービスを開

発、コーディネートしていくことができるような環境整備や仕組みづくりが必要です。 

 

（２）これまでの区の取組 

区は、平成 29年（2017年）に区内関係団体とともに「中野区地域包括ケアシステム推進プラン」

を策定し、区と区内関係団体が一体となって、住まい、健康づくり、見守り・支えあい、生活支援、

医療等の支援が包括的に提供され、支援が必要な区民が安心して生活し続けられる体制として、地

域包括ケアシステム（体制）の推進に重点的に取り組んできました。 

その後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、地域包括ケアの多くの取組も中止・縮小・

延期などを余儀なくされ、地域活動の再開と継続が大きな課題となりました。また、雇用情勢は大

きく変化し、社会的孤立や孤独に苦しむ人が増えるなど、以前には顕在化していなかった課題や新

たな課題を抱える人に対する支援が求められています。 

これらの状況を踏まえ、区では誰一人取り残されることなく、支援が必要なすべての人を対象と

した「地域包括ケア体制」の実現を目指して、令和４年(2022 年)、「中野区地域包括ケアシステム

推進プラン」を改定し、「中野区地域包括ケア総合アクションプラン」を策定しました。行政及び関

係団体等が一体となって地域包括ケアに資する取組を着実に実行することにより、区における「地

域包括ケア体制の実現」を推進してきました。 

 

（３）区の推進体制 

区は、保健福祉の総合的なワンストップ窓口としてすこやか福祉センターを整備するなど、対象

者や分野を問わない包括的な相談体制や、多職種連携による支援体制、地域のネットワークづくり

に取り組んでいます。 

区の目指す地域包括ケア体制（システム）は、区の機関だけでなく、区内の関係団体等も含めた
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      計画策定の背景・目的 

 

国は、すべての人が地域でともに認め合いともに生活していく「地域共生社会」の実現

を図るため、平成 29年（2017 年）に社会福祉法を一部改正し、これまで任意であった市町

村地域福祉計画の策定を努力義務化するとともに、当該計画を「子ども・若者、高齢者や

障害のある方などに関わる各施策を推進する上で共通して取り組むべき事項」を定めた福

祉分野の上位計画として位置づけました。さらに、令和２年（2020年）の改正では、市町

村地域福祉計画に「地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備」

に関する事項を定めることが努力義務化されました。 

中野区ではこれまで、「地域福祉計画」や「中野区地域包括ケア総合アクションプラン」

などの各計画に基づき、区や関係機関、関係団体等が連携して地域の課題に取り組んでき

ましたが、少子高齢化や核家族化の進行、地域コミュニティの希薄化など、社会状況は大

きく変化しています。また、8050問題、ダブルケア、ヤングケアラー、ひきこもり、孤独・

孤立など、既存の福祉制度やサービスだけでは解決が困難な複雑化・複合化した課題に対

応することが求められています。そして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、社会

に大きな影響を与えました。地域における活動は中止や延期を余儀なくされるとともに、

人とのつながりが減ったことにより、社会的孤立や生活困窮といった課題が、より深刻化

しています。 

どのような状況においても、誰もが住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、「地

域共生社会」の実現に向けた取組を一層充実する必要があります。中野区では、これまで

の取組を充実させるとともに、新たな課題に取り組み、地域福祉を推進していくため「中

野区地域福祉計画」を策定いたします。 
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５　高齢者・障害者の虐待防止施策の充実

６　子どもの虐待防止施策の充実

７　高齢者・障害者の権利に関する施策の充実

８　子どもの権利に関する施策の充実

９　多文化共生社会の推進

４　犯罪被害者等を支える環境づくり

５　自殺を未然に防ぐ体制の整備

６　認知症への理解促進と地域での対応力の向上

１　生活困窮者に対する包括的な自立支援の促進

２　生活困窮家庭への支援

３　再犯防止や更生保護に向けた理解促進と関係機関との連携

４　地域における介護予防の取組の推進

５　健康づくり施策の推進

６　学校部活動における地域人材の活用

７　発達に課題がある子どもへの相談支援体制の充実

８　住宅確保要配慮者に対するきめ細かな相談支援体制の推進

９　認知症の人を支える地域の相談支援体制の充実

10　外国人が安心して暮らすための相談体制の充実

11　犯罪被害者等への相談支援体制の充実

１　身近な地域の人と知り合うきっかけづくり

２　高齢者の居場所や活動の場づくりの推進

３　認知症地域拠点の推進

４　障害者との交流機会の充実

１　誰もが身近に運動・スポーツ活動に取り組める環境づくり

２　食育の推進

３　介護予防の充実と普及啓発の強化

１　多様性を認め合う気運の醸成

２　性的マイノリティに関する理解の促進

３　職員向け人権研修の実施

４　相談環境の充実

１　地域包括ケア体制の構築の推進
２　活動を推進するための地域拠点の整備
３　妊娠、出産、子育てトータル相談支援の実施
４　子ども、若者に関する相談支援体制の強化
５　ヤングケアラー支援
６　障害者の相談支援体制の強化

１　第三者評価受審の推進

２　福祉・介護人材の確保、育成、定着の取組の推進

３　介護サービス基盤の整備

４　精神障害者の地域移行の推進と体制整備

５　障害者の地域生活を支える拠点整備

６　在宅療養の支援に向けた体制の強化

７　地域での医療提供の充実

８　感染症対策における関係機関との連携強化

５　中高生年代向け施設の整備

６　学童クラブ整備・運営

７　子どもたちの安全・安心な居場所づくり

８　障害者の就労支援

１　地域活動の推進

２　見守り・支えあいの推進

３　新たな担い手の育成・支援

４　関係機関との連携

１　ユニバーサルデザインの普及啓発・施策改善

２　バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくり

３　避難行動要支援者への避難支援

主な取組

 

      施策体系と個別施策 

 

 

基本理念 基本目標

適切な福祉サービス・医療を
受けられる環境整備

多様な課題を抱えた人への
支援

区民参加、区民と区の協働によ
る地域保健福祉の推進

住み慣れた地域での
生活の継続

包括的な相談支援体制の充実

交流の場や機会の充実

自立生活の推進
みんなで支えあう

まちづくり

地域における支えあい活動の推進

暮らしやすい生活環境の整備

個人の意思と
自己決定の尊重

健康でいきいきと
した生活の継続

健康的な生活習慣の定着

施策

人間性の尊重と
権利の保障

誰もが安心して
暮らせるまちづくり

人権の尊重と権利擁護の推進
１１

２２

３３

４４
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５　高齢者・障害者の虐待防止施策の充実

６　子どもの虐待防止施策の充実

７　高齢者・障害者の権利に関する施策の充実

８　子どもの権利に関する施策の充実

９　多文化共生社会の推進

４　犯罪被害者等を支える環境づくり

５　自殺を未然に防ぐ体制の整備

６　認知症への理解促進と地域での対応力の向上

１　生活困窮者に対する包括的な自立支援の促進

２　生活困窮家庭への支援

３　再犯防止や更生保護に向けた理解促進と関係機関との連携

４　地域における介護予防の取組の推進

５　健康づくり施策の推進

６　学校部活動における地域人材の活用

７　発達に課題がある子どもへの相談支援体制の充実

８　住宅確保要配慮者に対するきめ細かな相談支援体制の推進

９　認知症の人を支える地域の相談支援体制の充実

10　外国人が安心して暮らすための相談体制の充実

11　犯罪被害者等への相談支援体制の充実

１　身近な地域の人と知り合うきっかけづくり

２　高齢者の居場所や活動の場づくりの推進

３　認知症地域拠点の推進

４　障害者との交流機会の充実

１　誰もが身近に運動・スポーツ活動に取り組める環境づくり

２　食育の推進

３　介護予防の充実と普及啓発の強化

１　多様性を認め合う気運の醸成

２　性的マイノリティに関する理解の促進

３　職員向け人権研修の実施

４　相談環境の充実

１　地域包括ケア体制の構築の推進
２　活動を推進するための地域拠点の整備
３　妊娠、出産、子育てトータル相談支援の実施
４　子ども、若者に関する相談支援体制の強化
５　ヤングケアラー支援
６　障害者の相談支援体制の強化

１　第三者評価受審の推進

２　福祉・介護人材の確保、育成、定着の取組の推進

３　介護サービス基盤の整備

４　精神障害者の地域移行の推進と体制整備

５　障害者の地域生活を支える拠点整備

６　在宅療養の支援に向けた体制の強化

７　地域での医療提供の充実

８　感染症対策における関係機関との連携強化

５　中高生年代向け施設の整備

６　学童クラブ整備・運営

７　子どもたちの安全・安心な居場所づくり

８　障害者の就労支援

１　地域活動の推進

２　見守り・支えあいの推進

３　新たな担い手の育成・支援

４　関係機関との連携

１　ユニバーサルデザインの普及啓発・施策改善

２　バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくり

３　避難行動要支援者への避難支援

主な取組

 

      施策体系と個別施策 

 

 

基本理念 基本目標

適切な福祉サービス・医療を
受けられる環境整備

多様な課題を抱えた人への
支援

区民参加、区民と区の協働によ
る地域保健福祉の推進

住み慣れた地域での
生活の継続

包括的な相談支援体制の充実

交流の場や機会の充実

自立生活の推進
みんなで支えあう

まちづくり

地域における支えあい活動の推進

暮らしやすい生活環境の整備

個人の意思と
自己決定の尊重

健康でいきいきと
した生活の継続

健康的な生活習慣の定着

施策

人間性の尊重と
権利の保障

誰もが安心して
暮らせるまちづくり

人権の尊重と権利擁護の推進
１１

２２

３３

４４
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（１）国籍や文化、年齢、障害、性別などが異なる多様な人々が暮らす中で、人権や価値

観が尊重されていると思う区民の割合【出典：中野区区民意識・実態調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

（２）虐待の通報・届出に対応できた割合【出典：中野区資料】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

 

区民の人権や財産が守られ、自分らしく暮らすことができる社会が実現しています。 

 

 

 

成果指標 

目指すべき姿 

 

 

 

○「人権」は、誰もが生まれながらに持っている、人間らしく生きていくための権利です。

一人ひとりが正しく人権問題を理解し、性的マイノリティ、国籍・文化等の多様性を個々

に認め合う必要があります。中野区は、令和４年（2022 年）に「人権及び多様性を尊重す

るまちづくり条例」を制定し、「全ての人がその能力を発揮し、自分らしく、心豊かに、安

心して暮らすことができる地域社会を実現する」ことを目指しています。 

 

○近年、中野区への虐待通報・届出件数は増加傾向にあります。相談支援体制を充実させ、

関係機関との連携・協力体制を築きながら、虐待の未然防止、早期発見・迅速な対応につ

なげていく必要があります。 

 

○高齢者、障害者、子ども、判断能力が十分でない人々も、本人の意思が尊重され、権利

が守られる地域社会を築いていくことが求められます。 

 

◯区の外国人人口は 20,000 人を超え、今後も増加する見込みです。国籍や民族などの異な

る人々が、お互いの違いを認め合いながら対等な関係を築き、地域社会の構成員として共

に生きていくため、多文化共生施策の一層の充実が求められます。 

 

現状データ

 

多様な人々が暮らす中で、人権や価値観が 

尊重されていると思う区民の割合 

虐待の通報・届出件数 

 

  

出典：中野区区民意識・実態調査 出典：中野区資料 

 

施策１ 人権の尊重と権利擁護の推進 

現状と課題 

％
118 

25 

898 

高齢者 障害者 子ども

Ｒ３

Ｒ４

件

38



 

 

（１）国籍や文化、年齢、障害、性別などが異なる多様な人々が暮らす中で、人権や価値

観が尊重されていると思う区民の割合【出典：中野区区民意識・実態調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

（２）虐待の通報・届出に対応できた割合【出典：中野区資料】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

 

区民の人権や財産が守られ、自分らしく暮らすことができる社会が実現しています。 

 

 

 

成果指標 

目指すべき姿 

 

 

 

○「人権」は、誰もが生まれながらに持っている、人間らしく生きていくための権利です。

一人ひとりが正しく人権問題を理解し、性的マイノリティ、国籍・文化等の多様性を個々

に認め合う必要があります。中野区は、令和４年（2022 年）に「人権及び多様性を尊重す

るまちづくり条例」を制定し、「全ての人がその能力を発揮し、自分らしく、心豊かに、安

心して暮らすことができる地域社会を実現する」ことを目指しています。 

 

○近年、中野区への虐待通報・届出件数は増加傾向にあります。相談支援体制を充実させ、

関係機関との連携・協力体制を築きながら、虐待の未然防止、早期発見・迅速な対応につ

なげていく必要があります。 

 

○高齢者、障害者、子ども、判断能力が十分でない人々も、本人の意思が尊重され、権利

が守られる地域社会を築いていくことが求められます。 

 

◯区の外国人人口は 20,000 人を超え、今後も増加する見込みです。国籍や民族などの異な

る人々が、お互いの違いを認め合いながら対等な関係を築き、地域社会の構成員として共

に生きていくため、多文化共生施策の一層の充実が求められます。 

 

現状データ

 

多様な人々が暮らす中で、人権や価値観が 

尊重されていると思う区民の割合 

虐待の通報・届出件数 

 

  

出典：中野区区民意識・実態調査 出典：中野区資料 

 

施策１ 人権の尊重と権利擁護の推進 

現状と課題 

％
118 

25 

898 

高齢者 障害者 子ども

Ｒ３

Ｒ４

件
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（２）高齢者及び障害者の虐待対応を迅速かつ適切に行うため、虐待対応マニュアルの共

有化を図るとともに、地域包括支援センターや関係機関との連携を強化します。 

 

（３）高齢者虐待の防止に関するリーフレットやセルフチェックリスト等の作成・配布に

より、地域における高齢者の人権を擁護するための気運を醸成します。 

高齢者虐待の未然防止や早期発見につなげるため、日頃から高齢者と関わりを持っ

ている民生委員との連携について検討します。 

 

６ 子どもの虐待防止施策の充実
子ども・若者相談課、児童福祉

課、すこやか福祉センター

 

（１）家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を

得ることができるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動など様々な取組を行い

ます。 

 

（２）児童相談所、すこやか福祉センター、学校、児童館、保育園、幼稚園など要保護児

童対策地域協議会を構成する関係機関との連携を強化し、児童虐待の未然防止や早期

発見を図るとともに、迅速で適切な対応を行います。 

 

７ 高齢者・障害者の権利に関する施策の充実
福祉推進課、障害福祉課、

すこやか福祉センター

 

（１）判断能力が十分でない区民の権利を擁護するため、権利擁護サービスや成年後見制

度を必要とする人の発見・相談対応、適切な後見人等候補者の選任支援、後見人等の

支援、サービスや制度の普及啓発を総合的に推進します。 

 

（２）多様な障害の特性や合理的配慮＊についての理解促進を目的とした、区民向け講演会

や意見交換会等を実施し、障害者に対する差別の解消を図ります。 

 

８ 子どもの権利に関する施策の充実 子ども・教育政策課

 

（１）子どもの育ちを地域全体で支えるとともに、すべての人が子どもの権利を理解し、

それぞれの生活・活動の中に子どもの権利の視点が取り入れられている状態を目指し、

子どもの権利に関する条例に基づく取組を推進します。 

 

 

 

１ 多様性を認め合う気運の醸成 企画課

 

区民等が国籍、人種、民族や文化、年齢や世代、障害、性別、性自認その他これらの複

合的な要因による差別を受けることなく、あらゆる場面において個性や能力を発揮できる

地域社会の実現に向けた取組を進めていきます。 

 

２ 性的マイノリティに関する理解の促進 企画課

 

区民や事業所に対し、多様な性に関する理解促進を図るため、パートナーシップ宣誓制

度及び区民向け講座を実施します。 

また、世代を問わず、理解促進を図るため、高齢層に向けたアプローチについて検討し

ます。 

 

３ 職員向け人権研修の実施 職員課

 

同和問題、性的マイノリティへの差別、女性や障害者、外国人等の様々な人権課題につ

いて、職員向けの研修を実施します。 

 

４ 相談環境の充実 企画課

 

性的マイノリティ専門相談窓口の普及啓発を強化するとともに、ＳＮＳを利用するなど、

相談しやすい環境の整備を検討します。 

 

５ 高齢者・障害者の虐待防止施策の充実
福祉推進課、障害福祉課、

すこやか福祉センター

 

（１）精神科医、弁護士等の専門職や関係機関と連携を深め、虐待防止研修の実施及び各

種研修への参加促進等により、虐待対応に関わる職員のスキルアップを図ります。 

 

主な取組 

40



 

（２）高齢者及び障害者の虐待対応を迅速かつ適切に行うため、虐待対応マニュアルの共

有化を図るとともに、地域包括支援センターや関係機関との連携を強化します。 

 

（３）高齢者虐待の防止に関するリーフレットやセルフチェックリスト等の作成・配布に

より、地域における高齢者の人権を擁護するための気運を醸成します。 

高齢者虐待の未然防止や早期発見につなげるため、日頃から高齢者と関わりを持っ

ている民生委員との連携について検討します。 

 

６ 子どもの虐待防止施策の充実
子ども・若者相談課、児童福祉

課、すこやか福祉センター

 

（１）家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を

得ることができるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動など様々な取組を行い

ます。 

 

（２）児童相談所、すこやか福祉センター、学校、児童館、保育園、幼稚園など要保護児

童対策地域協議会を構成する関係機関との連携を強化し、児童虐待の未然防止や早期

発見を図るとともに、迅速で適切な対応を行います。 

 

７ 高齢者・障害者の権利に関する施策の充実
福祉推進課、障害福祉課、

すこやか福祉センター

 

（１）判断能力が十分でない区民の権利を擁護するため、権利擁護サービスや成年後見制

度を必要とする人の発見・相談対応、適切な後見人等候補者の選任支援、後見人等の

支援、サービスや制度の普及啓発を総合的に推進します。 

 

（２）多様な障害の特性や合理的配慮＊についての理解促進を目的とした、区民向け講演会

や意見交換会等を実施し、障害者に対する差別の解消を図ります。 

 

８ 子どもの権利に関する施策の充実 子ども・教育政策課

 

（１）子どもの育ちを地域全体で支えるとともに、すべての人が子どもの権利を理解し、

それぞれの生活・活動の中に子どもの権利の視点が取り入れられている状態を目指し、

子どもの権利に関する条例に基づく取組を推進します。 

 

 

 

１ 多様性を認め合う気運の醸成 企画課

 

区民等が国籍、人種、民族や文化、年齢や世代、障害、性別、性自認その他これらの複

合的な要因による差別を受けることなく、あらゆる場面において個性や能力を発揮できる

地域社会の実現に向けた取組を進めていきます。 

 

２ 性的マイノリティに関する理解の促進 企画課

 

区民や事業所に対し、多様な性に関する理解促進を図るため、パートナーシップ宣誓制

度及び区民向け講座を実施します。 

また、世代を問わず、理解促進を図るため、高齢層に向けたアプローチについて検討し

ます。 

 

３ 職員向け人権研修の実施 職員課

 

同和問題、性的マイノリティへの差別、女性や障害者、外国人等の様々な人権課題につ

いて、職員向けの研修を実施します。 

 

４ 相談環境の充実 企画課

 

性的マイノリティ専門相談窓口の普及啓発を強化するとともに、ＳＮＳを利用するなど、

相談しやすい環境の整備を検討します。 

 

５ 高齢者・障害者の虐待防止施策の充実
福祉推進課、障害福祉課、

すこやか福祉センター

 

（１）精神科医、弁護士等の専門職や関係機関と連携を深め、虐待防止研修の実施及び各

種研修への参加促進等により、虐待対応に関わる職員のスキルアップを図ります。 

 

主な取組 

 

（２）高齢者及び障害者の虐待対応を迅速かつ適切に行うため、虐待対応マニュアルの共

有化を図るとともに、地域包括支援センターや関係機関との連携を強化します。 

 

（３）高齢者虐待の防止に関するリーフレットやセルフチェックリスト等の作成・配布に

より、地域における高齢者の人権を擁護するための気運を醸成します。 

高齢者虐待の未然防止や早期発見につなげるため、日頃から高齢者と関わりを持っ

ている民生委員との連携について検討します。 

 

６ 子どもの虐待防止施策の充実
子ども・若者相談課、児童福祉

課、すこやか福祉センター

 

（１）家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を

得ることができるよう、児童虐待防止のための広報・啓発活動など様々な取組を行い

ます。 

 

（２）児童相談所、すこやか福祉センター、学校、児童館、保育園、幼稚園など要保護児

童対策地域協議会を構成する関係機関との連携を強化し、児童虐待の未然防止や早期

発見を図るとともに、迅速で適切な対応を行います。 

 

７ 高齢者・障害者の権利に関する施策の充実
福祉推進課、障害福祉課、

すこやか福祉センター

 

（１）判断能力が十分でない区民の権利を擁護するため、権利擁護サービスや成年後見制

度を必要とする人の発見・相談対応、適切な後見人等候補者の選任支援、後見人等の

支援、サービスや制度の普及啓発を総合的に推進します。 

 

（２）多様な障害の特性や合理的配慮＊についての理解促進を目的とした、区民向け講演会

や意見交換会等を実施し、障害者に対する差別の解消を図ります。 

 

８ 子どもの権利に関する施策の充実 子ども・教育政策課

 

（１）子どもの育ちを地域全体で支えるとともに、すべての人が子どもの権利を理解し、

それぞれの生活・活動の中に子どもの権利の視点が取り入れられている状態を目指し、

子どもの権利に関する条例に基づく取組を推進します。 
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○中野区では、すべての人が、それぞれの意欲や能力に応じて社会参加する「全員参加型

社会」やまちの魅力向上による地域の活性化の実現に向けて、平成 30年（2018 年）に中野

区ユニバーサルデザイン推進条例、令和元年（2019 年）に中野区ユニバーサルデザイン推

進計画を策定しました。令和６年（2024年）３月には中野区ユニバーサルデザイン推進計

画（第２次）を策定予定であり、取組を進めています。ユニバーサルデザインの理解と実

践が進んだまちの実現に向け、効果的な施策を実施、推進する必要があります。 

 

◯地震や台風、局地的集中豪雨など大規模自然災害の発生するリスクが高まる中、地域に

おいては災害に強い体制づくりが求められています。人命の保護を最大限に図るため、自

力で避難することが困難な方の避難支援の充実を図るなど、実効性を高めていく必要があ

ります。 

 

 

現状データ

 

ユニバーサルデザインの認知度 

 

区内移動の快適性に関する満足度 

 

  

出典：中野区区民意識・実態調査 出典：中野区区民意識・実態調査 

 

 

施策２ 暮らしやすい生活環境の整備 

現状と課題 

％％

 

（２）子どもの権利侵害に関する相談に対して助言・支援を行うとともに、必要に応じて

権利侵害の状況の調査や関係機関への調整等を行い、速やかな救済及び子どもの権利

の保障を図ります。 

運営にあたり、相談しやすい環境や雰囲気づくりを行い、子どもが相談しやすい相談

手法について検討します。 

 

９ 多文化共生社会の推進
文化振興・多文化共生推進

課、各窓口所管課

 

（１）多文化共生意識の醸成を図るため、異文化に触れる交流イベントを積極的に開催す

るなど、外国人の文化や生活習慣への理解を深める機会を充実します。 

また、外国人が地域の一員として地域社会に参画しやすい環境を整備します。 

さらに、ＮＰＯ法人等の外国人支援団体と連携しながら外国人のニーズ把握に努め、

それらを踏まえた取組を検討します。 

 

（２）外国人が、言語や習慣の違いにとらわれず不自由なく生活できるよう、行政手続や

窓口等における多言語化を推進します。 

また、外国人とコミュニケーションを取る際に有効であるやさしい日本語の活用及

び普及啓発を図るなど、地域においても日本語学習の機会を充実させ、言語によるコミ

ュニケーションの円滑化に向けた環境を整備します。 

 

（３）多文化共生の取組を一体的に進めていくために、庁内との連携を強化するとともに、

中野区国際交流協会がより効果的に多文化共生事業を実施できるよう支援します。 

また、町会・自治会や区内大学などの関係団体と情報共有や連携事業の検討を進めま

す。 
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○中野区では、すべての人が、それぞれの意欲や能力に応じて社会参加する「全員参加型

社会」やまちの魅力向上による地域の活性化の実現に向けて、平成 30年（2018 年）に中野

区ユニバーサルデザイン推進条例、令和元年（2019 年）に中野区ユニバーサルデザイン推

進計画を策定しました。令和６年（2024年）３月には中野区ユニバーサルデザイン推進計

画（第２次）を策定予定であり、取組を進めています。ユニバーサルデザインの理解と実

践が進んだまちの実現に向け、効果的な施策を実施、推進する必要があります。 

 

◯地震や台風、局地的集中豪雨など大規模自然災害の発生するリスクが高まる中、地域に

おいては災害に強い体制づくりが求められています。人命の保護を最大限に図るため、自

力で避難することが困難な方の避難支援の充実を図るなど、実効性を高めていく必要があ

ります。 

 

 

現状データ

 

ユニバーサルデザインの認知度 

 

区内移動の快適性に関する満足度 

 

  

出典：中野区区民意識・実態調査 出典：中野区区民意識・実態調査 

 

 

施策２ 暮らしやすい生活環境の整備 

現状と課題 

％％

 

（２）子どもの権利侵害に関する相談に対して助言・支援を行うとともに、必要に応じて

権利侵害の状況の調査や関係機関への調整等を行い、速やかな救済及び子どもの権利

の保障を図ります。 

運営にあたり、相談しやすい環境や雰囲気づくりを行い、子どもが相談しやすい相談

手法について検討します。 

 

９ 多文化共生社会の推進
文化振興・多文化共生推進

課、各窓口所管課

 

（１）多文化共生意識の醸成を図るため、異文化に触れる交流イベントを積極的に開催す

るなど、外国人の文化や生活習慣への理解を深める機会を充実します。 

また、外国人が地域の一員として地域社会に参画しやすい環境を整備します。 

さらに、ＮＰＯ法人等の外国人支援団体と連携しながら外国人のニーズ把握に努め、

それらを踏まえた取組を検討します。 

 

（２）外国人が、言語や習慣の違いにとらわれず不自由なく生活できるよう、行政手続や

窓口等における多言語化を推進します。 

また、外国人とコミュニケーションを取る際に有効であるやさしい日本語の活用及

び普及啓発を図るなど、地域においても日本語学習の機会を充実させ、言語によるコミ

ュニケーションの円滑化に向けた環境を整備します。 

 

（３）多文化共生の取組を一体的に進めていくために、庁内との連携を強化するとともに、

中野区国際交流協会がより効果的に多文化共生事業を実施できるよう支援します。 

また、町会・自治会や区内大学などの関係団体と情報共有や連携事業の検討を進めま

す。 
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１ ユニバーサルデザインの普及啓発・施策改善 企画課

 

ユニバーサルデザインの考え方を地域に根付かせていくために、区民等に対する普及啓

発イベント、ユニバーサルデザインサポーター養成事業や区職員への研修等によって意識

の醸成を図るとともに、ユニバーサルデザイン視点での施策の段階的・継続的な改善を図

ります。 

 

２ バリアフリー・ユニバーサルデザインの

まちづくり

都市計画課、中野駅周辺まちづくり課、

交通政策課、道路建設課、

障害福祉課、福祉推進課

 

（１）中野区バリアフリー基本構想の「重点整備地区における施設別のバリアフリー化の

方針」に基づき、障害者や高齢者をはじめ、すべての人が使いやすいよう配慮された

施設を誘導します。 

 

（２）中野駅周辺では、まちの利便性・回遊性の向上、交通結節点としての機能強化を図

るため、各地区の開発と連携した駅前広場や歩行者デッキ、滞留空間の整備により、

安全で快適な歩行者優先・公共交通指向のまちづくりを進めます。 

 

（３）区内の公共交通ネットワーク形成の検討により、誰もが区内を円滑に移動できるよ

う環境整備を進めます。また、公共交通による移動が困難な方への支援を実施します。 

景観にも配慮した歩行空間の創出を目的として、歩車道の段差解消、歩道の勾配緩和

等のバリアフリー化を推進します。 

 

３ 避難行動要支援者への避難支援
地域活動推進課、すこやか福

祉センター、防災危機管理課

 

「災害時個別避難支援計画書」の必要性や活用などについて広く周知し、計画書の作成

を促進するとともに、発災時を想定した「災害時避難行動要支援者名簿」と「災害時個別

避難支援計画書」を活用した訓練や検証、要支援者の安否確認等を行う協定事業者との連

携強化などにより、迅速で的確に安否確認、救援活動が行える体制を整えます。 

さらに、関係団体、関係機関と調整し、支援者のいない要支援者への支援を目指します。 

主な取組 

 

 

（１）ユニバーサルデザインの認知度【出典：中野区区民意識・実態調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

（２）区内移動の快適性に関する満足度【出典：中野区区民意識・実態調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

 

ユニバーサルデザインの理解が進み、安全・安心に生活できるまちづくりが進んでいま

す。 

 

 

成果指標 

目指すべき姿 
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１ ユニバーサルデザインの普及啓発・施策改善 企画課

 

ユニバーサルデザインの考え方を地域に根付かせていくために、区民等に対する普及啓

発イベント、ユニバーサルデザインサポーター養成事業や区職員への研修等によって意識

の醸成を図るとともに、ユニバーサルデザイン視点での施策の段階的・継続的な改善を図

ります。 

 

２ バリアフリー・ユニバーサルデザインの

まちづくり

都市計画課、中野駅周辺まちづくり課、

交通政策課、道路建設課、

障害福祉課、福祉推進課

 

（１）中野区バリアフリー基本構想の「重点整備地区における施設別のバリアフリー化の

方針」に基づき、障害者や高齢者をはじめ、すべての人が使いやすいよう配慮された

施設を誘導します。 

 

（２）中野駅周辺では、まちの利便性・回遊性の向上、交通結節点としての機能強化を図

るため、各地区の開発と連携した駅前広場や歩行者デッキ、滞留空間の整備により、

安全で快適な歩行者優先・公共交通指向のまちづくりを進めます。 

 

（３）区内の公共交通ネットワーク形成の検討により、誰もが区内を円滑に移動できるよ

う環境整備を進めます。また、公共交通による移動が困難な方への支援を実施します。 

景観にも配慮した歩行空間の創出を目的として、歩車道の段差解消、歩道の勾配緩和

等のバリアフリー化を推進します。 

 

３ 避難行動要支援者への避難支援
地域活動推進課、すこやか福

祉センター、防災危機管理課

 

「災害時個別避難支援計画書」の必要性や活用などについて広く周知し、計画書の作成

を促進するとともに、発災時を想定した「災害時避難行動要支援者名簿」と「災害時個別

避難支援計画書」を活用した訓練や検証、要支援者の安否確認等を行う協定事業者との連

携強化などにより、迅速で的確に安否確認、救援活動が行える体制を整えます。 

さらに、関係団体、関係機関と調整し、支援者のいない要支援者への支援を目指します。 

主な取組 

 

 

（１）ユニバーサルデザインの認知度【出典：中野区区民意識・実態調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

（２）区内移動の快適性に関する満足度【出典：中野区区民意識・実態調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

 

ユニバーサルデザインの理解が進み、安全・安心に生活できるまちづくりが進んでいま

す。 

 

 

成果指標 

目指すべき姿 
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現状データ

 

自身の健康状態を「よい」と思う区民の割合 

 

食べ物や食生活に関して栄養バランスや 

規則正しい食生活を心がけている人の割合 

  

出典：健康福祉に関する意識調査 出典：健康福祉に関する意識調査 

 

（１）自身の健康状態を「よい」と思う区民の割合【出典：健康福祉に関する意識調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

（２）食べ物や食生活に関して栄養バランスや規則正しい食生活を心がけている人の割合 

【出典：健康福祉に関する意識調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

 

ライフステージに合わせた健康づくりに取り組みながら、区民がいきいきとした生活を

送っています。 

 

成果指標 

目指すべき姿 

％ ％

 

 

 

○区民が生涯を通じ、地域において楽しみながら、日常的に運動やスポーツを行う習慣を

作ることが、健康寿命の延伸に効果的です。ライフスタイルに応じ、区民一人ひとりに様々

なきっかけを提供していくとともに、年齢や性別、障害の有無に関わらず、スポーツ・健

康づくり活動に参加できるよう支援することが重要です。 

 

○子どもから高齢者までライフステージ＊に合わせた食育を広げるため、乳幼児親子や学齢

期の子どもと保護者に対する食習慣等についての意識啓発や、暮らしの中で自然と健康的

な食生活を送りやすい環境づくりを推進する必要があります。また、区民がいくつになっ

ても健康で質の高い生活を送ることができるよう、歯と口からの健康づくりに取り組む必

要があります。 

 

○高齢期における健康状態は、長年にわたる生活習慣の積み重ねによって形成されるため、

日頃から介護予防や健康づくりに取り組む必要があります。望ましい生活習慣の定着に向

け、ライフステージに応じた意識の啓発と主体的な取組を促していく必要があります。 

 

◯令和４年度（2022年度）のスポーツ庁・文化庁の検討会議の提言を受け、全国で部活動

を地域移行していく検討が進められています。区においても部活動地域移行検討委員会を

設置し、地域移行について検討を進めています。令和７年度（2025年度）末の部活動の地

域移行の拡大に向けた取組が求められます。 

 

施策３ 健康的な生活習慣の定着 

現状と課題 
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現状データ

 

自身の健康状態を「よい」と思う区民の割合 

 

食べ物や食生活に関して栄養バランスや 

規則正しい食生活を心がけている人の割合 

  

出典：健康福祉に関する意識調査 出典：健康福祉に関する意識調査 

 

（１）自身の健康状態を「よい」と思う区民の割合【出典：健康福祉に関する意識調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

（２）食べ物や食生活に関して栄養バランスや規則正しい食生活を心がけている人の割合 

【出典：健康福祉に関する意識調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

 

ライフステージに合わせた健康づくりに取り組みながら、区民がいきいきとした生活を

送っています。 

 

成果指標 

目指すべき姿 

％ ％

 

 

 

○区民が生涯を通じ、地域において楽しみながら、日常的に運動やスポーツを行う習慣を

作ることが、健康寿命の延伸に効果的です。ライフスタイルに応じ、区民一人ひとりに様々

なきっかけを提供していくとともに、年齢や性別、障害の有無に関わらず、スポーツ・健

康づくり活動に参加できるよう支援することが重要です。 

 

○子どもから高齢者までライフステージ＊に合わせた食育を広げるため、乳幼児親子や学齢

期の子どもと保護者に対する食習慣等についての意識啓発や、暮らしの中で自然と健康的

な食生活を送りやすい環境づくりを推進する必要があります。また、区民がいくつになっ

ても健康で質の高い生活を送ることができるよう、歯と口からの健康づくりに取り組む必

要があります。 

 

○高齢期における健康状態は、長年にわたる生活習慣の積み重ねによって形成されるため、

日頃から介護予防や健康づくりに取り組む必要があります。望ましい生活習慣の定着に向

け、ライフステージに応じた意識の啓発と主体的な取組を促していく必要があります。 

 

◯令和４年度（2022年度）のスポーツ庁・文化庁の検討会議の提言を受け、全国で部活動

を地域移行していく検討が進められています。区においても部活動地域移行検討委員会を

設置し、地域移行について検討を進めています。令和７年度（2025年度）末の部活動の地

域移行の拡大に向けた取組が求められます。 

 

施策３ 健康的な生活習慣の定着 

現状と課題 
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４ 地域における介護予防の取組の推進
介護・高齢者支援課、

すこやか福祉センター

 

高齢者会館を健康づくりや介護予防事業の拠点施設に位置づけ、身近な地域での介護予

防の取組を推進します。 

また、地域の自主活動団体等に対し、運動や生活機能改善に向けたアドバイスや技術的

支援を行うなど、区民による主体的な介護予防の取組を促進します。 

 

５ 健康づくり施策の推進
保健企画課、保健予防課、すこやか福祉

センター、スポーツ振興課、福祉推進課

 

（１）「健幸（個々人が健康かつ生きがいを持ち、安心安全で豊かな生活を営むこと）」を

まちづくりの基本に据えた、新しい都市モデル「Smart Wellness City」の理念を踏

まえ、産官学の連携を図りながら、健康づくり施策を推進するための具体的な方策に

ついて検討します。 

（２）栄養・運動・休養の調和がとれた望ましい生活習慣の定着に向けて、ライフステー

ジに応じた健康づくり施策や長期の座位時間の削減等、健康意識の啓発を進めます。 

 

（３）心の悩みのある区民に対する相談支援と、メンタルヘルスへの正しい知識を広げる

心の健康づくりの取組を推進します。 

 

６ 学校部活動における地域人材の活用 指導室、スポーツ振興課

 

地域の多様な人材を活用しながら、学校教育の一環としての部活動の地域移行の推進に

ついて検討し、実現を目指します。 

 

 

 

１ 誰もが身近に運動・スポーツ活動に取り組める

環境づくり
スポーツ振興課

 

（１）スポーツ施設の利用促進や民間活力の活用などを図りながら、スポーツ活動の場の

確保・充実に取り組みます。 

 

（２）年齢や性別、障害の有無等にかかわらず、区民が日常的に運動や健康づくりに取り

組むことができるコミュニティの形成を推進していきます。 

 

（３）区民が主体的に運営する総合型地域スポーツクラブ公認クラブを目指すため、クラ

ブの育成や支援に取り組み、活動の活性化や発展に取り組みます。 

 

（４）区民のスポーツへの興味や関心を高めるため、トップアスリートや企業・大学等と

の連携により、スポーツの魅力を伝える取組を推進します。 

 

２ 食育の推進
保健企画課、保健予防課、

すこやか福祉センター

 

（１）子どもから高齢者まで、ライフステージに合わせて、栄養バランスのとれた食事の

大切さや健康的な食習慣、歯と口腔のケア等の普及啓発を進めていきます。 

 

（２）区内飲食店等と連携し、健康的な食事内容の推奨など、暮らしの中で自然に健康的

な食生活を送ることができる環境づくりを推進します。 

 

３ 介護予防の充実と普及啓発の強化 介護・高齢者支援課

 

高齢による虚弱化を早期に発見するため、高齢者が自身の身体状態を客観的に把握でき

る機会を提供し、専門職による運動習慣につながる助言を行います。 

また、本人だけでなく家族や地域の関係者など幅広い層への普及啓発を強化します。 

 

 

主な取組 
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４ 地域における介護予防の取組の推進
介護・高齢者支援課、

すこやか福祉センター

 

高齢者会館を健康づくりや介護予防事業の拠点施設に位置づけ、身近な地域での介護予

防の取組を推進します。 

また、地域の自主活動団体等に対し、運動や生活機能改善に向けたアドバイスや技術的

支援を行うなど、区民による主体的な介護予防の取組を促進します。 

 

５ 健康づくり施策の推進
保健企画課、保健予防課、すこやか福祉

センター、スポーツ振興課、福祉推進課

 

（１）「健幸（個々人が健康かつ生きがいを持ち、安心安全で豊かな生活を営むこと）」を

まちづくりの基本に据えた、新しい都市モデル「Smart Wellness City」の理念を踏

まえ、産官学の連携を図りながら、健康づくり施策を推進するための具体的な方策に

ついて検討します。 

（２）栄養・運動・休養の調和がとれた望ましい生活習慣の定着に向けて、ライフステー

ジに応じた健康づくり施策や長期の座位時間の削減等、健康意識の啓発を進めます。 

 

（３）心の悩みのある区民に対する相談支援と、メンタルヘルスへの正しい知識を広げる

心の健康づくりの取組を推進します。 

 

６ 学校部活動における地域人材の活用 指導室、スポーツ振興課

 

地域の多様な人材を活用しながら、学校教育の一環としての部活動の地域移行の推進に

ついて検討し、実現を目指します。 

 

 

 

１ 誰もが身近に運動・スポーツ活動に取り組める

環境づくり
スポーツ振興課

 

（１）スポーツ施設の利用促進や民間活力の活用などを図りながら、スポーツ活動の場の

確保・充実に取り組みます。 

 

（２）年齢や性別、障害の有無等にかかわらず、区民が日常的に運動や健康づくりに取り

組むことができるコミュニティの形成を推進していきます。 

 

（３）区民が主体的に運営する総合型地域スポーツクラブ公認クラブを目指すため、クラ

ブの育成や支援に取り組み、活動の活性化や発展に取り組みます。 

 

（４）区民のスポーツへの興味や関心を高めるため、トップアスリートや企業・大学等と

の連携により、スポーツの魅力を伝える取組を推進します。 

 

２ 食育の推進
保健企画課、保健予防課、

すこやか福祉センター

 

（１）子どもから高齢者まで、ライフステージに合わせて、栄養バランスのとれた食事の

大切さや健康的な食習慣、歯と口腔のケア等の普及啓発を進めていきます。 

 

（２）区内飲食店等と連携し、健康的な食事内容の推奨など、暮らしの中で自然に健康的

な食生活を送ることができる環境づくりを推進します。 

 

３ 介護予防の充実と普及啓発の強化 介護・高齢者支援課

 

高齢による虚弱化を早期に発見するため、高齢者が自身の身体状態を客観的に把握でき

る機会を提供し、専門職による運動習慣につながる助言を行います。 

また、本人だけでなく家族や地域の関係者など幅広い層への普及啓発を強化します。 

 

 

主な取組 

 

４ 地域における介護予防の取組の推進
介護・高齢者支援課、

すこやか福祉センター

 

高齢者会館を健康づくりや介護予防事業の拠点施設に位置づけ、身近な地域での介護予

防の取組を推進します。 

また、地域の自主活動団体等に対し、運動や生活機能改善に向けたアドバイスや技術的

支援を行うなど、区民による主体的な介護予防の取組を促進します。 

 

５ 健康づくり施策の推進
保健企画課、保健予防課、すこやか福祉

センター、スポーツ振興課、福祉推進課

 

（１）「健幸（個々人が健康かつ生きがいを持ち、安心安全で豊かな生活を営むこと）」を

まちづくりの基本に据えた、新しい都市モデル「Smart Wellness City」の理念を踏

まえ、産官学の連携を図りながら、健康づくり施策を推進するための具体的な方策に

ついて検討します。 

（２）栄養・運動・休養の調和がとれた望ましい生活習慣の定着に向けて、ライフステー

ジに応じた健康づくり施策や長期の座位時間の削減等、健康意識の啓発を進めます。 

 

（３）心の悩みのある区民に対する相談支援と、メンタルヘルスへの正しい知識を広げる

心の健康づくりの取組を推進します。 

 

６ 学校部活動における地域人材の活用 指導室、スポーツ振興課

 

地域の多様な人材を活用しながら、学校教育の一環としての部活動の地域移行の推進に

ついて検討し、実現を目指します。 
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（１）自分は他の人から孤立していると感じている区民の割合【出典：健康福祉に関する

意識調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

（２）住民同士の交流の場があると感じている区民の割合【出典：健康福祉に関する意識

調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

 

 

地域における交流の場や就労を通して、人々のつながりが広がっています。 

 

 

 

成果指標 

目指すべき姿 

 

 

 

○近所とのつきあいがほとんどない人の割合は増加傾向にあります。人とのつながりや社

会との関わりが希薄になっている人、認知症の人、その家族の人等の孤立を防ぐために、

居場所づくりや同じ悩みを抱えた人同士の交流の機会が必要になっています。 

 

○児童虐待、不登校、いじめ、自殺など子どもたちを取り巻く社会環境や家庭環境は大き

く変化しています。それに伴い、家庭や学校以外の多様な居場所づくりの必要性が一層高

まっています。子どもの成長段階やニーズに応じた安全・安心な居場所づくりに取り組む

必要があります。 

 

○障害者が地域で自立して生活するためには、就労による経済的な基盤の確立が必要です。

令和４年度（2022年度）に実施した「障害福祉サービス意向調査」によると、生産年齢人

口（15 歳以上 65 歳未満）における定期的な就労について、収入があると回答した障害者

は 57％でした。職場による障害への理解や合理的配慮の提供が進み、障害の特性に応じた

勤務形態を地域社会全体で増やす必要があります。 

 

 

現状データ

 

人とのつきあいがないと感じる区民の割合 

 

住民同士の交流の場があると感じている 

区民の割合 

  

出典：健康福祉に関する意識調査 出典：健康福祉に関する意識調査 

 

 

施策４ 交流の場や機会の充実 

現状と課題 

％ ％
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（１）自分は他の人から孤立していると感じている区民の割合【出典：健康福祉に関する

意識調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

（２）住民同士の交流の場があると感じている区民の割合【出典：健康福祉に関する意識

調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

 

 

地域における交流の場や就労を通して、人々のつながりが広がっています。 

 

 

 

成果指標 

目指すべき姿 

 

 

 

○近所とのつきあいがほとんどない人の割合は増加傾向にあります。人とのつながりや社

会との関わりが希薄になっている人、認知症の人、その家族の人等の孤立を防ぐために、

居場所づくりや同じ悩みを抱えた人同士の交流の機会が必要になっています。 

 

○児童虐待、不登校、いじめ、自殺など子どもたちを取り巻く社会環境や家庭環境は大き

く変化しています。それに伴い、家庭や学校以外の多様な居場所づくりの必要性が一層高

まっています。子どもの成長段階やニーズに応じた安全・安心な居場所づくりに取り組む

必要があります。 

 

○障害者が地域で自立して生活するためには、就労による経済的な基盤の確立が必要です。

令和４年度（2022年度）に実施した「障害福祉サービス意向調査」によると、生産年齢人

口（15 歳以上 65 歳未満）における定期的な就労について、収入があると回答した障害者

は 57％でした。職場による障害への理解や合理的配慮の提供が進み、障害の特性に応じた

勤務形態を地域社会全体で増やす必要があります。 

 

 

現状データ

 

人とのつきあいがないと感じる区民の割合 

 

住民同士の交流の場があると感じている 

区民の割合 

  

出典：健康福祉に関する意識調査 出典：健康福祉に関する意識調査 

 

 

施策４ 交流の場や機会の充実 

現状と課題 

％ ％
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６ 学童クラブ整備・運営 育成活動推進課

 

保護者の就労等により、放課後、適切な保護を受けられない児童を対象に、遊びや生活

の場を提供します。 

 

７ 子どもたちの安全・安心な居場所づくり 育成活動推進課、指導室

 

（１）地域の様々な大人が参画し、学校施設や公共施設を活用して、放課後や休日に子ど

もたちの安全・安心な活動の拠点や居場所を提供します。 

 

（２）利便性を考慮し、北部地域におけるフリーステップルームの整備について検討しま

す。 

 

８ 障害者の就労支援 障害福祉課

 

（１）障害者が各々の希望に応じた働き方や働く場を選択でき、安心して障害の特性や心

身の状況に合わせて働き続けられるよう、就労支援センターを中心として関係機関と

の連携を進め、就労及び定着・生活支援を一体的に行います。 

さらに、実習受入奨励金といった助成制度について周知するなど、企業等が障害者雇

用を促進するための働きかけを強化します。 

 

（２）働く意欲がより一層高まるような工賃の向上を目指して、自主生産品の販売促進に

向けた取組や、実現性・実効性のある製品開発の工夫について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 身近な地域の人と知り合うきっかけづくり 地域活動推進課

 

区民公益活動団体支援講座や交流会の実施を通して、地域での人と人とのつながりや交

流を広げるための町会・自治会、地域活動団体等による活動を支援します。 

 

２ 高齢者の居場所や活動の場づくりの推進
すこやか福祉センター、

介護･高齢者支援課

 

町会・自治会、中野区社会福祉協議会＊、中野区シルバー人材センター、地域で活動する

ボランティア団体等と連携しながら、社会状況の変化に対応した高齢者の居場所や活動の

場づくりを進め、健康生きがいづくりや就労等の活動を支援します。 

 

３ 認知症地域拠点の推進 地域包括ケア推進課

 

認知症の人やその家族・支援者が孤立せず、相談や情報交換ができるよう、オレンジカ

フェ＊などの通いの場や身近な地域拠点を推進します。 

また、より多くの区民に認知症地域支援事業を理解してもらうため、普及啓発を図りま

す。 

 

４ 障害者との交流機会の充実 障害福祉課

 

障害の有無に関わらず区民が交流できるサロン事業等について検討、実施し、交流の場

を充実します。 

 

５ 中高生年代向け施設の整備 育成活動推進課

 

若者の活動・交流の拠点として、中高生年代の意見を聴きながら中高生年代向け施設を

整備します。 

 

主な取組 
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６ 学童クラブ整備・運営 育成活動推進課

 

保護者の就労等により、放課後、適切な保護を受けられない児童を対象に、遊びや生活

の場を提供します。 

 

７ 子どもたちの安全・安心な居場所づくり 育成活動推進課、指導室

 

（１）地域の様々な大人が参画し、学校施設や公共施設を活用して、放課後や休日に子ど

もたちの安全・安心な活動の拠点や居場所を提供します。 

 

（２）利便性を考慮し、北部地域におけるフリーステップルームの整備について検討しま

す。 

 

８ 障害者の就労支援 障害福祉課

 

（１）障害者が各々の希望に応じた働き方や働く場を選択でき、安心して障害の特性や心

身の状況に合わせて働き続けられるよう、就労支援センターを中心として関係機関と

の連携を進め、就労及び定着・生活支援を一体的に行います。 

さらに、実習受入奨励金といった助成制度について周知するなど、企業等が障害者雇

用を促進するための働きかけを強化します。 

 

（２）働く意欲がより一層高まるような工賃の向上を目指して、自主生産品の販売促進に

向けた取組や、実現性・実効性のある製品開発の工夫について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 身近な地域の人と知り合うきっかけづくり 地域活動推進課

 

区民公益活動団体支援講座や交流会の実施を通して、地域での人と人とのつながりや交

流を広げるための町会・自治会、地域活動団体等による活動を支援します。 

 

２ 高齢者の居場所や活動の場づくりの推進
すこやか福祉センター、

介護･高齢者支援課

 

町会・自治会、中野区社会福祉協議会＊、中野区シルバー人材センター、地域で活動する

ボランティア団体等と連携しながら、社会状況の変化に対応した高齢者の居場所や活動の

場づくりを進め、健康生きがいづくりや就労等の活動を支援します。 

 

３ 認知症地域拠点の推進 地域包括ケア推進課

 

認知症の人やその家族・支援者が孤立せず、相談や情報交換ができるよう、オレンジカ

フェ＊などの通いの場や身近な地域拠点を推進します。 

また、より多くの区民に認知症地域支援事業を理解してもらうため、普及啓発を図りま

す。 

 

４ 障害者との交流機会の充実 障害福祉課

 

障害の有無に関わらず区民が交流できるサロン事業等について検討、実施し、交流の場

を充実します。 

 

５ 中高生年代向け施設の整備 育成活動推進課

 

若者の活動・交流の拠点として、中高生年代の意見を聴きながら中高生年代向け施設を

整備します。 

 

主な取組 
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（１）地域活動を行っている区民の割合【出典：健康福祉に関する意識調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

（２）地域課題の解決に取り組む団体の新規立上げ支援数【出典：中野区資料】 

 

現 状 値

（令和４年度）
団体

目 標 値

（令和 年度）
団体

 

 

多世代の人や関係団体が地域活動へ参加し、交流が活発に行われるとともに、地域での

見守り・支えあいが充実しています。 

 

 

 

成果指標 

目指すべき姿 

平成 年～令和４年
の 年間の累計

令和６年～令和 年
の 年間の累計

 

 

 

○地域の見守り・支えあい活動や子育て支援活動をはじめとする地域における公益的な活

動を行う団体では、活動を担う人材が不足しています。地域において活動を活性化させる

ためにも、活動意欲のある人が地域で活躍できるよう支援するとともに、地域の様々な活

動をつなげる仕組みづくりや団体と地域の多様な人材のマッチングなどを促進する必要が

あります。 

 

○多岐にわたる区民ニーズに対応するため、公益的な団体の活動は重要性を増しています。

活動の促進を図るとともに、団体間の連携の強化が必要です。 

 

 

現状データ

 

見守り・支えあい活動をしている 

区民の割合 

町会・自治会活動やボランティア活動に参加し

たいと思っている区民の割合 

  

出典：健康福祉に関する意識調査 出典：中野区区民意識・実態調査 

 

施策５ 地域における支えあい活動の推進 

現状と課題 

％ ％
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（１）地域活動を行っている区民の割合【出典：健康福祉に関する意識調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

（２）地域課題の解決に取り組む団体の新規立上げ支援数【出典：中野区資料】 

 

現 状 値

（令和４年度）
団体

目 標 値

（令和 年度）
団体

 

 

多世代の人や関係団体が地域活動へ参加し、交流が活発に行われるとともに、地域での

見守り・支えあいが充実しています。 

 

 

 

成果指標 

目指すべき姿 

平成 年～令和４年
の 年間の累計

令和６年～令和 年
の 年間の累計

 

 

 

○地域の見守り・支えあい活動や子育て支援活動をはじめとする地域における公益的な活

動を行う団体では、活動を担う人材が不足しています。地域において活動を活性化させる

ためにも、活動意欲のある人が地域で活躍できるよう支援するとともに、地域の様々な活

動をつなげる仕組みづくりや団体と地域の多様な人材のマッチングなどを促進する必要が

あります。 

 

○多岐にわたる区民ニーズに対応するため、公益的な団体の活動は重要性を増しています。

活動の促進を図るとともに、団体間の連携の強化が必要です。 

 

 

現状データ

 

見守り・支えあい活動をしている 

区民の割合 

町会・自治会活動やボランティア活動に参加し

たいと思っている区民の割合 

  

出典：健康福祉に関する意識調査 出典：中野区区民意識・実態調査 

 

施策５ 地域における支えあい活動の推進 

現状と課題 

％ ％
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助け合いながら子育てをする会員制の支えあい活動（ファミリー・サポート事業）を

実施します。 

さらに、地域の子育て関連団体と担い手のマッチングを促進します。 

 

（３）区内での子育て支援に関心がある層への研修体制を関係機関との協働により確立す

るなど、地域人材の活動の裾野を広げます。 

子育て支援に関心が薄い層に対して、子育て支援団体や子育て所管と連携しながら

積極的に働きかけ、地域における子育て支援への理解の促進を強化します。 

 

（４）区民活動センター運営委員会との連携により、地域団体の活動支援や、地域におけ

るコーディネート機能を強化するとともに、団体間の交流の促進や新たな活動の担い

手の育成を図ります。 

 

４ 関係機関との連携
地域活動推進課、地域包括ケア推進課、

福祉推進課、育成活動推進課

 

（１）中野区町会連合会と区が締結したパートナーシップ協定に基づき、協働の取組を進

めます。 

また、町会・自治会の活動への参加の促進や活性化、情報発信力の向上に係る支援等、

区民の町会加入を促進する取組を進め、さらなる連携強化を図ります。 

 

（２）地域の課題解決に向け、区と町会・自治会、地域活動団体、ＮＰＯ法人、中野区社

会福祉協議会などの関係機関をつなげる連携体制を強化し、新たな地域活動団体の掘

り起こしや自立に向けた支援を行います。 

 

（３）中野区社会福祉協議会が作成する第４次中野区民地域福祉活動計画（いきいきプラ

ン）と連携を図り、地域福祉の向上に取り組みます。 

 

（４）児童館において、子育て支援活動を行う地域団体や個人の活動を支援し、交流や相

互理解を進め、地域における子育て活動支援の強化を図ります。 

 

 

 

１ 地域活動の推進 地域活動推進課

 

地域への関心を高めるため、電子掲示板ＷＥＢアプリケーション「ためまっぷなかの」

を活用するなど、暮らしに関する身近な情報や地域における活動・交流の機会に関する情

報を発信します。 

 

２ 見守り・支えあいの推進
地域活動推進課、

地域包括ケア推進課

 

（１）世代を問わず誰もが気軽に参加できるイベントや交流会の実施を通して、近隣住民

同士の顔の見える関係づくりを広げます。 

また、支援を必要とする人と支援する人をつなげる仕組みづくりや見守り・支えあい

活動を担う人や団体への支援を進めます。 

さらに、若年層や中高年を地域に取り込むためのアプローチについて検討します。 

 

（２）区と町会・自治会や民生・児童委員をはじめとする地域の見守り・支えあいを担う

団体・機関の連携体制を強化し、見守り・支えあい活動のさらなる活性化を図ります。 

   さらに、ＩＣＴ＊（情報通信技術）を活用した地域における見守りについて引き続き

検討し、見守り体制の充実を図ります。 

 

（３）「高齢者等の見守りに関する協定」を締結している事業者との情報共有や地域との連

携をさらに強化します。 

また、協定を締結する事業者を増やすため、積極的に働きかけを行います。 

 

３ 新たな担い手の育成・支援
地域活動推進課、

子育て支援課

 

（１）地域活動には、「負担感が強い」、「大変そう」というイメージを抱いている区民も少

なくないことから、地域活動への理解を深めてもらうために、区民への広報・啓発活

動を強化し、地域活動への意識の醸成を図ります。 

 

（２）子育ての援助を受けたい方と、子育ての援助をしたい方が会員になり、地域の中で

主な取組 
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助け合いながら子育てをする会員制の支えあい活動（ファミリー・サポート事業）を

実施します。 

さらに、地域の子育て関連団体と担い手のマッチングを促進します。 

 

（３）区内での子育て支援に関心がある層への研修体制を関係機関との協働により確立す

るなど、地域人材の活動の裾野を広げます。 

子育て支援に関心が薄い層に対して、子育て支援団体や子育て所管と連携しながら

積極的に働きかけ、地域における子育て支援への理解の促進を強化します。 

 

（４）区民活動センター運営委員会との連携により、地域団体の活動支援や、地域におけ

るコーディネート機能を強化するとともに、団体間の交流の促進や新たな活動の担い

手の育成を図ります。 

 

４ 関係機関との連携
地域活動推進課、地域包括ケア推進課、

福祉推進課、育成活動推進課

 

（１）中野区町会連合会と区が締結したパートナーシップ協定に基づき、協働の取組を進

めます。 

また、町会・自治会の活動への参加の促進や活性化、情報発信力の向上に係る支援等、

区民の町会加入を促進する取組を進め、さらなる連携強化を図ります。 

 

（２）地域の課題解決に向け、区と町会・自治会、地域活動団体、ＮＰＯ法人、中野区社

会福祉協議会などの関係機関をつなげる連携体制を強化し、新たな地域活動団体の掘

り起こしや自立に向けた支援を行います。 

 

（３）中野区社会福祉協議会が作成する第４次中野区民地域福祉活動計画（いきいきプラ

ン）と連携を図り、地域福祉の向上に取り組みます。 

 

（４）児童館において、子育て支援活動を行う地域団体や個人の活動を支援し、交流や相

互理解を進め、地域における子育て活動支援の強化を図ります。 

 

 

 

１ 地域活動の推進 地域活動推進課

 

地域への関心を高めるため、電子掲示板ＷＥＢアプリケーション「ためまっぷなかの」

を活用するなど、暮らしに関する身近な情報や地域における活動・交流の機会に関する情

報を発信します。 

 

２ 見守り・支えあいの推進
地域活動推進課、

地域包括ケア推進課

 

（１）世代を問わず誰もが気軽に参加できるイベントや交流会の実施を通して、近隣住民

同士の顔の見える関係づくりを広げます。 

また、支援を必要とする人と支援する人をつなげる仕組みづくりや見守り・支えあい

活動を担う人や団体への支援を進めます。 

さらに、若年層や中高年を地域に取り込むためのアプローチについて検討します。 

 

（２）区と町会・自治会や民生・児童委員をはじめとする地域の見守り・支えあいを担う

団体・機関の連携体制を強化し、見守り・支えあい活動のさらなる活性化を図ります。 

   さらに、ＩＣＴ＊（情報通信技術）を活用した地域における見守りについて引き続き

検討し、見守り体制の充実を図ります。 

 

（３）「高齢者等の見守りに関する協定」を締結している事業者との情報共有や地域との連

携をさらに強化します。 

また、協定を締結する事業者を増やすため、積極的に働きかけを行います。 

 

３ 新たな担い手の育成・支援
地域活動推進課、

子育て支援課

 

（１）地域活動には、「負担感が強い」、「大変そう」というイメージを抱いている区民も少

なくないことから、地域活動への理解を深めてもらうために、区民への広報・啓発活

動を強化し、地域活動への意識の醸成を図ります。 

 

（２）子育ての援助を受けたい方と、子育ての援助をしたい方が会員になり、地域の中で

主な取組 
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現状データ

 

令和４年度（2022年度）における中野くらし

サポートの相談件数 
犯罪被害者の相談窓口の認知度 

  

出典： 中野区資料 出典：健康福祉に関する意識調査 

 

（１）生活困窮者を対象とした就労支援を受け就労した割合【出典：中野区資料】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

（２）自殺死亡率（１０万人対）【出典：中野区資料】 

 

現 状 値

（令和４年度）
人

目 標 値

（令和 年度）
人以下

 

 

様々な課題を抱えた人が、必要な福祉サービスや制度に円滑につながっています。 

 

成果指標 

目指すべき姿 

％
収入・生活費

件

件

家賃・ローン

の支払い

件
仕事探し・就職

件

平成 年～令和４年
の 年平均

 

 

 

○生活保護に至る前の生活困窮者を早急に把握し、個々の状態に応じた適切な支援を行う

とともに、憲法 25条の理念に基づき、生活保護を必要としている区民に対し、適切かつ迅

速に保護を行えるようにすることが重要です。また、生活保護に対する偏見や差別意識と

いったスティグマ＊の解消に向けた施策を講じる必要があります。 

 さらに、生活に困窮している人の自立に向け、支援体制の充実を図ることが必要です。 

 

○犯罪歴等がある方は就労や住居確保がしにくい状況にあり、生きづらさにもつながって

います。犯罪や非行の予防を進めるとともに、生きづらさを抱える人たちが地域で孤立す

ることなく、一人ひとりが抱える複雑な課題に配慮した支援が受けられる環境づくりが求

められています。 

 

◯犯罪被害の形態や犯罪被害者等の属性、犯罪被害者等が直面している困難な状況等も多

岐にわたっていることから、犯罪被害者一人ひとりに即した支援が求められています。犯

罪被害者が一日も早く回復し、再び平穏な生活を送ることができるよう、犯罪被害者等に

寄り添ったきめ細やかな支援が必要であり、関係機関等と連携を図りながら一層強化した

取組を図る必要があります。 

 

〇中野区における自殺死亡率は令和元年（2019 年）から令和２年（2020年）にかけて２倍

以上に増加しており、特に 20～30代と 50代の女性、40代の男性の自殺死亡率の増加が目

立ちました。区民が、自殺は誰にでも自分にも起こり得る危機という認識を持ち、必要な

ときに自ら助けを求めることができる環境づくりを進める必要があります。 

 

〇令和７年（2025年）には、高齢者の５人に１人が認知症と推測され、中野区においても

約 13,000人が認知症になると推計しています。また、令和５年（2023 年）６月には、認知

症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる共生社会＊の実現を推進する

ため「認知症基本法」が成立しました。認知症にやさしい地域づくりを推進する必要があ

ります。 

 

施策６ 多様な課題を抱えた人への支援 

現状と課題 
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現状データ

 

令和４年度（2022年度）における中野くらし

サポートの相談件数 
犯罪被害者の相談窓口の認知度 

  

出典： 中野区資料 出典：健康福祉に関する意識調査 

 

（１）生活困窮者を対象とした就労支援を受け就労した割合【出典：中野区資料】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

（２）自殺死亡率（１０万人対）【出典：中野区資料】 

 

現 状 値

（令和４年度）
人

目 標 値

（令和 年度）
人以下

 

 

様々な課題を抱えた人が、必要な福祉サービスや制度に円滑につながっています。 

 

成果指標 

目指すべき姿 

％
収入・生活費

件

件

家賃・ローン

の支払い

件
仕事探し・就職

件

平成 年～令和４年
の 年平均

 

 

 

○生活保護に至る前の生活困窮者を早急に把握し、個々の状態に応じた適切な支援を行う

とともに、憲法 25条の理念に基づき、生活保護を必要としている区民に対し、適切かつ迅

速に保護を行えるようにすることが重要です。また、生活保護に対する偏見や差別意識と

いったスティグマ＊の解消に向けた施策を講じる必要があります。 

 さらに、生活に困窮している人の自立に向け、支援体制の充実を図ることが必要です。 

 

○犯罪歴等がある方は就労や住居確保がしにくい状況にあり、生きづらさにもつながって

います。犯罪や非行の予防を進めるとともに、生きづらさを抱える人たちが地域で孤立す

ることなく、一人ひとりが抱える複雑な課題に配慮した支援が受けられる環境づくりが求

められています。 

 

◯犯罪被害の形態や犯罪被害者等の属性、犯罪被害者等が直面している困難な状況等も多

岐にわたっていることから、犯罪被害者一人ひとりに即した支援が求められています。犯

罪被害者が一日も早く回復し、再び平穏な生活を送ることができるよう、犯罪被害者等に

寄り添ったきめ細やかな支援が必要であり、関係機関等と連携を図りながら一層強化した

取組を図る必要があります。 

 

〇中野区における自殺死亡率は令和元年（2019 年）から令和２年（2020年）にかけて２倍

以上に増加しており、特に 20～30代と 50代の女性、40代の男性の自殺死亡率の増加が目

立ちました。区民が、自殺は誰にでも自分にも起こり得る危機という認識を持ち、必要な

ときに自ら助けを求めることができる環境づくりを進める必要があります。 

 

〇令和７年（2025年）には、高齢者の５人に１人が認知症と推測され、中野区においても

約 13,000人が認知症になると推計しています。また、令和５年（2023 年）６月には、認知

症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる共生社会＊の実現を推進する

ため「認知症基本法」が成立しました。認知症にやさしい地域づくりを推進する必要があ

ります。 

 

施策６ 多様な課題を抱えた人への支援 

現状と課題 
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ついて、広く情報提供を行います。 

 

（３）社会を明るくする運動や再犯防止推進月間等の取組を通じ、更生保護や再犯防止に

ついて区民や関係団体等の理解を深めるための普及啓発を推進します。 

 

４ 犯罪被害者等を支える環境づくり 福祉推進課

 

（１）「中野区犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害に遭い支援を必要とする被害者

やその家族が地域で安心して住み続けられるよう、関係団体、関係機関と連携するな

ど相談支援体制を構築するとともに、必要な経済的支援や日常生活支援等を行います。 

 

（２）利便性向上のため、現在実施している電話相談や面談に加え、ＳＮＳを活用すると

いった相談しやすい環境の整備を検討します。 

 

（３）区民が犯罪被害者等の置かれる状況などについて理解を深め、支援を必要とする犯

罪被害者等が相談窓口につながるよう、講演会等を通じて普及啓発を進めるとともに、

より効果的な周知や広報の手法について検討します。 

 

５ 自殺を未然に防ぐ体制の整備 保健予防課

 

（１）「中野区自殺対策計画」に基づき、自殺対策メール相談事業を通じて自殺に傾く区民

を発見し、自殺の中断及び感情の変化を促すとともに、必要な支援につなげるために

関係機関との連携を図ります。 

 

（２）民生児童委員、町会・自治会、社会福祉協議会等の地域関係者向けにゲートキーパ

ー養成研修を中心とした自殺に関連する研修を実施し、自殺に対しての偏見のない理

解、相談対応力向上を目指します。 

 

（３）ストレスへの対処方法や身近な人のこころの不調や病気に気づき、支援を行う「心

のサポーター」を養成するため、区民を対象とした講座を実施します。また、講座終

了後は、「心のサポーター」としての活動も支援します。 

 

 

 

 

１ 生活困窮者に対する包括的な自立支援の促進 生活援護課

 

（１）生活保護制度の意義や必要性について、区民に分かりやすく、かつ、正確に届くよ

う継続的に周知します。 

 

（２）一人ひとりの状況に合わせた、生活困窮者自立支援法による支援事業（自立相談支

援事業、家計改善支援事業、住居確保給付金事業、就労準備支援事業）を自立相談支

援機関「中野くらしサポート」において、包括的に実施します。 

また、生活困窮者に対する切れ目のない支援を行うために、「中野くらしサポート」

の機能の充実を図ります。 

 

２ 生活困窮家庭への支援 子育て支援課

 

（１）生活困窮世帯の小学５年生から中学３年生を対象に学習支援を行います。小学生は

学習の方法を身につけ、学習習慣の定着を図るとともに、中学生は受験対策も含めた

学習指導により、高校への進学を目指します。 

なお、対象については小学４年生まで段階的に拡充していきます。 

 

（２）子どもソーシャルワーカーを配置し、地域の関係機関及び団体等との連携体制を構

築するなど、生活に困難を抱える子ども及び子育て家庭を食や学びなどの必要な支援

につなげる取組を推進します。 

 

３ 再犯防止や更生保護に向けた理解促進と関係

機関との連携
地域活動推進課

 

（１）検察庁や矯正施設、保護観察所等刑事司法関係機関等と連携を図りながら、保護司

会や更生保護女性会、社会福祉協議会等の地域で見守り・支えあいに取り組む団体等

に対して再犯防止や更生保護の取組について課題を共有し、支援を行う体制の構築を

推進します。 

 

（２）犯罪をした者等の雇用促進の必要性や、雇用の受入体制、受刑者等採用相談窓口に

主な取組 

60



 

ついて、広く情報提供を行います。 

 

（３）社会を明るくする運動や再犯防止推進月間等の取組を通じ、更生保護や再犯防止に

ついて区民や関係団体等の理解を深めるための普及啓発を推進します。 

 

４ 犯罪被害者等を支える環境づくり 福祉推進課

 

（１）「中野区犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害に遭い支援を必要とする被害者

やその家族が地域で安心して住み続けられるよう、関係団体、関係機関と連携するな

ど相談支援体制を構築するとともに、必要な経済的支援や日常生活支援等を行います。 

 

（２）利便性向上のため、現在実施している電話相談や面談に加え、ＳＮＳを活用すると

いった相談しやすい環境の整備を検討します。 

 

（３）区民が犯罪被害者等の置かれる状況などについて理解を深め、支援を必要とする犯

罪被害者等が相談窓口につながるよう、講演会等を通じて普及啓発を進めるとともに、

より効果的な周知や広報の手法について検討します。 

 

５ 自殺を未然に防ぐ体制の整備 保健予防課

 

（１）「中野区自殺対策計画」に基づき、自殺対策メール相談事業を通じて自殺に傾く区民

を発見し、自殺の中断及び感情の変化を促すとともに、必要な支援につなげるために

関係機関との連携を図ります。 

 

（２）民生児童委員、町会・自治会、社会福祉協議会等の地域関係者向けにゲートキーパ

ー養成研修を中心とした自殺に関連する研修を実施し、自殺に対しての偏見のない理

解、相談対応力向上を目指します。 

 

（３）ストレスへの対処方法や身近な人のこころの不調や病気に気づき、支援を行う「心

のサポーター」を養成するため、区民を対象とした講座を実施します。また、講座終

了後は、「心のサポーター」としての活動も支援します。 

 

 

 

 

１ 生活困窮者に対する包括的な自立支援の促進 生活援護課

 

（１）生活保護制度の意義や必要性について、区民に分かりやすく、かつ、正確に届くよ

う継続的に周知します。 

 

（２）一人ひとりの状況に合わせた、生活困窮者自立支援法による支援事業（自立相談支

援事業、家計改善支援事業、住居確保給付金事業、就労準備支援事業）を自立相談支

援機関「中野くらしサポート」において、包括的に実施します。 

また、生活困窮者に対する切れ目のない支援を行うために、「中野くらしサポート」

の機能の充実を図ります。 

 

２ 生活困窮家庭への支援 子育て支援課

 

（１）生活困窮世帯の小学５年生から中学３年生を対象に学習支援を行います。小学生は

学習の方法を身につけ、学習習慣の定着を図るとともに、中学生は受験対策も含めた

学習指導により、高校への進学を目指します。 

なお、対象については小学４年生まで段階的に拡充していきます。 

 

（２）子どもソーシャルワーカーを配置し、地域の関係機関及び団体等との連携体制を構

築するなど、生活に困難を抱える子ども及び子育て家庭を食や学びなどの必要な支援

につなげる取組を推進します。 

 

３ 再犯防止や更生保護に向けた理解促進と関係

機関との連携
地域活動推進課

 

（１）検察庁や矯正施設、保護観察所等刑事司法関係機関等と連携を図りながら、保護司

会や更生保護女性会、社会福祉協議会等の地域で見守り・支えあいに取り組む団体等

に対して再犯防止や更生保護の取組について課題を共有し、支援を行う体制の構築を

推進します。 

 

（２）犯罪をした者等の雇用促進の必要性や、雇用の受入体制、受刑者等採用相談窓口に

主な取組 
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○少子高齢化やライフスタイルの多様化、地域コミュニティの希薄化等、様々な要因によ

り、地域生活課題は複雑化・複合化しています。すべての人に対し、個々の置かれている

状況や特性を踏まえ、複雑化・複合化する相談を包括的に受け止める体制を整備する必要

があります。 

近年、８０５０問題やダブルケア問題、孤独・孤立、ひきこもりなど制度の狭間にある

問題といった、既存の枠組みでは対応しきれない課題がより深刻化しています。必要な支

援を受けていない人の実態を早期に把握し、適切な支援につなげていく必要があります。 

 

○ヤングケアラーは、子どもの成長や教育に対し大きな影響を及ぼすだけでなく、子ども

らしく過ごす時間の減少や子どもの権利の侵害など大きな課題となっています。ヤングケ

アラーの早期発見、早期把握に努め、適切な支援につなげることが必要です。 

 

 

現状データ

 

アウトリーチチームが対応して適切に支援に

つなげた割合 

家族や友人、知人以外で何かあったときに 

相談する相手がいないと回答した区民の割合 

 

出典：中野区資料 出典：健康福祉に関する意識調査

 

施策７ 包括的な相談支援体制の充実 

現状と課題 

％％

 

６ 認知症への理解促進と地域での対応力の向上 地域包括ケア推進課

 

（１）講演会やパネル展示等の実施により、認知症に関する正しい知識及び理解を深める

取組を推進します。 

 

（２）住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、認知症サポーター及び認知症サ

ポートリーダーを養成します。併せて、認知症サポートリーダーの活躍の場の拡充に

ついて検討します。 

 

（３）小中学生への認知症サポーター養成研修を開催し、児童・生徒の認知症に対する正

しい理解の普及啓発を推進します。 

 

（４）電気、ガス、水道、新聞など、定期的に自宅を訪問する様々な業種等と連携を図り、

地域における見守り体制の強化について検討します。 
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○少子高齢化やライフスタイルの多様化、地域コミュニティの希薄化等、様々な要因によ

り、地域生活課題は複雑化・複合化しています。すべての人に対し、個々の置かれている

状況や特性を踏まえ、複雑化・複合化する相談を包括的に受け止める体制を整備する必要

があります。 

近年、８０５０問題やダブルケア問題、孤独・孤立、ひきこもりなど制度の狭間にある

問題といった、既存の枠組みでは対応しきれない課題がより深刻化しています。必要な支

援を受けていない人の実態を早期に把握し、適切な支援につなげていく必要があります。 

 

○ヤングケアラーは、子どもの成長や教育に対し大きな影響を及ぼすだけでなく、子ども

らしく過ごす時間の減少や子どもの権利の侵害など大きな課題となっています。ヤングケ

アラーの早期発見、早期把握に努め、適切な支援につなげることが必要です。 

 

 

現状データ

 

アウトリーチチームが対応して適切に支援に

つなげた割合 

家族や友人、知人以外で何かあったときに 

相談する相手がいないと回答した区民の割合 

 

出典：中野区資料 出典：健康福祉に関する意識調査

 

施策７ 包括的な相談支援体制の充実 

現状と課題 

％％

 

６ 認知症への理解促進と地域での対応力の向上 地域包括ケア推進課

 

（１）講演会やパネル展示等の実施により、認知症に関する正しい知識及び理解を深める

取組を推進します。 

 

（２）住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、認知症サポーター及び認知症サ

ポートリーダーを養成します。併せて、認知症サポートリーダーの活躍の場の拡充に

ついて検討します。 

 

（３）小中学生への認知症サポーター養成研修を開催し、児童・生徒の認知症に対する正

しい理解の普及啓発を推進します。 

 

（４）電気、ガス、水道、新聞など、定期的に自宅を訪問する様々な業種等と連携を図り、

地域における見守り体制の強化について検討します。 
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１ 地域包括ケア体制の構築の推進

地域包括ケア推進課、地域活動推

進課、すこやか福祉センター、

生活援護課

 

区民の複雑かつ複合的な生活課題（８０５０問題、ダブルケア、ひきこもり等）への支

援を充実させるため、総合的な相談機能及び地域におけるコーディネート機能の向上や、

アウトリーチチームの対応力及び連携の強化を図るとともに、多職種・多機関協働の伴走

型支援＊を提供します。 

また、地域包括ケア体制の充実に向け、医療・介護・福祉の連携及び産学官の連携を推

進します。 

潜在的な要支援者の発見、孤独・孤立の防止に向け、アウトリーチチームや区民活動セ

ンター運営委員会、社会福祉協議会等が多職種によるアウトリーチ活動を進め、課題の深

刻化を未然に防ぎ、本人やその家族を適切な相談支援につなげます。 

さらに、相談窓口や居場所などについての情報の継続した発信等、地域や社会からの孤

立により、自ら区へアクセスすることが難しい区民に対するアプローチを検討し、推進し

ます。 

 

２ 活動を推進するための地域拠点の整備
地域包括ケア推進課、

地域活動推進課

 

区民の日常生活を支え、引き続き適切な相談支援が提供できるよう、すこやか福祉セン

ター及び地域包括支援センターの担当地域・圏域について、対象人口や担当範囲を踏まえ

ながら再編を進め、より身近な地域で専門的な相談支援ができる体制を整備します。 

 

３ 妊娠、出産、子育てトータル相談支援の実施 すこやか福祉センター

 

区に妊娠届を提出した全ての妊婦及び支援を必要とする産婦を対象に、保健師等が面接

を行いながら個別の支援プランを作成し、関係機関との連携を強化しながら、切れ目のな

い包括的な産前・産後のサービス提供につなげます。 

 

主な取組 

 

 

（１）アウトリーチチームが対応して適切に支援につなげた割合【出典：中野区資料】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

（２）家族や友人・知人以外で何かあったときに相談する相手、相談機関に「区役所等の

公的機関」と回答する区民の割合【出典：健康福祉に関する意識調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

 

支援が必要な人に対し、切れ目のない包括的な支援が行われています。 

 

 

 

 

 

 

成果指標 

目指すべき姿 
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１ 地域包括ケア体制の構築の推進

地域包括ケア推進課、地域活動推

進課、すこやか福祉センター、

生活援護課

 

区民の複雑かつ複合的な生活課題（８０５０問題、ダブルケア、ひきこもり等）への支

援を充実させるため、総合的な相談機能及び地域におけるコーディネート機能の向上や、

アウトリーチチームの対応力及び連携の強化を図るとともに、多職種・多機関協働の伴走

型支援＊を提供します。 

また、地域包括ケア体制の充実に向け、医療・介護・福祉の連携及び産学官の連携を推

進します。 

潜在的な要支援者の発見、孤独・孤立の防止に向け、アウトリーチチームや区民活動セ

ンター運営委員会、社会福祉協議会等が多職種によるアウトリーチ活動を進め、課題の深

刻化を未然に防ぎ、本人やその家族を適切な相談支援につなげます。 

さらに、相談窓口や居場所などについての情報の継続した発信等、地域や社会からの孤

立により、自ら区へアクセスすることが難しい区民に対するアプローチを検討し、推進し

ます。 

 

２ 活動を推進するための地域拠点の整備
地域包括ケア推進課、

地域活動推進課

 

区民の日常生活を支え、引き続き適切な相談支援が提供できるよう、すこやか福祉セン

ター及び地域包括支援センターの担当地域・圏域について、対象人口や担当範囲を踏まえ

ながら再編を進め、より身近な地域で専門的な相談支援ができる体制を整備します。 

 

３ 妊娠、出産、子育てトータル相談支援の実施 すこやか福祉センター

 

区に妊娠届を提出した全ての妊婦及び支援を必要とする産婦を対象に、保健師等が面接

を行いながら個別の支援プランを作成し、関係機関との連携を強化しながら、切れ目のな

い包括的な産前・産後のサービス提供につなげます。 

 

主な取組 

 

 

（１）アウトリーチチームが対応して適切に支援につなげた割合【出典：中野区資料】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

（２）家族や友人・知人以外で何かあったときに相談する相手、相談機関に「区役所等の

公的機関」と回答する区民の割合【出典：健康福祉に関する意識調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

 

支援が必要な人に対し、切れ目のない包括的な支援が行われています。 

 

 

 

 

 

 

成果指標 

目指すべき姿 
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ども含め、居住支援協議会を中心とした住まいの相談体制を推進します。 

 

９ 認知症の人を支える地域の相談支援体制の

充実
地域包括ケア推進課

 

認知症検診モデル事業の実施などを通じて、ＭＣＩ（軽度認知障害）の段階から適切な

相談支援が受けられる体制を整備します。 

さらに、若年性認知症専門の相談窓口にて相談支援を行うとともに、伴走型支援の提供

について検討、実施を目指します。 

 

外国人が安心して暮らすための相談体制の

充実

区民サービス課、文化振

興・多文化共生推進課

 

外国人住民が地域で安心して生活を営めるよう、外国人相談窓口の設置を目指し、相談

機能の充実を図ります。 

 

犯罪被害者等への相談支援体制の充実 福祉推進課

 

安定したサービスを提供するために、相談業務に従事する職員を安定的に確保し、犯罪

被害者支援団体と連携を図るなど、相談支援体制を強化します。 

 

 

 

 

 

 

４ 子ども、若者に関する相談支援体制の強化
子ども・若者相談課、

児童福祉課

 

子ども・若者支援センターを中心として、総合相談から専門性の高い相談まで、様々な

相談について関係機関と連携し、状況にあった支援を継続的に行えるよう、相談支援体制

を強化します。 

 

５ ヤングケアラー支援
地域包括ケア推進課、指導室、子ども・若者

相談課、児童福祉課、子ども・教育政策課

 

ヤングケアラーの早期発見、早期把握に努め、適切な支援につなげるため、関係機関や

団体等と連携を図り、相談支援体制を強化します。 

 

６ 障害者の相談支援体制の強化
障害福祉課、

すこやか福祉センター

 

基幹相談支援センター＊は、地域における相談支援体制の構築に向け、身近な相談拠点で

あるすこやか福祉センターやすこやか障害者相談支援事業所＊、その他の相談支援機関との

連携を強化するとともに、専門性の高い相談支援などに対応できる体制の充実を図ります。 

 

７ 発達に課題がある子どもへの相談支援体制の

充実

障害福祉課、

すこやか福祉センター

 

発達に課題のある子ども及びその保護者に対し、ライフステージに合わせ、継続した相

談支援を実施するとともに、すこやか福祉センターと療育センター等の関係機関の連携の

強化を図ります。 

また、多様な発達の課題に対して支援が行えるよう、療育センターの療育相談＊等専門的

機能を強化します。 

 

８ 住宅確保要配慮者に対するきめ細かな相談

支援体制の推進

住宅課、地域活動推進課、地域

包括ケア推進課、子育て支援

課、障害福祉課、生活援護課

 

不動産事業者や居住支援法人等の住宅部門と生活支援を担う福祉部門とが連携しながら、

低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯など住宅確保要配慮者の住まいに関するきめ細

かいサポート体制を整えるとともに、民間賃貸住宅のオーナーに対する支援や情報提供な
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ども含め、居住支援協議会を中心とした住まいの相談体制を推進します。 

 

９ 認知症の人を支える地域の相談支援体制の

充実
地域包括ケア推進課

 

認知症検診モデル事業の実施などを通じて、ＭＣＩ（軽度認知障害）の段階から適切な

相談支援が受けられる体制を整備します。 

さらに、若年性認知症専門の相談窓口にて相談支援を行うとともに、伴走型支援の提供

について検討、実施を目指します。 

 

外国人が安心して暮らすための相談体制の

充実

区民サービス課、文化振

興・多文化共生推進課

 

外国人住民が地域で安心して生活を営めるよう、外国人相談窓口の設置を目指し、相談

機能の充実を図ります。 

 

犯罪被害者等への相談支援体制の充実 福祉推進課

 

安定したサービスを提供するために、相談業務に従事する職員を安定的に確保し、犯罪

被害者支援団体と連携を図るなど、相談支援体制を強化します。 

 

 

 

 

 

 

４ 子ども、若者に関する相談支援体制の強化
子ども・若者相談課、

児童福祉課

 

子ども・若者支援センターを中心として、総合相談から専門性の高い相談まで、様々な

相談について関係機関と連携し、状況にあった支援を継続的に行えるよう、相談支援体制

を強化します。 

 

５ ヤングケアラー支援
地域包括ケア推進課、指導室、子ども・若者

相談課、児童福祉課、子ども・教育政策課

 

ヤングケアラーの早期発見、早期把握に努め、適切な支援につなげるため、関係機関や

団体等と連携を図り、相談支援体制を強化します。 

 

６ 障害者の相談支援体制の強化
障害福祉課、

すこやか福祉センター

 

基幹相談支援センター＊は、地域における相談支援体制の構築に向け、身近な相談拠点で

あるすこやか福祉センターやすこやか障害者相談支援事業所＊、その他の相談支援機関との

連携を強化するとともに、専門性の高い相談支援などに対応できる体制の充実を図ります。 

 

７ 発達に課題がある子どもへの相談支援体制の

充実

障害福祉課、

すこやか福祉センター

 

発達に課題のある子ども及びその保護者に対し、ライフステージに合わせ、継続した相

談支援を実施するとともに、すこやか福祉センターと療育センター等の関係機関の連携の

強化を図ります。 

また、多様な発達の課題に対して支援が行えるよう、療育センターの療育相談＊等専門的

機能を強化します。 

 

８ 住宅確保要配慮者に対するきめ細かな相談

支援体制の推進

住宅課、地域活動推進課、地域

包括ケア推進課、子育て支援

課、障害福祉課、生活援護課

 

不動産事業者や居住支援法人等の住宅部門と生活支援を担う福祉部門とが連携しながら、

低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯など住宅確保要配慮者の住まいに関するきめ細

かいサポート体制を整えるとともに、民間賃貸住宅のオーナーに対する支援や情報提供な
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〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、区民の生命や公衆衛生、医療、社会生活に深

刻な影響を与えました。区民の生命や健康の安全を脅かす感染症の拡大防止を図るため、

医療機関等と連携を広げ、リスクコミュニケーションを推進することが重要です。 

 

 

現状データ

 

入所施設から地域移行した障害者数 
地域での救急医療体制が整っていると 

思う区民の割合 

 

 

 

 

 

 

※平成 27 年度（2015 年度）からの累計 

 

 

 

 

 

 

出典： 中野区資料 出典：健康福祉に関する意識調査 

 

 

介護や病気で療養が必要になっても、医療、介護サービスや地域の見守り等の環境が整

っていると思う区民の割合【出典：健康福祉に関する意識調査】 

 

現 状 値

（令和４年度）
％

目 標 値

（令和 年度）
％

 

 

 

地域における適切な福祉サービスや医療体制が整い、区民のすこやかな生活を支えてい

ます。 

成果指標 

目指すべき姿 

％

令和２年度

人

令和４年度

人

 

 

 

○福祉や介護サービスの利用者が増加している中において、多様化するニーズに対応しな

がら継続的に質の高いサービスを提供し、区民満足度の向上を図る必要があります。その

ためには、サービスを提供する事業所に対する支援や、福祉や介護サービスに携わる人材

の確保、育成、定着の取組を早急に進める必要があります。 

 

○高齢者が可能な限り住み慣れた地域で尊厳を持って自分らしく暮らし続けられる地域社

会を実現するためには、介護が必要となった時に、適切なサービスを受けることのできる

環境が整備されていることが必要です。そのためには、個々のニーズや地域に不足してい

るサービスを把握し、施設整備の必要性の検討や在宅サービスの充実、それらを支える人

材の確保などといった、総合的な観点から検討を進めることが重要です。 

 

○障害者基本法では、「全ての障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選

択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられない」と定め

られています。ノーマライゼーションの理念を実現していくために、病院や入所施設＊から

の地域移行＊の取組を推進することが求められます。 

 

◯障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者の地域生活への移行や地域生

活の継続を推進し、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援を行うことが求

められています。 

 

〇介護が必要になった場合に、介護を受けたい場所として約 63％の人が「自宅」と回答し

ています。個人の選択のもと、尊厳ある生き方や最期の迎え方を区民が考える気運が高ま

り、在宅療養することができる環境づくりを進めていく必要があります。 

 

〇区民の健やかな生活を支えていくためには、子どもから高齢者まで、誰もが必要なとき

に、疾病や症状に応じた医療が身近な地域で受けられるよう、継続性のある適切な医療が

受けられる環境づくりとして地域の診療所や病院の機能、連携を強化し、体制の整備を進

めていく必要があります。 

 

 

施策８ 適切な福祉サービス・医療を受けられる環境整備 

現状と課題 
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〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、区民の生命や公衆衛生、医療、社会生活に深

刻な影響を与えました。区民の生命や健康の安全を脅かす感染症の拡大防止を図るため、

医療機関等と連携を広げ、リスクコミュニケーションを推進することが重要です。 

 

 

現状データ

 

入所施設から地域移行した障害者数 
地域での救急医療体制が整っていると 

思う区民の割合 

 

 

 

 

 

 

※平成 27 年度（2015 年度）からの累計 
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介護や病気で療養が必要になっても、医療、介護サービスや地域の見守り等の環境が整

っていると思う区民の割合【出典：健康福祉に関する意識調査】 
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地域における適切な福祉サービスや医療体制が整い、区民のすこやかな生活を支えてい

ます。 
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○福祉や介護サービスの利用者が増加している中において、多様化するニーズに対応しな

がら継続的に質の高いサービスを提供し、区民満足度の向上を図る必要があります。その

ためには、サービスを提供する事業所に対する支援や、福祉や介護サービスに携わる人材

の確保、育成、定着の取組を早急に進める必要があります。 

 

○高齢者が可能な限り住み慣れた地域で尊厳を持って自分らしく暮らし続けられる地域社

会を実現するためには、介護が必要となった時に、適切なサービスを受けることのできる

環境が整備されていることが必要です。そのためには、個々のニーズや地域に不足してい

るサービスを把握し、施設整備の必要性の検討や在宅サービスの充実、それらを支える人

材の確保などといった、総合的な観点から検討を進めることが重要です。 

 

○障害者基本法では、「全ての障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選

択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられない」と定め

られています。ノーマライゼーションの理念を実現していくために、病院や入所施設＊から

の地域移行＊の取組を推進することが求められます。 

 

◯障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者の地域生活への移行や地域生

活の継続を推進し、障害者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援を行うことが求

められています。 

 

〇介護が必要になった場合に、介護を受けたい場所として約 63％の人が「自宅」と回答し

ています。個人の選択のもと、尊厳ある生き方や最期の迎え方を区民が考える気運が高ま

り、在宅療養することができる環境づくりを進めていく必要があります。 

 

〇区民の健やかな生活を支えていくためには、子どもから高齢者まで、誰もが必要なとき

に、疾病や症状に応じた医療が身近な地域で受けられるよう、継続性のある適切な医療が

受けられる環境づくりとして地域の診療所や病院の機能、連携を強化し、体制の整備を進

めていく必要があります。 

 

 

施策８ 適切な福祉サービス・医療を受けられる環境整備 

現状と課題 
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援に取り組みます。 

また、精神障害のある人が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしをすることが

できるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場を活用し、課題の検討、情報共有を

行います。 

さらに、退院後の受け皿として、共同生活援助の利用が見込まれる者の数を勘案し、生

活基盤の整備を進めます。 

 

５ 障害者の地域生活を支える拠点整備 障害福祉課

 

（１）江古田三丁目の区有地を活用して、令和９年度（2027年度）に身体障害者及び知的

障害者を対象とした地域生活支援拠点＊を整備します。 

身体障害、知的障害、精神障害のそれぞれの専門性による役割分担や、障害者相談支

援事業所との連携等、拠点が有機的に機能するための仕組みを構築します。 

 

（２）基幹相談支援センターや地域の相談支援機関を中心に、関係機関等と連携やサービ

ス調整ができる体制を整備し、入所施設等からの地域移行・地域定着に向けた、機能

や連携を強化します。 

 

６ 在宅療養の支援に向けた体制の強化
地域包括ケア推進課、

障害福祉課

 

（１）退院後等在宅での療養が必要となった場合に、早期に必要なサービスが提供される

よう、在宅療養コーディネーター＊（在宅療養相談窓口）や地域包括支援センターが区

民からの在宅療養の相談の受付や関係機関との調整を行い、在宅療養生活を支援しま

す。 

また、本人の望む生活を支える仕組みづくりを進めるために、ＡＣＰ（アドバンスケ

アプランニング）＊の考え方の普及を図ります。 

 

（２）重度障害者等が在宅生活を継続できるよう、在宅療養体制を充実します。 

 

７ 地域での医療提供の充実 保健企画課

 

地域に密着した身近な医療を提供する診療所と入院機能や高度医療を提供する病院等と

の連携を推進します。医療機能の分担と円滑な入院患者の受け入れを図り、医療連携を強

 

 

１ 第三者評価受審の推進
障害福祉課、

介護・高齢者支援課

 

福祉サービスの改善や水準の向上を図り、区民によるサービス選択に資するため、障害

福祉サービス事業所＊（日中活動系サービス＊、短期入所）、障害児通所支援＊事業所及び介

護サービス事業所に対して第三者評価の受審費補助を行い、受審の促進を図ります。 

 

２ 福祉・介護人材の確保、育成、定着の取組の推進
障害福祉課、

介護・高齢者支援課

 

（１）関係機関との連携によるイベント等を通じたやりがいや魅力の発信等により、人材

の確保・定着を促します。 

 

（２）サービスの質の向上を図るため、現場の職員のニーズを把握しながら、研修費用や

資格試験の受験費用を助成するなど、スキルアップにつながる取組を実施します。 

 

（３）障害者自立支援協議会の事業者連絡会において、事業者間の連携や情報交換、研修

を継続して推進します。 

 

３ 介護サービス基盤の整備 介護・高齢者支援課

 

高齢者の安定的な暮らしを継続するために、地域に不足しているサービスを把握しなが

ら、施設整備と在宅サービスの充実を一体的に検討します。 

特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等の施設整備を検討するにあたり、

現在の需要数や地域のバランス等の把握だけでなく、将来的な需要や既存施設のあり方も

含めて検討します。 

 

４ 精神障害者の地域移行の推進と体制整備 障害福祉課

 

精神科病院等の医療機関への訪問活動を継続的に実施し、長期入院患者の実態把握とニ

ーズの掘り起こしを行いながら、積極的に障害福祉サービスの利用に結びつけるための支

主な取組 
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 すこやか地域ケア会議では、地域ケア個別会議で出された課題を集約し、地域課題を明らかにします。

日常生活圏域で解決できる地域課題や取組について検討し、地域づくりや地域資源の開発を行います。 

 地域包括ケア推進会議では、すこやか地域ケア会議で検討された課題に関する有効な支援方法を施策

化し、全区的な課題の解決を図ります。 

第４章 
 

中野区成年後見制度利用促進計画 

 

化することで、区民が必要な時に、疾病や症状に応じて身近な地域で、切れ目なく継続性

のある適切な医療が受けられる環境づくりを進めます。 

 

８ 感染症対策における関係機関との連携強化 保健企画課、保健予防課

 

医療関係団体、関係機関、地域の専門家と連携し、院内感染（医療関連感染）等の防止

と感染症対策に係る資質向上を図るため、地域感染症対策ネットワークを構築し、情報共

有等の機会を充実します。 

 

 

 

 

7272



 

 

 

 すこやか地域ケア会議では、地域ケア個別会議で出された課題を集約し、地域課題を明らかにします。

日常生活圏域で解決できる地域課題や取組について検討し、地域づくりや地域資源の開発を行います。 

 地域包括ケア推進会議では、すこやか地域ケア会議で検討された課題に関する有効な支援方法を施策

化し、全区的な課題の解決を図ります。 

第４章 
 

中野区成年後見制度利用促進計画 

 

化することで、区民が必要な時に、疾病や症状に応じて身近な地域で、切れ目なく継続性

のある適切な医療が受けられる環境づくりを進めます。 

 

８ 感染症対策における関係機関との連携強化 保健企画課、保健予防課

 

医療関係団体、関係機関、地域の専門家と連携し、院内感染（医療関連感染）等の防止

と感染症対策に係る資質向上を図るため、地域感染症対策ネットワークを構築し、情報共

有等の機会を充実します。 

 

 

 

 

 

 

 

 すこやか地域ケア会議では、地域ケア個別会議で出された課題を集約し、地域課題を明らかにします。

日常生活圏域で解決できる地域課題や取組について検討し、地域づくりや地域資源の開発を行います。 

 地域包括ケア推進会議では、すこやか地域ケア会議で検討された課題に関する有効な支援方法を施策

化し、全区的な課題の解決を図ります。 

第４章 
 

中野区成年後見制度利用促進計画 

737272 73



 

１  計画改定の背景・目的 

 

成年後見制度は、認知症、知的障害、その他精神上の障害などのため判断能力が十分で

はなくても、本人の意思決定を尊重しながらその判断能力を補う援助者がいることにより、

安心して生活をするための重要な手段として、従来の禁治産制度に代わり平成 12 年(2000

年)につくられました。 

中野区では、平成 20 年(2008 年)10 月に中野区成年後見支援センター（運営は中野区社

会福祉協議会に委託）を開設し、成年後見制度の利用相談や後見人等になった人の支援、

制度の普及啓発などを行ってきました。 

しかし、制度が必要な人に十分利用されているとは言い難い状況から、国は平成 28 年

(2016 年)５月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」を施行し、この法律に基づき

平成 29年(2017年)３月に「成年後見制度利用促進基本計画」を閣議決定しました。 

それに基づき中野区では、成年後見制度を中心とした権利擁護支援を総合的かつ計画的

に推進していくため、令和３年(2021 年)10 月に「中野区成年後見制度利用促進計画」（以

下「計画」といいます。）を策定しました。 

令和４年(2022年)４月には中野区成年後見支援センターと中野区による成年後見制度利

用促進に係る中核機関を設置し、また、専門職及び関係団体等で成年後見制度の地域課題

について情報共有や協議を行う中野区成年後見制度連携推進協議会を設置するなど、計画

に沿って権利擁護支援の体制を整え様々な施策に取り組んできました。 

 ひとり暮らしの高齢者や権利擁護支援以外にも複雑な課題を抱えている世帯がさらに増

加する中、令和４年(2022年)３月には国の「第二期成年後見制度利用促進基本計画」が閣

議決定されたことも踏まえ、計画の進捗状況等から見えてきた課題に対して、さらに強化

して取り組むべき事項を加えるなど、計画を改定することといたしました。 

 

２  成年後見制度とは 

 

（１）成年後見制度とは 

   認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、

財産管理（不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など）や身上保

護（介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認な

ど）などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。 

   また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、

悪質商法の被害にあうおそれもあります。 

   このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、本人の意思を
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(2016 年)５月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」を施行し、この法律に基づき

平成 29年(2017年)３月に「成年後見制度利用促進基本計画」を閣議決定しました。 

それに基づき中野区では、成年後見制度を中心とした権利擁護支援を総合的かつ計画的

に推進していくため、令和３年(2021 年)10 月に「中野区成年後見制度利用促進計画」（以

下「計画」といいます。）を策定しました。 

令和４年(2022年)４月には中野区成年後見支援センターと中野区による成年後見制度利

用促進に係る中核機関を設置し、また、専門職及び関係団体等で成年後見制度の地域課題

について情報共有や協議を行う中野区成年後見制度連携推進協議会を設置するなど、計画

に沿って権利擁護支援の体制を整え様々な施策に取り組んできました。 

 ひとり暮らしの高齢者や権利擁護支援以外にも複雑な課題を抱えている世帯がさらに増

加する中、令和４年(2022年)３月には国の「第二期成年後見制度利用促進基本計画」が閣

議決定されたことも踏まえ、計画の進捗状況等から見えてきた課題に対して、さらに強化

して取り組むべき事項を加えるなど、計画を改定することといたしました。 

 

２  成年後見制度とは 

 

（１）成年後見制度とは 

   認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々は、

財産管理（不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など）や身上保

護（介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認な

ど）などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。 

   また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、

悪質商法の被害にあうおそれもあります。 

   このような、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、本人の意思を
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がある場合や担う親族がいない場合には、専門的な知識を持っている弁護士、司法書

士、社会福祉士などの専門職が選任されることもあります。そうした候補者の中から

本人にとって最も適任だと思われる人を家庭裁判所が選任します。 

   また、社会貢献意欲が高い方で、区市町村が実施する養成研修を受講し、成年後見

に関する一定の知識を得た市民後見人(社会貢献型後見人)が選ばれることもあります。 

 

３  目標 

 

 

 

 

 

 

 

 私たちが自分らしく生活するためには、自らの意思決定が大切であり、判断能力が十分

でなくなったとしても、周囲の関係者が本人の意思決定を尊重し、本人の意思に沿った支

援を行うことが重要です。 

 そのためにも区は、区民の権利擁護を支援する体制を整備し、関係機関、関係団体等と

連携し本計画を進めることで、区民一人ひとりの意思決定が尊重され権利侵害を回復して、

安心して自分らしく歩める地域共生社会を目指します。 

 

   基本政策 目標を達成するための基本施策として以下の３つを掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人の尊厳と意思決定を尊重し、本人にとってメリットを感じられるような制度運用

地域の関係者及び専門職が連携して権利擁護に取り組むネットワークの強化

制度の正しい理解促進のための、より一層の広報・啓発の推進

区民一人ひとりの意思決定が尊重され

安心して自分らしく歩める地域共生社会

 

尊重した支援（意思決定支援）を行い、安心して暮らせるように地域全体で支えてい

く。それが成年後見制度です。 

 

（２）成年後見制度の種類 

   成年後見制度には、判断能力が十分あるうちに本人が任意後見人を決める「任意後

見制度」と判断能力が不十分になってから成年後見人等が選ばれる「法定後見制度」

があります。また、法定後見制度には本人の判断能力に応じて３種類の類型がありま

す。 

   成 年 後 見 制 度 の 種 類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）任意後見契約をしている本人の判断能力が低下した場合は 

   本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人

選任の申立てを行います。家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見

契約の効力が生じます。 

 

（４）法定後見の補助、保佐、後見の申立てをできる人は 

   本人、配偶者、四親等内の親族などです。その他、親族等に申立てを行うことがで

きる人がいない場合などには、区市町村長が申し立てることができます。 

 

（５）成年後見人等に選ばれるのは 

   成年後見人等には、親族が選任される場合もありますが、財産管理など複雑な事情

任意後見

判断能力があるうちに本人の意思で任

意後見人を選び、何を依頼するのかを

前もって決めて、公正証書により契約

します。

法定後見

判断能力が不十分になってから家庭裁

判所が成年後見人等を選びます。 

補助 判断能力が不十分

後見 判断能力が欠けているのが通常

保佐 判断能力が著しく不十分
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がある場合や担う親族がいない場合には、専門的な知識を持っている弁護士、司法書

士、社会福祉士などの専門職が選任されることもあります。そうした候補者の中から

本人にとって最も適任だと思われる人を家庭裁判所が選任します。 

   また、社会貢献意欲が高い方で、区市町村が実施する養成研修を受講し、成年後見

に関する一定の知識を得た市民後見人(社会貢献型後見人)が選ばれることもあります。 

 

３  目標 

 

 

 

 

 

 

 

 私たちが自分らしく生活するためには、自らの意思決定が大切であり、判断能力が十分

でなくなったとしても、周囲の関係者が本人の意思決定を尊重し、本人の意思に沿った支

援を行うことが重要です。 

 そのためにも区は、区民の権利擁護を支援する体制を整備し、関係機関、関係団体等と

連携し本計画を進めることで、区民一人ひとりの意思決定が尊重され権利侵害を回復して、

安心して自分らしく歩める地域共生社会を目指します。 

 

   基本政策 目標を達成するための基本施策として以下の３つを掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人の尊厳と意思決定を尊重し、本人にとってメリットを感じられるような制度運用

地域の関係者及び専門職が連携して権利擁護に取り組むネットワークの強化

制度の正しい理解促進のための、より一層の広報・啓発の推進

区民一人ひとりの意思決定が尊重され

安心して自分らしく歩める地域共生社会

 

尊重した支援（意思決定支援）を行い、安心して暮らせるように地域全体で支えてい

く。それが成年後見制度です。 

 

（２）成年後見制度の種類 

   成年後見制度には、判断能力が十分あるうちに本人が任意後見人を決める「任意後

見制度」と判断能力が不十分になってから成年後見人等が選ばれる「法定後見制度」

があります。また、法定後見制度には本人の判断能力に応じて３種類の類型がありま

す。 

   成 年 後 見 制 度 の 種 類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）任意後見契約をしている本人の判断能力が低下した場合は 

   本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人

選任の申立てを行います。家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見

契約の効力が生じます。 

 

（４）法定後見の補助、保佐、後見の申立てをできる人は 

   本人、配偶者、四親等内の親族などです。その他、親族等に申立てを行うことがで

きる人がいない場合などには、区市町村長が申し立てることができます。 

 

（５）成年後見人等に選ばれるのは 

   成年後見人等には、親族が選任される場合もありますが、財産管理など複雑な事情

任意後見

判断能力があるうちに本人の意思で任

意後見人を選び、何を依頼するのかを

前もって決めて、公正証書により契約

します。

法定後見

判断能力が不十分になってから家庭裁

判所が成年後見人等を選びます。 

補助 判断能力が不十分

後見 判断能力が欠けているのが通常

保佐 判断能力が著しく不十分
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≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫

≫≫≫≫

○支援が必要な人の発見・つなぎ、見守りのための金融機関、商店街、民生委員、中野

区消費生活センター等との連携

○認知症サポーター等との連携

○区民にとってわかりやすい成年後見制度の相談窓口の周知と中核機関との情報共有

○本人の意思決定を大切にする相談体制の充実

○意思決定支援に係る各種ガイドラインを活用した支援の推進

○多機関が参加する事例勉強会の実施

○専門職連携による成年後見等支援検討会議の実施

○専門職連携による申立書の作成支援

○申立経費助成

○区長申立ての実施と円滑な実施体制の整備

○地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）等からの移行調整

○後見人等候補者の事前面談の実施

○権利擁護を推進する地域連携ネットワークの強化

○後見人を含めたチームの編成支援

○支援が必要な人の発見・つなぎ、見守りのための金融機関、商店街、民生委員、中野区

消費生活センター等との連携【再掲】

○認知症サポーター等との連携【再掲】

○多機関が参加する事例勉強会の実施【再掲】

○親族後見人・市民後見人（社会貢献型後見人）向け学習会等の実施

○後見人、支援者等からの相談対応と支援

○後見人等報酬助成

○市民後見人（社会貢献型後見人）の育成・活用

○法人後見実施団体に対する支援

○成年後見制度・権利擁護支援の普及啓発

○知的障害者、精神障害者の家族に対する普及啓発

○支援者、専門職及び職員等を対象とした研修会の実施

○「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラ

イン」等を活用した医療機関、福祉及び介護関係者との共通理解・連携促進

主 な 取 組

 

４  施策体系 

 

 

≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫≫≫

≫≫ ≫≫≫≫≫≫

＜施策１＞

発見・相談体制の充実と意思決定

支援の推進

＜施策２＞

本人の意向・状況を踏まえた申立支

援と受任調整の実施

≪基本施策≫

本人の尊厳と意思決定を尊重

し、本人にとってメリットを

感じられるような制度運用

＜施策３＞

権利擁護に取り組むネットワークの

強化

＜施策４＞

後見人等支援の充実

≪基本施策≫

地域の関係者及び専門職が連

携して権利擁護に取り組むネ

ットワークの強化

＜施策５＞

成年後見制度・権利擁護支援に関

する理解・啓発の推進

≪基本施策≫

制度の正しい理解促進のた

めの、より一層の広報・啓

発の推進

 

≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫

≫≫≫≫

○支援が必要な人の発見・つなぎ、見守りのための金融機関、商店街、民生委員、中野

区消費生活センター等との連携

○認知症サポーター等との連携

○区民にとってわかりやすい成年後見制度の相談窓口の周知と中核機関との情報共有

○本人の意思決定を大切にする相談体制の充実

○意思決定支援に係る各種ガイドラインを活用した支援の推進

○多機関が参加する事例勉強会の実施

○専門職連携による成年後見等支援検討会議の実施

○専門職連携による申立書の作成支援

○申立経費助成

○区長申立ての実施と円滑な実施体制の整備

○地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）等からの移行調整

○後見人等候補者の事前面談の実施

○権利擁護を推進する地域連携ネットワークの強化

○後見人を含めたチームの編成支援

○支援が必要な人の発見・つなぎ、見守りのための金融機関、商店街、民生委員、中野区

消費生活センター等との連携【再掲】

○認知症サポーター等との連携【再掲】

○多機関が参加する事例勉強会の実施【再掲】

○親族後見人・市民後見人（社会貢献型後見人）向け学習会等の実施

○後見人、支援者等からの相談対応と支援

○後見人等報酬助成

○市民後見人（社会貢献型後見人）の育成・活用

○法人後見実施団体に対する支援

○成年後見制度・権利擁護支援の普及啓発

○知的障害者、精神障害者の家族に対する普及啓発

○支援者、専門職及び職員等を対象とした研修会の実施

○「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラ

イン」等を活用した医療機関、福祉及び介護関係者との共通理解・連携促進

主 な 取 組
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≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫

≫≫≫≫

○支援が必要な人の発見・つなぎ、見守りのための金融機関、商店街、民生委員、中野

区消費生活センター等との連携

○認知症サポーター等との連携

○区民にとってわかりやすい成年後見制度の相談窓口の周知と中核機関との情報共有

○本人の意思決定を大切にする相談体制の充実

○意思決定支援に係る各種ガイドラインを活用した支援の推進

○多機関が参加する事例勉強会の実施

○専門職連携による成年後見等支援検討会議の実施

○専門職連携による申立書の作成支援

○申立経費助成

○区長申立ての実施と円滑な実施体制の整備

○地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）等からの移行調整

○後見人等候補者の事前面談の実施

○権利擁護を推進する地域連携ネットワークの強化

○後見人を含めたチームの編成支援

○支援が必要な人の発見・つなぎ、見守りのための金融機関、商店街、民生委員、中野区

消費生活センター等との連携【再掲】

○認知症サポーター等との連携【再掲】

○多機関が参加する事例勉強会の実施【再掲】

○親族後見人・市民後見人（社会貢献型後見人）向け学習会等の実施

○後見人、支援者等からの相談対応と支援

○後見人等報酬助成

○市民後見人（社会貢献型後見人）の育成・活用

○法人後見実施団体に対する支援

○成年後見制度・権利擁護支援の普及啓発

○知的障害者、精神障害者の家族に対する普及啓発

○支援者、専門職及び職員等を対象とした研修会の実施

○「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラ

イン」等を活用した医療機関、福祉及び介護関係者との共通理解・連携促進

主 な 取 組

 

４  施策体系 

 

 

≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫≫≫

≫≫ ≫≫≫≫≫≫

＜施策１＞

発見・相談体制の充実と意思決定

支援の推進

＜施策２＞

本人の意向・状況を踏まえた申立支

援と受任調整の実施

≪基本施策≫

本人の尊厳と意思決定を尊重

し、本人にとってメリットを

感じられるような制度運用

＜施策３＞

権利擁護に取り組むネットワークの

強化

＜施策４＞

後見人等支援の充実

≪基本施策≫

地域の関係者及び専門職が連

携して権利擁護に取り組むネ

ットワークの強化

＜施策５＞

成年後見制度・権利擁護支援に関

する理解・啓発の推進

≪基本施策≫

制度の正しい理解促進のた

めの、より一層の広報・啓

発の推進

 

≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫≫≫

≫≫≫≫

≫≫≫≫

○支援が必要な人の発見・つなぎ、見守りのための金融機関、商店街、民生委員、中野

区消費生活センター等との連携

○認知症サポーター等との連携

○区民にとってわかりやすい成年後見制度の相談窓口の周知と中核機関との情報共有

○本人の意思決定を大切にする相談体制の充実

○意思決定支援に係る各種ガイドラインを活用した支援の推進

○多機関が参加する事例勉強会の実施

○専門職連携による成年後見等支援検討会議の実施

○専門職連携による申立書の作成支援

○申立経費助成

○区長申立ての実施と円滑な実施体制の整備

○地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）等からの移行調整

○後見人等候補者の事前面談の実施

○権利擁護を推進する地域連携ネットワークの強化

○後見人を含めたチームの編成支援

○支援が必要な人の発見・つなぎ、見守りのための金融機関、商店街、民生委員、中野区

消費生活センター等との連携【再掲】

○認知症サポーター等との連携【再掲】

○多機関が参加する事例勉強会の実施【再掲】

○親族後見人・市民後見人（社会貢献型後見人）向け学習会等の実施

○後見人、支援者等からの相談対応と支援

○後見人等報酬助成

○市民後見人（社会貢献型後見人）の育成・活用

○法人後見実施団体に対する支援

○成年後見制度・権利擁護支援の普及啓発

○知的障害者、精神障害者の家族に対する普及啓発

○支援者、専門職及び職員等を対象とした研修会の実施

○「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラ

イン」等を活用した医療機関、福祉及び介護関係者との共通理解・連携促進

主 な 取 組
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権利擁護の支援が必要な人が早期に発見され、速やかに必要な支援に結びつき、本人

の意思決定を尊重した権利擁護が図られています。 

 

 

支援が必要な人の発見・つなぎ、見守りのため

の金融機関、商店街、民生委員、中野区消費生

活センター等との連携

福祉推進課、障害福祉課

地域活動推進課

成年後見支援センター

 

区民と接する中で支援が必要な人の様子に気付いた金融機関、医療機関、郵便局、商店

街、民生委員、知的障害者相談員、中野区消費生活センター、高齢者等の見守りに関する

協定締結事業者などによる、相談窓口へのつなぎやゆるやかな見守りなどを推進します。 

 

認知症サポーター等との連携

福祉推進課

地域包括ケア推進課

成年後見支援センター

 

支援が必要な人の発見や見守りなどの地域連携を図るため、例えば認知症サポーター養

成講座の機会を活用し権利擁護支援の理解を深めるなど、認知症サポーター、近隣住民、

民生委員等と成年後見支援センター、区との連携を図ります。 

 

区民にとってわかりやすい成年後見制度の相談

窓口の周知と中核機関との情報共有

福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

（１）成年後見制度や権利擁護支援の窓口を区民や関係機関にわかりやすく周知すること

により、どの窓口で受け付けた相談でも適切な部署に確実につなげられるようにします。 

 

（２）成年後見等支援検討会議で検討したケースの情報は、個人情報の保護を適正に行い

ながら中核機関と共有し、権利擁護支援の進行管理を適切に実施します。  

目指すべき状態 

主な取組 

 

 

現状と課題 

 

○中野区は一人暮らしの高齢者の割合が高く、認知症等で判断能力が不十分になってきて

も相談をしたり変化に気付く親族等がいない高齢者が多いと考えられます。また 80代の親

が 50代の子どもを経済的に支え、地域社会から孤立しがちになるいわゆる「8050 問題」な

どの課題もあり、日常生活で関わりを持つ周りの人が異変に気付いて相談をするなど、発

見から支援へのつなぎが早い段階で適切に行われることが重要です。また、必要な時に相

談がしやすいよう、相談窓口を分かりやすく周知することが大切です。 

 

○成年後見制度の利用や権利擁護支援は、本人の望む生活が実現できるような支援である

ことが重要です。認知症や障害などのため判断能力や意思表示をする力が十分ではなくて

も、日常生活や社会生活等において本人の意思が適切に反映された生活が送れるよう、様々

な場面で適切な意思決定支援を行う必要があります。 

 

（１）新規相談件数 

   （設定理由：成年後見制度等の利用の検討をしている人数を表すため。） 

 

件

 

（２）上記新規相談件数のうち関係機関からの相談件数の割合 

   （設定理由：関係機関の発見・つなぎの連携力を表すため。） 

 

％

 

施策１ 発見・相談体制の充実と意思決定支援の推進 

成果指標 

現 状 値

（令和４年度）

目指す方向
現 状 値

（令和４年度）

目指す方向

80



 

 

権利擁護の支援が必要な人が早期に発見され、速やかに必要な支援に結びつき、本人

の意思決定を尊重した権利擁護が図られています。 

 

 

支援が必要な人の発見・つなぎ、見守りのため

の金融機関、商店街、民生委員、中野区消費生

活センター等との連携

福祉推進課、障害福祉課

地域活動推進課

成年後見支援センター

 

区民と接する中で支援が必要な人の様子に気付いた金融機関、医療機関、郵便局、商店

街、民生委員、知的障害者相談員、中野区消費生活センター、高齢者等の見守りに関する

協定締結事業者などによる、相談窓口へのつなぎやゆるやかな見守りなどを推進します。 

 

認知症サポーター等との連携

福祉推進課

地域包括ケア推進課

成年後見支援センター

 

支援が必要な人の発見や見守りなどの地域連携を図るため、例えば認知症サポーター養

成講座の機会を活用し権利擁護支援の理解を深めるなど、認知症サポーター、近隣住民、

民生委員等と成年後見支援センター、区との連携を図ります。 

 

区民にとってわかりやすい成年後見制度の相談

窓口の周知と中核機関との情報共有

福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

（１）成年後見制度や権利擁護支援の窓口を区民や関係機関にわかりやすく周知すること

により、どの窓口で受け付けた相談でも適切な部署に確実につなげられるようにします。 

 

（２）成年後見等支援検討会議で検討したケースの情報は、個人情報の保護を適正に行い

ながら中核機関と共有し、権利擁護支援の進行管理を適切に実施します。  

目指すべき状態 

主な取組 

 

 

現状と課題 

 

○中野区は一人暮らしの高齢者の割合が高く、認知症等で判断能力が不十分になってきて

も相談をしたり変化に気付く親族等がいない高齢者が多いと考えられます。また 80代の親

が 50代の子どもを経済的に支え、地域社会から孤立しがちになるいわゆる「8050 問題」な

どの課題もあり、日常生活で関わりを持つ周りの人が異変に気付いて相談をするなど、発

見から支援へのつなぎが早い段階で適切に行われることが重要です。また、必要な時に相

談がしやすいよう、相談窓口を分かりやすく周知することが大切です。 

 

○成年後見制度の利用や権利擁護支援は、本人の望む生活が実現できるような支援である

ことが重要です。認知症や障害などのため判断能力や意思表示をする力が十分ではなくて

も、日常生活や社会生活等において本人の意思が適切に反映された生活が送れるよう、様々

な場面で適切な意思決定支援を行う必要があります。 

 

（１）新規相談件数 

   （設定理由：成年後見制度等の利用の検討をしている人数を表すため。） 

 

件

 

（２）上記新規相談件数のうち関係機関からの相談件数の割合 

   （設定理由：関係機関の発見・つなぎの連携力を表すため。） 

 

％

 

施策１ 発見・相談体制の充実と意思決定支援の推進 

成果指標 

現 状 値

（令和４年度）

目指す方向
現 状 値

（令和４年度）

目指す方向
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○権利擁護支援を検討するケースは、複雑な問題が絡んでいることや法的な課題があるこ

とも多く、本人の意向も踏まえた適切な支援方針を検討するために、専門職と連携を図っ

ていくことが必要です。 

 

○成年後見制度の利用は手続が難しい、制度がわかりにくいとためらう人も多いため、利

用しやすくなるような支援が必要です。 

 

○身寄りがない方や親族がいても高齢のため手続ができないなど、成年後見制度の申立人

になる親族がいない場合も多いため、区長が申立人となる区長申立て＊をより迅速かつ円滑

に行う体制を整えることが重要です。 

 

成年後見制度が必要と思われるが使っていない人を「いない」と答えたケアマネジャー＊の

割合 

（設定理由：成年後見制度を必要とする人が利用できていると推測できるため。） 

 

％

 

 

 

施策２ 本人の意向・状況を踏まえた申立支援と受任調整の実施 

現状と課題 

成果指標 

現 状 値

（令和４年度）
目指す方向

 

本人の意思決定を大切にする相談体制の充実
福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

本人の意思決定を尊重するため、本人に対しての制度説明や案内等を丁寧に行うととも

に、本人の意思又は本人をよく知る親族や支援関係者等の協力も得ながら推定した本人の

意思を確認し、それを尊重して、支援の必要性や支援内容を検討します。 

 

意思決定支援に係る各種ガイドラインを活用し

た支援の推進

福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

認知症や障害のため判断能力が十分ではない方で上手く意思表示ができない場合でも、

本人の能力を活かした意思決定の支援＊をするため、東京都が実施する研修に積極的に参加

したり、意思決定支援に係る各種ガイドライン※を活用した学習会を実施するなど、意思

決定支援・身上保護を円滑に行う支援を推進します。 

 （※認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン、障害福祉サ

ービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン、意思決定支援を踏まえた後見事務のガ

イドライン、身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関する

ガイドライン、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン） 

 

多機関が参加する事例勉強会の実施
福祉推進課

成年後見支援センター

 

関係機関や関係団体相互の連携を強化するとともに、支援の実践力を高めるため、多機

関が参加する事例勉強会を行います。 

 

 

○権利擁護支援を検討するケースは、複雑な問題が絡んでいることや法的な課題があるこ

とも多く、本人の意向も踏まえた適切な支援方針を検討するために、専門職と連携を図っ

ていくことが必要です。 

 

○成年後見制度の利用は手続が難しい、制度がわかりにくいとためらう人も多いため、利

用しやすくなるような支援が必要です。 

 

○身寄りがない方や親族がいても高齢のため手続ができないなど、成年後見制度の申立人

になる親族がいない場合も多いため、区長が申立人となる区長申立て＊をより迅速かつ円滑

に行う体制を整えることが重要です。 

 

成年後見制度が必要と思われるが使っていない人を「いない」と答えたケアマネジャー＊の

割合 

（設定理由：成年後見制度を必要とする人が利用できていると推測できるため。） 

 

％

 

 

 

施策２ 本人の意向・状況を踏まえた申立支援と受任調整の実施 

現状と課題 

成果指標 

現 状 値

（令和４年度）
目指す方向

82



 

 

○権利擁護支援を検討するケースは、複雑な問題が絡んでいることや法的な課題があるこ

とも多く、本人の意向も踏まえた適切な支援方針を検討するために、専門職と連携を図っ

ていくことが必要です。 

 

○成年後見制度の利用は手続が難しい、制度がわかりにくいとためらう人も多いため、利

用しやすくなるような支援が必要です。 

 

○身寄りがない方や親族がいても高齢のため手続ができないなど、成年後見制度の申立人

になる親族がいない場合も多いため、区長が申立人となる区長申立て＊をより迅速かつ円滑

に行う体制を整えることが重要です。 

 

成年後見制度が必要と思われるが使っていない人を「いない」と答えたケアマネジャー＊の

割合 

（設定理由：成年後見制度を必要とする人が利用できていると推測できるため。） 

 

％

 

 

 

施策２ 本人の意向・状況を踏まえた申立支援と受任調整の実施 

現状と課題 

成果指標 

現 状 値

（令和４年度）
目指す方向

 

本人の意思決定を大切にする相談体制の充実
福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

本人の意思決定を尊重するため、本人に対しての制度説明や案内等を丁寧に行うととも

に、本人の意思又は本人をよく知る親族や支援関係者等の協力も得ながら推定した本人の

意思を確認し、それを尊重して、支援の必要性や支援内容を検討します。 

 

意思決定支援に係る各種ガイドラインを活用し

た支援の推進

福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

認知症や障害のため判断能力が十分ではない方で上手く意思表示ができない場合でも、

本人の能力を活かした意思決定の支援＊をするため、東京都が実施する研修に積極的に参加

したり、意思決定支援に係る各種ガイドライン※を活用した学習会を実施するなど、意思

決定支援・身上保護を円滑に行う支援を推進します。 

 （※認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン、障害福祉サ

ービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン、意思決定支援を踏まえた後見事務のガ

イドライン、身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関する

ガイドライン、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン） 

 

多機関が参加する事例勉強会の実施
福祉推進課

成年後見支援センター

 

関係機関や関係団体相互の連携を強化するとともに、支援の実践力を高めるため、多機

関が参加する事例勉強会を行います。 

 

 

○権利擁護支援を検討するケースは、複雑な問題が絡んでいることや法的な課題があるこ

とも多く、本人の意向も踏まえた適切な支援方針を検討するために、専門職と連携を図っ

ていくことが必要です。 

 

○成年後見制度の利用は手続が難しい、制度がわかりにくいとためらう人も多いため、利

用しやすくなるような支援が必要です。 

 

○身寄りがない方や親族がいても高齢のため手続ができないなど、成年後見制度の申立人

になる親族がいない場合も多いため、区長が申立人となる区長申立て＊をより迅速かつ円滑

に行う体制を整えることが重要です。 

 

成年後見制度が必要と思われるが使っていない人を「いない」と答えたケアマネジャー＊の

割合 

（設定理由：成年後見制度を必要とする人が利用できていると推測できるため。） 

 

％

 

 

 

施策２ 本人の意向・状況を踏まえた申立支援と受任調整の実施 

現状と課題 

成果指標 

現 状 値

（令和４年度）
目指す方向
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（２）区長申立てについての各部署の役割分担を明確にするとともに、マニュアルを常に

最新の状態に更新するなど、実施体制についても整備します。 

 

地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事

業）等からの移行調整

福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）等の利用者のうち、認知症や障害等で

判断能力が低下してきた方に対し、本人の状況を見極め、成年後見制度の利用を含めた適

切な支援への移行がなされるよう調整します。 

 

後見人等候補者の事前面談の実施

福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

 成年後見制度の利用が円滑に進むよう、本人と後見人等候補者が、申立て前に面談して

相性等を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度を利用する際の申立て手続が支援により円滑に行われ、本人の意向や状

況を踏まえた適切な後見人等候補者が選任されています。 

 

専門職連携による成年後見等支援検討会議の実

施

福祉推進課

成年後見支援センター

 

 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職、中野区成年後見支援センター職員、区職員、

本人の関係者等が、本人の状況や意思を踏まえて、専門的・多角的に権利擁護の支援方針

の検討や適切な後見人等候補者の調整を行う会議を実施します。 

 

専門職連携による申立書の作成支援
福祉推進課

成年後見支援センター

 

 成年後見制度の申立書を作成することが難しい方に申立書の作成を支援するため、弁護

士、司法書士の専門職と連携しながら本人又は親族申立ての手続が行いやすい環境を整備

します。 

 

申立経費助成
福祉推進課

成年後見支援センター

 

 「成年後見制度申立経費助成」を広く周知し、経済的な困難で申立てをすることができ

ないことのないよう、円滑で利用しやすい制度運営を目指します。 

 

区長申立ての実施と円滑な実施体制の整備
福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

 

（１）認知症・精神障害・知的障害などによって現在、判断能力が十分でない方の権利を

守る援助者を選ぶことで、本人が法律行為を行うことを支援する必要があるものの本

人又は親族による申立てが見込めない場合、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、区長申立てを実施します。 

目指すべき状態 

主な取組 
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（２）区長申立てについての各部署の役割分担を明確にするとともに、マニュアルを常に

最新の状態に更新するなど、実施体制についても整備します。 

 

地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事

業）等からの移行調整

福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）等の利用者のうち、認知症や障害等で

判断能力が低下してきた方に対し、本人の状況を見極め、成年後見制度の利用を含めた適

切な支援への移行がなされるよう調整します。 

 

後見人等候補者の事前面談の実施

福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

 成年後見制度の利用が円滑に進むよう、本人と後見人等候補者が、申立て前に面談して

相性等を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度を利用する際の申立て手続が支援により円滑に行われ、本人の意向や状

況を踏まえた適切な後見人等候補者が選任されています。 

 

専門職連携による成年後見等支援検討会議の実

施

福祉推進課

成年後見支援センター

 

 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職、中野区成年後見支援センター職員、区職員、

本人の関係者等が、本人の状況や意思を踏まえて、専門的・多角的に権利擁護の支援方針

の検討や適切な後見人等候補者の調整を行う会議を実施します。 

 

専門職連携による申立書の作成支援
福祉推進課

成年後見支援センター

 

 成年後見制度の申立書を作成することが難しい方に申立書の作成を支援するため、弁護

士、司法書士の専門職と連携しながら本人又は親族申立ての手続が行いやすい環境を整備

します。 

 

申立経費助成
福祉推進課

成年後見支援センター

 

 「成年後見制度申立経費助成」を広く周知し、経済的な困難で申立てをすることができ

ないことのないよう、円滑で利用しやすい制度運営を目指します。 

 

区長申立ての実施と円滑な実施体制の整備
福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

 

（１）認知症・精神障害・知的障害などによって現在、判断能力が十分でない方の権利を

守る援助者を選ぶことで、本人が法律行為を行うことを支援する必要があるものの本

人又は親族による申立てが見込めない場合、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、区長申立てを実施します。 

目指すべき状態 

主な取組 
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権利擁護を推進する地域連携ネットワークの強化

福祉推進課、障害福祉課

地域包括ケア推進課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

（１）権利擁護支援の必要な人を発見し適切な支援につなげ、意思決定を尊重し身上保護

を重視した支援を行っていくため、関係機関、関係団体、専門職、事業所、地域の関

係者などによる協力・連携を進めます。 

 

（２）中核機関は、地域連携ネットワークが円滑に機能するためのコーディネートや個々

のケースの支援の進行管理等を行います。 

 

（３）関係機関・団体、専門職、事業所の委員からなる成年後見制度連携推進協議会を定

期的に開催し、成年後見制度の利用促進にかかる地域課題や相互の連携について、協

議します。 

 

（４）地域包括ケアの推進を目指し、区、区民、関係機関、関係団体が連携する地域ケア

会議を開催し、権利擁護を含めた地域の課題について話し合い、解決に向けた行動に

つなげていくとともに、複雑化・複合化した個別課題については、地域ケア個別会議

を開催して、解決策を検討します。 

 

後見人を含めたチームの編成支援 成年後見支援センター

 

 成年後見人等選任後の本人、成年後見人等、支援者、親族等がチームとなって見守りや

支援を継続していくため、互いのチームとしての認識、情報共有や連携について確認する

機会を設けます。 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

 

 

 

○区民が安心して自らの望む暮らしを続けるためには、支援が必要な人の発見、支援への

つなぎ、適切な支援の検討など、関係機関、関係団体、専門職、事業所、地域の関係者の

連携が図られていることが重要です。こうした地域において権利擁護を推進するために関

係者が連携するネットワークを強化する必要があります。 

 

○本人が地域の中で安心して暮らすために、日頃から接する機会の多い身近な地域の関係

者からゆるやかに見守られ、必要なときには関係機関等へ円滑につながる必要がありま

す。 

 

 

チーム編成を支援した割合 

（設定理由：本人の見守り、支援を行う重要な要素であるため。） 

 

％％

 

 

○中核機関を中心に関係機関、関係団体、専門職、事業所等が連携・協力しながら権利擁

護支援に取り組んでいます。 

 

〇本人が適切な権利擁護支援を受けながら、地域のゆるやかな見守りの中で、安心して暮

らすことができています。 

 

施策３ 権利擁護に取り組むネットワークの強化 

現状と課題 

成果指標 

目指すべき状態 

目指す方向
現 状 値

（令和４年度）
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権利擁護を推進する地域連携ネットワークの強化

福祉推進課、障害福祉課

地域包括ケア推進課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

（１）権利擁護支援の必要な人を発見し適切な支援につなげ、意思決定を尊重し身上保護

を重視した支援を行っていくため、関係機関、関係団体、専門職、事業所、地域の関

係者などによる協力・連携を進めます。 

 

（２）中核機関は、地域連携ネットワークが円滑に機能するためのコーディネートや個々

のケースの支援の進行管理等を行います。 

 

（３）関係機関・団体、専門職、事業所の委員からなる成年後見制度連携推進協議会を定

期的に開催し、成年後見制度の利用促進にかかる地域課題や相互の連携について、協

議します。 

 

（４）地域包括ケアの推進を目指し、区、区民、関係機関、関係団体が連携する地域ケア

会議を開催し、権利擁護を含めた地域の課題について話し合い、解決に向けた行動に

つなげていくとともに、複雑化・複合化した個別課題については、地域ケア個別会議

を開催して、解決策を検討します。 

 

後見人を含めたチームの編成支援 成年後見支援センター

 

 成年後見人等選任後の本人、成年後見人等、支援者、親族等がチームとなって見守りや

支援を継続していくため、互いのチームとしての認識、情報共有や連携について確認する

機会を設けます。 

 

 

 

 

 

 

主な取組 

 

 

 

○区民が安心して自らの望む暮らしを続けるためには、支援が必要な人の発見、支援への

つなぎ、適切な支援の検討など、関係機関、関係団体、専門職、事業所、地域の関係者の

連携が図られていることが重要です。こうした地域において権利擁護を推進するために関

係者が連携するネットワークを強化する必要があります。 

 

○本人が地域の中で安心して暮らすために、日頃から接する機会の多い身近な地域の関係

者からゆるやかに見守られ、必要なときには関係機関等へ円滑につながる必要がありま

す。 

 

 

チーム編成を支援した割合 

（設定理由：本人の見守り、支援を行う重要な要素であるため。） 

 

％％

 

 

○中核機関を中心に関係機関、関係団体、専門職、事業所等が連携・協力しながら権利擁

護支援に取り組んでいます。 

 

〇本人が適切な権利擁護支援を受けながら、地域のゆるやかな見守りの中で、安心して暮

らすことができています。 

 

施策３ 権利擁護に取り組むネットワークの強化 

現状と課題 

成果指標 

目指すべき状態 

目指す方向
現 状 値

（令和４年度）
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○親族後見人や市民後見人（社会貢献型後見人）が後見人等の受任後も安心して後見業務

が行えるよう、個別相談を受け付けたり学習の機会を設けるなどのバックアップが必要で

す。 

 

○超高齢社会がさらに進み成年後見制度の利用対象者が増えることが見込まれる中、親族

や弁護士などの専門職だけでなく、地域の身近な支援者である市民後見人（社会貢献型後

見人）や法人後見団体などの担い手を育成する必要があります。 

 

○意欲を持った市民後見人（社会貢献型後見人）が活躍できるよう、受任の方法や活躍の

場の提供などを検討する必要があります。 

 

○経済的な理由で成年後見制度を使えないことがないよう、利用しやすい支援が必要で

す。 

 

 

後見人等を対象とした学習会、相談会等の実施回数 

（設定理由：後見人等の学習、相談の機会の確保を表すため。） 

 

２２回回

 

 

 本人の意思や状況に応じた多様な主体から後見人等が選任され、後見活動等を円滑に行

っています。 

 

施策４ 後見人等支援の充実 

現状と課題 

成果指標 

目指すべき状態 

現 状 値

（令和４年度）
目指す方向

 

支援が必要な人の発見・つなぎ、見守りのため

の金融機関、商店街、民生委員、中野区消費生

活センター等との連携【再掲】

福祉推進課、障害福祉課

地域活動推進課

成年後見支援センター

 

 区民と接する中で支援が必要な人の様子に気付いた金融機関、医療機関、郵便局、商店

街、民生委員、知的障害者相談員、中野区消費生活センター、高齢者等の見守りに関する

協定締結事業者などによる、相談窓口へのつなぎやゆるやかな見守りなどを推進します。 

 

認知症サポーター等との連携【再掲】

福祉推進課

地域包括ケア推進課

成年後見支援センター

 

 支援が必要な人の発見や見守りなどの地域連携を図るため、例えば認知症サポーター養

成講座の機会を活用し権利擁護支援の理解を深めるなど、認知症サポーター、近隣住民、

民生委員等と成年後見支援センター、区との連携を図ります。 

 

多機関が参加する事例勉強会の実施【再掲】
福祉推進課

成年後見支援センター

 

 関係機関や関係団体相互の連携を強化するとともに、支援の実践力を高めるため、多機

関が参加する事例勉強会を行います。 
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○親族後見人や市民後見人（社会貢献型後見人）が後見人等の受任後も安心して後見業務

が行えるよう、個別相談を受け付けたり学習の機会を設けるなどのバックアップが必要で

す。 

 

○超高齢社会がさらに進み成年後見制度の利用対象者が増えることが見込まれる中、親族

や弁護士などの専門職だけでなく、地域の身近な支援者である市民後見人（社会貢献型後

見人）や法人後見団体などの担い手を育成する必要があります。 

 

○意欲を持った市民後見人（社会貢献型後見人）が活躍できるよう、受任の方法や活躍の

場の提供などを検討する必要があります。 

 

○経済的な理由で成年後見制度を使えないことがないよう、利用しやすい支援が必要で

す。 

 

 

後見人等を対象とした学習会、相談会等の実施回数 

（設定理由：後見人等の学習、相談の機会の確保を表すため。） 

 

２２回回

 

 

 本人の意思や状況に応じた多様な主体から後見人等が選任され、後見活動等を円滑に行

っています。 

 

施策４ 後見人等支援の充実 

現状と課題 

成果指標 

目指すべき状態 

現 状 値

（令和４年度）
目指す方向

 

支援が必要な人の発見・つなぎ、見守りのため

の金融機関、商店街、民生委員、中野区消費生

活センター等との連携【再掲】

福祉推進課、障害福祉課

地域活動推進課

成年後見支援センター

 

 区民と接する中で支援が必要な人の様子に気付いた金融機関、医療機関、郵便局、商店

街、民生委員、知的障害者相談員、中野区消費生活センター、高齢者等の見守りに関する

協定締結事業者などによる、相談窓口へのつなぎやゆるやかな見守りなどを推進します。 

 

認知症サポーター等との連携【再掲】

福祉推進課

地域包括ケア推進課

成年後見支援センター

 

 支援が必要な人の発見や見守りなどの地域連携を図るため、例えば認知症サポーター養

成講座の機会を活用し権利擁護支援の理解を深めるなど、認知症サポーター、近隣住民、

民生委員等と成年後見支援センター、区との連携を図ります。 

 

多機関が参加する事例勉強会の実施【再掲】
福祉推進課

成年後見支援センター

 

 関係機関や関係団体相互の連携を強化するとともに、支援の実践力を高めるため、多機

関が参加する事例勉強会を行います。 
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（３）後見活動に限らず、普及啓発の場面など、市民後見人の活動の経験を活かした活躍

支援を行います。 

 

法人後見実施団体に対する支援
福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

 被後見人が若い障害者であるなど後見活動が比較的長い期間見込まれる案件や、複数の

課題を抱える案件などにも対応できる法人後見を推進するため、法人後見を実施する団体

を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親族後見人・市民後見人 社会貢献型後見人 向け

学習会等の実施
成年後見支援センター

 

 親族後見人や市民後見人（社会貢献型後見人）を対象に、後見活動や報告書の作成につ

いての学習会、相談会等を実施します。 

 

後見人、支援者等からの相談対応と支援 成年後見支援センター

 

（１）後見人等が後見活動をする中で判断に迷う場合やトラブルがあった場合などに、相

談を受け助言をするなど支援を行います。 

 

（２）後見人等からの相談で、複雑な課題などがあり専門的・多角的判断が必要な場合

は、成年後見等支援検討会議につなぎます。また、不適正・不適切な事案については

家庭裁判所に連絡します。 

 

後見人等報酬助成
福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

 経済的に後見人等の報酬費用を負担することが難しい方に対して助成を行う「成年後見

人等報酬費用助成」を広く周知し、円滑で利用しやすい制度運営を目指します。 

 

市民後見人 社会貢献型後見人 の育成・活用
成年後見支援センター

福祉推進課

 

（１）本人と近い地域に住む方が、地域の支えあいという視点を持ちながら後見活動を行

うことができる市民後見人（社会貢献型後見人）を育成し、後見人等の担い手として

積極的に活躍の場をつくっていきます。 

 

（２）市民後見人の活躍の場を増やすために、専門職後見人との複数後見や、専門職後見

人から後見等を引き継ぐリレー受任などの検討を行います。 

 

主な取組 
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（３）後見活動に限らず、普及啓発の場面など、市民後見人の活動の経験を活かした活躍

支援を行います。 

 

法人後見実施団体に対する支援
福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

 被後見人が若い障害者であるなど後見活動が比較的長い期間見込まれる案件や、複数の

課題を抱える案件などにも対応できる法人後見を推進するため、法人後見を実施する団体

を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親族後見人・市民後見人 社会貢献型後見人 向け

学習会等の実施
成年後見支援センター

 

 親族後見人や市民後見人（社会貢献型後見人）を対象に、後見活動や報告書の作成につ

いての学習会、相談会等を実施します。 

 

後見人、支援者等からの相談対応と支援 成年後見支援センター

 

（１）後見人等が後見活動をする中で判断に迷う場合やトラブルがあった場合などに、相

談を受け助言をするなど支援を行います。 

 

（２）後見人等からの相談で、複雑な課題などがあり専門的・多角的判断が必要な場合

は、成年後見等支援検討会議につなぎます。また、不適正・不適切な事案については

家庭裁判所に連絡します。 

 

後見人等報酬助成
福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

 経済的に後見人等の報酬費用を負担することが難しい方に対して助成を行う「成年後見

人等報酬費用助成」を広く周知し、円滑で利用しやすい制度運営を目指します。 

 

市民後見人 社会貢献型後見人 の育成・活用
成年後見支援センター

福祉推進課

 

（１）本人と近い地域に住む方が、地域の支えあいという視点を持ちながら後見活動を行

うことができる市民後見人（社会貢献型後見人）を育成し、後見人等の担い手として

積極的に活躍の場をつくっていきます。 

 

（２）市民後見人の活躍の場を増やすために、専門職後見人との複数後見や、専門職後見

人から後見等を引き継ぐリレー受任などの検討を行います。 

 

主な取組 
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成年後見制度・権利擁護支援の普及啓発
福祉推進課

成年後見支援センター

 

（１）判断能力が十分ではなくなってきたときの自分の暮らし方について事前に考えてい

ただくきっかけとして、エンディングノート等を活用したり、区民の会合等へ出向い

て説明するなど、権利擁護について考える機会を作り成年後見制度や権利擁護支援サ

ービス等の普及啓発を図ります。 

 

（２）必要なサービスを必要なときに適切に利用できるようにするために、判断能力があ

るうちから準備しておくことが重要なので、任意後見制度や地域福祉権利擁護事業の

普及啓発を実施します。 

 

（３）成年後見制度や権利擁護サービスの普及啓発について効果的な方法の工夫を検討し

ます。 

 

（４）成年後見制度や権利擁護サービスをわかりやすく案内できるチラシやパンフレット

を作成します。 

 

知的障害者、精神障害者の家族に対する普及啓発
障害福祉課

すこやか福祉センター

 

（１）知的障害や精神障害のため本人の判断能力に不安がある家族に対して、将来の生活

やいわゆる「親亡き後問題」について、様々な視点から考えられるようなきっかけと

なる普及啓発を実施します。 

 

（２）成年後見制度や権利擁護サービスをわかりやすく案内できるチラシやパンフレット

を作成します。 

 

支援者、専門職及び職員等を対象とした研修会の実施
福祉推進課

成年後見支援センター

 

（１）権利擁護支援に関わる地域の支援者や専門職の方に、区の取組や実施している権利

擁護サービスについて周知を図るための研修会を実施します。 

主な取組 

 

 

 

○「健康福祉に関する意識調査」では、「成年後見制度という言葉やしくみを知っている

人」の割合は令和２年(2020 年)には区民全体の 34.7%でしたが、令和４年(2022 年)には

29.4％に低下しました。判断能力が低下し権利擁護支援が必要になったときに本人や家族

がよりよい選択ができるよう、また判断能力が低下する前に自分らしい生活を送る準備が

できるよう、成年後見制度や権利擁護支援について正しい理解を広げるために普及啓発を

行う必要があります。 

また、より多くの区民に制度の理解を深めてもらうため、普及啓発の方法について工夫

をする必要があります。 

 

○適切な権利擁護支援を行うために、関係者や区職員等も権利擁護支援サービス等につい

て学ぶ必要があります。 

 

 

「成年後見制度」という言葉やしくみを知っている人の割合 

（設定理由：成年後見制度の認知度を計る指標であるため。） 

 

％ ％

 

 

 区民一人ひとりが成年後見制度を十分に理解するとともに、権利擁護支援について知る

ことで、自分や家族の判断能力が不十分になった場合でも、制度を利用して自分らしい生

活ができています。 

 

施策５ 成年後見制度・権利擁護支援に関する理解・啓発の推進 

現状と課題 

成果指標 

目指すべき状態 

現 状 値

（令和４年度）

目 標 値
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成年後見制度・権利擁護支援の普及啓発
福祉推進課

成年後見支援センター

 

（１）判断能力が十分ではなくなってきたときの自分の暮らし方について事前に考えてい

ただくきっかけとして、エンディングノート等を活用したり、区民の会合等へ出向い

て説明するなど、権利擁護について考える機会を作り成年後見制度や権利擁護支援サ

ービス等の普及啓発を図ります。 

 

（２）必要なサービスを必要なときに適切に利用できるようにするために、判断能力があ

るうちから準備しておくことが重要なので、任意後見制度や地域福祉権利擁護事業の

普及啓発を実施します。 

 

（３）成年後見制度や権利擁護サービスの普及啓発について効果的な方法の工夫を検討し

ます。 

 

（４）成年後見制度や権利擁護サービスをわかりやすく案内できるチラシやパンフレット

を作成します。 

 

知的障害者、精神障害者の家族に対する普及啓発
障害福祉課

すこやか福祉センター

 

（１）知的障害や精神障害のため本人の判断能力に不安がある家族に対して、将来の生活

やいわゆる「親亡き後問題」について、様々な視点から考えられるようなきっかけと

なる普及啓発を実施します。 

 

（２）成年後見制度や権利擁護サービスをわかりやすく案内できるチラシやパンフレット

を作成します。 

 

支援者、専門職及び職員等を対象とした研修会の実施
福祉推進課

成年後見支援センター

 

（１）権利擁護支援に関わる地域の支援者や専門職の方に、区の取組や実施している権利

擁護サービスについて周知を図るための研修会を実施します。 

主な取組 

 

 

 

○「健康福祉に関する意識調査」では、「成年後見制度という言葉やしくみを知っている

人」の割合は令和２年(2020 年)には区民全体の 34.7%でしたが、令和４年(2022 年)には

29.4％に低下しました。判断能力が低下し権利擁護支援が必要になったときに本人や家族

がよりよい選択ができるよう、また判断能力が低下する前に自分らしい生活を送る準備が

できるよう、成年後見制度や権利擁護支援について正しい理解を広げるために普及啓発を

行う必要があります。 

また、より多くの区民に制度の理解を深めてもらうため、普及啓発の方法について工夫

をする必要があります。 

 

○適切な権利擁護支援を行うために、関係者や区職員等も権利擁護支援サービス等につい

て学ぶ必要があります。 

 

 

「成年後見制度」という言葉やしくみを知っている人の割合 

（設定理由：成年後見制度の認知度を計る指標であるため。） 

 

％ ％

 

 

 区民一人ひとりが成年後見制度を十分に理解するとともに、権利擁護支援について知る

ことで、自分や家族の判断能力が不十分になった場合でも、制度を利用して自分らしい生

活ができています。 

 

施策５ 成年後見制度・権利擁護支援に関する理解・啓発の推進 

現状と課題 

成果指標 

目指すべき状態 

現 状 値

（令和４年度）

目 標 値
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第 ５ 章 

中 野 区 スポーツ ・ 健 康 づくり推 進 計 画 

第５章 
 

中野区スポーツ・健康づくり推進計画 

 

（２）成年後見制度の利用促進担当部署以外の職員を対象として成年後見制度や権利擁護

に関する理解を促進する内容の研修を実施します。 

 

「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難

な人への支援に関するガイドライン」等を活用した医療

機関、福祉及び介護関係者との共通理解・連携促進

福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

 「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラ

イン」の学習会を行うなど、医療機関や施設、福祉及び介護関係者等と後見人等の職務や

権利擁護支援について、共通理解に基づく連携を促進します。 
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第５章 
 

中野区スポーツ・健康づくり推進計画 

 

（２）成年後見制度の利用促進担当部署以外の職員を対象として成年後見制度や権利擁護

に関する理解を促進する内容の研修を実施します。 

 

「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難

な人への支援に関するガイドライン」等を活用した医療

機関、福祉及び介護関係者との共通理解・連携促進

福祉推進課、障害福祉課

すこやか福祉センター

成年後見支援センター

 

 「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラ

イン」の学習会を行うなど、医療機関や施設、福祉及び介護関係者等と後見人等の職務や

権利擁護支援について、共通理解に基づく連携を促進します。 
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中野区スポーツ・健康づくり推進計画 

959494 95



 

２ 目標

中野区の現状などを踏まえた、中野区スポーツ・健康づくり推進計画の目標は以下のとおりです。

「区民一人ひとりが、健康的なライフスタイルを身につけ、

誰もが生涯を通じ、楽しく健康に過ごせる社会」

区民一人ひとりが、運動習慣、食生活などを改善し、それぞれのライフステージに応じた健康的なラ

イフスタイルを身につけ、健康寿命の延伸につながるよう、様々な取組を推進していきます。

そして、スポーツ・健康づくり活動を通じ、人と人とがつながり、お互いの個性が尊重され、支えあい

の輪が形成されることで、地域に新たな活力が生み出され、誰もが生涯を通じ、楽しく健康に過ごせ

る社会が実現します。

■基本施策

計画の目標を達成するための基本施策として、以下の３つを掲げます。

運動・スポーツ習慣を身につける

健康的な生活習慣を身につける

健全な食生活を身につける

 

１ 計画改定の背景・目的

区は、平成２８年（２０１６年）にスポーツ基本法に基づく「地方スポーツ推進計画」として、「中野区ス

ポーツ・健康づくり推進計画」を策定し、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契

機に、区民が生涯を通じてスポーツや健康づくり活動を行うことで、自分に適したライフスタイルを築

くこと、また、地域の関係機関・団体、事業者等にも取組を広げるため、様々な連携や支援に取り組ん

できたところです。

令和３年（２０２１年）には、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会開催後も、引き続き区

民のスポーツ・健康づくりへの高い関心が維持され、健康で豊かな生活ができる社会の実現を目指し、

区民の健康寿命の延伸や、地域コミュニティの活性化などを推進してくため、同計画を改定いたしまし

た。

こうした中、令和２２年（２０４０年）頃には、１９７０年代前半生まれのいわゆる「団塊ジュニア」世代＊

が６５歳以上になり、日本の全人口に対する高齢者の割合が過去最大となる一方で、現役世代が急激

に減少することが予想されています。このような状況の中で社会の担い手を増やし、社会の活力を維

持・向上するためには、子どものころから適切な生活習慣や食意識・運動習慣を身につけ、生活習慣病

の予防や健康寿命の延伸につなげることが、生涯を通じた健康づくりとして重要です。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大により活動が制限されたことで、区民のスポーツ・健康づく

り活動や地域コミュニティ活性化のための活動は停滞を余儀なくされ、活動制限中にさらに多様化し

たライフスタイルに対応する必要があります。

中野区では、こうした課題解決に向けて、本計画を改定し、区民一人ひとりのライフスタイルや健康

課題に応じ、様々なきっかけを提供していくとともに、年齢や性別、障害の有無に関わらず、スポーツ・

健康づくり活動に参加できるよう支援し、社会参加及び地域コミュニティの活性化につなげていくよ

うスポーツ・健康づくりを推進していきます。

今回の改定では、中野区基本計画の後期の取組を具体化した中野区実施計画及び中野区地域福祉

計画と整合を図ります。
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２ 目標

中野区の現状などを踏まえた、中野区スポーツ・健康づくり推進計画の目標は以下のとおりです。

「区民一人ひとりが、健康的なライフスタイルを身につけ、

誰もが生涯を通じ、楽しく健康に過ごせる社会」

区民一人ひとりが、運動習慣、食生活などを改善し、それぞれのライフステージに応じた健康的なラ

イフスタイルを身につけ、健康寿命の延伸につながるよう、様々な取組を推進していきます。

そして、スポーツ・健康づくり活動を通じ、人と人とがつながり、お互いの個性が尊重され、支えあい

の輪が形成されることで、地域に新たな活力が生み出され、誰もが生涯を通じ、楽しく健康に過ごせ

る社会が実現します。

■基本施策

計画の目標を達成するための基本施策として、以下の３つを掲げます。

運動・スポーツ習慣を身につける

健康的な生活習慣を身につける

健全な食生活を身につける

 

１ 計画改定の背景・目的

区は、平成２８年（２０１６年）にスポーツ基本法に基づく「地方スポーツ推進計画」として、「中野区ス

ポーツ・健康づくり推進計画」を策定し、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契

機に、区民が生涯を通じてスポーツや健康づくり活動を行うことで、自分に適したライフスタイルを築

くこと、また、地域の関係機関・団体、事業者等にも取組を広げるため、様々な連携や支援に取り組ん

できたところです。

令和３年（２０２１年）には、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会開催後も、引き続き区

民のスポーツ・健康づくりへの高い関心が維持され、健康で豊かな生活ができる社会の実現を目指し、

区民の健康寿命の延伸や、地域コミュニティの活性化などを推進してくため、同計画を改定いたしまし

た。

こうした中、令和２２年（２０４０年）頃には、１９７０年代前半生まれのいわゆる「団塊ジュニア」世代＊

が６５歳以上になり、日本の全人口に対する高齢者の割合が過去最大となる一方で、現役世代が急激

に減少することが予想されています。このような状況の中で社会の担い手を増やし、社会の活力を維

持・向上するためには、子どものころから適切な生活習慣や食意識・運動習慣を身につけ、生活習慣病

の予防や健康寿命の延伸につなげることが、生涯を通じた健康づくりとして重要です。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大により活動が制限されたことで、区民のスポーツ・健康づく

り活動や地域コミュニティ活性化のための活動は停滞を余儀なくされ、活動制限中にさらに多様化し

たライフスタイルに対応する必要があります。

中野区では、こうした課題解決に向けて、本計画を改定し、区民一人ひとりのライフスタイルや健康

課題に応じ、様々なきっかけを提供していくとともに、年齢や性別、障害の有無に関わらず、スポーツ・

健康づくり活動に参加できるよう支援し、社会参加及び地域コミュニティの活性化につなげていくよ

うスポーツ・健康づくりを推進していきます。

今回の改定では、中野区基本計画の後期の取組を具体化した中野区実施計画及び中野区地域福祉

計画と整合を図ります。
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施策１ 誰でもスポーツ・健康づくり活動に取り組める環境の整備

■目指すべき状態

区内各所でライフスタイルや目的に応じた様々なスポーツや健康づくりの機会が提供され、区民が

日常的に、それぞれの関心や適性に応じた活動に取り組んでいます。

■施策の方向性 

年齢や性別、障害の有無等にかかわらず、誰もが安全に、安心してスポーツ・健康づくり活動に取り

組める機会や環境を整えます。

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとして、障害者スポーツやユニバーサル

スポーツを推進し、スポーツを通じ、お互いの個性が尊重される社会の実現を目指します。

 

■成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 
２０２８年度 

目標値 
単位 

１日３０分以上の連続した運動を

週１～２回以上行っている区民の

割合 

運動・スポーツ活動に取り組め

る環境づくりの成果を計るため

５７ １

（ 年度）
６３ ％

（出典）健康福祉に関する意識調査

■現状・課題 

区はこれまで体育館や公園、スポーツ・コミュニティプラザなど、身近な場所で運動・スポーツ活動に取り

組める環境の整備を進めてきましたが、区民のスポーツ実施率は概ね横ばいで推移しています。

スポーツ実施率は年代・性別ごとに差異があり、健康状態やライフスタイルに左右されます。区民一人ひ

とりに様々なきっかけを提供していくとともに、年齢や性別、障害の有無等にかかわらず、スポーツ・健

康づくり活動に参加できるよう環境を整備していくことが重要です。

 

 

３ 計画の施策体系

目標
基本

施策
施策 主な取組

区
民
一
人
ひ
と
り
が
、
健
康
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
身
に
つ
け
、
誰
も
が
生
涯
を
通
じ
、
楽
し
く
健
康
に
過
ご
せ
る
社
会

運
動
・ス
ポ
ー
ツ
習
慣
を
身
に
つ
け
る

＜施策１＞

誰でもスポーツ・健康づ

くり活動に取り組める

環境の整備

○魅力あるスポーツ・健康づくり事業の提供

○障害者スポーツの推進

○オリンピック・パラリンピックレガシーを活用したスポーツ気

運の醸成

○安全・安心にスポーツに取り組める環境の整備

＜施策２＞

スポーツ・健康づくり活

動を通じたコミュニティ

の形成

○会員により自主的、自立的に運営される地域スポーツクラブ

の育成

○地域スポーツクラブを中心としたコミュニティ形成の推進

○多世代、多種目、多志向に対応したスポーツ・健康づくり活動

の機会の提供

＜施策３＞

子どもの運動習慣の定

着・体力向上に向けた

取組の推進

○遊びを中心とした身体活動による運動習慣の定着

○子どもの体力を向上させる取組の推進

○学校部活動の地域移行・活性化

＜施策４＞

区内スポーツ団体等と

の連携、支援

○一般社団法人中野区体育協会との連携、支援

○中野区スポーツ推進委員との連携、支援

○地域スポーツクラブとの連携、支援

○区内大学等との連携

○スポーツを核とした関係者や団体間の連携

○スポーツを支える人材の育成

健
康
的
な
生
活
習
慣
を
身
に
つ
け
る

＜施策５＞

健康的な生活習慣の定

着支援

○精神保健相談

○地域健康活動支援

○健康づくり支援

○熱中症対策の普及啓発

＜施策６＞

データ分析や健診等に

よる健康づくりの支援

○生活習慣病予防対策事業

○受動喫煙防止対策事業・禁煙外来治療費助成事業

○データヘルス事業

○がん等健診の実施及び受診勧奨事業の実施

○客観的データに基づく運動機能向上の推進

健
全
な
食
生
活
を
身
に

つ
け
る

＜施策７＞

食育の推進

○各ライフステージに合わせた食育の推進と食生活支援

○健康づくり事業等における食育の普及啓発

○食育推進団体や区内栄養士等との連携と人材育成

○食品関連事業者における食育の推進

○環境を意識した食育の推進

○食の安全性の確保

○なかの里・まち連携による農業体験等の実施

○歯と口腔の健康事業
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施策１ 誰でもスポーツ・健康づくり活動に取り組める環境の整備

■目指すべき状態

区内各所でライフスタイルや目的に応じた様々なスポーツや健康づくりの機会が提供され、区民が

日常的に、それぞれの関心や適性に応じた活動に取り組んでいます。

■施策の方向性 

年齢や性別、障害の有無等にかかわらず、誰もが安全に、安心してスポーツ・健康づくり活動に取り

組める機会や環境を整えます。

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとして、障害者スポーツやユニバーサル

スポーツを推進し、スポーツを通じ、お互いの個性が尊重される社会の実現を目指します。

 

■成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 
２０２８年度 

目標値 
単位 

１日３０分以上の連続した運動を

週１～２回以上行っている区民の

割合 

運動・スポーツ活動に取り組め

る環境づくりの成果を計るため

５７ １

（ 年度）
６３ ％

（出典）健康福祉に関する意識調査

■現状・課題 

区はこれまで体育館や公園、スポーツ・コミュニティプラザなど、身近な場所で運動・スポーツ活動に取り

組める環境の整備を進めてきましたが、区民のスポーツ実施率は概ね横ばいで推移しています。

スポーツ実施率は年代・性別ごとに差異があり、健康状態やライフスタイルに左右されます。区民一人ひ

とりに様々なきっかけを提供していくとともに、年齢や性別、障害の有無等にかかわらず、スポーツ・健

康づくり活動に参加できるよう環境を整備していくことが重要です。

 

 

３ 計画の施策体系

目標
基本

施策
施策 主な取組

区
民
一
人
ひ
と
り
が
、
健
康
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
身
に
つ
け
、
誰
も
が
生
涯
を
通
じ
、
楽
し
く
健
康
に
過
ご
せ
る
社
会

運
動
・ス
ポ
ー
ツ
習
慣
を
身
に
つ
け
る

＜施策１＞

誰でもスポーツ・健康づ

くり活動に取り組める

環境の整備

○魅力あるスポーツ・健康づくり事業の提供

○障害者スポーツの推進

○オリンピック・パラリンピックレガシーを活用したスポーツ気

運の醸成

○安全・安心にスポーツに取り組める環境の整備

＜施策２＞

スポーツ・健康づくり活

動を通じたコミュニティ

の形成

○会員により自主的、自立的に運営される地域スポーツクラブ

の育成

○地域スポーツクラブを中心としたコミュニティ形成の推進

○多世代、多種目、多志向に対応したスポーツ・健康づくり活動

の機会の提供

＜施策３＞

子どもの運動習慣の定

着・体力向上に向けた

取組の推進

○遊びを中心とした身体活動による運動習慣の定着

○子どもの体力を向上させる取組の推進

○学校部活動の地域移行・活性化

＜施策４＞

区内スポーツ団体等と

の連携、支援

○一般社団法人中野区体育協会との連携、支援

○中野区スポーツ推進委員との連携、支援

○地域スポーツクラブとの連携、支援

○区内大学等との連携

○スポーツを核とした関係者や団体間の連携

○スポーツを支える人材の育成

健
康
的
な
生
活
習
慣
を
身
に
つ
け
る

＜施策５＞

健康的な生活習慣の定

着支援

○精神保健相談

○地域健康活動支援

○健康づくり支援

○熱中症対策の普及啓発

＜施策６＞

データ分析や健診等に

よる健康づくりの支援

○生活習慣病予防対策事業

○受動喫煙防止対策事業・禁煙外来治療費助成事業

○データヘルス事業

○がん等健診の実施及び受診勧奨事業の実施

○客観的データに基づく運動機能向上の推進

健
全
な
食
生
活
を
身
に

つ
け
る

＜施策７＞

食育の推進

○各ライフステージに合わせた食育の推進と食生活支援

○健康づくり事業等における食育の普及啓発

○食育推進団体や区内栄養士等との連携と人材育成

○食品関連事業者における食育の推進

○環境を意識した食育の推進

○食の安全性の確保

○なかの里・まち連携による農業体験等の実施

○歯と口腔の健康事業
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施策２ スポーツ・健康づくり活動を通じたコミュニティの形成

■目指すべき状態

区民が主体的に地域スポーツクラブの運営や事業の企画に参加することで、スポーツ・健康づくり

活動を通じた地域交流が活性化し、新たなコミュニティが形成されています。

■施策の方向性 

スポーツ・健康づくり活動を通じた区民同士の交流や地域コミュニティの形成を進めます。

 

■成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 
２０２８年度 

目標値 
単位 

スポーツ活動をする団体数 
スポーツによる区民交流の状況

を計るため

２，９６８

（ 年度）
３，３５０ 団体

（出典）中野区資料

 

■現状・課題 

中野区地域スポーツクラブは、区内３か所のスポーツ・コミュニティプラザを活動拠点として、様々な事業

を実施しています。スポーツを通じた地域コミュニティの形成をさらに進めるためには、会員が中心とな

って主体的に運営される総合型地域スポーツクラブを目指していく必要があります。

 
 

■主な取組 

取組項目 取組内容 所管課

魅力あるスポーツ・

健康づくり事業の

提供 

すべての区民が生涯にわたって運動・スポーツを無理なく楽しく

続けられるよう、年代、健康状態、ライフスタイルなどに応じた

様々な運動機会を提供します。

トップアスリートや企業・大学等との連携により、運動・スポーツへ

の関心を高めるようアプローチします。

運動・スポーツ習慣の確立のために、自宅でできるトレーニング

や、身近な地域でのウォーキング、長時間の座位姿勢の回避等

（※）、日常的に手軽に取り組めるメニューを提供していきます。

身近な場で気軽に運動・スポーツに親しむことができる環境を整

備していきます。

※日本人の平均座位時間は世界最長の 時間と言われており、

ＷＨＯ（世界保健機構）によると、長時間の座位は、心筋梗塞、脳血

管疾患、肥満等の様々な健康障害に影響すると指摘されている。

スポーツ振興課

障害者スポーツの

推進 

より多くの人々に障害者スポーツを知ってもらうよう、普及啓発

に取り組むとともに、障害者が安全・安心にスポーツに参加できる

環境を整備していきます。

年齢や性別、障害の有無等にかかわらず取り組むことができるユ

ニバーサルスポーツを推進し、スポーツを通じ、お互いの個性が

尊重される社会の実現を目指します。

誰でもスポーツ・健康づくり活動に参加できるよう支援し、社会参

加につなげていくよう推進していきます。

スポーツ振興課

障害福祉課

オリンピック・パラ

リンピックレガシー

を活用したスポー

ツ気運の醸成 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催により高

まった区民のスポーツに対する興味や関心を低下させないよう、

区立総合体育館が公式練習会場となった卓球や、認知度が高まっ

たパラリンピック種目を活用したスポーツ事業を、大会レガシーと

して展開していきます。

スポーツ振興課

安全・安心にスポー

ツに取り組める環

境の整備 

スポーツ事業の運営において、事故や怪我のリスクの軽減や予防、

熱中症や感染症の対策に取り組むとともに、区内スポーツ団体や

区民との情報共有、正確な知識の普及啓発等に取り組みます。

スポーツ振興課
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施策２ スポーツ・健康づくり活動を通じたコミュニティの形成

■目指すべき状態

区民が主体的に地域スポーツクラブの運営や事業の企画に参加することで、スポーツ・健康づくり

活動を通じた地域交流が活性化し、新たなコミュニティが形成されています。

■施策の方向性 

スポーツ・健康づくり活動を通じた区民同士の交流や地域コミュニティの形成を進めます。

 

■成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 
２０２８年度 

目標値 
単位 

スポーツ活動をする団体数 
スポーツによる区民交流の状況

を計るため

２，９６８

（ 年度）
３，３５０ 団体

（出典）中野区資料

 

■現状・課題 

中野区地域スポーツクラブは、区内３か所のスポーツ・コミュニティプラザを活動拠点として、様々な事業

を実施しています。スポーツを通じた地域コミュニティの形成をさらに進めるためには、会員が中心とな

って主体的に運営される総合型地域スポーツクラブを目指していく必要があります。

 
 

■主な取組 

取組項目 取組内容 所管課

魅力あるスポーツ・

健康づくり事業の

提供 

すべての区民が生涯にわたって運動・スポーツを無理なく楽しく

続けられるよう、年代、健康状態、ライフスタイルなどに応じた

様々な運動機会を提供します。

トップアスリートや企業・大学等との連携により、運動・スポーツへ

の関心を高めるようアプローチします。

運動・スポーツ習慣の確立のために、自宅でできるトレーニング

や、身近な地域でのウォーキング、長時間の座位姿勢の回避等

（※）、日常的に手軽に取り組めるメニューを提供していきます。

身近な場で気軽に運動・スポーツに親しむことができる環境を整

備していきます。

※日本人の平均座位時間は世界最長の 時間と言われており、

ＷＨＯ（世界保健機構）によると、長時間の座位は、心筋梗塞、脳血

管疾患、肥満等の様々な健康障害に影響すると指摘されている。

スポーツ振興課

障害者スポーツの

推進 

より多くの人々に障害者スポーツを知ってもらうよう、普及啓発

に取り組むとともに、障害者が安全・安心にスポーツに参加できる

環境を整備していきます。

年齢や性別、障害の有無等にかかわらず取り組むことができるユ

ニバーサルスポーツを推進し、スポーツを通じ、お互いの個性が

尊重される社会の実現を目指します。

誰でもスポーツ・健康づくり活動に参加できるよう支援し、社会参

加につなげていくよう推進していきます。

スポーツ振興課

障害福祉課

オリンピック・パラ

リンピックレガシー

を活用したスポー

ツ気運の醸成 

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催により高

まった区民のスポーツに対する興味や関心を低下させないよう、

区立総合体育館が公式練習会場となった卓球や、認知度が高まっ

たパラリンピック種目を活用したスポーツ事業を、大会レガシーと

して展開していきます。

スポーツ振興課

安全・安心にスポー

ツに取り組める環

境の整備 

スポーツ事業の運営において、事故や怪我のリスクの軽減や予防、

熱中症や感染症の対策に取り組むとともに、区内スポーツ団体や

区民との情報共有、正確な知識の普及啓発等に取り組みます。

スポーツ振興課
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施策３ 子どもの運動習慣の定着・体力向上に向けた取組の推進

 

■目指すべき状態

子どもの頃から運動やスポーツに親しむことで、運動習慣や基礎的な体力が身についています。

■施策の方向性 

子どもたちの運動習慣の定着や体力向上、意欲の向上に取り組みます。

 

■成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 
２０２８年度 

目標値 
単位 

区立スポーツ施設にて実施した、

子ども向け教室の参加人数 

児童生徒等の体力向上に向けた

取組の成果を計るため （ 年度）
人

（出典）中野区資料

■現状・課題 

運動する子どもとしない子どもの二極化が進んでおり、幼少期から運動習慣を身につける必要がありま

す。

学年や性別を問わず、日頃から運動している児童生徒等ほど、体力テストにおける体力合計点が高い傾

向にあります。生活様式の変化や利便性の向上により、日常的に身体を動かす機会が減少しており、学校

において運動する機会を創出していく必要があります。

 

■主な取組 

 

取組項目 取組内容 所管課 

会員により自主的、 

自立的に運営される

地域スポーツクラブ

の育成 

会員が中心となって主体的に運営される総合型地域ス

ポーツクラブを目指し、人材の育成や活動場所の確

保、クラブの支援に取り組み、クラブのマネジメント機

能を高めていきます。

スポーツ振興課

地域スポーツクラブ

を中心としたコミュ

ニティ形成の推進 

地域スポーツクラブが、多様な特色や魅力を持ち、幅

広い事業を展開できるよう支援を行います。クラブ運

営や事業の企画等を通じ、地域交流を活性化させ、新

たなコミュニティが形成されることを目指します。

スポーツ振興課

多世代、多種目、 

多志向に対応した 

スポーツ・健康づく

り活動の機会の提供 

子どもから高齢者まで幅広い世代が、それぞれの志向

やレベルに合わせて、様々なスポーツや健康づくりに

参加できる機会を提供します。また、新たな交流をきっ

かけとして、お互いを認め合う多様性への理解を深め

ていきます。

スポーツ振興課
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施策３ 子どもの運動習慣の定着・体力向上に向けた取組の推進

 

■目指すべき状態

子どもの頃から運動やスポーツに親しむことで、運動習慣や基礎的な体力が身についています。

■施策の方向性 

子どもたちの運動習慣の定着や体力向上、意欲の向上に取り組みます。

 

■成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 
２０２８年度 

目標値 
単位 

区立スポーツ施設にて実施した、

子ども向け教室の参加人数 

児童生徒等の体力向上に向けた

取組の成果を計るため （ 年度）
人

（出典）中野区資料

■現状・課題 

運動する子どもとしない子どもの二極化が進んでおり、幼少期から運動習慣を身につける必要がありま

す。

学年や性別を問わず、日頃から運動している児童生徒等ほど、体力テストにおける体力合計点が高い傾

向にあります。生活様式の変化や利便性の向上により、日常的に身体を動かす機会が減少しており、学校

において運動する機会を創出していく必要があります。

 

■主な取組 

 

取組項目 取組内容 所管課 

会員により自主的、 

自立的に運営される

地域スポーツクラブ

の育成 

会員が中心となって主体的に運営される総合型地域ス

ポーツクラブを目指し、人材の育成や活動場所の確

保、クラブの支援に取り組み、クラブのマネジメント機

能を高めていきます。

スポーツ振興課

地域スポーツクラブ

を中心としたコミュ

ニティ形成の推進 

地域スポーツクラブが、多様な特色や魅力を持ち、幅

広い事業を展開できるよう支援を行います。クラブ運

営や事業の企画等を通じ、地域交流を活性化させ、新

たなコミュニティが形成されることを目指します。

スポーツ振興課

多世代、多種目、 

多志向に対応した 

スポーツ・健康づく

り活動の機会の提供 

子どもから高齢者まで幅広い世代が、それぞれの志向

やレベルに合わせて、様々なスポーツや健康づくりに

参加できる機会を提供します。また、新たな交流をきっ

かけとして、お互いを認め合う多様性への理解を深め

ていきます。

スポーツ振興課
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施策４ 区内スポーツ団体等との連携、支援

 

■目指すべき状態

積極的に運動・スポーツに取り組んでいる区民が主体となって、他の区民を巻き込みながら、地域の

スポーツ活動が大きな広がりを見せています。

■施策の方向性 

区内スポーツ団体や大学等が、お互いの情報を共有し、協力して課題の解決ができる環境を整備し、

スポーツに関わる人材の育成や活動環境の改善に取り組み、区民の自発的なスポーツ・健康づくり活

動の輪を広げていきます。

 

■成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 
２０２８年度 

目標値 
単位 

スポーツを支える活動に関わった

区民の割合 

スポーツを支える人材の育成

の成果を計るため

１０．８

（ 年度）
２０ ％

（出典）区民意識･実態調査

■現状・課題

区民がスポーツ・健康づくり活動に取り組むためには、競技指導の経験や催し物、行事等の運営のノウハ

ウ等を持った、「支える人材」が必要不可欠です。スポーツ振興を担う区内団体と連携し、「支える人材」の

育成に取り組む必要があります。

 

■主な取組 

  

取組項目 取組内容 所管課

遊びを中心とした 

身体活動による 

運動習慣の定着 

区立スポーツ施設の空き時間に、一般開放を実施し、

子どもの志向やレベル、希望する競技種目に応じた遊

べる環境づくりに取り組んでいきます。

保育施設や幼稚園等において、中野区の子どもの実態

調査に基づき独自に策定した「中野区運動遊びプログ

ラム」等の取組を進め、発達に応じた運動を取り入れる

ことで、身体を動かすことが好きな乳幼児を育みます。

スポーツ振興課
指導室

子どもの体力を向上

させる取組の推進 

区内小・中学校において、体力向上プログラムに基づく

指導を充実させ、体力向上を図ります。

運動が苦手な子どもでも進んで参加できるよう、特定

の種目に限定せず、児童生徒等の興味や関心に応じて

柔軟に活動できる取組や部活動等を充実していきま

す。

指導室

学校部活動の地域

移行・活性化 

地域の多様な人材を活用し、学校教育の一環としての

学校部活動の地域移行を進め、学校部活動の活性化や

競技力向上を図ります。

スポーツ振興課
指導室
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施策４ 区内スポーツ団体等との連携、支援

 

■目指すべき状態

積極的に運動・スポーツに取り組んでいる区民が主体となって、他の区民を巻き込みながら、地域の

スポーツ活動が大きな広がりを見せています。

■施策の方向性 

区内スポーツ団体や大学等が、お互いの情報を共有し、協力して課題の解決ができる環境を整備し、

スポーツに関わる人材の育成や活動環境の改善に取り組み、区民の自発的なスポーツ・健康づくり活

動の輪を広げていきます。

 

■成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 
２０２８年度 

目標値 
単位 

スポーツを支える活動に関わった

区民の割合 

スポーツを支える人材の育成

の成果を計るため

１０．８

（ 年度）
２０ ％

（出典）区民意識･実態調査

■現状・課題

区民がスポーツ・健康づくり活動に取り組むためには、競技指導の経験や催し物、行事等の運営のノウハ

ウ等を持った、「支える人材」が必要不可欠です。スポーツ振興を担う区内団体と連携し、「支える人材」の

育成に取り組む必要があります。

 

■主な取組 

  

取組項目 取組内容 所管課

遊びを中心とした 

身体活動による 

運動習慣の定着 

区立スポーツ施設の空き時間に、一般開放を実施し、

子どもの志向やレベル、希望する競技種目に応じた遊

べる環境づくりに取り組んでいきます。

保育施設や幼稚園等において、中野区の子どもの実態

調査に基づき独自に策定した「中野区運動遊びプログ

ラム」等の取組を進め、発達に応じた運動を取り入れる

ことで、身体を動かすことが好きな乳幼児を育みます。

スポーツ振興課
指導室

子どもの体力を向上

させる取組の推進 

区内小・中学校において、体力向上プログラムに基づく

指導を充実させ、体力向上を図ります。

運動が苦手な子どもでも進んで参加できるよう、特定

の種目に限定せず、児童生徒等の興味や関心に応じて

柔軟に活動できる取組や部活動等を充実していきま

す。

指導室

学校部活動の地域

移行・活性化 

地域の多様な人材を活用し、学校教育の一環としての

学校部活動の地域移行を進め、学校部活動の活性化や

競技力向上を図ります。

スポーツ振興課
指導室

105104

第
５
章

　
中
野
区
ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
づ
く
り
推
進
計
画

３　

計
画
の
施
策
体
系



 

施策５ 健康的な生活習慣の定着支援

 

■目指すべき状態

区民一人ひとりのライフステージやニーズに応じた健康づくりに取り組むことで、栄養・運動・休養の

調和がとれた健康的な生活習慣が定着しています。

■施策の方向性 

健康的な生活習慣の定着に向けて、意識啓発や環境づくりを進めます。また、区民一人ひとりが抱え

る健康課題について理解促進を図るとともに、心の悩みのある区民に対する相談支援と、メンタル

ヘルスへの正しい知識を広げる心の健康づくりを推進します。

 

■成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 
２０２８年度 

目標値 
単位 

自身の健康状態が「よい」と思う

区民の割合 
主観的健康感を計るため

８１ ９

（ 年度）
９０ ％

（出典）健康福祉に関する意識調査

■現状・課題

区民の死因のうち、生活習慣との関わりが強いがん、心疾患、脳血管疾患による死亡者の割合は、全体

の約４割となっています。高齢期における健康状態は、長年にわたる生活習慣の積み重ねによって形成

されるため、子どもの頃から健康を意識し、栄養・運動・休養の調和がとれた健康的な生活習慣の定着が

図られるよう、ライフステージに応じた取組を進める必要があります。

 

■主な取組 

  

取組項目 取組内容 所管課

一般社団法人 

中野区体育協会 

との連携、支援 

多くの競技者が参加する区民大会をはじめ、技術力や

指導力を高める教室や研修などが活発に行われ、加盟

団体の活動が拡大・発展するよう支援を行います。

競技者のネットワークを活かした活動や事業等を通じ

て、区内スポーツ団体の中心的な存在として、効果的

な情報発信がなされるよう、連携、支援していきます。

スポーツ振興課

中野区スポーツ推進

委員との連携、支援 

中野区スポーツ推進委員が地域のスポーツに関する身

近な相談相手として地域に貢献できるよう、区内スポ

ーツ施設や競技団体、地域団体等との連携を支援して

いきます。

スポーツ推進委員の資質向上のため、指導者研修など

への派遣を積極的に進めていきます。

スポーツ振興課

地域スポーツクラブ 

との連携、支援 

地域スポーツクラブとの情報の交換や共有の場を設

け、区のスポーツ施策との連携を深めていきます。ま

た、活動場所の確保や、広報活動への協力を行います。

スポーツ振興課

区内大学等との 

連携 

区内大学等によるスポーツや健康づくりに関する講習

会や催し物、行事等を通して、専門的なスキルを区民

の健康の維持・増進に役立てます。

スポーツ振興課

スポーツを核とした 

関係者や団体間の 

連携 

区内のスポーツ関係者や団体等が相互に連携し、その

専門性を活かせる基盤を整備します。
スポーツ振興課

スポーツを支える 

人材の育成 

スポーツ指導、クラブ運営、事業ボランティアなど、ス

ポーツを支える人材を育成するとともに、地域や団体

とのマッチングを図り、活動の輪を広げていきます。

スポーツ振興課
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施策５ 健康的な生活習慣の定着支援

 

■目指すべき状態

区民一人ひとりのライフステージやニーズに応じた健康づくりに取り組むことで、栄養・運動・休養の

調和がとれた健康的な生活習慣が定着しています。

■施策の方向性 

健康的な生活習慣の定着に向けて、意識啓発や環境づくりを進めます。また、区民一人ひとりが抱え

る健康課題について理解促進を図るとともに、心の悩みのある区民に対する相談支援と、メンタル

ヘルスへの正しい知識を広げる心の健康づくりを推進します。

 

■成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 
２０２８年度 

目標値 
単位 

自身の健康状態が「よい」と思う

区民の割合 
主観的健康感を計るため

８１ ９

（ 年度）
９０ ％

（出典）健康福祉に関する意識調査

■現状・課題

区民の死因のうち、生活習慣との関わりが強いがん、心疾患、脳血管疾患による死亡者の割合は、全体

の約４割となっています。高齢期における健康状態は、長年にわたる生活習慣の積み重ねによって形成

されるため、子どもの頃から健康を意識し、栄養・運動・休養の調和がとれた健康的な生活習慣の定着が

図られるよう、ライフステージに応じた取組を進める必要があります。

 

■主な取組 

  

取組項目 取組内容 所管課

一般社団法人 

中野区体育協会 

との連携、支援 

多くの競技者が参加する区民大会をはじめ、技術力や

指導力を高める教室や研修などが活発に行われ、加盟

団体の活動が拡大・発展するよう支援を行います。

競技者のネットワークを活かした活動や事業等を通じ

て、区内スポーツ団体の中心的な存在として、効果的

な情報発信がなされるよう、連携、支援していきます。

スポーツ振興課

中野区スポーツ推進

委員との連携、支援 

中野区スポーツ推進委員が地域のスポーツに関する身

近な相談相手として地域に貢献できるよう、区内スポ

ーツ施設や競技団体、地域団体等との連携を支援して

いきます。

スポーツ推進委員の資質向上のため、指導者研修など

への派遣を積極的に進めていきます。

スポーツ振興課

地域スポーツクラブ 

との連携、支援 

地域スポーツクラブとの情報の交換や共有の場を設

け、区のスポーツ施策との連携を深めていきます。ま

た、活動場所の確保や、広報活動への協力を行います。

スポーツ振興課

区内大学等との 

連携 

区内大学等によるスポーツや健康づくりに関する講習

会や催し物、行事等を通して、専門的なスキルを区民

の健康の維持・増進に役立てます。

スポーツ振興課

スポーツを核とした 

関係者や団体間の 

連携 

区内のスポーツ関係者や団体等が相互に連携し、その

専門性を活かせる基盤を整備します。
スポーツ振興課

スポーツを支える 

人材の育成 

スポーツ指導、クラブ運営、事業ボランティアなど、ス

ポーツを支える人材を育成するとともに、地域や団体

とのマッチングを図り、活動の輪を広げていきます。

スポーツ振興課
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施策６ データ分析や健診等による健康づくりの支援

■目指すべき状態

各種データの収集・分析等に基づく健康づくりを推進することによって、疾病の早期発見・早期治療

を行い、区民の健康寿命が延伸しています。

■施策の方向性 

特定健康診査や診療報酬明細書などのデータの収集・分析に基づき、ターゲットを絞った保健事業の

実施など効果的な事業を展開し、あわせて受診勧奨などを推進しながら、がん等健診の受診率向上

に取り組みます。また、パーソナルヘルスレコードの活用やナッジ理論を活用した健康に関心の低い

区民へのアプローチにより、生涯を通じた健康づくりの支援を進めます。

 

■成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 
２０２８年度 

目標値 
単位 

健康診断を毎年受けている人の 

割合 

自らの健康状態を把握し、

疾病の早期発見・早期治療

につながるため

７４ ５

（ 年度）
７５ ％

（出典）健康福祉に関する意識調査

■現状・課題 

わが国では、自身の健康に対して興味がなく、食習慣や運動習慣を改善する気がない「健康無関心層」の

割合が高くなっており、仕事や家事、育児等が忙しくて時間がないことが、健康な食習慣や運動習慣の定

着の妨げとなっています。

このような健康無関心層へ効果的にアプローチするためには、健康づくりや健診・検診受診の必要性を

説く教育的なアプローチに加え、環境的なアプローチから個人の行動変容を促していくことが重要です。

健康づくりを総合的に推進していくためには、区民が健康課題を的確に把握するための健診と疾病の早

期発見・早期治療を図るための検診の受診率を向上させ、各種データの分析に基づき、健康に関心の低

い区民にアプローチするとともに、個人の経済力や家族構成などによって健康格差を生まないための取

組を推進する必要があります。加えて、喫煙や受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことは科学的に明らか

になっていることから、禁煙を希望する区民を支援するとともに、望まない受動喫煙による健康被害を

防止する必要があります。

 

■主な取組 

  

取組項目 取組内容 所管課

精神保健相談 

受診までには至らない、あるいは受診したいができな

いなど、心の悩みのある区民、家族及び関係者を対象

に専門医師による相談を実施します。また、認知症やア

ルコール・薬物等の依存症の相談も実施します。

すこやか福祉センター

地域健康活動支援 

地域における区民への健康思想の普及啓発と健康づ

くりや人材育成を目的として、医療系専門職による相

談、講座、食育活動の支援や講師派遣など地域におけ

る健康づくりやグループ活動を支援します。

すこやか福祉センター

健康づくり支援 

世界禁煙デー、世界糖尿病デー等の取組について、パ

ネル展示等を行い、健康づくりに関する普及啓発を推

進します。

保健企画課

熱中症対策の 

普及啓発 

熱中症を予防するために、暑さを避け、エアコンを適宜

使用することや、こまめな水分補給を行うことなど、対

応策の普及啓発に努めます。

保健予防課
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施策６ データ分析や健診等による健康づくりの支援

■目指すべき状態

各種データの収集・分析等に基づく健康づくりを推進することによって、疾病の早期発見・早期治療

を行い、区民の健康寿命が延伸しています。

■施策の方向性 

特定健康診査や診療報酬明細書などのデータの収集・分析に基づき、ターゲットを絞った保健事業の

実施など効果的な事業を展開し、あわせて受診勧奨などを推進しながら、がん等健診の受診率向上

に取り組みます。また、パーソナルヘルスレコードの活用やナッジ理論を活用した健康に関心の低い

区民へのアプローチにより、生涯を通じた健康づくりの支援を進めます。

 

■成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 
２０２８年度 

目標値 
単位 

健康診断を毎年受けている人の 

割合 

自らの健康状態を把握し、

疾病の早期発見・早期治療

につながるため

７４ ５

（ 年度）
７５ ％

（出典）健康福祉に関する意識調査

■現状・課題 

わが国では、自身の健康に対して興味がなく、食習慣や運動習慣を改善する気がない「健康無関心層」の

割合が高くなっており、仕事や家事、育児等が忙しくて時間がないことが、健康な食習慣や運動習慣の定

着の妨げとなっています。

このような健康無関心層へ効果的にアプローチするためには、健康づくりや健診・検診受診の必要性を

説く教育的なアプローチに加え、環境的なアプローチから個人の行動変容を促していくことが重要です。

健康づくりを総合的に推進していくためには、区民が健康課題を的確に把握するための健診と疾病の早

期発見・早期治療を図るための検診の受診率を向上させ、各種データの分析に基づき、健康に関心の低

い区民にアプローチするとともに、個人の経済力や家族構成などによって健康格差を生まないための取

組を推進する必要があります。加えて、喫煙や受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことは科学的に明らか

になっていることから、禁煙を希望する区民を支援するとともに、望まない受動喫煙による健康被害を

防止する必要があります。

 

■主な取組 

  

取組項目 取組内容 所管課

精神保健相談 

受診までには至らない、あるいは受診したいができな

いなど、心の悩みのある区民、家族及び関係者を対象

に専門医師による相談を実施します。また、認知症やア

ルコール・薬物等の依存症の相談も実施します。

すこやか福祉センター

地域健康活動支援 

地域における区民への健康思想の普及啓発と健康づ

くりや人材育成を目的として、医療系専門職による相

談、講座、食育活動の支援や講師派遣など地域におけ

る健康づくりやグループ活動を支援します。

すこやか福祉センター

健康づくり支援 

世界禁煙デー、世界糖尿病デー等の取組について、パ

ネル展示等を行い、健康づくりに関する普及啓発を推

進します。

保健企画課

熱中症対策の 

普及啓発 

熱中症を予防するために、暑さを避け、エアコンを適宜

使用することや、こまめな水分補給を行うことなど、対

応策の普及啓発に努めます。

保健予防課
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施策７ 食育の推進

■目指すべき状態

食に対する意識や理解を深めるとともに、健全な食生活を身につけることで、区民の健康が維持・

増進されています。

■施策の方向性 

子どもから高齢者まで、ライフステージに合わせて、栄養バランスのとれた食事の大切さや健康的な

食習慣、歯と口腔のケア等の普及啓発を進めていきます。

 

■成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 
２０２８年度 

目標値 
単位 

食べ物や食生活に関して栄養 

バランスや規則正しい食生活を

心がけている人の割合 

日々の生活における生活習慣

の改善に対する意識を計るた

め

５５ １

（ 年度）
６３ ％

（出典）健康福祉に関する意識調査

■現状・課題

子どもから高齢者までライフステージに合わせた食育を広げるため、乳幼児親子や学齢期の子どもと保

護者に対する食習慣等についての意識啓発や、暮らしの中で自然と健康的な食生活を送りやすい環境づ

くりを推進する必要があります。また、区民がいくつになっても健康で質の高い生活を送ることができる

よう、歯と口からの健康づくりに取り組む必要があります。

日本は高血圧に起因する死亡率が高く、高血圧の予防や治療の一環として、食生活における減塩は最も

重要な栄養課題の一つです。日本人の食塩摂取状況は過去様々な取組により減少傾向にあるものの、主

要な先進国の中では依然としてトップレベルにあり、「健康日本 第三次 」において１日当たりの食塩

摂取量の目標値は一日７ｇとされていますが、厚生労働省の国民・栄養調査結果を見ると男女とも全年

齢で目標値より高い状況です。

管理栄養士・栄養士の業務は、栄養講座の実施、個別の栄養相談、給食施設の指導など多岐にわたって

います。区は、施策の成果が最大に得られるように適切な人材配置に努めるとともに、限られた人員で、

 

■主な取組 

  

取組項目 取組内容 所管課 

生活習慣病予防 

対策事業 

糖尿病の予防のために、特定健診などの結果、糖尿病

予備軍と判定された区民に対して、日常的な運動習慣

の定着や食生活を含めた生活習慣を改善できるよう

に支援します。

保健企画課

受動喫煙防止対策 

事業・禁煙外来治療

費助成事業 

区民や飲食店等に対して、受動喫煙防止に関する制度

や受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について普及啓発

等を行います。

禁煙に取り組む区民を支援し、受動喫煙による健康被

害を防止するために、禁煙外来治療費の一部を助成し

ます。

保健企画課

データヘルス事業 

区民の生活の質の向上、健康寿命の延伸及び医療費の

適正化のために、医療や健康に関するデータを活用し

て、疾病の早期発見・早期治療、重症化を予防する取組

を推進します。

保健企画課

がん等健診の実施 

及び受診勧奨事業 

の実施 

がん等の疾病を早期発見し、早期治療につなげるとと

もに、健康管理に関する正しい知識を普及するために

がん等健診を実施します。

がんによる死亡率の減少を目指して、ナッジ理論を活

用した受診勧奨を行います。さらに、パーソナルヘルス

レコードを活用することにより、区民が、がん等健診の

データを一元的に把握しやすくすることで、一人ひとり

の健康増進や生活改善につなげていきます。

保健企画課

客観的データに基づ

く運動機能向上の推

進 

区立スポーツ施設等の利用者や事業参加者の身体能

力や健康状態のデータを活用し、区内大学等と連携し、

運動やスポーツの効果を科学的に分析し、運動機能を

高める取組を推進していきます。

スポーツ振興課
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施策７ 食育の推進

■目指すべき状態

食に対する意識や理解を深めるとともに、健全な食生活を身につけることで、区民の健康が維持・

増進されています。

■施策の方向性 

子どもから高齢者まで、ライフステージに合わせて、栄養バランスのとれた食事の大切さや健康的な

食習慣、歯と口腔のケア等の普及啓発を進めていきます。

 

■成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 
２０２８年度 

目標値 
単位 

食べ物や食生活に関して栄養 

バランスや規則正しい食生活を

心がけている人の割合 

日々の生活における生活習慣

の改善に対する意識を計るた

め

５５ １

（ 年度）
６３ ％

（出典）健康福祉に関する意識調査

■現状・課題

子どもから高齢者までライフステージに合わせた食育を広げるため、乳幼児親子や学齢期の子どもと保

護者に対する食習慣等についての意識啓発や、暮らしの中で自然と健康的な食生活を送りやすい環境づ

くりを推進する必要があります。また、区民がいくつになっても健康で質の高い生活を送ることができる

よう、歯と口からの健康づくりに取り組む必要があります。

日本は高血圧に起因する死亡率が高く、高血圧の予防や治療の一環として、食生活における減塩は最も

重要な栄養課題の一つです。日本人の食塩摂取状況は過去様々な取組により減少傾向にあるものの、主

要な先進国の中では依然としてトップレベルにあり、「健康日本 第三次 」において１日当たりの食塩

摂取量の目標値は一日７ｇとされていますが、厚生労働省の国民・栄養調査結果を見ると男女とも全年

齢で目標値より高い状況です。

管理栄養士・栄養士の業務は、栄養講座の実施、個別の栄養相談、給食施設の指導など多岐にわたって

います。区は、施策の成果が最大に得られるように適切な人材配置に努めるとともに、限られた人員で、

 

■主な取組 

  

取組項目 取組内容 所管課 

生活習慣病予防 

対策事業 

糖尿病の予防のために、特定健診などの結果、糖尿病

予備軍と判定された区民に対して、日常的な運動習慣

の定着や食生活を含めた生活習慣を改善できるよう

に支援します。

保健企画課

受動喫煙防止対策 

事業・禁煙外来治療

費助成事業 

区民や飲食店等に対して、受動喫煙防止に関する制度

や受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について普及啓発

等を行います。

禁煙に取り組む区民を支援し、受動喫煙による健康被

害を防止するために、禁煙外来治療費の一部を助成し

ます。

保健企画課

データヘルス事業 

区民の生活の質の向上、健康寿命の延伸及び医療費の

適正化のために、医療や健康に関するデータを活用し

て、疾病の早期発見・早期治療、重症化を予防する取組

を推進します。

保健企画課

がん等健診の実施 

及び受診勧奨事業 

の実施 

がん等の疾病を早期発見し、早期治療につなげるとと

もに、健康管理に関する正しい知識を普及するために

がん等健診を実施します。

がんによる死亡率の減少を目指して、ナッジ理論を活

用した受診勧奨を行います。さらに、パーソナルヘルス

レコードを活用することにより、区民が、がん等健診の

データを一元的に把握しやすくすることで、一人ひとり

の健康増進や生活改善につなげていきます。

保健企画課

客観的データに基づ

く運動機能向上の推

進 

区立スポーツ施設等の利用者や事業参加者の身体能

力や健康状態のデータを活用し、区内大学等と連携し、

運動やスポーツの効果を科学的に分析し、運動機能を

高める取組を推進していきます。

スポーツ振興課
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健康づくり事業等に

おける食育の普及啓

発 

区ホームページ、食育月間や健康づくり事業、講習会等

の機会を捉えて、栄養バランスのとれた食事の大切さ

や健康的な食習慣、栄養成分表示の活用について等、

食に関する情報発信をするとともに、健康づくりシン

ボルマーク・標語や、親しみやすい食育マスコットキャラ

クター「うさごはん」を活用し、あらゆる世代の区民に

対して普及啓発を図っていきます。

生活習慣病予防として、塩分摂取量の抑制と血圧を下

げる効果が期待できるカリウムの摂取について広く意

識啓発を図っていきます。

体内の水分不足は、熱中症、脳梗塞、心筋梗塞など、さ

まざまな健康障害や重大な事故などのリスク要因とな

るため、生活の中でこまめに水分補給をすることの重

要性を周知していきます。

保健企画課
保健予防課

すこやか福祉センター

食育推進団体や 

区内栄養士等との

連携と人材育成 

地域の食育推進団体や大学等と連携して、事業等での

食育の普及啓発や相談・助言を行います。また、これら

の団体等による食育の推進を支援します。

特定給食施設等の利用者とその家族や地域への健康

増進を図るために、給食施設従事者に対して栄養管理

等に関する相談支援や講習会等を行うほか、健康づく

りや災害時の食生活支援について情報提供等を行い、

区内給食施設、行政、地域で活動する管理栄養士・栄養

士との協力・連携体制を構築します。

保健企画課
保健予防課

食品関連事業者に 

おける食育の推進 

区内飲食店等と連携し、消費者に向けた健康に配慮し

た食事内容の啓発や選択の推奨など、暮らしの中で自

然と健康的な食生活を送りやすい環境づくりを推進し

ます。

保健企画課

環境を意識した 

食育の推進 

「中野区食品ロス削減推進計画」（令和 年（ 年）

月策定）に基づき、普及啓発事業、区内事業者や大学

との連携事業、フードドライブ事業等を推進します。

ごみゼロ推進課

 

区民の暮らしに寄り添い、成果のみえる政策づくりを実現するために、あらゆる社会資源とつながるネッ

トワークづくりを行います。

■主な取組  

取組項目 取組内容 所管課

各ライフステージに 

合わせた食育の 

推進と食生活支援 

生涯にわたり健康に暮らすために、子どもから高齢者

までライフステージに合わせた食育を推進します。ま

た、各世代の食育推進の支援として、各ライフステージ

に向けた食育リーフレットを配布します。

①妊娠期・授乳期

妊娠期からの口腔ケアや健全な食生活の確立を目指

す講習会を実施するとともに、栄養相談体制を充実

し、安心で健康的な出産に向けた支援を行います。

②乳幼児期

乳幼児健康診査時の月齢に応じた食習慣支援、離乳

食や食育等の講習会の実施など、家庭における食育

を推進します。

③学童・思春期

保育施設･幼稚園等の給食、行事食や食に関わる体

験を通じ、食に対する興味や関心を高める取組を進

めます。さらに小･中学校では、給食で食に関する指

導を行うとともに、教科や学校行事等の中に食育を

位置づけて推進します。

④成人期

個人の生活環境に合わせた栄養情報の提供や栄養相

談、減塩や野菜・果物の摂取を意識した生活習慣病予

防の普及啓発など、若い世代や働き盛り世代の望ま

しい食生活実現に向けた支援を行います。

⑤高齢期

高齢者が食を通じた健康づくりに取り組めるよう講

習会を実施するほか、地域で食事をする機会や交流

を通じて健康的な食生活が維持できるよう支援しま

す。また、食べる機能を維持するための口腔ケアや

体操の普及等、フレイル＊を予防するため低栄養予防

の支援も行います。

すこやか福祉センター

保育園・幼稚園課

指導室

保健企画課
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健康づくり事業等に

おける食育の普及啓

発 
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の機会を捉えて、栄養バランスのとれた食事の大切さ
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対して普及啓発を図っていきます。
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増進を図るために、給食施設従事者に対して栄養管理

等に関する相談支援や講習会等を行うほか、健康づく

りや災害時の食生活支援について情報提供等を行い、

区内給食施設、行政、地域で活動する管理栄養士・栄養

士との協力・連携体制を構築します。

保健企画課
保健予防課

食品関連事業者に 

おける食育の推進 

区内飲食店等と連携し、消費者に向けた健康に配慮し

た食事内容の啓発や選択の推奨など、暮らしの中で自

然と健康的な食生活を送りやすい環境づくりを推進し

ます。

保健企画課

環境を意識した 

食育の推進 

「中野区食品ロス削減推進計画」（令和 年（ 年）

月策定）に基づき、普及啓発事業、区内事業者や大学

との連携事業、フードドライブ事業等を推進します。

ごみゼロ推進課

 

区民の暮らしに寄り添い、成果のみえる政策づくりを実現するために、あらゆる社会資源とつながるネッ

トワークづくりを行います。

■主な取組  

取組項目 取組内容 所管課

各ライフステージに 

合わせた食育の 

推進と食生活支援 

生涯にわたり健康に暮らすために、子どもから高齢者

までライフステージに合わせた食育を推進します。ま

た、各世代の食育推進の支援として、各ライフステージ

に向けた食育リーフレットを配布します。

①妊娠期・授乳期

妊娠期からの口腔ケアや健全な食生活の確立を目指

す講習会を実施するとともに、栄養相談体制を充実

し、安心で健康的な出産に向けた支援を行います。

②乳幼児期

乳幼児健康診査時の月齢に応じた食習慣支援、離乳

食や食育等の講習会の実施など、家庭における食育

を推進します。

③学童・思春期

保育施設･幼稚園等の給食、行事食や食に関わる体

験を通じ、食に対する興味や関心を高める取組を進

めます。さらに小･中学校では、給食で食に関する指

導を行うとともに、教科や学校行事等の中に食育を

位置づけて推進します。

④成人期

個人の生活環境に合わせた栄養情報の提供や栄養相

談、減塩や野菜・果物の摂取を意識した生活習慣病予

防の普及啓発など、若い世代や働き盛り世代の望ま

しい食生活実現に向けた支援を行います。

⑤高齢期

高齢者が食を通じた健康づくりに取り組めるよう講

習会を実施するほか、地域で食事をする機会や交流

を通じて健康的な食生活が維持できるよう支援しま

す。また、食べる機能を維持するための口腔ケアや

体操の普及等、フレイル＊を予防するため低栄養予防

の支援も行います。

すこやか福祉センター
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食の安全性の確保 

毎年度、中野区食品衛生監視指導計画を策定し、食の

安全確保に関する事業を実施します。

消費者、事業者、行政の三者が情報･意見交換を行うリ

スクコミュニケーションを推進し、食の安全・安心確保

に関するさらなる普及啓発に努めます。

生活衛生課

なかの里・まち連携 

による農業体験等 

の実施 

食に対する感謝を深めていく上で、食を生み出す生産

過程を理解することが重要なため、なかの里・まち連携

事業の中で、現地に宿泊して農業体験や収穫体験を行

うなどの交流事業を実施します。

産業振興課

歯と口腔の健康 

事業 

各ライフステージに応じた口腔機能を維持するととも

に、自らが歯科疾患予防に取り組むよう、様々な機会

を通じて歯科口腔保健の知識を普及します。

むし歯や歯周病の予防方法など、歯や口に関する相談

に応じるとともに、自主学習グループなどに、講師を

派遣して、歯や口に関する講習会を開催するなど、口

腔の健康に関する地域の活動を支援します。

すこやか福祉センター
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食の安全性の確保 

毎年度、中野区食品衛生監視指導計画を策定し、食の

安全確保に関する事業を実施します。

消費者、事業者、行政の三者が情報･意見交換を行うリ

スクコミュニケーションを推進し、食の安全・安心確保

に関するさらなる普及啓発に努めます。

生活衛生課

なかの里・まち連携 

による農業体験等 

の実施 

食に対する感謝を深めていく上で、食を生み出す生産

過程を理解することが重要なため、なかの里・まち連携

事業の中で、現地に宿泊して農業体験や収穫体験を行

うなどの交流事業を実施します。

産業振興課

歯と口腔の健康 

事業 

各ライフステージに応じた口腔機能を維持するととも

に、自らが歯科疾患予防に取り組むよう、様々な機会

を通じて歯科口腔保健の知識を普及します。

むし歯や歯周病の予防方法など、歯や口に関する相談

に応じるとともに、自主学習グループなどに、講師を

派遣して、歯や口に関する講習会を開催するなど、口

腔の健康に関する地域の活動を支援します。

すこやか福祉センター
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１  計画策定の背景・目的 

 

【見込まれる介護需要の増加】

介護保険制度は、創設から 20年以上が経過し、全国で高齢者人口が約 1.7倍に増加する

中で、サービス利用者数は約 3.5 倍に増加するなど、高齢者の介護になくてはならない制

度となっています。区では、いわゆる団塊の世代＊すべてが 75歳以上となる令和７年(2025

年)を見据え、地域包括ケアシステムの深化・推進に努めてきました。 

一方で、一人暮らし高齢者・高齢者のみ世帯の増加のほか、85歳以上人口の増加に伴い、

認知症の人や認知機能が低下した高齢者の増加が見込まれる中では、認知症関連施策を更

に推進する必要があります。 

さらに、いわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22年(2040年)を展望すると、

高齢者人口、特に 85歳以上人口の割合が上昇し、介護サービスの需要が更に高まっていく

ことが見込まれます。 

 

【持続可能な介護サービスに向けて】

介護サービスを必要とする人が安心してサービスを受けられるよう、中長期的な視点で

人口構成の変化や介護需要の動向を推計し、介護保険制度の持続可能性を確保していく必

要があります。 

また、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口が急減し、全産業的に人材の確保が厳しい状

況となる一方、サービス需要に対応した介護人材の必要数は増えることが見込まれること

から、高齢者の介護を支える人材の確保や介護現場における生産性の向上の推進等が求め

られます。 

 

【計画策定の目的】

中野区高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画は、計画期間となる令和６年度

(2024 年度)～令和８年度(2026 年度)における人口構成の変化や地域社会の動向を捉えつ

つ、地域包括ケアシステムの更なる深化・推進や持続可能な介護保険制度の運営を図るた

め、区が重点的に取り組むべき施策を示すことを目的として策定します。 

 

 

 118



 

１  計画策定の背景・目的 

 

【見込まれる介護需要の増加】

介護保険制度は、創設から 20年以上が経過し、全国で高齢者人口が約 1.7倍に増加する
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高齢者人口、特に 85歳以上人口の割合が上昇し、介護サービスの需要が更に高まっていく

ことが見込まれます。 

 

【持続可能な介護サービスに向けて】

介護サービスを必要とする人が安心してサービスを受けられるよう、中長期的な視点で

人口構成の変化や介護需要の動向を推計し、介護保険制度の持続可能性を確保していく必

要があります。 

また、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口が急減し、全産業的に人材の確保が厳しい状

況となる一方、サービス需要に対応した介護人材の必要数は増えることが見込まれること

から、高齢者の介護を支える人材の確保や介護現場における生産性の向上の推進等が求め

られます。 

 

【計画策定の目的】

中野区高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画は、計画期間となる令和６年度

(2024 年度)～令和８年度(2026 年度)における人口構成の変化や地域社会の動向を捉えつ

つ、地域包括ケアシステムの更なる深化・推進や持続可能な介護保険制度の運営を図るた

め、区が重点的に取り組むべき施策を示すことを目的として策定します。 
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基本施策４ 安心して暮らし続けていけるための基盤整備 

基本施策３ 認知症対策と虐待防止

基本施策５ 介護保険制度の適正な運営 

認知症に関する正しい知識と理解を深め、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望をもって

暮らすことができる見守り・支えあう地域づくりを目指すとともに、認知症の予防や相談

支援の取組を進めていきます。また、高齢者の権利が保障され、介護をする家族の負担を

軽減するためのサービスの確保とともに、高齢者の虐待に対しては、早期発見・早期対応

のための環境づくりを進めていきます。 

 

本人が望む暮らしを送れるよう、住まいや在宅サービス、介護保険施設を整備していき

ます。また、質の高い介護サービスが提供されるよう、区内の介護サービスを支える介護

人材の確保を図ります。

社会経済情勢に左右されることなく、持続的かつ安定的な介護保険制度運営を目指しま

す。また、安心して介護サービスを利用できるよう、介護サービス事業所への適切な指導、

支援等を行っていきます。 

 

※ ここに掲げる項目の内容については、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す

る法律（平成元年法律第 64 号）第５条に基づき市町村が定める市町村計画の内容を含みます。 

 

 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で尊厳を持って

自分らしく暮らし続けられる地域社会の実現

基本施策１ 総合的な介護予防・生活支援

基本施策２ 在宅医療と介護の連携 

２  計画の基本目標と５つの基本施策 

 

中野区高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画の基本目標は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

更なる高齢化や様々な社会環境の変化の中、高齢者を地域全体で支えていくとともに、

高齢者自らが持つ能力を最大限に活かし、要介護状態となることを予防していくことが大

切です。また、認知症や介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で尊厳を保って最

期まで生活できるよう、介護、住まい、生活サービス等を充実させ、地域包括ケアシステ

ムをより深化させることも必要です。 

高齢者が自分らしく暮らし続けられる地域社会を実現するため、複合的な課題を有する

世帯への支援や医療と介護の連携の強化、地域づくりと参加支援等を推進していきます。 

この基本目標を達成するため、５つの基本施策を掲げます。 

高齢者が生きがいを持って社会参加し、自分らしくいきいきと元気で暮らし続けること

ができるよう、高齢者の生活機能の維持・向上や生きがいづくりにつながる多様な取組や

居場所を確保し、フレイル（虚弱）化や閉じこもり等の予防を図ります。

在宅での療養を必要とする高齢者や家族等の介護者が安心して療養生活を送ることがで

きるよう、状態の変化に応じ、適切な医療や介護を受けられる体制を整備していきます。

また、在宅療養に関わる医療機関や訪問看護ステーション、介護サービス事業所、その他

のサービス提供者が 24 時間 365 日切れ目ないサービスを提供できるよう、連携を図りま

す。 
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基本施策４ 安心して暮らし続けていけるための基盤整備 

基本施策３ 認知症対策と虐待防止

基本施策５ 介護保険制度の適正な運営 

認知症に関する正しい知識と理解を深め、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望をもって

暮らすことができる見守り・支えあう地域づくりを目指すとともに、認知症の予防や相談

支援の取組を進めていきます。また、高齢者の権利が保障され、介護をする家族の負担を

軽減するためのサービスの確保とともに、高齢者の虐待に対しては、早期発見・早期対応

のための環境づくりを進めていきます。 

 

本人が望む暮らしを送れるよう、住まいや在宅サービス、介護保険施設を整備していき

ます。また、質の高い介護サービスが提供されるよう、区内の介護サービスを支える介護

人材の確保を図ります。

社会経済情勢に左右されることなく、持続的かつ安定的な介護保険制度運営を目指しま

す。また、安心して介護サービスを利用できるよう、介護サービス事業所への適切な指導、

支援等を行っていきます。 

 

※ ここに掲げる項目の内容については、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す

る法律（平成元年法律第 64 号）第５条に基づき市町村が定める市町村計画の内容を含みます。 

 

 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で尊厳を持って

自分らしく暮らし続けられる地域社会の実現

基本施策１ 総合的な介護予防・生活支援

基本施策２ 在宅医療と介護の連携 

２  計画の基本目標と５つの基本施策 

 

中野区高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画の基本目標は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

更なる高齢化や様々な社会環境の変化の中、高齢者を地域全体で支えていくとともに、

高齢者自らが持つ能力を最大限に活かし、要介護状態となることを予防していくことが大

切です。また、認知症や介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で尊厳を保って最

期まで生活できるよう、介護、住まい、生活サービス等を充実させ、地域包括ケアシステ

ムをより深化させることも必要です。 

高齢者が自分らしく暮らし続けられる地域社会を実現するため、複合的な課題を有する

世帯への支援や医療と介護の連携の強化、地域づくりと参加支援等を推進していきます。 

この基本目標を達成するため、５つの基本施策を掲げます。 

高齢者が生きがいを持って社会参加し、自分らしくいきいきと元気で暮らし続けること

ができるよう、高齢者の生活機能の維持・向上や生きがいづくりにつながる多様な取組や

居場所を確保し、フレイル（虚弱）化や閉じこもり等の予防を図ります。

在宅での療養を必要とする高齢者や家族等の介護者が安心して療養生活を送ることがで

きるよう、状態の変化に応じ、適切な医療や介護を受けられる体制を整備していきます。

また、在宅療養に関わる医療機関や訪問看護ステーション、介護サービス事業所、その他

のサービス提供者が 24 時間 365 日切れ目ないサービスを提供できるよう、連携を図りま

す。 
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主な取組

●介護予防・フレイル予防の普及啓発及び情報発信の強化

●高齢者会館運営団体への支援 ●短期集中予防サービス事業の効果的な活用

●地域リハビリテーション支援体制の構築の推進

●効果的な介護予防ケアマネジメントの実施 ●地域包括支援センターの体制強化

●高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施の推進

●地域の居場所や活動の充実 ●高齢者のボランティア活動等への支援

●シルバー人材センターへの支援

●多職種による連携の推進 ●退院後等に円滑に在宅療養につなげるための相談体制の強化

●在宅医療・介護人材の養成 ● 時間 日の在宅医療・介護の提供体制の推進

●介護施設・在宅サービス等の「新たな介護需要増」への対応

●区民が望む在宅療養生活の実現

●在宅療養、在宅での看取り等についての区民への啓発

●かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局の推進

●虐待防止のための啓発・広報活動 ●関係機関との連携強化

●高齢者虐待対応マニュアルの周知 ●緊急一時宿泊事業の実施

●介護ストレス解消のための相談対応や家族同士の交流の充実

●正しい理解を深めるための普及啓発、権利擁護

●早期発見・早期対応を支える体制

●認知症の人にやさしいまちづくり

●高齢者のための住宅の確保 ●一人暮らし高齢者等への支援

●災害時の避難に支援を要する区民への支援策と福祉避難所等の整備

●住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の整備にかかる都区連携

●介護サービス基盤整備計画

●介護人材の裾野を広げるための取組 ●介護職員のキャリアアップの支援

●専門職のスキルアップや研修の体系化

●組織マネジメントへの支援と介護従事者のメンタルヘルスの向上 ●業務効率化の推進

●介護保険制度・介護サービス事業所の周知 ●安定した制度運営のための取組

●要介護認定の効率化 ●事業者指定等管理事務の整備

●介護サービス事業者に対する適正な制度運用のための支援

●苦情への対応・事故報告の活用 ●第三者評価受審の推進

●感染症・災害発生時への対応のための事業継続支援 ●介護給付費の適正化

 

３  施策体系 

 

基本目標 施策基本施策

高
齢
者
が
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
尊
厳
を
持
っ
て

自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
地
域
社
会
の
実
現

総合的な

介護予防・生活支援

生きがいづくりの支援

介護予防・生活支援の推進

在宅医療と

介護の連携

在宅療養に関する区民への啓発、

理解促進

在宅医療・介護連携体制の推進

認知症対策と

虐待防止

認知症施策の推進

高齢者の虐待防止

安心して

暮らし続けていける

ための基盤整備

安心して暮らせる地域の実現に

向けた体制整備

介護人材の確保・定着支援

介護保険制度の

適正な運営
介護保険制度の適正な運営
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主な取組

●介護予防・フレイル予防の普及啓発及び情報発信の強化

●高齢者会館運営団体への支援 ●短期集中予防サービス事業の効果的な活用

●地域リハビリテーション支援体制の構築の推進

●効果的な介護予防ケアマネジメントの実施 ●地域包括支援センターの体制強化

●高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施の推進

●地域の居場所や活動の充実 ●高齢者のボランティア活動等への支援

●シルバー人材センターへの支援

●多職種による連携の推進 ●退院後等に円滑に在宅療養につなげるための相談体制の強化

●在宅医療・介護人材の養成 ● 時間 日の在宅医療・介護の提供体制の推進

●介護施設・在宅サービス等の「新たな介護需要増」への対応

●区民が望む在宅療養生活の実現

●在宅療養、在宅での看取り等についての区民への啓発

●かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局の推進

●虐待防止のための啓発・広報活動 ●関係機関との連携強化

●高齢者虐待対応マニュアルの周知 ●緊急一時宿泊事業の実施

●介護ストレス解消のための相談対応や家族同士の交流の充実

●正しい理解を深めるための普及啓発、権利擁護

●早期発見・早期対応を支える体制

●認知症の人にやさしいまちづくり

●高齢者のための住宅の確保 ●一人暮らし高齢者等への支援

●災害時の避難に支援を要する区民への支援策と福祉避難所等の整備

●住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の整備にかかる都区連携

●介護サービス基盤整備計画

●介護人材の裾野を広げるための取組 ●介護職員のキャリアアップの支援

●専門職のスキルアップや研修の体系化

●組織マネジメントへの支援と介護従事者のメンタルヘルスの向上 ●業務効率化の推進

●介護保険制度・介護サービス事業所の周知 ●安定した制度運営のための取組

●要介護認定の効率化 ●事業者指定等管理事務の整備

●介護サービス事業者に対する適正な制度運用のための支援

●苦情への対応・事故報告の活用 ●第三者評価受審の推進

●感染症・災害発生時への対応のための事業継続支援 ●介護給付費の適正化

 

３  施策体系 

 

基本目標 施策基本施策

高
齢
者
が
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た
地
域
で
尊
厳
を
持
っ
て

自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
地
域
社
会
の
実
現

総合的な

介護予防・生活支援

生きがいづくりの支援

介護予防・生活支援の推進

在宅医療と

介護の連携

在宅療養に関する区民への啓発、

理解促進

在宅医療・介護連携体制の推進

認知症対策と

虐待防止

認知症施策の推進

高齢者の虐待防止

安心して

暮らし続けていける

ための基盤整備

安心して暮らせる地域の実現に

向けた体制整備

介護人材の確保・定着支援

介護保険制度の

適正な運営
介護保険制度の適正な運営
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■ 成果指標 

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

歳の健康寿命

（要介護２以上の認定

を受けるまでの平均自

立期間）

健康寿命は、自分らし

くいきいきと元気で暮

らせる期間を示すため

男 年 

女 年

令和３年度

男 年

女 年

○出典 東京都保健医療局「 歳健康寿命算出結果区市町村一覧」

地域住民の有志による

活動に参加者として参

加してみたい人

地域住民の有志による

自主的な活動が活性化

している実態を示すた

め

％

令和４年度

％

○出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査

 

■ 主な取組 

介護予防・フレイル予防の普及啓発及び情報発信の強化

フレイルは、「健康」と「要介護状態」の“中間の状態”であり、早期に発見し、フレイ

ル対策の３つの柱である「運動」「栄養（食・口腔機能）」「社会参加」に取り組むことで、

その進行を緩やかにし、健康に過ごせていた状態に戻すことができることが分かっていま

す。元気なときから介護予防・フレイル予防に取り組めるよう、普及啓発事業を積極的に

進めていきます。 

また、介護予防・フレイル予防の取組や地域の居場所などの情報をより多くの人に知っ

てもらうため、ホームページやリーフレットなどによる情報発信を強化します。 

 

高齢者会館運営団体への支援

高齢者が身近な地域において、日頃から主体的に介護予防に取り組める環境をつくるた

め、高齢者会館を介護予防事業の拠点施設として位置づけ、生きがいや介護予防につなが

る多様な取組を推進してきました。中でも、高齢者会館におけるミニデイサービス（通所

施策１ 介護予防・生活支援の推進

 

４  個別施策 

  

 

現状データ

 

○出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査

 

区では、平成 29年(2017 年)４月から介護予防・日常生活支援総合事業＊を開始し、介護

サービス事業所が提供する従来のサービスに加え、短期集中予防サービス＊や住民主体サー

ビス＊など、多様なニーズに対応したサービスを提供しています。しかし、新型コロナウイ

ルス感染症の影響が長期化したことによる「閉じこもり」の増加など、新たな課題への対

策が必要となっています。 

また、高齢者が他の高齢者のための見守り、声かけや食事の提供等の生活支援サービス

の担い手となることで、高齢者の日常生活上の支援体制の充実・強化と高齢者の社会参加

の推進を一体的に図る、担い手養成や活動の場の充実に取り組む必要があります。 

地域包括支援センターは、高齢者の相談支援を包括的に担っていますが、高齢化の進展

や地域住民の支援ニーズの複雑化・複合化等により業務負担が増大しており、体制強化や

人材育成に区が積極的に関与していく必要があります。 

介護予防事業や地域の居場所などの情報については、「けあプロ・navi」や「あなたの近

くの通いの場マップ」等により周知してきましたが、その情報を必要としている人に十分

に届いていないことから、情報発信の強化が求められています。

週に1回以上は外出していますか

（閉じこもり傾向）

ほとんど外出しない

週 回

週 ～ 回

週 回以上

無回答

体操や軽運動など

介護予防のための通いの場への参加状況

週 回以上

週 ～ 回

週 回

月 ～ 回

年に数回

参加していない

無回答

基本施策１ 総合的な介護予防・生活支援 

現状と課題 

124



 

 

■ 成果指標 

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

歳の健康寿命

（要介護２以上の認定

を受けるまでの平均自

立期間）

健康寿命は、自分らし

くいきいきと元気で暮

らせる期間を示すため

男 年 

女 年

令和３年度

男 年

女 年

○出典 東京都保健医療局「 歳健康寿命算出結果区市町村一覧」

地域住民の有志による

活動に参加者として参

加してみたい人

地域住民の有志による

自主的な活動が活性化

している実態を示すた

め

％

令和４年度

％

○出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査

 

■ 主な取組 

介護予防・フレイル予防の普及啓発及び情報発信の強化

フレイルは、「健康」と「要介護状態」の“中間の状態”であり、早期に発見し、フレイ

ル対策の３つの柱である「運動」「栄養（食・口腔機能）」「社会参加」に取り組むことで、

その進行を緩やかにし、健康に過ごせていた状態に戻すことができることが分かっていま

す。元気なときから介護予防・フレイル予防に取り組めるよう、普及啓発事業を積極的に

進めていきます。 

また、介護予防・フレイル予防の取組や地域の居場所などの情報をより多くの人に知っ

てもらうため、ホームページやリーフレットなどによる情報発信を強化します。 

 

高齢者会館運営団体への支援

高齢者が身近な地域において、日頃から主体的に介護予防に取り組める環境をつくるた

め、高齢者会館を介護予防事業の拠点施設として位置づけ、生きがいや介護予防につなが

る多様な取組を推進してきました。中でも、高齢者会館におけるミニデイサービス（通所

施策１ 介護予防・生活支援の推進

 

４  個別施策 

  

 

現状データ

 

○出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査

 

区では、平成 29年(2017 年)４月から介護予防・日常生活支援総合事業＊を開始し、介護

サービス事業所が提供する従来のサービスに加え、短期集中予防サービス＊や住民主体サー

ビス＊など、多様なニーズに対応したサービスを提供しています。しかし、新型コロナウイ

ルス感染症の影響が長期化したことによる「閉じこもり」の増加など、新たな課題への対

策が必要となっています。 

また、高齢者が他の高齢者のための見守り、声かけや食事の提供等の生活支援サービス

の担い手となることで、高齢者の日常生活上の支援体制の充実・強化と高齢者の社会参加

の推進を一体的に図る、担い手養成や活動の場の充実に取り組む必要があります。 

地域包括支援センターは、高齢者の相談支援を包括的に担っていますが、高齢化の進展

や地域住民の支援ニーズの複雑化・複合化等により業務負担が増大しており、体制強化や

人材育成に区が積極的に関与していく必要があります。 

介護予防事業や地域の居場所などの情報については、「けあプロ・navi」や「あなたの近

くの通いの場マップ」等により周知してきましたが、その情報を必要としている人に十分

に届いていないことから、情報発信の強化が求められています。

週に1回以上は外出していますか

（閉じこもり傾向）

ほとんど外出しない

週 回

週 ～ 回

週 回以上

無回答

体操や軽運動など

介護予防のための通いの場への参加状況

週 回以上

週 ～ 回

週 回

月 ～ 回

年に数回

参加していない

無回答

基本施策１ 総合的な介護予防・生活支援 

現状と課題 
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の研修等を通じて、家族介護者支援や困難ケースに対する対応力の向上を図ります。 

業務負担の軽減とともにサービスの質を確保するため、ケース管理における共通システ

ムの導入やペーパーレス化など業務改善に取り組みます。 

 

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施の推進

高齢者の通いの場において、保健師や管理栄養士、歯科衛生士等の専門職によるフレイ

ル予防等の普及啓発活動や健康教育及び健康相談を実施します。また、高齢者のフレイル

状態を把握した上で、適切な医療サービス等につなげることによって、介護予防・重度化

防止や疾病予防・重症化予防の促進を目指します。 

 

 

型住民主体サービス）は、フレイル状態の高齢者を地域で支える取組として定着していま

す。住民主体サービスの対象者の弾力化＊により要介護の方の受け入れも多くなっているこ

とから、利用者の安全が確保され、運営団体が安心して事業を行うことができるよう、外

出支援の検討や地域包括支援センターやリハビリテーション専門職等による支援を強化し、

環境整備を進めていきます。 

 

短期集中予防サービス事業の効果的な活用

短期集中予防サービスについては、通いの場への参加や、自らの生活を管理するセルフ

マネジメントにつなげていく必要があることから、事業の位置づけや効果的な実施方法な

ど事業全体を見直します。 

事業実施者や地域包括支援センターが事業の目的や効果を十分に理解し、短期集中予防

サービスが効果的・効率的に提供される体制を整備します。 

 

地域リハビリテーション支援体制の構築の推進

地域における介護予防の取組の機能を強化するため、医師会をはじめとした関係団体・

関係機関等の理解・協力を得ながら、地域リハビリテーション支援体制の強化を図ります。 

リハビリテーション専門職等がケアプランの段階から関与し早期の機能回復を目指すと

ともに、住民主体の通いの場等においてフレイル予防の観点を踏まえた取組が行われるよ

う支援します。また、保健師や管理栄養士等の幅広い医療専門職の関与により、高齢者が

年齢や心身の状況等によって分け隔てられることなく参加することができる住民主体の通

いの場を充実させていきます。 

 

効果的な介護予防ケアマネジメント＊の実施

短期集中予防サービスをはじめとした介護予防・生活支援サービス＊を効果的に活用し、

できる限り元気に自分らしく、地域での暮らしを続けられるようにするためには、きめ細

かい介護予防ケアマネジメントが求められます。地域にあるインフォーマルサービスや自

主活動などの社会資源の情報を共有化できるよう、情報提供のためのシステムやツールを

充実させます。 

 

地域包括支援センターの体制強化

地域住民の多様化・複雑化した支援ニーズへの対応や認知症高齢者の家族、ヤングケア

ラーなど家族介護者支援の充実のため、人員体制の見直しを行います。また、多職種向け
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の研修等を通じて、家族介護者支援や困難ケースに対する対応力の向上を図ります。 

業務負担の軽減とともにサービスの質を確保するため、ケース管理における共通システ

ムの導入やペーパーレス化など業務改善に取り組みます。 

 

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施の推進

高齢者の通いの場において、保健師や管理栄養士、歯科衛生士等の専門職によるフレイ

ル予防等の普及啓発活動や健康教育及び健康相談を実施します。また、高齢者のフレイル

状態を把握した上で、適切な医療サービス等につなげることによって、介護予防・重度化

防止や疾病予防・重症化予防の促進を目指します。 

 

 

型住民主体サービス）は、フレイル状態の高齢者を地域で支える取組として定着していま

す。住民主体サービスの対象者の弾力化＊により要介護の方の受け入れも多くなっているこ

とから、利用者の安全が確保され、運営団体が安心して事業を行うことができるよう、外

出支援の検討や地域包括支援センターやリハビリテーション専門職等による支援を強化し、

環境整備を進めていきます。 

 

短期集中予防サービス事業の効果的な活用

短期集中予防サービスについては、通いの場への参加や、自らの生活を管理するセルフ

マネジメントにつなげていく必要があることから、事業の位置づけや効果的な実施方法な

ど事業全体を見直します。 

事業実施者や地域包括支援センターが事業の目的や効果を十分に理解し、短期集中予防

サービスが効果的・効率的に提供される体制を整備します。 

 

地域リハビリテーション支援体制の構築の推進

地域における介護予防の取組の機能を強化するため、医師会をはじめとした関係団体・

関係機関等の理解・協力を得ながら、地域リハビリテーション支援体制の強化を図ります。 

リハビリテーション専門職等がケアプランの段階から関与し早期の機能回復を目指すと

ともに、住民主体の通いの場等においてフレイル予防の観点を踏まえた取組が行われるよ

う支援します。また、保健師や管理栄養士等の幅広い医療専門職の関与により、高齢者が

年齢や心身の状況等によって分け隔てられることなく参加することができる住民主体の通

いの場を充実させていきます。 

 

効果的な介護予防ケアマネジメント＊の実施

短期集中予防サービスをはじめとした介護予防・生活支援サービス＊を効果的に活用し、

できる限り元気に自分らしく、地域での暮らしを続けられるようにするためには、きめ細

かい介護予防ケアマネジメントが求められます。地域にあるインフォーマルサービスや自

主活動などの社会資源の情報を共有化できるよう、情報提供のためのシステムやツールを

充実させます。 

 

地域包括支援センターの体制強化

地域住民の多様化・複雑化した支援ニーズへの対応や認知症高齢者の家族、ヤングケア

ラーなど家族介護者支援の充実のため、人員体制の見直しを行います。また、多職種向け
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ボランティア団体等の活動拠点を確保するため、高齢者会館や区民活動センター等の区

有施設だけでなく、地域の実情に応じて民間施設の活用を進めていきます。 

 

シルバー人材センターへの支援

高齢者にふさわしい仕事を引き受け、会員に仕事を提供することで、高齢者の生きがい

を創出し、 地域社会の活性化に貢献する組織であるシルバー人材センターに対し、人件費

等の補助を実施します。 

シルバー人材センターの会員が行うシルバーサポート（訪問型住民主体サービス）につ

いて、利用者のニーズに対応したサービス内容の見直しや地域包括支援センターとシルバ

ー人材センター事務局との連携強化により利用促進を図ります。

 

 

■ 成果指標 

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

高齢者調査で「生きがいあり」

と答えた人の割合

生きがいづくり支援の

効果を示すため
％

令和４年度

％

○出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査

 

■ 主な取組 

地域の居場所や活動の充実

高齢者の「閉じこもり」を予防するため、地域の居場所や活動の周知、参加促進の取組

を充実させます。特に、男性は地域の居場所や活動につながりにくい傾向があるため、そ

れまで培った技術や経験が活かされるような活躍の場を創出するとともに、そうした場へ

の誘い方を工夫し、現役世代からの意識づくりや現役引退後の地域デビュー支援に力を入

れていきます。 

生活支援体制整備事業において、生活支援コーディネーター相互の連携を深めるととも

に、介護予防や日常生活支援に係るサービスを提供・支援する様々な主体の把握に努めま

す。また、身近な地域での自主的な活動を促進するために、生活支援コーディネーターを

中心に社会福祉協議会などの中間支援組織と連携し、地域のニーズと地域資源のマッチン

グに取り組みます。 

 

高齢者のボランティア活動等への支援

町会・自治会、社会福祉協議会、シルバー人材センター、地域で活動するボランティア

団体等と連携しながら、高齢者がそれまでに得た技能や経験を活かしたボランティア活動

や就労的活動を通じて社会貢献できる場を充実させます。 

有償での取組も含めたボランティア活動による高齢者の社会参加や生きがいづくりを促

進するため、介護予防に資する活動の経費の一部を補助するなど団体の活動を支援します。 

施策２ 生きがいづくりの支援 
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ボランティア団体等の活動拠点を確保するため、高齢者会館や区民活動センター等の区

有施設だけでなく、地域の実情に応じて民間施設の活用を進めていきます。 

 

シルバー人材センターへの支援

高齢者にふさわしい仕事を引き受け、会員に仕事を提供することで、高齢者の生きがい

を創出し、 地域社会の活性化に貢献する組織であるシルバー人材センターに対し、人件費

等の補助を実施します。 

シルバー人材センターの会員が行うシルバーサポート（訪問型住民主体サービス）につ

いて、利用者のニーズに対応したサービス内容の見直しや地域包括支援センターとシルバ

ー人材センター事務局との連携強化により利用促進を図ります。

 

 

■ 成果指標 

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

高齢者調査で「生きがいあり」

と答えた人の割合

生きがいづくり支援の

効果を示すため
％

令和４年度

％

○出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査

 

■ 主な取組 

地域の居場所や活動の充実

高齢者の「閉じこもり」を予防するため、地域の居場所や活動の周知、参加促進の取組

を充実させます。特に、男性は地域の居場所や活動につながりにくい傾向があるため、そ

れまで培った技術や経験が活かされるような活躍の場を創出するとともに、そうした場へ

の誘い方を工夫し、現役世代からの意識づくりや現役引退後の地域デビュー支援に力を入

れていきます。 

生活支援体制整備事業において、生活支援コーディネーター相互の連携を深めるととも

に、介護予防や日常生活支援に係るサービスを提供・支援する様々な主体の把握に努めま

す。また、身近な地域での自主的な活動を促進するために、生活支援コーディネーターを

中心に社会福祉協議会などの中間支援組織と連携し、地域のニーズと地域資源のマッチン

グに取り組みます。 

 

高齢者のボランティア活動等への支援

町会・自治会、社会福祉協議会、シルバー人材センター、地域で活動するボランティア

団体等と連携しながら、高齢者がそれまでに得た技能や経験を活かしたボランティア活動

や就労的活動を通じて社会貢献できる場を充実させます。 

有償での取組も含めたボランティア活動による高齢者の社会参加や生きがいづくりを促

進するため、介護予防に資する活動の経費の一部を補助するなど団体の活動を支援します。 

施策２ 生きがいづくりの支援 
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■ 成果指標 

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

ケアマネジャー調査で主治医

と十分連携がとれている割合

医療と介護の連携の状

況を具体的に表してい

るため

％

令和４年度

％

○出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査

■ 主な取組

多職種による連携の推進

在宅療養者の増加に対応するために、医療と介護の資源が有効に活用できるよう、多職

種による連携を更に進める必要があります。多職種の連携推進を目的とした地域ケア会議

を継続し、医療介護情報連携システム等の普及や多職種の情報共有が効率的に行える体制

の整備を推進します。 

 

退院後等に円滑に在宅療養につなげるための相談体制の強化

退院後等在宅での療養が必要となった場合に、病院と地域の資源が連携し早期に必要な

サービスが提供されるよう、区の相談窓口である在宅療養コーディネーター（在宅療養相

談窓口）や地域包括支援センターが区民からの在宅療養の相談の受付や関係機関の調整を

行い、在宅療養生活を支援します。 

 

在宅医療・介護人材の養成

医療・介護従事者に対し、研修等の情報提供を積極的に行い、参加を促進します。 

将来的に増大するサービスの需要に対応するため、医療・介護従事者間のより効率的な

連携が必要になってくることから、多職種が参加し、連携を深めることに資する研修を開

催します。 

 

施策１ 在宅医療・介護連携体制の推進 

 

 

 

現状データ

 

○出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査、健康福祉に関する意識調査

 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続ける

ためには、地域の実情に合わせた医療・介護の関係機関の連携により、包括的かつ継続的

に医療・介護が提供されることが重要です。 

区は平成 30 年度(2018 年度)から、在宅での療養が必要となった場合に、区民からの在

宅療養の相談受付と関係機関の調整機能を持つ在宅療養相談窓口を設置し、令和元年度

(2019 年度)からは、効率的に多職種が連携するための情報共有のツールとして、ＩＣＴを

活用した医療介護情報連携システムの運用を開始しました。医療・介護の連携を推進して

いくためには、医療・介護従事者の負担を軽減し、より効率的に連携がとれる仕組みを継

続して整備していくことが必要です。 

医療・介護を提供する側の体制の整備だけでなく、区民それぞれの在宅療養に対する理

解の促進も十分とはいえません。区民が、在宅で療養した場合に受けられる支援について

理解し、自らの意思に基づいて療養場所を選択できるように、在宅で利用することができ

る医療や介護サービス、在宅療養を支える制度等の周知を継続していきます。さらに、区

民自らが、望む在宅療養生活の実現に向けて主体的に計画できるように、区民や医療介護

提供者・支援者に対して普及啓発を行う必要があります。 

 

訪問診療する医師

訪問看護師

訪問歯科診療

訪問薬剤師

訪問リハビリ

その他

ケアマネジャーが在宅医療を進めるうえで、

不足すると感じる医療資源
長期療養が必要になった場合の生活

可能な限り自宅や実家で過

ごしたい
医療機関や施設に入院・入

所したい
わからない

その他・無回答

基本施策２ 在宅医療と介護の連携 

現状と課題 
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■ 成果指標 

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

ケアマネジャー調査で主治医

と十分連携がとれている割合

医療と介護の連携の状

況を具体的に表してい

るため

％

令和４年度

％

○出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査

■ 主な取組

多職種による連携の推進

在宅療養者の増加に対応するために、医療と介護の資源が有効に活用できるよう、多職

種による連携を更に進める必要があります。多職種の連携推進を目的とした地域ケア会議

を継続し、医療介護情報連携システム等の普及や多職種の情報共有が効率的に行える体制

の整備を推進します。 

 

退院後等に円滑に在宅療養につなげるための相談体制の強化

退院後等在宅での療養が必要となった場合に、病院と地域の資源が連携し早期に必要な

サービスが提供されるよう、区の相談窓口である在宅療養コーディネーター（在宅療養相

談窓口）や地域包括支援センターが区民からの在宅療養の相談の受付や関係機関の調整を

行い、在宅療養生活を支援します。 

 

在宅医療・介護人材の養成

医療・介護従事者に対し、研修等の情報提供を積極的に行い、参加を促進します。 

将来的に増大するサービスの需要に対応するため、医療・介護従事者間のより効率的な

連携が必要になってくることから、多職種が参加し、連携を深めることに資する研修を開

催します。 

 

施策１ 在宅医療・介護連携体制の推進 

 

 

 

現状データ

 

○出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査、健康福祉に関する意識調査

 

医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続ける

ためには、地域の実情に合わせた医療・介護の関係機関の連携により、包括的かつ継続的

に医療・介護が提供されることが重要です。 

区は平成 30 年度(2018 年度)から、在宅での療養が必要となった場合に、区民からの在

宅療養の相談受付と関係機関の調整機能を持つ在宅療養相談窓口を設置し、令和元年度

(2019 年度)からは、効率的に多職種が連携するための情報共有のツールとして、ＩＣＴを

活用した医療介護情報連携システムの運用を開始しました。医療・介護の連携を推進して

いくためには、医療・介護従事者の負担を軽減し、より効率的に連携がとれる仕組みを継

続して整備していくことが必要です。 

医療・介護を提供する側の体制の整備だけでなく、区民それぞれの在宅療養に対する理

解の促進も十分とはいえません。区民が、在宅で療養した場合に受けられる支援について

理解し、自らの意思に基づいて療養場所を選択できるように、在宅で利用することができ

る医療や介護サービス、在宅療養を支える制度等の周知を継続していきます。さらに、区

民自らが、望む在宅療養生活の実現に向けて主体的に計画できるように、区民や医療介護

提供者・支援者に対して普及啓発を行う必要があります。 

 

訪問診療する医師

訪問看護師

訪問歯科診療

訪問薬剤師

訪問リハビリ

その他

ケアマネジャーが在宅医療を進めるうえで、

不足すると感じる医療資源
長期療養が必要になった場合の生活

可能な限り自宅や実家で過

ごしたい
医療機関や施設に入院・入

所したい
わからない

その他・無回答

基本施策２ 在宅医療と介護の連携 

現状と課題 
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■ 成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

長期療養が必要になった

時自宅で過ごしたい人の

割合

自宅で安心して療養生活を

送ることができることが区

民に理解されているかを示

しているため

％

令和４年度

％

○出典 健康福祉に関する意識調査

 

■ 主な取組

在宅療養、在宅での看取り等についての区民への啓発

在宅療養や在宅での看取り等について、講演会、ホームページ、パンフレット等による

情報提供を推進します。 

ＡＣＰ（アドバンスケアプランニング）に取り組み、区民が自らの希望により尊厳を持

った療養生活を選択できることを目指します。 

 

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局の推進

在宅療養が必要となる以前からかかりつけ医、歯科医、薬局を持つことは、早期に、ま

た、総合的な支援を受けるために大切です。医師会、歯科医師会、薬剤師会の「かかりつ

け紹介窓口」の活用等、区民への啓発に努め、早期発見、早期治療の他、的確な診断やア

ドバイス、医療機関への紹介を推進します。 

 

施策２ 在宅療養に関する区民への啓発、理解促進 

 

時間 日の在宅医療・介護の提供体制の推進

要支援・要介護高齢者が安心して在宅生活を送るために、在宅療養支援診療所＊や定期巡

回・随時対応型訪問介護看護等の 24時間 365日対応できる医療や介護のサービス提供体制

を推進します。また、在宅療養者の容態急変時等に対応するため、緊急一時入院病床確保

事業も継続します。更にニーズに合った事業となるよう見直しを検討します。 

 

介護施設・在宅サービス等の「新たな介護需要増」への対応

療養病床入院患者の在宅医療等への移行促進により、「新たな介護需要増」が見込まれて

います。その新たな介護サービスのニーズに対応するため、特別養護老人ホームや介護医

療院といった介護施設での受け入れ先を確保するとともに、訪問介護・訪問看護等の在宅

サービスの供給については、第９期計画期間中における必要量を計画的に見込み、給付費

に不足が生じないよう対応します。 

 

区民が望む在宅療養生活の実現

医療・介護従事者の支援のもと、区民が主体的に在宅療養生活についてプランニングし、

自らが望む在宅療養生活を実現できるようにＡＣＰ（アドバンスケアプランニング）の普

及啓発を行います。 

区民が看取りを望む場所として、在宅での看取りを選択することができるように、看取

りの対応ができる地域の医療・介護資源の確保と、医療・介護従事者が本人の意思を共有

し連携が行われる体制の整備を目指します。 
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■ 成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

長期療養が必要になった

時自宅で過ごしたい人の

割合

自宅で安心して療養生活を

送ることができることが区

民に理解されているかを示

しているため

％

令和４年度

％

○出典 健康福祉に関する意識調査

 

■ 主な取組

在宅療養、在宅での看取り等についての区民への啓発

在宅療養や在宅での看取り等について、講演会、ホームページ、パンフレット等による

情報提供を推進します。 

ＡＣＰ（アドバンスケアプランニング）に取り組み、区民が自らの希望により尊厳を持

った療養生活を選択できることを目指します。 

 

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局の推進

在宅療養が必要となる以前からかかりつけ医、歯科医、薬局を持つことは、早期に、ま

た、総合的な支援を受けるために大切です。医師会、歯科医師会、薬剤師会の「かかりつ

け紹介窓口」の活用等、区民への啓発に努め、早期発見、早期治療の他、的確な診断やア

ドバイス、医療機関への紹介を推進します。 

 

施策２ 在宅療養に関する区民への啓発、理解促進 

 

時間 日の在宅医療・介護の提供体制の推進

要支援・要介護高齢者が安心して在宅生活を送るために、在宅療養支援診療所＊や定期巡

回・随時対応型訪問介護看護等の 24時間 365日対応できる医療や介護のサービス提供体制

を推進します。また、在宅療養者の容態急変時等に対応するため、緊急一時入院病床確保

事業も継続します。更にニーズに合った事業となるよう見直しを検討します。 

 

介護施設・在宅サービス等の「新たな介護需要増」への対応

療養病床入院患者の在宅医療等への移行促進により、「新たな介護需要増」が見込まれて

います。その新たな介護サービスのニーズに対応するため、特別養護老人ホームや介護医

療院といった介護施設での受け入れ先を確保するとともに、訪問介護・訪問看護等の在宅

サービスの供給については、第９期計画期間中における必要量を計画的に見込み、給付費

に不足が生じないよう対応します。 

 

区民が望む在宅療養生活の実現

医療・介護従事者の支援のもと、区民が主体的に在宅療養生活についてプランニングし、

自らが望む在宅療養生活を実現できるようにＡＣＰ（アドバンスケアプランニング）の普

及啓発を行います。 

区民が看取りを望む場所として、在宅での看取りを選択することができるように、看取

りの対応ができる地域の医療・介護資源の確保と、医療・介護従事者が本人の意思を共有

し連携が行われる体制の整備を目指します。 
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■ 成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

認知症の症状や基本的な

対応方法を知っている区

民の割合

認知症についての区民の理

解度を測るため
％

令和４年度

％

○出典 健康福祉に関する意識調査

■ 主な取組

正しい理解を深めるための普及啓発、権利擁護

認知症への理解を深めるとともに、認知症の人とその家族の声を受け止め必要なサービ

スや資源を開発していくために、認知症への正しい理解の啓発と当事者・家族等からの情

報発信の機会の充実を図ります。また、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営む

ことができるよう本人の意思決定の支援、成年後見制度の普及・利用の促進及び虐待の防

止に向けた体制整備を推進します。 

早期発見・早期対応を支える体制

認知症の早期発見・早期対応を支えるため、認知症初期集中支援チームなどの認知症相

談体制を整えるとともに、医療体制の整備や支援者間の円滑な連携体制を整備し、区民に

保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される体制を構築します。また、生

活習慣病の予防等の推進による区民の健康意識の向上や行動変容を促すとともに、社会参

加による社会的孤立の解消や役割の保持など認知症の発症を遅らせるための取組を進めな

がら認知症になっても自分らしく暮らし続けられる環境づくりを進めます。

認知症の人にやさしいまちづくり

地域での安心・安全な暮らしを支えるため、認知症高齢者グループホームなどの住環境

基盤の整備をはじめ、地域における見守り・支えあい活動の推進、オレンジカフェなど本

人・家族等が主体的に参加できる場づくりを進めます。また、認知症の人を支える家族が

安心して支え続けられるよう家族支援を充実させるとともに、多機関協働の取組や支援者

の活動の支援を通じて、より多くの地域の担い手の確保を図ります。  

施策１ 認知症施策の推進 

 

 

 

現状データ

 

○出典 健康福祉に関する意識調査、中野区健康福祉部事業概要

 

認知症になってもいつまでも住み慣れた地域で暮らし続けるために 

 令和５年(2023年)６月、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発

揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら、共生する活力ある社会の実現を推

進することを目的として「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が制定されま

した。この認知症基本法においては、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らす

ことができるよう、本人意思の尊重、正しい知識や理解、保健医療サービス及び福祉サー

ビスの提供などが基本理念に示されるとともに、地方公共団体の責務が謳われました。区

では、こうした国の動きを踏まえ、認知症の人を取り巻く環境や生活課題等の変化を捉え

た取組を総合的に推進していく必要があります。 

 

高齢者虐待防止体制の構築 

高齢者虐待防止法や介護保険法により、虐待防止等の権利擁護事業が区市町村に義務づ

けられています。何が虐待にあたり、権利を侵害する恐れがあることなのか、正しい理解

を広めるための啓発が必要です。また、サービス従事者や地域住民が、本人、家族の様子

を把握し、虐待のサインを見逃さず、虐待の深刻化を防ぐことも必要です。 

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

高齢者虐待通報・届出件数認知症についての理解度

認知症の症状や基本的な対応
方法を知っている

認知症の症状について聞いた
ことがある

言葉は聞いたことがあるが、
わからないことが多い

知らない

無回答

基本施策３ 認知症対策と虐待防止 

現状と課題 
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■ 成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

認知症の症状や基本的な

対応方法を知っている区

民の割合

認知症についての区民の理

解度を測るため
％

令和４年度

％

○出典 健康福祉に関する意識調査

■ 主な取組

正しい理解を深めるための普及啓発、権利擁護

認知症への理解を深めるとともに、認知症の人とその家族の声を受け止め必要なサービ

スや資源を開発していくために、認知症への正しい理解の啓発と当事者・家族等からの情

報発信の機会の充実を図ります。また、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営む

ことができるよう本人の意思決定の支援、成年後見制度の普及・利用の促進及び虐待の防

止に向けた体制整備を推進します。 

早期発見・早期対応を支える体制

認知症の早期発見・早期対応を支えるため、認知症初期集中支援チームなどの認知症相

談体制を整えるとともに、医療体制の整備や支援者間の円滑な連携体制を整備し、区民に

保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される体制を構築します。また、生

活習慣病の予防等の推進による区民の健康意識の向上や行動変容を促すとともに、社会参

加による社会的孤立の解消や役割の保持など認知症の発症を遅らせるための取組を進めな

がら認知症になっても自分らしく暮らし続けられる環境づくりを進めます。

認知症の人にやさしいまちづくり

地域での安心・安全な暮らしを支えるため、認知症高齢者グループホームなどの住環境

基盤の整備をはじめ、地域における見守り・支えあい活動の推進、オレンジカフェなど本

人・家族等が主体的に参加できる場づくりを進めます。また、認知症の人を支える家族が

安心して支え続けられるよう家族支援を充実させるとともに、多機関協働の取組や支援者

の活動の支援を通じて、より多くの地域の担い手の確保を図ります。  

施策１ 認知症施策の推進 

 

 

 

現状データ

 

○出典 健康福祉に関する意識調査、中野区健康福祉部事業概要

 

認知症になってもいつまでも住み慣れた地域で暮らし続けるために 

 令和５年(2023年)６月、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発

揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら、共生する活力ある社会の実現を推

進することを目的として「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が制定されま

した。この認知症基本法においては、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らす

ことができるよう、本人意思の尊重、正しい知識や理解、保健医療サービス及び福祉サー

ビスの提供などが基本理念に示されるとともに、地方公共団体の責務が謳われました。区

では、こうした国の動きを踏まえ、認知症の人を取り巻く環境や生活課題等の変化を捉え

た取組を総合的に推進していく必要があります。 

 

高齢者虐待防止体制の構築 

高齢者虐待防止法や介護保険法により、虐待防止等の権利擁護事業が区市町村に義務づ

けられています。何が虐待にあたり、権利を侵害する恐れがあることなのか、正しい理解

を広めるための啓発が必要です。また、サービス従事者や地域住民が、本人、家族の様子

を把握し、虐待のサインを見逃さず、虐待の深刻化を防ぐことも必要です。 

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

高齢者虐待通報・届出件数認知症についての理解度

認知症の症状や基本的な対応
方法を知っている

認知症の症状について聞いた
ことがある

言葉は聞いたことがあるが、
わからないことが多い

知らない

無回答

基本施策３ 認知症対策と虐待防止 

現状と課題 
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緊急一時宿泊事業の実施

家族の入院等で介護者が急に介護できなくなった場合や高齢者虐待等で在宅生活の継続

が困難になった場合等に利用できるよう、特別養護老人ホーム等の受入れ委託施設を確保

し利用促進に努めます。 

 

介護ストレス解消のための相談対応や家族同士の交流の充実

専門的な相談対応や家族同士の交流を通じて家族の介護ストレスを解消するため、家族

介護教室を実施します。 

地域において認知症の人や家族、支援者が孤立しないために認知症の人や家族、支援者

が通うことができ、相談や情報交換ができるオレンジカフェ等の身近な地域拠点を整備し、

運営等の後方支援を行います。 

 

■ 高齢者虐待の通報・届出・相談ルート 

 

 

 

 

 

 

 

通報・届出・相談

養護者による高齢者虐待

本人・家族・区民・医療関係者・民生委員・介護サービス事業者・近隣関係者・警察・人権擁護委員

連 携

通報・届出・相談窓口

高齢者虐待のキー機関

時間・ 日対応

地域包括支援センター

通報・届出・相談窓口

高齢者虐待関係者の総合調整

高齢者専門相談係

情報提供

通報・届出・相談窓口

すこやか福祉センター

地域包括ケア推進課

障害福祉課

生活援護課

情

報

提

供

情

報

提

供

要介護施設従事者等

による高齢者虐待

（施設従事者、施設利用者等）

通報・届出・相談窓口

高齢者専門相談係

介護事業者係

通報

届出

相談

 

■ 成果指標 

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

養護者による高齢者・障害者

虐待の通報・届出に対応でき

た割合

高齢者・障害者の権利擁

護と虐待防止の状況を

計るため

％

令和４年度

％

○出典 中野区資料（中野区実施計画表記）

 

■ 主な取組

虐待防止のための啓発・広報活動

どのようなことが虐待にあたるのか等、虐待に関する知識や成年後見制度の普及を促す

ため、パンフレットやポスター等の作成・配布、講演会の開催等、高齢者の人権を擁護す

るために必要な広報活動を強化します。 

また、高齢者虐待に関する区民等からの相談受付や通報先として位置づけている地域包

括支援センターを積極的に周知していきます。 

 

関係機関との連携強化

潜在的な虐待の防止や見守り、発見時の迅速で適切な対応を行うため、地域包括支援セ

ンター職員やケアマネジャー等関係機関職員、専門家（弁護士、精神科医等）を含めた専

門ケース会議を定期的に開催し、連携を強化します。 

さらに、弁護士による地域包括支援センター法務支援事業を行い専門職との連携を強化

します。 

 

高齢者虐待対応マニュアルの周知

虐待発見時の連絡体制や虐待相談・通報があった場合の対応、介護関係者が関与すべき

範囲、困難事例への対応方法、個人情報の保護等、虐待に対する対応、連携体制等を内容

とした中野区高齢者虐待対応マニュアルの周知に努めます。 

施策２ 高齢者の虐待防止 
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緊急一時宿泊事業の実施

家族の入院等で介護者が急に介護できなくなった場合や高齢者虐待等で在宅生活の継続

が困難になった場合等に利用できるよう、特別養護老人ホーム等の受入れ委託施設を確保

し利用促進に努めます。 

 

介護ストレス解消のための相談対応や家族同士の交流の充実

専門的な相談対応や家族同士の交流を通じて家族の介護ストレスを解消するため、家族

介護教室を実施します。 

地域において認知症の人や家族、支援者が孤立しないために認知症の人や家族、支援者

が通うことができ、相談や情報交換ができるオレンジカフェ等の身近な地域拠点を整備し、

運営等の後方支援を行います。 

 

■ 高齢者虐待の通報・届出・相談ルート 

 

 

 

 

 

 

 

通報・届出・相談

養護者による高齢者虐待

本人・家族・区民・医療関係者・民生委員・介護サービス事業者・近隣関係者・警察・人権擁護委員

連 携

通報・届出・相談窓口

高齢者虐待のキー機関

時間・ 日対応

地域包括支援センター

通報・届出・相談窓口

高齢者虐待関係者の総合調整

高齢者専門相談係

情報提供

通報・届出・相談窓口

すこやか福祉センター

地域包括ケア推進課

障害福祉課

生活援護課

情

報

提

供

情

報

提

供

要介護施設従事者等

による高齢者虐待

（施設従事者、施設利用者等）

通報・届出・相談窓口

高齢者専門相談係

介護事業者係

通報

届出

相談

 

■ 成果指標 

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

養護者による高齢者・障害者

虐待の通報・届出に対応でき

た割合

高齢者・障害者の権利擁

護と虐待防止の状況を

計るため

％

令和４年度

％

○出典 中野区資料（中野区実施計画表記）

 

■ 主な取組

虐待防止のための啓発・広報活動

どのようなことが虐待にあたるのか等、虐待に関する知識や成年後見制度の普及を促す

ため、パンフレットやポスター等の作成・配布、講演会の開催等、高齢者の人権を擁護す

るために必要な広報活動を強化します。 

また、高齢者虐待に関する区民等からの相談受付や通報先として位置づけている地域包

括支援センターを積極的に周知していきます。 

 

関係機関との連携強化

潜在的な虐待の防止や見守り、発見時の迅速で適切な対応を行うため、地域包括支援セ

ンター職員やケアマネジャー等関係機関職員、専門家（弁護士、精神科医等）を含めた専

門ケース会議を定期的に開催し、連携を強化します。 

さらに、弁護士による地域包括支援センター法務支援事業を行い専門職との連携を強化

します。 

 

高齢者虐待対応マニュアルの周知

虐待発見時の連絡体制や虐待相談・通報があった場合の対応、介護関係者が関与すべき

範囲、困難事例への対応方法、個人情報の保護等、虐待に対する対応、連携体制等を内容

とした中野区高齢者虐待対応マニュアルの周知に努めます。 

施策２ 高齢者の虐待防止 
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■ 成果指標 

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

介護が必要になったとき

自宅で介護を受けたい人

の割合

介護が必要になっても安心

して過ごせる体制が整備さ

れていることを示すため

％

令和４年度

％

○出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査 

■ 主な取組

高齢者のための住宅の確保

真に住宅に困窮している世帯が入居できるよう、区営住宅と福祉住宅を適切に運営しま

す。また、入居者の属性による民間賃貸住宅のオーナーの不安を解消し、高齢者の円滑な

入居促進を図るため、緊急通報システムの導入強化や地域における見守り体制の充実によ

りこの不安感を取り除くとともに、中野区社会福祉協議会が行っている「あんしんサポー

ト」の周知や、居住支援に関する活動を行っている地域団体や居住支援法人等と連携した

支援を行います。 

さらに、不動産事業者や居住支援法人等の住宅部門と生活支援を担う福祉部門とが連携

しながら、高齢者の住まいに関するきめ細かいサポート体制を整えるとともに、民間賃貸

住宅のオーナーに対する支援や情報提供なども含め居住支援協議会を中心とした相談体制

を推進します。 

 

一人暮らし高齢者等への支援

一人暮らしや身寄りのいない高齢者等が地域で安心して生活するため、民生児童委員に

よる高齢者訪問調査や社会福祉協議会が行う「あんしんサポート」、地域団体が行う見守り

活動、地域包括支援センター、アウトリーチチーム（地区担当）等複数の関係機関が連携

し、相談、支援、見守りを行う体制をつくります。 

 

災害時の避難に支援を要する区民への支援策と福祉避難所等の整備

大規模地震が発生したときなど、自力で自宅から避難所への避難ができない要支援者の

施策１ 安心して暮らせる地域の実現に向けた体制整備 

 

 

現状データ

 

○出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査、介護人材実態調査

 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で尊厳を持って自分らしく暮らし続けられる地域社

会を実現するためには、介護が必要となった時に、適切なサービスを受けることのできる

環境が整備されていることが必要です。そのためには、個々のニーズや地域に不足してい

るサービスを把握し、施設整備の必要性の検討や在宅サービスの充実、それらを支える人

材の確保などといった、総合的な観点から検討を進めることが重要です。 

特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等の施設整備を検討するにあたって

は、現在の需要数や地域のバランス等の把握だけでなく、将来的な需要や既存施設のあり

方も含めて検討していきます。 

また、介護サービスを提供するための基盤整備を進めるためには、それを支える介護人

材の確保も合わせて考えなければなりません。既に区内の介護人材不足が深刻な状況にあ

る中、要介護認定者数の増加等により介護サービスの需要が更に高まることなどから、人

材不足がより深刻化することが見込まれます。国や都の人材確保策を注視しながら、総合

的な人材確保策を検討するとともに、業務効率化による介護サービス事業所の負担軽減に

も取り組む必要があります。 

介護が必要になった場合に

介護を受けたい場所

自宅

自宅近くのサービス付

き高齢者住宅

自宅近くの入所施設

自宅から遠くても、出

身地等、好きな土地の

住宅や施設
わからない

その他・無回答
歳未満

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代

歳以上

区内介護職員の性別・年齢別の雇用形態の構成比

男性（正規職員） 男性（計） 女性（正規職員） 女性（計）

基本施策４ 安心して暮らし続けていけるための基盤整備 

現状と課題 
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■ 成果指標 

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

介護が必要になったとき

自宅で介護を受けたい人

の割合

介護が必要になっても安心

して過ごせる体制が整備さ

れていることを示すため

％

令和４年度

％

○出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査 

■ 主な取組

高齢者のための住宅の確保

真に住宅に困窮している世帯が入居できるよう、区営住宅と福祉住宅を適切に運営しま

す。また、入居者の属性による民間賃貸住宅のオーナーの不安を解消し、高齢者の円滑な

入居促進を図るため、緊急通報システムの導入強化や地域における見守り体制の充実によ

りこの不安感を取り除くとともに、中野区社会福祉協議会が行っている「あんしんサポー

ト」の周知や、居住支援に関する活動を行っている地域団体や居住支援法人等と連携した

支援を行います。 

さらに、不動産事業者や居住支援法人等の住宅部門と生活支援を担う福祉部門とが連携

しながら、高齢者の住まいに関するきめ細かいサポート体制を整えるとともに、民間賃貸

住宅のオーナーに対する支援や情報提供なども含め居住支援協議会を中心とした相談体制
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一人暮らし高齢者等への支援

一人暮らしや身寄りのいない高齢者等が地域で安心して生活するため、民生児童委員に

よる高齢者訪問調査や社会福祉協議会が行う「あんしんサポート」、地域団体が行う見守り

活動、地域包括支援センター、アウトリーチチーム（地区担当）等複数の関係機関が連携

し、相談、支援、見守りを行う体制をつくります。 

 

災害時の避難に支援を要する区民への支援策と福祉避難所等の整備

大規模地震が発生したときなど、自力で自宅から避難所への避難ができない要支援者の

施策１ 安心して暮らせる地域の実現に向けた体制整備 

 

 

現状データ

 

○出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査、介護人材実態調査

 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で尊厳を持って自分らしく暮らし続けられる地域社

会を実現するためには、介護が必要となった時に、適切なサービスを受けることのできる

環境が整備されていることが必要です。そのためには、個々のニーズや地域に不足してい

るサービスを把握し、施設整備の必要性の検討や在宅サービスの充実、それらを支える人

材の確保などといった、総合的な観点から検討を進めることが重要です。 

特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホーム等の施設整備を検討するにあたって

は、現在の需要数や地域のバランス等の把握だけでなく、将来的な需要や既存施設のあり

方も含めて検討していきます。 

また、介護サービスを提供するための基盤整備を進めるためには、それを支える介護人

材の確保も合わせて考えなければなりません。既に区内の介護人材不足が深刻な状況にあ

る中、要介護認定者数の増加等により介護サービスの需要が更に高まることなどから、人

材不足がより深刻化することが見込まれます。国や都の人材確保策を注視しながら、総合

的な人材確保策を検討するとともに、業務効率化による介護サービス事業所の負担軽減に

も取り組む必要があります。 

介護が必要になった場合に

介護を受けたい場所

自宅

自宅近くのサービス付

き高齢者住宅

自宅近くの入所施設

自宅から遠くても、出

身地等、好きな土地の

住宅や施設
わからない

その他・無回答
歳未満

歳代

歳代

歳代

歳代

歳代

歳以上

区内介護職員の性別・年齢別の雇用形態の構成比

男性（正規職員） 男性（計） 女性（正規職員） 女性（計）

基本施策４ 安心して暮らし続けていけるための基盤整備 

現状と課題 
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認知症高齢者グループホームの誘導整備

認知症高齢者が身近な地域で安心して在宅生活を送るために、認知症高齢者グループ

ホームについて、日常生活圏域ごとに必要とされるサービス量を見込み、事業者の誘導

を行います。 

 

認知症高齢者グループホームの整備目標（日常生活圏域ごと）

サービス名称
目標値

南部圏域 中部圏域 北部圏域 鷺宮圏域 全体

認知症対応型共同生

活介護（認知症高齢者

グループホーム）

施設数 ２ ２ 

定員数 45 

都市型軽費老人ホーム＊の誘導整備

自立した生活が難しい低所得の高齢者に対し、安定した住まいを提供するため、都市

型軽費老人ホームを整備します。 

 

都市型軽費老人ホームの整備目標 

サービス名称
目標値

南部圏域 中部圏域 北部圏域 鷺宮圏域 全体

都市型軽費老人ホーム

施設数 １ １ 

定員数 20 

 

特定施設入居者生活介護の誘導

 介護付有料老人ホームやケアハウス＊等の入居者が受ける特定施設入居者生活介護に

ついては、一定程度充足している状況にあります。令和５年(2023 年)８月には、東京都

が定める老人福祉圏域ごとの整備可能定員数も満たされていることから、当面は整備を

見送ります。 

 

介護保険施設の整備

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は、在宅生活を支えるショートステイ＊機能

を併せ持つとともに、地域にある地域密着型のサービス事業所をバックアップする 24時

間 365 日の運営施設という側面を持っています。在宅での介護が困難となったときの入

 

ために、区では平成 27 年度(2015 年度)から、災害時避難行動要支援者名簿の作成と要支

援者への「災害時個別避難支援計画書」の作成支援を行っています。名簿では４年ごとに

本人の世帯や身体、生活の状況変化等の確認等を行っており、毎年、見直しを進めていま

す。「災害時個別避難支援計画書」の作成により本人と支援者があらかじめ災害時の避難行

動を確認しておくことで、発災時の的確な避難行動に備えています。名簿には計画書から

避難行動に必要となる情報も記載しており、有効に活用していきます。 

また、避難所に避難した被災者のうち、避難所生活を継続することが困難になった高齢

者等については、区内の高齢者施設等 18か所を高齢者対象の福祉避難所として指定し、救

援、救護活動を行うこととしています。今後も、特別養護老人ホーム等の施設整備に合わ

せて福祉避難所の拡充を図っていきます。

住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅＊の整備にかかる都区連携

住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、多様な介護ニーズの受け皿と

しての役割を持っています。これらの場所で暮らす人が安心して介護サービスを受けるこ

とができるよう、都と連携を図りながら区内の開設状況を把握し、基盤整備を進めていき

ます。また、施設内で介護サービスを利用できるよう、住宅型有料老人ホームから介護付

有料老人ホームへの指定支援を行います。 

介護サービス基盤整備計画
 

地域密着型サービス拠点の整備

日常生活圏域ごとに、地域密着型サービスのうち、看護小規模多機能型居宅介護、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するサービス拠点を誘導整備します。 

なお、小規模多機能型居宅介護は、一定程度事業所が整備されているものの、利用率が

低い現状があるため、利用率向上のための情報発信等に取り組みます。 

 

地域密着型サービス拠点の整備目標 

サービス名称
目標値

南部圏域 中部圏域 北部圏域 鷺宮圏域 全体

看護小規模多機

能型居宅介護

施設数 ０ １ １ ２ 

定
員
数

登録 ０ 58 

通い ０ 36 

泊まり ０ ９ ９ 18 

定期巡回・随時

対応型訪問介護

看護

施設数 １ １ 

定員数 15 
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 介護付有料老人ホームやケアハウス＊等の入居者が受ける特定施設入居者生活介護に

ついては、一定程度充足している状況にあります。令和５年(2023 年)８月には、東京都

が定める老人福祉圏域ごとの整備可能定員数も満たされていることから、当面は整備を

見送ります。 

 

介護保険施設の整備

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は、在宅生活を支えるショートステイ＊機能

を併せ持つとともに、地域にある地域密着型のサービス事業所をバックアップする 24時

間 365 日の運営施設という側面を持っています。在宅での介護が困難となったときの入

 

ために、区では平成 27 年度(2015 年度)から、災害時避難行動要支援者名簿の作成と要支

援者への「災害時個別避難支援計画書」の作成支援を行っています。名簿では４年ごとに

本人の世帯や身体、生活の状況変化等の確認等を行っており、毎年、見直しを進めていま

す。「災害時個別避難支援計画書」の作成により本人と支援者があらかじめ災害時の避難行

動を確認しておくことで、発災時の的確な避難行動に備えています。名簿には計画書から

避難行動に必要となる情報も記載しており、有効に活用していきます。 

また、避難所に避難した被災者のうち、避難所生活を継続することが困難になった高齢

者等については、区内の高齢者施設等 18か所を高齢者対象の福祉避難所として指定し、救

援、救護活動を行うこととしています。今後も、特別養護老人ホーム等の施設整備に合わ

せて福祉避難所の拡充を図っていきます。

住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅＊の整備にかかる都区連携

住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、多様な介護ニーズの受け皿と

しての役割を持っています。これらの場所で暮らす人が安心して介護サービスを受けるこ

とができるよう、都と連携を図りながら区内の開設状況を把握し、基盤整備を進めていき

ます。また、施設内で介護サービスを利用できるよう、住宅型有料老人ホームから介護付

有料老人ホームへの指定支援を行います。 

介護サービス基盤整備計画
 

地域密着型サービス拠点の整備

日常生活圏域ごとに、地域密着型サービスのうち、看護小規模多機能型居宅介護、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するサービス拠点を誘導整備します。 

なお、小規模多機能型居宅介護は、一定程度事業所が整備されているものの、利用率が

低い現状があるため、利用率向上のための情報発信等に取り組みます。 

 

地域密着型サービス拠点の整備目標 

サービス名称
目標値

南部圏域 中部圏域 北部圏域 鷺宮圏域 全体

看護小規模多機
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定
員
数
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■ 成果指標 

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

区内介護サービス事業所

従事者に対する離職者の

割合

介護人材の定着率を示すた

め
％

令和４年度

％

○出典 介護人材実態調査

■ 主な取組 

介護人材の裾野を広げるための取組

介護業務の未経験者が、基本的な介護の知識を学ぶことのできる研修として「介護に関

する入門的研修」を実施することで、業務に携わる上での不安を軽減し、未経験者の介護

分野への参入を促進します。また、研修修了者と区内の介護事業所等との相談会を行い、

区内の介護サービス事業所での介護予防・日常生活支援総合事業における生活援助サービ

スや通所、居住、施設系サービスの介護職員としての雇用に繋げる取組を実施します。 

また、介護の仕事のやりがいや魅力等を区民に広く理解してもらえるよう、対象となる

人の年代や属性を考慮して、介護人材の裾野を広げる施策を検討していきます。 

 

介護職員のキャリアアップの支援

区内の介護職員が、経験に応じて資格を取得しながらキャリアアップしていけるよう、

介護職員初任者研修や実務者研修、生活援助従事者研修の受講費用の助成や、介護福祉士

の受験費用の助成を行います。 

 

専門職のスキルアップや研修の体系化

ケアマネジャーやヘルパー等のサービス提供者に対して、スキルや知識のレベルアップ

のための研修を実施し、サービスの質の向上を目指します。これらの研修の実施にあたっ

施策２ 介護人材の確保・定着支援 

 

所施設として、地域密着型介護老人福祉施設も含め、区内で 100 名定員の介護老人福祉

施設の誘導整備を目指します。なお、事業者の選定から施設の開設までに時間を要する

ことから、この目標は第 10 期計画期間（令和９～11 年度）を含めた期間での目標としま

す。 

また、新規に整備する特別養護老人ホームには、定員の１割以上のショートステイの

ベッド数が確保されるよう、積極的な誘導を行っていきます。確保したベッドはショー

トステイのほか、家族介護者の事情や災害等により在宅での生活が困難な方に対する緊

急時の一時宿泊事業にも活用します。 

介護老人保健施設は、現在、区の北部と南部に１か所ずつ整備されているため、当面は

整備を見送ります。 

介護医療院は、区内にあった介護療養病床からの移行により、「日常的な医学管理」や

「看取り・ターミナルケア」等の医療機能、「生活施設」としての機能を兼ね備えた新た

な介護保険施設として令和２年(2020 年)１月に開設されました。具体的な整備目標は設

定しませんが、将来的には医療的なケアを必要とする利用者の増加が見込まれるため、

開設の意向がある事業者があれば、必要な調整を行っていきます。 
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ケアマネジャーやヘルパー等のサービス提供者に対して、スキルや知識のレベルアップ

のための研修を実施し、サービスの質の向上を目指します。これらの研修の実施にあたっ

施策２ 介護人材の確保・定着支援 

 

所施設として、地域密着型介護老人福祉施設も含め、区内で 100 名定員の介護老人福祉

施設の誘導整備を目指します。なお、事業者の選定から施設の開設までに時間を要する

ことから、この目標は第 10 期計画期間（令和９～11 年度）を含めた期間での目標としま

す。 

また、新規に整備する特別養護老人ホームには、定員の１割以上のショートステイの

ベッド数が確保されるよう、積極的な誘導を行っていきます。確保したベッドはショー

トステイのほか、家族介護者の事情や災害等により在宅での生活が困難な方に対する緊

急時の一時宿泊事業にも活用します。 

介護老人保健施設は、現在、区の北部と南部に１か所ずつ整備されているため、当面は

整備を見送ります。 

介護医療院は、区内にあった介護療養病床からの移行により、「日常的な医学管理」や

「看取り・ターミナルケア」等の医療機能、「生活施設」としての機能を兼ね備えた新た

な介護保険施設として令和２年(2020 年)１月に開設されました。具体的な整備目標は設

定しませんが、将来的には医療的なケアを必要とする利用者の増加が見込まれるため、

開設の意向がある事業者があれば、必要な調整を行っていきます。 
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現状データ

 

○出典 健康福祉に関する意識調査、介護保険の運営状況

 

 区内の要介護認定者数は増加傾向にあり、それに伴い介護サービスの利用者数も増加し

ています。また、多様化・複雑化した介護ニーズに対応するため、国の制度改正等も進ん

でいることから、制度の内容が十分に理解され、必要なサービスの選択ができるよう、情

報発信を行っていく必要があります。また、区民が安心して介護サービスを利用するため

には、それを支える介護サービス事業所が適正に運営されていることが重要です。事業所

指定等管理業務や指導監督業務を適切に行うとともに、平時はもとより、感染症や災害が

発生した場合においても、介護サービス事業所が適正な運営を継続できるよう支援する必

要があります。 

 また、持続可能な介護保険制度の運営のために、介護給付費の適正化事業やケアマネジ

メントの質の向上に取り組むことで、介護給付を必要とする人に対して、適切なサービス

が過不足なく提供されるよう、介護給付の適正化を図ります。 

 

介護保険制度の利用の仕方についての認知度

（ 歳以上）

介護保険制度を利用している、ま

たは利用の仕方を知っている

利用の仕方をだいたい知っている

利用の仕方をあまり知らない

利用の仕方を全く知らない

無回答

平成 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年

介護サービス利用者数の推移

（各年３月末日）

基本施策５ 介護保険制度の適正な運営 

現状と課題 

 

ては、研修の体系化への取組を事業者と十分に連携しながら進めていくことにより、現場

での必要性や要望を考慮した研修を実施できるようにします。 

また、これらの研修に加え、事業所職員のキャリアアップのための研修等を行うことに

より、従事者等の定着を支援します。さらに、国による処遇改善策等に対して適切に対応

し、都等の施策との整合性を図りながら、介護人材の確保・定着のための必要な支援を行

います。 

 

組織マネジメントへの支援と介護従事者のメンタルヘルスの向上

組織マネジメントについての事業所管理者向け研修や、コミュニケーションスキル、コ

ンプライアンスに関する研修等により、介護現場や職場内の具体的な課題を解決するため

の支援を行います。また、働きやすい介護職場とするため、介護サービス事業所を対象と

した国・都の支援事業についての周知を図っていきます。 

さらに、個別のケアを行うことの多い介護従事者にとって、メンタルヘルスへの配慮が

必要であることなどから、介護サービス事業所の人材育成担当者への啓発や従事者向けの

研修も行います。

業務効率化の推進

令和 22 年(2040 年)を見据えると、生産年齢人口の減少により、全産業的な人材不足が

見込まれます。介護サービス事業所の負担軽減について、都と連携しながら、個々の申請

様式・添付書類や手続に関する簡素化、様式例の活用による標準化及びＩＣＴの活用等に

よる業務の効率化を進めます。 
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現状データ

 

○出典 健康福祉に関する意識調査、介護保険の運営状況

 

 区内の要介護認定者数は増加傾向にあり、それに伴い介護サービスの利用者数も増加し

ています。また、多様化・複雑化した介護ニーズに対応するため、国の制度改正等も進ん

でいることから、制度の内容が十分に理解され、必要なサービスの選択ができるよう、情

報発信を行っていく必要があります。また、区民が安心して介護サービスを利用するため

には、それを支える介護サービス事業所が適正に運営されていることが重要です。事業所

指定等管理業務や指導監督業務を適切に行うとともに、平時はもとより、感染症や災害が

発生した場合においても、介護サービス事業所が適正な運営を継続できるよう支援する必

要があります。 

 また、持続可能な介護保険制度の運営のために、介護給付費の適正化事業やケアマネジ

メントの質の向上に取り組むことで、介護給付を必要とする人に対して、適切なサービス

が過不足なく提供されるよう、介護給付の適正化を図ります。 

 

介護保険制度の利用の仕方についての認知度

（ 歳以上）

介護保険制度を利用している、ま

たは利用の仕方を知っている

利用の仕方をだいたい知っている

利用の仕方をあまり知らない

利用の仕方を全く知らない

無回答

平成 年 令和 年 令和 年 令和 年 令和 年

介護サービス利用者数の推移

（各年３月末日）

基本施策５ 介護保険制度の適正な運営 

現状と課題 

 

ては、研修の体系化への取組を事業者と十分に連携しながら進めていくことにより、現場

での必要性や要望を考慮した研修を実施できるようにします。 

また、これらの研修に加え、事業所職員のキャリアアップのための研修等を行うことに

より、従事者等の定着を支援します。さらに、国による処遇改善策等に対して適切に対応

し、都等の施策との整合性を図りながら、介護人材の確保・定着のための必要な支援を行

います。 

 

組織マネジメントへの支援と介護従事者のメンタルヘルスの向上

組織マネジメントについての事業所管理者向け研修や、コミュニケーションスキル、コ

ンプライアンスに関する研修等により、介護現場や職場内の具体的な課題を解決するため

の支援を行います。また、働きやすい介護職場とするため、介護サービス事業所を対象と

した国・都の支援事業についての周知を図っていきます。 

さらに、個別のケアを行うことの多い介護従事者にとって、メンタルヘルスへの配慮が

必要であることなどから、介護サービス事業所の人材育成担当者への啓発や従事者向けの

研修も行います。

業務効率化の推進

令和 22 年(2040 年)を見据えると、生産年齢人口の減少により、全産業的な人材不足が

見込まれます。介護サービス事業所の負担軽減について、都と連携しながら、個々の申請

様式・添付書類や手続に関する簡素化、様式例の活用による標準化及びＩＣＴの活用等に

よる業務の効率化を進めます。 
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要介護認定の効率化

今後も高齢者の増加等により要介護認定申請件数の増加が見込まれることから、要介護

認定を遅滞なく適正に実施するために、ＩＣＴを活用したペーパーレス化や介護認定審査

会事務等の効率化を進めます。 

 

事業者指定等管理事務の整備

地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業を行

う事業所について、介護を必要とする区民が、可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けら

れるよう、指定基準に沿った良質なサービスを提供できる事業所の指定等を行います。 

また、子ども・高齢者・障害者等すべての人々が、地域での暮らしの中に、生きがいを

見出し、高めあうことができる地域共生社会の実現に向けた取組として、高齢者と障害者

(児)が同一の事業所で一体的にサービスを受けられる共生型サービス＊事業所の指定につ

いても円滑に進めていきます。 

 

介護サービス事業者に対する適正な制度運用のための支援

区が介護保険事業者の指定権限を持つ地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業及び

介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所を主な対象として、事業所の運営及びサー

ビスの提供が適切に行われるよう、個別事業所への運営指導を実施します。 

また、サービス種別ごとに「介護サービス事業所集団指導」を開催し、介護サービス事

業所が適正な水準で運営が行えるよう集団での指導を実施します。 

指導監督業務の実施にあたり、指導実施方針及び指導計画を作成し、指導・確認項目の

見直しや事業者負担の軽減等指導体制の効率化を進めるとともに、指導監督業務を通じて

介護サービスの質の向上を目指します。 

 

苦情への対応・事故報告の活用

サービス利用者から介護サービス事業所に対する苦情については、「利用者権利」という

側面及び「適切なサービス提供が行われているか」という側面を把握することができる重

要なものです。この認識をさらに徹底して周知していくとともに、苦情をしっかり受け止

め、適正なサービス提供とその質の向上に活用していくよう、介護サービス事業所に対し、

引き続き啓発及び指導を行います。 

事故報告については、事故内容・原因・改善策を分析し、介護サービス事業所に対する

集団指導等の場で留意事項として周知するなど、事故情報の共有化を図ることにより同種

 

 

■ 成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

ケアプランに不満がない人の

割合

適切なケアプランが提

供されていることを示

すため

％

令和４年度

％

○出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査

 

■ 主な取組 

介護保険制度・介護サービス事業所の周知

多様化する介護サービスについて、適切な選択ができるよう、十分な情報発信を行って

いきます。介護サービス事業所の協力により行っている「介護の日」イベント等を通じて、

介護保険の情報や知識に触れることのできる機会を提供することで、幅広い区民に対する

制度周知に努めていきます。 

また、介護の職場や事業所の取組を区民に身近に感じてもらうために、中野区介護サー

ビス事業所連絡会と協働した取組を行うとともに、介護サービス事業所が就労者を確保す

るための取組を支援します。 

 

安定した制度運営のための取組

介護保険制度は、公費に加え、被保険者から納付される「保険料」により運営される社

会保険方式による制度です。長期的に安定した介護保険制度とするため、「みんなで支える」

視点での周知を行います。保険料の改定においては、所得等に応じた適切な負担となるよ

うな保険料率・段階の設定を行います。 

また、介護保険料の確実な徴収のため、キャッシュレス決済の推進や口座振替加入の促

進、定期的な督促状・催告書の発送などの収入率向上対策に努めます。 

 

 

 

施策１ 介護保険制度の適正な運営 
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要介護認定の効率化

今後も高齢者の増加等により要介護認定申請件数の増加が見込まれることから、要介護

認定を遅滞なく適正に実施するために、ＩＣＴを活用したペーパーレス化や介護認定審査

会事務等の効率化を進めます。 

 

事業者指定等管理事務の整備

地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業を行

う事業所について、介護を必要とする区民が、可能な限り住み慣れた地域で暮らし続けら

れるよう、指定基準に沿った良質なサービスを提供できる事業所の指定等を行います。 

また、子ども・高齢者・障害者等すべての人々が、地域での暮らしの中に、生きがいを

見出し、高めあうことができる地域共生社会の実現に向けた取組として、高齢者と障害者

(児)が同一の事業所で一体的にサービスを受けられる共生型サービス＊事業所の指定につ

いても円滑に進めていきます。 

 

介護サービス事業者に対する適正な制度運用のための支援

区が介護保険事業者の指定権限を持つ地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業及び

介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所を主な対象として、事業所の運営及びサー

ビスの提供が適切に行われるよう、個別事業所への運営指導を実施します。 

また、サービス種別ごとに「介護サービス事業所集団指導」を開催し、介護サービス事

業所が適正な水準で運営が行えるよう集団での指導を実施します。 

指導監督業務の実施にあたり、指導実施方針及び指導計画を作成し、指導・確認項目の

見直しや事業者負担の軽減等指導体制の効率化を進めるとともに、指導監督業務を通じて

介護サービスの質の向上を目指します。 

 

苦情への対応・事故報告の活用

サービス利用者から介護サービス事業所に対する苦情については、「利用者権利」という

側面及び「適切なサービス提供が行われているか」という側面を把握することができる重

要なものです。この認識をさらに徹底して周知していくとともに、苦情をしっかり受け止

め、適正なサービス提供とその質の向上に活用していくよう、介護サービス事業所に対し、

引き続き啓発及び指導を行います。 

事故報告については、事故内容・原因・改善策を分析し、介護サービス事業所に対する

集団指導等の場で留意事項として周知するなど、事故情報の共有化を図ることにより同種

 

 

■ 成果指標

成果指標 指標設定の理由 現状値 目標値
令和８年度

ケアプランに不満がない人の

割合

適切なケアプランが提

供されていることを示

すため

％

令和４年度

％

○出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査

 

■ 主な取組 

介護保険制度・介護サービス事業所の周知

多様化する介護サービスについて、適切な選択ができるよう、十分な情報発信を行って

いきます。介護サービス事業所の協力により行っている「介護の日」イベント等を通じて、

介護保険の情報や知識に触れることのできる機会を提供することで、幅広い区民に対する

制度周知に努めていきます。 

また、介護の職場や事業所の取組を区民に身近に感じてもらうために、中野区介護サー

ビス事業所連絡会と協働した取組を行うとともに、介護サービス事業所が就労者を確保す

るための取組を支援します。 

 

安定した制度運営のための取組

介護保険制度は、公費に加え、被保険者から納付される「保険料」により運営される社

会保険方式による制度です。長期的に安定した介護保険制度とするため、「みんなで支える」

視点での周知を行います。保険料の改定においては、所得等に応じた適切な負担となるよ

うな保険料率・段階の設定を行います。 

また、介護保険料の確実な徴収のため、キャッシュレス決済の推進や口座振替加入の促

進、定期的な督促状・催告書の発送などの収入率向上対策に努めます。 

 

 

 

施策１ 介護保険制度の適正な運営 
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握し、適正に介護認定調査が行われているか確認します。その結果を受け、個別指導

や研修等によって調査の一層の適正化を図ります。 

○ 基準に則った審査が行われるよう、事務局内の情報共有を図るとともに、審査判定

結果の点検や区の介護審査内容に関する傾向を分析し、審査会議長の会を通じて周

知を行うことで、審査会ごとに差の生じない介護認定審査を行います。 

 

ケアプラン等の点検

１ ケアプラン点検

【取組目標】

○ 基本となる事項を介護支援専門員とともに確認検証しながら、介護支援専門員の

「気づき」を促すとともに、「自立支援に資するケアマネジメント」の実践に向けた

取組を支援します。 

○ 個々の受給者が真に必要とする過不足のないサービス提供を確保するとともに、そ

の状態に適合していないサービス提供の改善を図ります。 

○ 区内全居宅介護支援事業所＊に対し、２年ごとに１回の点検を実施します。 

【具体的な実施内容・方法】 

○ 適正化システムにより出力される帳票等を活用し、受給者の自立支援に資する適正

なプランになっているかという観点から対象事業所とプランを選定します。 

○ 厚生労働省の「ケアプラン点検支援マニュアル」等を活用し、面談（オンライン又

は対面）による点検を実施します。 

 

２ 住宅改修点検及び福祉用具購入・貸与調査

【取組目標】 

○ 住宅改修の申請内容の精査と訪問調査により、受給者の状態に対して不適切又は不

要な住宅改修を防止します。 

○ 福祉用具の点検により、不適切又は不要な福祉用具購入・貸与をなくし、受給者の

身体の状態に応じた福祉用具の利用を進めます。 

【具体的な実施内容・方法】 

○ 住宅改修において、疑義が生じやすい改修内容や申請理由の類似する事例、改修費

用にポイントを絞り、適切な給付が行われるよう効果的な実地調査を行います。 

○ 福祉用具の必要性や利用状況等を適正化システムなどで確認し、事業者への助言を

行います。また、軽度者への適切な給付に向け、福祉用具貸与の例外給付の手続が適

切に行われているかの確認を行います。 

 

の事故の再発防止を図ります。重大な事故については、迅速な対応により利用者の安全確

保及び再発防止を進めていきます。 

 

第三者評価受審の推進

介護サービス事業所に対して外部から評価を行うことにより、サービス内容の改善や水

準の向上を図るとともに、公開された評価結果を事業所情報としてサービス選択に役立て

るため、介護サービス事業所が第三者評価を定期的に受審するための費用助成を引き続き

行います。 

 

感染症・災害発生時への対応のための事業継続支援

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体

制を構築することが重要です。介護サービス事業所は、指定基準により業務継続に向けた

計画等の策定や研修の実施等が義務付けられていることから、区内の介護サービス事業者

に対して必要な助言等を行います。 

 また、災害発生時や新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症等がまん延した際

に、事業所に対して必要な支援が行えるよう、国や都の動向を注視するとともに、関係機

関等との連携体制を整備します。 

 

介護給付費の適正化

利用者にとって必要かつ十分な介護サービスが提供されることを確保するとともに、介

護保険制度の適正な運営がなされるよう、介護給付費の適正化に向けて、３つの柱ごとに

取組目標と具体的な実施内容・方法を定めます。 

 

要介護認定の適正化

【取組目標】

○ 介護認定調査や介護認定審査の傾向や特徴を把握します。 

○ 介護認定調査や介護認定審査の平準化のため、定期的に東京都・全国の傾向と区の

状況とを対比して分析を行います。 

○ 介護認定審査は、厚生労働省令及び運営基準に基づいた審査を行います。 

【具体的な実施内容・方法】

○ 業務分析データ等を活用して、状況を把握します。 

○ 業務分析データ等を活用して、東京都や全国に対する区の介護認定調査の傾向を把
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握し、適正に介護認定調査が行われているか確認します。その結果を受け、個別指導

や研修等によって調査の一層の適正化を図ります。 

○ 基準に則った審査が行われるよう、事務局内の情報共有を図るとともに、審査判定

結果の点検や区の介護審査内容に関する傾向を分析し、審査会議長の会を通じて周

知を行うことで、審査会ごとに差の生じない介護認定審査を行います。 

 

ケアプラン等の点検

１ ケアプラン点検

【取組目標】

○ 基本となる事項を介護支援専門員とともに確認検証しながら、介護支援専門員の

「気づき」を促すとともに、「自立支援に資するケアマネジメント」の実践に向けた

取組を支援します。 

○ 個々の受給者が真に必要とする過不足のないサービス提供を確保するとともに、そ

の状態に適合していないサービス提供の改善を図ります。 

○ 区内全居宅介護支援事業所＊に対し、２年ごとに１回の点検を実施します。 

【具体的な実施内容・方法】 

○ 適正化システムにより出力される帳票等を活用し、受給者の自立支援に資する適正

なプランになっているかという観点から対象事業所とプランを選定します。 

○ 厚生労働省の「ケアプラン点検支援マニュアル」等を活用し、面談（オンライン又

は対面）による点検を実施します。 

 

２ 住宅改修点検及び福祉用具購入・貸与調査

【取組目標】 

○ 住宅改修の申請内容の精査と訪問調査により、受給者の状態に対して不適切又は不

要な住宅改修を防止します。 

○ 福祉用具の点検により、不適切又は不要な福祉用具購入・貸与をなくし、受給者の

身体の状態に応じた福祉用具の利用を進めます。 

【具体的な実施内容・方法】 

○ 住宅改修において、疑義が生じやすい改修内容や申請理由の類似する事例、改修費

用にポイントを絞り、適切な給付が行われるよう効果的な実地調査を行います。 

○ 福祉用具の必要性や利用状況等を適正化システムなどで確認し、事業者への助言を

行います。また、軽度者への適切な給付に向け、福祉用具貸与の例外給付の手続が適

切に行われているかの確認を行います。 

 

の事故の再発防止を図ります。重大な事故については、迅速な対応により利用者の安全確

保及び再発防止を進めていきます。 

 

第三者評価受審の推進

介護サービス事業所に対して外部から評価を行うことにより、サービス内容の改善や水

準の向上を図るとともに、公開された評価結果を事業所情報としてサービス選択に役立て

るため、介護サービス事業所が第三者評価を定期的に受審するための費用助成を引き続き

行います。 

 

感染症・災害発生時への対応のための事業継続支援

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体

制を構築することが重要です。介護サービス事業所は、指定基準により業務継続に向けた

計画等の策定や研修の実施等が義務付けられていることから、区内の介護サービス事業者

に対して必要な助言等を行います。 

 また、災害発生時や新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症等がまん延した際

に、事業所に対して必要な支援が行えるよう、国や都の動向を注視するとともに、関係機

関等との連携体制を整備します。 

 

介護給付費の適正化

利用者にとって必要かつ十分な介護サービスが提供されることを確保するとともに、介

護保険制度の適正な運営がなされるよう、介護給付費の適正化に向けて、３つの柱ごとに

取組目標と具体的な実施内容・方法を定めます。 

 

要介護認定の適正化

【取組目標】

○ 介護認定調査や介護認定審査の傾向や特徴を把握します。 

○ 介護認定調査や介護認定審査の平準化のため、定期的に東京都・全国の傾向と区の

状況とを対比して分析を行います。 

○ 介護認定審査は、厚生労働省令及び運営基準に基づいた審査を行います。 

【具体的な実施内容・方法】

○ 業務分析データ等を活用して、状況を把握します。 

○ 業務分析データ等を活用して、東京都や全国に対する区の介護認定調査の傾向を把
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５  介護サービス見込量 

 第９期計画期間（令和６年度(2024年度)～８年度(2026 年度)）における介護サービス見

込量の推計及び介護保険料の設定に関する考え方は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、第９期計画の策定においては、中長期的な介護需要、サービスの種類ごとの量の

見込みやそのために必要な保険料水準を推計することが国から求められているため、いわ

ゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22年(2040 年)までの推計を行います。  

介護サービスの見込量及び介護保険料見込みについて 

２ 要介護認定者数の推計 

 これまでの要介護認定区分ごとの人数及び要介護認定率をベースに、75 歳以上の後期高

齢者数の伸び率などを勘案するとともに、地域支援事業や介護予防事業の成果による要介護

認定の改善などを踏まえて、要介護認定者数の推計を行います。 

３ サービス量の推計 

 これまでの給付実績をベースに、今後の施設サービスや地域密着型サービスの整備や、介

護保険法等の改正等による介護サービスの利用への影響などを加味してサービス量の推計

を行います。 

１ 被保険者数の推計 

住民基本台帳人口及び住所地特例対象者数の実績から、被保険者数の推計を行います。 

４ 介護給付費等の算出 

サービス量の推計及び介護報酬単価の改定や負担割合の改正等の制度改正の影響を踏ま

え、令和６年度(2024年度)から８年度(2026 年度)の３年間の介護給付費等を算出します。 

５ 保険料基準額、段階別保険料の設定 

被保険者数推計や介護給付費等推計の結果及び国が示す保険料算定に必要な係数をもと

に、保険料段階区分及び介護保険料基準額を設定します。 

 

医療情報との突合・縦覧点検

【取組目標】

○ 請求内容の誤り等を早期に発見して適切な処置を行うことにより、サービス事業者

等における適正な請求の促進を図ります。 

○ 適正化システムにより出力される帳票のうち、効果が高いと見込まれ、国が推奨す

る帳票について全件点検し、確認件数の拡大を図ります。 

【具体的な実施内容・方法】

○ 医療情報と介護保険の給付情報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性

等を点検します。縦覧点検では、受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況

等を確認し、提供されたサービスの整合性、算定回数・算定日数等の点検を行います。 

○ 請求に誤りがあれば事業所に過誤申立て等するよう通知するとともに、必要に応じ

て事業者への指導を行います。
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５  介護サービス見込量 

 第９期計画期間（令和６年度(2024年度)～８年度(2026 年度)）における介護サービス見

込量の推計及び介護保険料の設定に関する考え方は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、第９期計画の策定においては、中長期的な介護需要、サービスの種類ごとの量の

見込みやそのために必要な保険料水準を推計することが国から求められているため、いわ

ゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22年(2040 年)までの推計を行います。  

介護サービスの見込量及び介護保険料見込みについて 

２ 要介護認定者数の推計 

 これまでの要介護認定区分ごとの人数及び要介護認定率をベースに、75 歳以上の後期高

齢者数の伸び率などを勘案するとともに、地域支援事業や介護予防事業の成果による要介護

認定の改善などを踏まえて、要介護認定者数の推計を行います。 

３ サービス量の推計 

 これまでの給付実績をベースに、今後の施設サービスや地域密着型サービスの整備や、介

護保険法等の改正等による介護サービスの利用への影響などを加味してサービス量の推計

を行います。 

１ 被保険者数の推計 

住民基本台帳人口及び住所地特例対象者数の実績から、被保険者数の推計を行います。 

４ 介護給付費等の算出 

サービス量の推計及び介護報酬単価の改定や負担割合の改正等の制度改正の影響を踏ま

え、令和６年度(2024年度)から８年度(2026 年度)の３年間の介護給付費等を算出します。 

５ 保険料基準額、段階別保険料の設定 

被保険者数推計や介護給付費等推計の結果及び国が示す保険料算定に必要な係数をもと

に、保険料段階区分及び介護保険料基準額を設定します。 

 

医療情報との突合・縦覧点検

【取組目標】

○ 請求内容の誤り等を早期に発見して適切な処置を行うことにより、サービス事業者

等における適正な請求の促進を図ります。 

○ 適正化システムにより出力される帳票のうち、効果が高いと見込まれ、国が推奨す

る帳票について全件点検し、確認件数の拡大を図ります。 

【具体的な実施内容・方法】

○ 医療情報と介護保険の給付情報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性

等を点検します。縦覧点検では、受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況

等を確認し、提供されたサービスの整合性、算定回数・算定日数等の点検を行います。 

○ 請求に誤りがあれば事業所に過誤申立て等するよう通知するとともに、必要に応じ

て事業者への指導を行います。
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（月平均利用人数、単位：人） 

区       分 

第９期計画期間 

令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

居宅サービス    

 介護予防訪問入浴介護 ０ ０ ０ 

介護予防訪問看護 ５１７ ５２３ ５２８ 

介護予防訪問リハビリテーション ９４ ９４ ９５ 

介護予防居宅療養管理指導 ５６４ ５６７ ５７３ 

介護予防通所リハビリテーション ３５７ ３５７ ３６０ 

介護予防短期入所生活介護 １８ １８  １８ 

介護予防短期入所療養介護 ０ ０ ０ 

介護予防福祉用具貸与 １，５２３ １，５３７ １，５５２ 

介護予防特定福祉用具販売 ２５ ２６ ２６ 

介護予防住宅改修 ２７ ２８ ２８ 

介護予防支援 ２，０５４ ２，０７０ ２，０８９ 

居住系サービス    

 介護予防特定施設入居者生活介護 ２５５ ２５４ ２５６ 

地域密着型サービス    

 介護予防認知症対応型通所介護 ０ ０ ０ 

介護予防小規模多機能型居宅介護 ９ ９ ９ 

介護予防認知症対応型共同生活介護 ０ ０ ０ 

介護予防給付の見込み 

 

これまでの利用実績や基盤整備の状況等を踏まえ、今後３年間の居宅サービス利用者、

介護給付・予防給付サービスを以下のように見込みました。 

（月平均利用人数、単位：人） 

区       分 

第９期計画期間 

令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

居宅サービス    

 訪問介護 ２，４８１ ２，５２１ ２，５６３ 

訪問入浴介護 ２２３ ２２３ ２２５ 

訪問看護 １，８６８ １，８９６ １，９２８ 

訪問リハビリテーション ２９９ ３０４ ３０８ 

居宅療養管理指導 ３，７７６ ３，８３２ ３，８９７ 

通所介護 １，７１９ １，７４９ １，７７９ 

通所リハビリテーション ３７５ ３８２ ３８９ 

短期入所生活介護 ３８４ ３８９ ３９６ 

短期入所療養介護 ５６ ５６ ５８ 

福祉用具貸与 ３，６８３ ３，７４１ ３，８０４ 

特定福祉用具販売 ４９ ５２ ５２ 

住宅改修 ３５ ３６ ３６ 

居宅介護支援 ５，１１３ ５，１９８ ５，２８７ 

居住系サービス    

 特定施設入居者生活介護 １，３３３  １，３５０ １，３６９ 

地域密着型サービス    

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ５３ ５４ ５５ 

 夜間対応型訪問介護 １３ １４ １４ 

 認知症対応型通所介護 ２３０ ２３４ ２３７ 

 小規模多機能型居宅介護 １０２ １１０ １１６ 

看護小規模多機能型居宅介護 ２９ ２９ ２９ 

 認知症対応型共同生活介護 ３７９ ３８９ ３９４ 

地域密着型通所介護 １，０９０ １，１０９ １，１２９ 

 地域密着型介護老人福祉施設 ０ ０ ０ 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０ 

施設サービス    

 介護老人福祉施設 １，０９１ １，０９１ １，０９１ 

 介護老人保健施設 ３２８ ３２８ ３２８ 

 介護医療院 ４２ ４２ ４２ 

介護給付・介護予防給付の見込量 

介護給付の見込み 
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（月平均利用人数、単位：人） 

区       分 

第９期計画期間 

令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

居宅サービス    

 介護予防訪問入浴介護 ０ ０ ０ 

介護予防訪問看護 ５１７ ５２３ ５２８ 

介護予防訪問リハビリテーション ９４ ９４ ９５ 

介護予防居宅療養管理指導 ５６４ ５６７ ５７３ 

介護予防通所リハビリテーション ３５７ ３５７ ３６０ 

介護予防短期入所生活介護 １８ １８  １８ 

介護予防短期入所療養介護 ０ ０ ０ 

介護予防福祉用具貸与 １，５２３ １，５３７ １，５５２ 

介護予防特定福祉用具販売 ２５ ２６ ２６ 

介護予防住宅改修 ２７ ２８ ２８ 

介護予防支援 ２，０５４ ２，０７０ ２，０８９ 

居住系サービス    

 介護予防特定施設入居者生活介護 ２５５ ２５４ ２５６ 

地域密着型サービス    

 介護予防認知症対応型通所介護 ０ ０ ０ 

介護予防小規模多機能型居宅介護 ９ ９ ９ 

介護予防認知症対応型共同生活介護 ０ ０ ０ 

介護予防給付の見込み 

 

これまでの利用実績や基盤整備の状況等を踏まえ、今後３年間の居宅サービス利用者、

介護給付・予防給付サービスを以下のように見込みました。 

（月平均利用人数、単位：人） 

区       分 

第９期計画期間 

令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

居宅サービス    

 訪問介護 ２，４８１ ２，５２１ ２，５６３ 

訪問入浴介護 ２２３ ２２３ ２２５ 

訪問看護 １，８６８ １，８９６ １，９２８ 

訪問リハビリテーション ２９９ ３０４ ３０８ 

居宅療養管理指導 ３，７７６ ３，８３２ ３，８９７ 

通所介護 １，７１９ １，７４９ １，７７９ 

通所リハビリテーション ３７５ ３８２ ３８９ 

短期入所生活介護 ３８４ ３８９ ３９６ 

短期入所療養介護 ５６ ５６ ５８ 

福祉用具貸与 ３，６８３ ３，７４１ ３，８０４ 

特定福祉用具販売 ４９ ５２ ５２ 

住宅改修 ３５ ３６ ３６ 

居宅介護支援 ５，１１３ ５，１９８ ５，２８７ 

居住系サービス    

 特定施設入居者生活介護 １，３３３  １，３５０ １，３６９ 

地域密着型サービス    

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ５３ ５４ ５５ 

 夜間対応型訪問介護 １３ １４ １４ 

 認知症対応型通所介護 ２３０ ２３４ ２３７ 

 小規模多機能型居宅介護 １０２ １１０ １１６ 

看護小規模多機能型居宅介護 ２９ ２９ ２９ 

 認知症対応型共同生活介護 ３７９ ３８９ ３９４ 

地域密着型通所介護 １，０９０ １，１０９ １，１２９ 

 地域密着型介護老人福祉施設 ０ ０ ０ 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０ 

施設サービス    

 介護老人福祉施設 １，０９１ １，０９１ １，０９１ 

 介護老人保健施設 ３２８ ３２８ ３２８ 

 介護医療院 ４２ ４２ ４２ 

介護給付・介護予防給付の見込量 

介護給付の見込み 
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訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

看護師やホームヘルパー等が自宅を訪問し、簡易浴槽を持ち込んで入浴介助のサービ

スを行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

訪問入浴介護 ２２３ ２２３ ２２５ 

介護予防訪問入浴介護 ０ ０ ０ 

 

〇訪問入浴介護は、年々利用人数が減少していますが、要介護認定者数が増加する見込

みであることから、今後はほぼ横ばいになるものとして推計しました。 

〇介護予防訪問入浴介護は、これまでの実績を踏まえて推計しました。 

 

【第８期計画実績】】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 

訪問入浴介護 ２１２ ２１２ ２１２ 

介護予防訪問入浴介護 ０ ０ ０ 

実績 

訪問入浴介護 ２３１ ２２４ ２２３ 

介護予防訪問入浴介護 １ ０ ０ 

 

それぞれのサービスについて、これまでの給付実績の増減傾向をもとに介護予防事業の

成果等を勘案して算出しました。 

 

訪問介護

利用者本人の自立を助け、介護者の負担を軽くするため、介護福祉士やホームヘルパ

ーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事の介助や日常生活の支援等のサービスを行い

ます。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

訪問介護 ２，４８１ ２，５２１ ２，５６３ 

 

〇訪問介護は、利用人数がやや増加しており、入院病床利用者のうち一定数が引き続き

介護サービスへ移行することが見込まれることや、介護保険の基幹となるサービスで

あることから、今後も利用人数は増加するものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

介護給付・介護予防給付の見込み 

居宅サービス 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 訪問介護 ２，３１１ ２，３１７ ２，３３８ 

実績 訪問介護 ２，４１６ ２，４４５ ２，４７３ 
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訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

看護師やホームヘルパー等が自宅を訪問し、簡易浴槽を持ち込んで入浴介助のサービ

スを行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

訪問入浴介護 ２２３ ２２３ ２２５ 

介護予防訪問入浴介護 ０ ０ ０ 

 

〇訪問入浴介護は、年々利用人数が減少していますが、要介護認定者数が増加する見込

みであることから、今後はほぼ横ばいになるものとして推計しました。 

〇介護予防訪問入浴介護は、これまでの実績を踏まえて推計しました。 

 

【第８期計画実績】】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 

訪問入浴介護 ２１２ ２１２ ２１２ 

介護予防訪問入浴介護 ０ ０ ０ 

実績 

訪問入浴介護 ２３１ ２２４ ２２３ 

介護予防訪問入浴介護 １ ０ ０ 

 

それぞれのサービスについて、これまでの給付実績の増減傾向をもとに介護予防事業の

成果等を勘案して算出しました。 

 

訪問介護

利用者本人の自立を助け、介護者の負担を軽くするため、介護福祉士やホームヘルパ

ーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事の介助や日常生活の支援等のサービスを行い

ます。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

訪問介護 ２，４８１ ２，５２１ ２，５６３ 

 

〇訪問介護は、利用人数がやや増加しており、入院病床利用者のうち一定数が引き続き

介護サービスへ移行することが見込まれることや、介護保険の基幹となるサービスで

あることから、今後も利用人数は増加するものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

介護給付・介護予防給付の見込み 

居宅サービス 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 訪問介護 ２，３１１ ２，３１７ ２，３３８ 

実績 訪問介護 ２，４１６ ２，４４５ ２，４７３ 
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訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

在宅で自立して生活できるように、理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、主治医

の指示に基づき、心身の機能の維持や回復を図るためのリハビリテーションを行いま

す。 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

訪問リハビリテーション ２９９ ３０４ ３０８ 

介護予防訪問リハビリテーション ９４ ９４ ９５ 

 

〇訪問リハビリテーションは、在宅生活を継続するためのサービスとしてのニーズを勘案

して、今後も利用人数はやや増加するものとして推計しました。 

〇介護予防訪問リハビリテーションについては、利用がほぼ横ばいになるものとして推計

しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

訪問リハビリテーション ２５４ ２５６ ２６１ 

介護予防訪問リハビリテーション ８８ ８８ ９０ 

実績 

訪問リハビリテーション ２８６ ２９６ ２９８ 

介護予防訪問リハビリテーション ９４ ９４ ９２ 

 

訪問看護・介護予防訪問看護

疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、主治医の指示に基づき、

病状の観察や床ずれの手当て等療養上の世話を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

訪問看護 １，８６８ １，８９６ １，９２８ 

介護予防訪問看護 ５１７ ５２３ ５２８ 

 

〇訪問看護は、医療ニーズの高まりから、年々利用人数が増加しているとともに、入院病

床利用者のうち一定数が引き続き介護サービスへ移行することが見込まれることから、

今後も利用人数は増加するものとして推計しました。 

〇介護予防訪問看護も、訪問看護と同様に、利用人数は増えるものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 

訪問看護 １，５６３ １，６１３ １，６４６ 

介護予防訪問看護 ４９９ ５０７ ５１２ 

実績 

訪問看護 １，６５９ １，７４８ １，８１６ 

介護予防訪問看護 ５２５ ５０２ ５０８ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。
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訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

在宅で自立して生活できるように、理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、主治医

の指示に基づき、心身の機能の維持や回復を図るためのリハビリテーションを行いま

す。 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

訪問リハビリテーション ２９９ ３０４ ３０８ 

介護予防訪問リハビリテーション ９４ ９４ ９５ 

 

〇訪問リハビリテーションは、在宅生活を継続するためのサービスとしてのニーズを勘案

して、今後も利用人数はやや増加するものとして推計しました。 

〇介護予防訪問リハビリテーションについては、利用がほぼ横ばいになるものとして推計

しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

訪問リハビリテーション ２５４ ２５６ ２６１ 

介護予防訪問リハビリテーション ８８ ８８ ９０ 

実績 

訪問リハビリテーション ２８６ ２９６ ２９８ 

介護予防訪問リハビリテーション ９４ ９４ ９２ 

 

訪問看護・介護予防訪問看護

疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、主治医の指示に基づき、

病状の観察や床ずれの手当て等療養上の世話を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

訪問看護 １，８６８ １，８９６ １，９２８ 

介護予防訪問看護 ５１７ ５２３ ５２８ 

 

〇訪問看護は、医療ニーズの高まりから、年々利用人数が増加しているとともに、入院病

床利用者のうち一定数が引き続き介護サービスへ移行することが見込まれることから、

今後も利用人数は増加するものとして推計しました。 

〇介護予防訪問看護も、訪問看護と同様に、利用人数は増えるものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 

訪問看護 １，５６３ １，６１３ １，６４６ 

介護予防訪問看護 ４９９ ５０７ ５１２ 

実績 

訪問看護 １，６５９ １，７４８ １，８１６ 

介護予防訪問看護 ５２５ ５０２ ５０８ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。
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通所介護（デイサービス）

通所介護施設に通う利用者に、食事の提供、入浴、レクリエーション等を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

通所介護 １，７１９ １，７４９ １，７７９ 

 

〇通所介護は、新型コロナウイルス感染症による利用控えからの利用再開で利用人数が増

加しています。介護保険の基幹サービスであることから、今後も利用人数は増加するも

のとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 通所介護 １，４３１ １，４４６ １，４６２ 

実績 通所介護 １，５５２ １，６１６ １，６６５ 

 

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、栄養管理士等が自宅を訪問し、療養上の管理を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

居宅療養管理指導 ３，７７６ ３，８３２ ３，８９７ 

介護予防居宅療養管理指導 ５６４ ５６７ ５７３ 

 

〇居宅療養管理指導は、年々利用人数が増加しているとともに、入院病床利用者のうち一

定数が引き続き介護サービスへ移行することが見込まれることから、今後も増加するも

のとして推計しました。 

〇介護予防居宅療養管理指導は、居宅療養管理指導と同様に、利用人数は増えるものとし

て推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

居宅療養管理指導 ３，４０１ ３，５３７ ３，６０５ 

介護予防居宅療養管理指導 ５８４ ５７９ ５８５ 

実績 

居宅療養管理指導 ３，３５９ ３，５０６ ３，６６８ 

介護予防居宅療養管理指導 ５６２ ５５３ ５５９ 
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通所介護（デイサービス）

通所介護施設に通う利用者に、食事の提供、入浴、レクリエーション等を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

通所介護 １，７１９ １，７４９ １，７７９ 

 

〇通所介護は、新型コロナウイルス感染症による利用控えからの利用再開で利用人数が増

加しています。介護保険の基幹サービスであることから、今後も利用人数は増加するも

のとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 通所介護 １，４３１ １，４４６ １，４６２ 

実績 通所介護 １，５５２ １，６１６ １，６６５ 

 

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、栄養管理士等が自宅を訪問し、療養上の管理を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

居宅療養管理指導 ３，７７６ ３，８３２ ３，８９７ 

介護予防居宅療養管理指導 ５６４ ５６７ ５７３ 

 

〇居宅療養管理指導は、年々利用人数が増加しているとともに、入院病床利用者のうち一

定数が引き続き介護サービスへ移行することが見込まれることから、今後も増加するも

のとして推計しました。 

〇介護予防居宅療養管理指導は、居宅療養管理指導と同様に、利用人数は増えるものとし

て推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

居宅療養管理指導 ３，４０１ ３，５３７ ３，６０５ 

介護予防居宅療養管理指導 ５８４ ５７９ ５８５ 

実績 

居宅療養管理指導 ３，３５９ ３，５０６ ３，６６８ 

介護予防居宅療養管理指導 ５６２ ５５３ ５５９ 
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短期入所生活介護（ショートステイ）・介護予防短期入所生活介護

短期間（連続 30日まで）、特別養護老人ホーム等に宿泊する利用者に、介護サービスを

提供します。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

短期入所生活介護 ３８４ ３８９ ３９６ 

介護予防短期入所生活介護 １８ １８ １８ 

 

〇短期入所生活介護には高いニーズがありますが、単独施設としての整備が困難であるた

め、これまで介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）との併設を中心に整備を進めて

きました。これからも高いニーズがあると見込み、利用人数が増加するものとして推計

しました。 

〇介護予防短期入所生活介護については、今後は横ばいになるものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

短期入所生活介護 ３２８ ３３３ ３３９ 

介護予防短期入所生活介護 ８ ８ ８ 

実績 

短期入所生活介護 ３２２ ３６６ ３７３ 

介護予防短期入所生活介護 ６ ９ １７ 

 

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

老人保健施設や医療機関等に日帰りで通う利用者に、リハビリテーションを行いま

す。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

通所リハビリテーション ３７５ ３８２ ３８９ 

介護予防通所リハビリテーション ３５７ ３５７ ３６０ 

 

〇通所リハビリテーションは、在宅生活を継続するためのサービスとしてのニーズを勘案

して、今後も増加するものとして推計しました。 

〇介護予防通所リハビリテーションについては、今後は横ばいになるものとして推計しま

した。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

通所リハビリテーション ３３６ ３３４ ３４１ 

介護予防通所リハビリテーション ２３７ ２３５ ２３７ 

実績 

通所リハビリテーション ３５３ ３７０ ３７０ 

介護予防通所リハビリテーション ２９６ ３２７ ３５５ 
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短期入所生活介護（ショートステイ）・介護予防短期入所生活介護

短期間（連続 30日まで）、特別養護老人ホーム等に宿泊する利用者に、介護サービスを

提供します。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

短期入所生活介護 ３８４ ３８９ ３９６ 

介護予防短期入所生活介護 １８ １８ １８ 

 

〇短期入所生活介護には高いニーズがありますが、単独施設としての整備が困難であるた

め、これまで介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）との併設を中心に整備を進めて

きました。これからも高いニーズがあると見込み、利用人数が増加するものとして推計

しました。 

〇介護予防短期入所生活介護については、今後は横ばいになるものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

短期入所生活介護 ３２８ ３３３ ３３９ 

介護予防短期入所生活介護 ８ ８ ８ 

実績 

短期入所生活介護 ３２２ ３６６ ３７３ 

介護予防短期入所生活介護 ６ ９ １７ 

 

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

老人保健施設や医療機関等に日帰りで通う利用者に、リハビリテーションを行いま

す。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

通所リハビリテーション ３７５ ３８２ ３８９ 

介護予防通所リハビリテーション ３５７ ３５７ ３６０ 

 

〇通所リハビリテーションは、在宅生活を継続するためのサービスとしてのニーズを勘案

して、今後も増加するものとして推計しました。 

〇介護予防通所リハビリテーションについては、今後は横ばいになるものとして推計しま

した。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

通所リハビリテーション ３３６ ３３４ ３４１ 

介護予防通所リハビリテーション ２３７ ２３５ ２３７ 

実績 

通所リハビリテーション ３５３ ３７０ ３７０ 

介護予防通所リハビリテーション ２９６ ３２７ ３５５ 
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福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための、歩行器・特殊寝台・車いす等定められた福祉用具を

貸し出します。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

福祉用具貸与 ３，６８３ ３，７４１ ３，８０４ 

介護予防福祉用具貸与 １，５２３ １，５３７ １，５５２ 

 

〇福祉用具貸与は、在宅生活への志向の高まりなどから、今後も利用人数が増加するもの

として推計しました。 

〇介護予防福祉用具貸与についても、福祉用具貸与と同様に推移するものとして推計しま

した。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 

福祉用具貸与 ３，３９３ ３，５１３ ３，６２９ 

介護予防福祉用具貸与 １，４９４ １，５２１ １，５６３ 

実績 

福祉用具貸与 ３，４５８ ３，５７１ ３，５７８ 

介護予防福祉用具貸与 １，５０１ １，５１６ １，５０２ 

 

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護

短期間（連続 30日まで）、介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に入所する利用者

に、医療上のケアを行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

短期入所療養介護 ５６ ５６ ５８ 

介護予防短期入所療養介護 ０ ０ ０ 

 

〇短期入所療養介護は、利用人数が横ばいとなっていますが、今後も一定のニーズがある

と見込み、同様の傾向が続くものとして推計しました。 

〇介護予防短期入所療養介護は、これまでの実績を踏まえて推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

短期入所療養介護 ５７ ５７ ５９ 

介護予防短期入所療養介護 ２ ２ ２ 

実績 

短期入所療養介護 ５３ ５４ ５５ 

介護予防短期入所療養介護 １ １ １ 
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福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための、歩行器・特殊寝台・車いす等定められた福祉用具を

貸し出します。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

福祉用具貸与 ３，６８３ ３，７４１ ３，８０４ 

介護予防福祉用具貸与 １，５２３ １，５３７ １，５５２ 

 

〇福祉用具貸与は、在宅生活への志向の高まりなどから、今後も利用人数が増加するもの

として推計しました。 

〇介護予防福祉用具貸与についても、福祉用具貸与と同様に推移するものとして推計しま

した。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 

福祉用具貸与 ３，３９３ ３，５１３ ３，６２９ 

介護予防福祉用具貸与 １，４９４ １，５２１ １，５６３ 

実績 

福祉用具貸与 ３，４５８ ３，５７１ ３，５７８ 

介護予防福祉用具貸与 １，５０１ １，５１６ １，５０２ 

 

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護

短期間（連続 30日まで）、介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に入所する利用者

に、医療上のケアを行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

短期入所療養介護 ５６ ５６ ５８ 

介護予防短期入所療養介護 ０ ０ ０ 

 

〇短期入所療養介護は、利用人数が横ばいとなっていますが、今後も一定のニーズがある

と見込み、同様の傾向が続くものとして推計しました。 

〇介護予防短期入所療養介護は、これまでの実績を踏まえて推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

短期入所療養介護 ５７ ５７ ５９ 

介護予防短期入所療養介護 ２ ２ ２ 

実績 

短期入所療養介護 ５３ ５４ ５５ 

介護予防短期入所療養介護 １ １ １ 
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住宅改修

改修費 20万円（保険給付費 18万円）を限度として、自宅での手すりの取り付けや段差

の解消等の小規模な改修費用を支給します。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

住宅改修（要介護） ３５ ３６ ３６ 

住宅改修（要支援） ２７ ２８ ２８ 

 

〇住宅改修（要介護）は、現在は限度額まで利用した方がピークになった時期と捉えてい

ます。今後は、ほぼ横ばいで推移するものとして推計しました。 

〇住宅改修（要支援）も、今後は横ばいで推移するものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 

住宅改修（要介護） ２９ ３０ ３０ 

住宅改修（要支援） １７ １７ １７ 

実績 

住宅改修（要介護） ３１ ２５ ３３ 

住宅改修（要支援） ２４ ２６ ２９ 

 

特定福祉用具販売・介護予防特定福祉用具販売

年間、購入費 10 万円（保険給付費９万円）を限度として、腰掛便座や入浴補助器具等

貸与に馴染まない、定められた福祉用具の購入費を支給します。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

特定福祉用具販売 ４９ ５２ ５２ 

介護予防特定福祉用具販売 ２５ ２６ ２６ 

 

〇特定福祉用具販売は、今後も、要介護認定者数の増加に合わせて利用がやや増加するも

のと推計しました。 

〇介護予防特定福祉用具販売は、今後は横ばいで推移するものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 

特定福祉用具販売 ５８ ５９ ６０ 

介護予防特定福祉用具販売 １７ １７ １７ 

実績 

特定福祉用具販売 ５９ ５７ ４８ 

介護予防特定福祉用具販売 ２７ ２５ ２５ 
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住宅改修

改修費 20万円（保険給付費 18万円）を限度として、自宅での手すりの取り付けや段差

の解消等の小規模な改修費用を支給します。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

住宅改修（要介護） ３５ ３６ ３６ 

住宅改修（要支援） ２７ ２８ ２８ 

 

〇住宅改修（要介護）は、現在は限度額まで利用した方がピークになった時期と捉えてい

ます。今後は、ほぼ横ばいで推移するものとして推計しました。 

〇住宅改修（要支援）も、今後は横ばいで推移するものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 

住宅改修（要介護） ２９ ３０ ３０ 

住宅改修（要支援） １７ １７ １７ 

実績 

住宅改修（要介護） ３１ ２５ ３３ 

住宅改修（要支援） ２４ ２６ ２９ 

 

特定福祉用具販売・介護予防特定福祉用具販売

年間、購入費 10 万円（保険給付費９万円）を限度として、腰掛便座や入浴補助器具等

貸与に馴染まない、定められた福祉用具の購入費を支給します。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

特定福祉用具販売 ４９ ５２ ５２ 

介護予防特定福祉用具販売 ２５ ２６ ２６ 

 

〇特定福祉用具販売は、今後も、要介護認定者数の増加に合わせて利用がやや増加するも

のと推計しました。 

〇介護予防特定福祉用具販売は、今後は横ばいで推移するものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 

特定福祉用具販売 ５８ ５９ ６０ 

介護予防特定福祉用具販売 １７ １７ １７ 

実績 

特定福祉用具販売 ５９ ５７ ４８ 

介護予防特定福祉用具販売 ２７ ２５ ２５ 
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特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護（介護専用型・混合型）

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス等に入居している方に、食事や

身の回りの世話等の介護サービスを行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 

〇特定施設入居者生活介護は、区内外における施設数の増加とともに、利用実績が増えて

います。住所地特例の対象となる施設であることから、今後も区内に限らず少しずつ整

備が進むものと予測し、利用人数が増えるものとして推計しました。 

〇介護予防特定施設入居者生活介護についても、同様に利用人数が増えるものとして推計

しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

居住系サービス 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

特定施設入居者生活介護 １，３３３ １，３５０ １，３６９ 

介護予防特定施設入居者生活介護 ２５５ ２５４ ２５６ 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

特定施設入居者生活介護 １，２３４ １，２５１ １，２５９ 

介護予防特定施設入居者生活介護 ２９４ ２９５ ３０１ 

実績 

特定施設入居者生活介護 １，１９８ １，２５０ １，３０４ 

介護予防特定施設入居者生活介護 ２７３ ２５８ ２５４ 

 

居宅介護支援・介護予防支援

介護サービス等を適切に利用できるように、ケアプラン（居宅サービス計画）の作成

や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への入所に関わる相談を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

居宅介護支援 ５，１１３ ５，１９８ ５，２８７ 

介護予防支援 ２，０５４ ２，０７０ ２，０８９ 

 

〇居宅介護支援は、要介護認定者数の増加に合わせて利用が増加するものとして推計しま

した。 

〇介護予防支援についても、要支援認定者数の推移に合わせて増減するものとして推計し

ました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 

居宅介護支援 ４，７１７ ４，７７２ ４，８２７ 

介護予防支援 １，９３９ １，９３６ １，９６４ 

実績 

居宅介護支援 ４，８８６ ５，０２２ ５，０６１ 

介護予防支援 ２，０１１ ２，０３４ ２，０３２ 
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特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護（介護専用型・混合型）

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス等に入居している方に、食事や

身の回りの世話等の介護サービスを行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 

〇特定施設入居者生活介護は、区内外における施設数の増加とともに、利用実績が増えて

います。住所地特例の対象となる施設であることから、今後も区内に限らず少しずつ整

備が進むものと予測し、利用人数が増えるものとして推計しました。 

〇介護予防特定施設入居者生活介護についても、同様に利用人数が増えるものとして推計

しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

居住系サービス 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

特定施設入居者生活介護 １，３３３ １，３５０ １，３６９ 

介護予防特定施設入居者生活介護 ２５５ ２５４ ２５６ 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

特定施設入居者生活介護 １，２３４ １，２５１ １，２５９ 

介護予防特定施設入居者生活介護 ２９４ ２９５ ３０１ 

実績 

特定施設入居者生活介護 １，１９８ １，２５０ １，３０４ 

介護予防特定施設入居者生活介護 ２７３ ２５８ ２５４ 

 

居宅介護支援・介護予防支援

介護サービス等を適切に利用できるように、ケアプラン（居宅サービス計画）の作成

や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への入所に関わる相談を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

居宅介護支援 ５，１１３ ５，１９８ ５，２８７ 

介護予防支援 ２，０５４ ２，０７０ ２，０８９ 

 

〇居宅介護支援は、要介護認定者数の増加に合わせて利用が増加するものとして推計しま

した。 

〇介護予防支援についても、要支援認定者数の推移に合わせて増減するものとして推計し

ました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 

居宅介護支援 ４，７１７ ４，７７２ ４，８２７ 

介護予防支援 １，９３９ １，９３６ １，９６４ 

実績 

居宅介護支援 ４，８８６ ５，０２２ ５，０６１ 

介護予防支援 ２，０１１ ２，０３４ ２，０３２ 
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夜間対応型訪問介護

夜間において、定期巡回型訪問と利用者の求めに応じた随時の訪問・対応を行いま

す。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

夜間対応型訪問介護 １３ １４ １４ 

 

〇夜間対応型訪問介護は、新型コロナウイルス感染症による利用控えからの利用再開で利

用人数が増加しました。今後は利用人数が横ばいになるものと見込んで推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 夜間対応型訪問介護 ６ ６ ６ 

実績 夜間対応型訪問介護 ４ ５ １２ 

 

高齢者が介護を必要とする状態になっても可能な限り住み慣れた地域で生活できるよう

支援するため、身近な区市町村で提供するサービスです。このサービスを利用できるのは、

原則として中野区民に限られます。 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通して、訪問介護と訪問看護が一体的又は密接に連携しながら、短時間

の定期巡回型訪問と随時の対応を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ５３ ５４ ５５ 

 

〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、利用人数が横ばいとなっており、今後も同様の

傾向が続くものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

地域密着型サービス 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ５９ ６１ ６２ 

実績 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ５３ ５２ ５１ 

168



 

夜間対応型訪問介護

夜間において、定期巡回型訪問と利用者の求めに応じた随時の訪問・対応を行いま

す。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

夜間対応型訪問介護 １３ １４ １４ 

 

〇夜間対応型訪問介護は、新型コロナウイルス感染症による利用控えからの利用再開で利

用人数が増加しました。今後は利用人数が横ばいになるものと見込んで推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 夜間対応型訪問介護 ６ ６ ６ 

実績 夜間対応型訪問介護 ４ ５ １２ 

 

高齢者が介護を必要とする状態になっても可能な限り住み慣れた地域で生活できるよう

支援するため、身近な区市町村で提供するサービスです。このサービスを利用できるのは、

原則として中野区民に限られます。 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通して、訪問介護と訪問看護が一体的又は密接に連携しながら、短時間

の定期巡回型訪問と随時の対応を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ５３ ５４ ５５ 

 

〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、利用人数が横ばいとなっており、今後も同様の

傾向が続くものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

地域密着型サービス 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ５９ ６１ ６２ 

実績 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ５３ ５２ ５１ 
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小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は「通い」を中心に、利用者の選択に応じて「訪問」や「泊

まり」等のサービスを提供します。少人数の家庭的な雰囲気の中で、日常生活上の介

助や機能訓練等を行います。 

看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に

応じて訪問看護のサービスを提供できる仕組みで、医療ニーズの高い高齢者に対して

介護と看護を一体的に提供します。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

小規模多機能型居宅介護 １０２ １１０ １１６ 

介護予防小規模多機能型居宅介護 ９ ９ ９ 

看護小規模多機能型居宅介護 ２９ ２９ ２９ 

〇小規模多機能型居宅介護は、現在、区内で６か所の事業所が運営していますが、稼働率

が低い現状があります。今後、サービスの周知を図る取組などにより稼働率が年々上昇

することを見込み、利用人数が増加するものとして推計しました。 

〇看護小規模多機能型居宅介護は、現在、区内で１か所の事業所が運営しています。今後

３か年で、事業者の意向を踏まえ整備を進めるため、今後の利用人数は横ばいで推移す

るものとして推計しました。 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。  

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

小規模多機能型居宅介護 ９７ ９９ １１０ 

介護予防小規模多機能型居宅介護 ４ ４ ４ 

看護小規模多機能型居宅介護 ２８ ２８ ２８ 

実績 

小規模多機能型居宅介護 ９８ ９９ ９９ 

介護予防小規模多機能型居宅介護 ５ ５ １０ 

看護小規模多機能型居宅介護 ２８ ２５ ２６ 

 

認知症対応型通所介護

日帰りでデイサービスセンターに通う認知症高齢者に、日常生活の介助や機能訓練等

のサービスを行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

認知症対応型通所介護 ２３０ ２３４ ２３７ 

介護予防認知症対応型通所介護 ０ ０ ０ 

 

〇認知症対応型通所介護は、認知症対策の重要性が広く認識されるとともに利用人数が増

加するものと思われましたが、比較的安価で利用できる一般の通所介護の利用により、

実績は微増となっています。今後も同様の傾向が続くものとして推計しました。 

〇介護予防認知症対応型通所介護は、これまでの実績を踏まえて推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

認知症対応型通所介護 ２３６ ２４１ ２４４ 

介護予防認知症対応型通所介護 ０ ０ ０ 

実績 

認知症対応型通所介護 ２２０ ２２１ ２２４ 

介護予防認知症対応型通所介護 ０ ０ ０ 
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小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は「通い」を中心に、利用者の選択に応じて「訪問」や「泊

まり」等のサービスを提供します。少人数の家庭的な雰囲気の中で、日常生活上の介

助や機能訓練等を行います。 

看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に

応じて訪問看護のサービスを提供できる仕組みで、医療ニーズの高い高齢者に対して

介護と看護を一体的に提供します。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

小規模多機能型居宅介護 １０２ １１０ １１６ 

介護予防小規模多機能型居宅介護 ９ ９ ９ 

看護小規模多機能型居宅介護 ２９ ２９ ２９ 

〇小規模多機能型居宅介護は、現在、区内で６か所の事業所が運営していますが、稼働率

が低い現状があります。今後、サービスの周知を図る取組などにより稼働率が年々上昇

することを見込み、利用人数が増加するものとして推計しました。 

〇看護小規模多機能型居宅介護は、現在、区内で１か所の事業所が運営しています。今後

３か年で、事業者の意向を踏まえ整備を進めるため、今後の利用人数は横ばいで推移す

るものとして推計しました。 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。  

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

小規模多機能型居宅介護 ９７ ９９ １１０ 

介護予防小規模多機能型居宅介護 ４ ４ ４ 

看護小規模多機能型居宅介護 ２８ ２８ ２８ 

実績 

小規模多機能型居宅介護 ９８ ９９ ９９ 

介護予防小規模多機能型居宅介護 ５ ５ １０ 

看護小規模多機能型居宅介護 ２８ ２５ ２６ 

 

認知症対応型通所介護

日帰りでデイサービスセンターに通う認知症高齢者に、日常生活の介助や機能訓練等

のサービスを行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

認知症対応型通所介護 ２３０ ２３４ ２３７ 

介護予防認知症対応型通所介護 ０ ０ ０ 

 

〇認知症対応型通所介護は、認知症対策の重要性が広く認識されるとともに利用人数が増

加するものと思われましたが、比較的安価で利用できる一般の通所介護の利用により、

実績は微増となっています。今後も同様の傾向が続くものとして推計しました。 

〇介護予防認知症対応型通所介護は、これまでの実績を踏まえて推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

認知症対応型通所介護 ２３６ ２４１ ２４４ 

介護予防認知症対応型通所介護 ０ ０ ０ 

実績 

認知症対応型通所介護 ２２０ ２２１ ２２４ 

介護予防認知症対応型通所介護 ０ ０ ０ 
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地域密着型通所介護

定員 19 名未満の事業所で、通所介護施設に通う利用者に、食事の提供、入浴、レクリ

エーション等を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

地域密着型通所介護 １，０９０ １，１０９ １，１２９ 

 

〇居宅サービスの通所介護と同様に基幹サービスであることから、今後も利用人数は増加

するものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

令和３年度 

(2021年度)

令和４年度 

(2022 年度)

令和５年度 

(2023年度)

計画 地域密着型通所介護 ９８３ ９８２ ９９０

実績 地域密着型通所介護 １，０５０ １，０５２ １，０５５

 

認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）

家庭的な雰囲気の中で少人数での共同生活を行う認知症の方に、入浴や排せつ・食事

等の日常生活上の介助、機能訓練等のサービスを行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

認知症対応型共同生活介護 ３７９ ３８９ ３９４ 

介護予防認知症対応型共同生活介護 ０ ０ ０ 

 

〇認知症対応型共同生活介護は、事業所の整備に伴い利用人数も増えています。今後も、

事業所の整備が進み、利用人数が増加するものと見込んで推計しました。 

〇介護予防認知症対応型共同生活介護は、これまでの実績を踏まえて推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

認知症対応型共同生活介護 ３３３ ３５１ ３６９ 

介護予防認知症対応型共同生活介護 １ １ １ 

実績 

認知症対応型共同生活介護 ３４１ ３４４ ３６９ 

介護予防認知症対応型共同生活介護 ０ ０ ０ 
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地域密着型通所介護

定員 19 名未満の事業所で、通所介護施設に通う利用者に、食事の提供、入浴、レクリ

エーション等を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

地域密着型通所介護 １，０９０ １，１０９ １，１２９ 

 

〇居宅サービスの通所介護と同様に基幹サービスであることから、今後も利用人数は増加

するものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

令和３年度 

(2021 年度)

令和４年度 

(2022 年度)

令和５年度 

(2023年度)

計画 地域密着型通所介護 ９８３ ９８２ ９９０

実績 地域密着型通所介護 １，０５０ １，０５２ １，０５５

 

認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）

家庭的な雰囲気の中で少人数での共同生活を行う認知症の方に、入浴や排せつ・食事

等の日常生活上の介助、機能訓練等のサービスを行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

認知症対応型共同生活介護 ３７９ ３８９ ３９４ 

介護予防認知症対応型共同生活介護 ０ ０ ０ 

 

〇認知症対応型共同生活介護は、事業所の整備に伴い利用人数も増えています。今後も、

事業所の整備が進み、利用人数が増加するものと見込んで推計しました。 

〇介護予防認知症対応型共同生活介護は、これまでの実績を踏まえて推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

認知症対応型共同生活介護 ３３３ ３５１ ３６９ 

介護予防認知症対応型共同生活介護 １ １ １ 

実績 

認知症対応型共同生活介護 ３４１ ３４４ ３６９ 

介護予防認知症対応型共同生活介護 ０ ０ ０ 
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介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所する施設です。入浴、

排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上

の世話を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

介護老人福祉施設 １，０９１ １，０９１ １，０９１ 

 

〇要介護度３以上の待機者が 500 人を超える状況にあることや、入院病床利用者のうち一

定数が入所することが見込まれますが、令和６年度(2024年度)からの３か年で区内に開

設予定の施設がないことから、利用者は横ばいと見込んで推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

施設サービス 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 介護老人福祉施設 １，０２６ １，０２６ １，０２６ 

実績 介護老人福祉施設 １，０６９ １，０７２ １，０９１ 

 

地域密着型介護老人福祉施設

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所する、入居定員 29 人以

下の施設です。入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓

練、健康管理及び療養上の世話を行います。 

 

地域密着型特定施設入居者生活介護

介護保険の指定を受けた、入居定員 29 人以下の有料老人ホーム、ケアハウス等に入居

している方に、食事や身の回りの世話等の介護サービスを行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

地域密着型介護老人福祉施設 ０ ０ ０ 

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０ 

 

〇第９期計画期間中には整備が行われないものと見込んで推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。  

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

地域密着型介護老人福祉施設 ０ ０ ０ 

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０ 

実績 

地域密着型介護老人福祉施設 ０ ０ ０ 

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０ 
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介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所する施設です。入浴、

排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上

の世話を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

介護老人福祉施設 １，０９１ １，０９１ １，０９１ 

 

〇要介護度３以上の待機者が 500 人を超える状況にあることや、入院病床利用者のうち一

定数が入所することが見込まれますが、令和６年度(2024年度)からの３か年で区内に開

設予定の施設がないことから、利用者は横ばいと見込んで推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

施設サービス 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 介護老人福祉施設 １，０２６ １，０２６ １，０２６ 

実績 介護老人福祉施設 １，０６９ １，０７２ １，０９１ 

 

地域密着型介護老人福祉施設

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所する、入居定員 29 人以

下の施設です。入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓

練、健康管理及び療養上の世話を行います。 

 

地域密着型特定施設入居者生活介護

介護保険の指定を受けた、入居定員 29 人以下の有料老人ホーム、ケアハウス等に入居

している方に、食事や身の回りの世話等の介護サービスを行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

地域密着型介護老人福祉施設 ０ ０ ０ 

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０ 

 

〇第９期計画期間中には整備が行われないものと見込んで推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。  

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 

地域密着型介護老人福祉施設 ０ ０ ０ 

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０ 

実績 

地域密着型介護老人福祉施設 ０ ０ ０ 

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０ 
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介護医療院

介護医療院は、長期の療養を必要とする方が入所する施設です。療養上の管理、看

護、医学的管理の下における介護および機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活

上の世話を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

介護医療院 ４２ ４２ ４２ 

 

〇介護医療院は、区内では１か所開設されています。令和６年度(2024年度)からの３か年

で区内に開設予定の施設はありませんが、介護療養型医療施設が令和５年度（2023 年度）

末をもって廃止されることから、利用者が一定程度介護医療院に移行するものとし、利

用人数は微増すると推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画

介護医療院 ５８ ６８ ７８ 

介護療養型医療施設 ３２ ２２ １２ 

実績 

介護医療院 ４４ ４４ ３９ 

介護療養型医療施設 ２４ １１ ７ 

 

介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な方が入所する施設です。居宅に

おける自立した生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護や、リハ

ビリ・医療等を通しての機能訓練、健康管理等を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

介護老人保健施設 ３２８ ３２８ ３２８ 

 

〇介護老人保健施設は、区内では北部圏域及び南部圏域に１か所ずつ開設されています。

令和６年度(2024年度)からの３か年で区内に開設予定の施設がないことから、利用者は

横ばいとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 介護老人保健施設 ３４１ ３４１ ３４１ 

実績 介護老人保健施設 ３３０ ３１５ ３２８ 
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介護医療院

介護医療院は、長期の療養を必要とする方が入所する施設です。療養上の管理、看

護、医学的管理の下における介護および機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活

上の世話を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

介護医療院 ４２ ４２ ４２ 

 

〇介護医療院は、区内では１か所開設されています。令和６年度(2024年度)からの３か年

で区内に開設予定の施設はありませんが、介護療養型医療施設が令和５年度（2023 年度）

末をもって廃止されることから、利用者が一定程度介護医療院に移行するものとし、利

用人数は微増すると推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画

介護医療院 ５８ ６８ ７８ 

介護療養型医療施設 ３２ ２２ １２ 

実績 

介護医療院 ４４ ４４ ３９ 

介護療養型医療施設 ２４ １１ ７ 

 

介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な方が入所する施設です。居宅に

おける自立した生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護や、リハ

ビリ・医療等を通しての機能訓練、健康管理等を行います。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

介護老人保健施設 ３２８ ３２８ ３２８ 

 

〇介護老人保健施設は、区内では北部圏域及び南部圏域に１か所ずつ開設されています。

令和６年度(2024年度)からの３か年で区内に開設予定の施設がないことから、利用者は

横ばいとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 介護老人保健施設 ３４１ ３４１ ３４１ 

実績 介護老人保健施設 ３３０ ３１５ ３２８ 
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〇新型コロナウイルス感染症による利用控えからの利用再開で増加傾向にありましたが、

伸びは鈍化しつつあり、今後は横ばい傾向に変化するものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）              （単位：人） 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 
予防訪問サービス 

（従前相当サービス） 
１，７００ １，７２０ １，７３０ 

実績 
予防訪問サービス 

（従前相当サービス） 
１，７３０ １，８２１ １，８４７ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

■ 生活援助サービス（緩和基準サービス） 

対象者の状態等を考慮した区独自の人員配置基準や利用料等を設定したホームヘルプ

サービスです（身体介護は除きます）。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

生活援助サービス 

（緩和基準サービス） 
２４ ２４ ２４ 

 

〇実績がほぼ横ばいとなっているため、その傾向が続くものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）              （単位：人） 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 
生活援助サービス 

（緩和基準サービス） 
２７ ２５ ２７ 

実績 
生活援助サービス 

（緩和基準サービス） 
２１ ２２ ２３ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 

平成 29年度(2017年度)から、予防給付のうち訪問介護及び通所介護を、介護予防・日

常生活支援総合事業へ移行して実施しています。 

このほか、介護予防・日常生活支援総合事業では、元気高齢者を含む地域の人たちやＮ

ＰＯ法人等多様な担い手の参画によって、日常的な介護予防と日常生活支援を一体的に展

開していきます。 

介護予防・生活支援サービス事業

自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等がご自宅を訪問

して食事の調理や掃除等を利用者とともに行ったり、デイサービスセンター等で介護

予防を目的とした生活機能の維持向上のための活動を行ったりすることで、利用者自

身ができることが増えるような支援を行います。 

また、保健・医療等の専門職による３～６か月の短期間で行われる生活機能改善を目

指したサービスや地域の住民等によるサービス等、多様なサービスも活用しながら生

活機能の維持向上を図っていきます。 

要支援１・２、サービス事業対象者の方が利用対象となります。 

訪問型サービス

要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供します。 

■ 予防訪問サービス（従前相当サービス）

移行前の予防訪問介護サービスと同じ運営基準で提供されるホームヘルプサービスで

す。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

予防訪問サービス 

（従前相当サービス） 
１，９０５ １，９４９ １，９４９ 

地域支援事業＊の見込み 

介護予防・日常生活支援総合事業 
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〇新型コロナウイルス感染症による利用控えからの利用再開で増加傾向にありましたが、

伸びは鈍化しつつあり、今後は横ばい傾向に変化するものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）              （単位：人） 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 
予防訪問サービス 

（従前相当サービス） 
１，７００ １，７２０ １，７３０ 

実績 
予防訪問サービス 

（従前相当サービス） 
１，７３０ １，８２１ １，８４７ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

■ 生活援助サービス（緩和基準サービス） 

対象者の状態等を考慮した区独自の人員配置基準や利用料等を設定したホームヘルプ

サービスです（身体介護は除きます）。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

生活援助サービス 

（緩和基準サービス） 
２４ ２４ ２４ 

 

〇実績がほぼ横ばいとなっているため、その傾向が続くものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）              （単位：人） 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 
生活援助サービス 

（緩和基準サービス） 
２７ ２５ ２７ 

実績 
生活援助サービス 

（緩和基準サービス） 
２１ ２２ ２３ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 

平成 29年度(2017年度)から、予防給付のうち訪問介護及び通所介護を、介護予防・日

常生活支援総合事業へ移行して実施しています。 

このほか、介護予防・日常生活支援総合事業では、元気高齢者を含む地域の人たちやＮ

ＰＯ法人等多様な担い手の参画によって、日常的な介護予防と日常生活支援を一体的に展

開していきます。 

介護予防・生活支援サービス事業

自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、ホームヘルパー等がご自宅を訪問

して食事の調理や掃除等を利用者とともに行ったり、デイサービスセンター等で介護

予防を目的とした生活機能の維持向上のための活動を行ったりすることで、利用者自

身ができることが増えるような支援を行います。 

また、保健・医療等の専門職による３～６か月の短期間で行われる生活機能改善を目

指したサービスや地域の住民等によるサービス等、多様なサービスも活用しながら生

活機能の維持向上を図っていきます。 

要支援１・２、サービス事業対象者の方が利用対象となります。 

訪問型サービス

要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供します。 

■ 予防訪問サービス（従前相当サービス）

移行前の予防訪問介護サービスと同じ運営基準で提供されるホームヘルプサービスで

す。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

予防訪問サービス 

（従前相当サービス） 
１，９０５ １，９４９ １，９４９ 

地域支援事業＊の見込み 

介護予防・日常生活支援総合事業 
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【第８期計画実績】（年間利用人数）               （単位：人） 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 
短期集中サービス 

（なかの元気アップ訪問） 
－ － － 

実績 
短期集中サービス 

（なかの元気アップ訪問） 
４ １５ ２０ 

※令和５年度(2023 年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

通所型サービス

要支援者等に対し、機能訓練や集いの場等日常生活上の支援を提供します。 

■ 予防通所サービス（従前相当サービス） 

移行前の予防通所介護サービスと同じ運営基準で提供されるデイサービスです。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

予防通所サービス 

（従前相当サービス） 
１，８３２ １，８５０ １，８６９ 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響による増減はあるものの、各年計画値を上回ってお

り、今後も増加傾向にあるものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）              （単位：人） 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 
予防通所サービス 

（従前相当サービス） 
１，５７５ １，５８０ １，５９０ 

実績 
予防通所サービス 

（従前相当サービス） 
１，８３７ １，７５１ １，８０３ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 

■ 住民主体サービス 

シルバー人材センターの会員等が、掃除や食事の準備等の家事支援や外出支援を行い

ます。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

住民主体サービス ２０ ２５ ３０ 

 

○第８期計画期間には新型コロナウイルス感染症による利用控えの影響がみられました

が、今後、利用者のニーズに対応したサービス内容の見直し等により利用促進を図る

ため、利用が増えるものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）              （単位：人） 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 住民主体サービス ３５ ４０ ４５ 

実績 住民主体サービス １７ １０ １２ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

■ 短期集中サービス（なかの元気アップ訪問）

リハビリテーション専門職等が自宅を訪問し、短期間で集中的に生活機能の改善を

目指します。 

 

《サービス見込量》（年間利用人数）             （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

短期集中サービス 

（なかの元気アップ訪問） 
３２ ３２ ３２ 

 

○令和２年度（2020年度）にモデル事業を実施し、令和３年度（2021 年度）から事業

をスタートしました。今後、事業が定着し、利用者が増えるものとして推計しました。 
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【第８期計画実績】（年間利用人数）               （単位：人） 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

計画 
短期集中サービス 

（なかの元気アップ訪問） 
－ － － 

実績 
短期集中サービス 

（なかの元気アップ訪問） 
４ １５ ２０ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

通所型サービス

要支援者等に対し、機能訓練や集いの場等日常生活上の支援を提供します。 

■ 予防通所サービス（従前相当サービス） 

移行前の予防通所介護サービスと同じ運営基準で提供されるデイサービスです。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

予防通所サービス 

（従前相当サービス） 
１，８３２ １，８５０ １，８６９ 

 

○新型コロナウイルス感染症の影響による増減はあるものの、各年計画値を上回ってお

り、今後も増加傾向にあるものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）              （単位：人） 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 
予防通所サービス 

（従前相当サービス） 
１，５７５ １，５８０ １，５９０ 

実績 
予防通所サービス 

（従前相当サービス） 
１，８３７ １，７５１ １，８０３ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 

■ 住民主体サービス 

シルバー人材センターの会員等が、掃除や食事の準備等の家事支援や外出支援を行い

ます。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

住民主体サービス ２０ ２５ ３０ 

 

○第８期計画期間には新型コロナウイルス感染症による利用控えの影響がみられました

が、今後、利用者のニーズに対応したサービス内容の見直し等により利用促進を図る

ため、利用が増えるものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）              （単位：人） 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 住民主体サービス ３５ ４０ ４５ 

実績 住民主体サービス １７ １０ １２ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

■ 短期集中サービス（なかの元気アップ訪問）

リハビリテーション専門職等が自宅を訪問し、短期間で集中的に生活機能の改善を

目指します。 

 

《サービス見込量》（年間利用人数）             （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

短期集中サービス 

（なかの元気アップ訪問） 
３２ ３２ ３２ 

 

○令和２年度（2020年度）にモデル事業を実施し、令和３年度（2021 年度）から事業

をスタートしました。今後、事業が定着し、利用者が増えるものとして推計しました。 
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【第８期計画実績】（月平均利用人数）              （単位：人） 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 住民主体サービス １８０ １９５ ２１０ 

実績 住民主体サービス ２８９ ３２０ ３５６ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

■ 短期集中サービス（なかの元気アップセミナー） 

短期間で集中的に生活機能の改善を目指します。 

 

《サービス見込量》（年間利用人数）                （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

短期集中サービス 

（なかの元気アップセミナー） 
７７ １００ １００ 

 

○新型コロナウイルス感染症による利用控えの影響や事業再編により第８期計画実績は

減少しましたが、令和７年度（2025年度）から事業の再構築を予定しているため、利

用が増えるものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（年間利用人数）               （単位：人） 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 
短期集中サービス 

（なかの元気アップセミナー） 
１２０ １４０ １６０ 

実績 
短期集中サービス 

（なかの元気アップセミナー） 
９９ ９１ ５９ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

■ 活動援助サービス（緩和基準サービス） 

対象者の状態等を考慮した区独自の人員配置基準や利用料等を設定したデイサービス

です。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

活動援助サービス 

（緩和基準サービス） 
１６ １６ １６ 

 

○実績がほぼ横ばいとなっているため、その傾向が続くものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）              （単位：人） 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 
活動援助サービス 

（緩和基準サービス） 
１６ １６ １８ 

実績 
活動援助サービス 

（緩和基準サービス） 
１６ １６ １６ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

■ 住民主体サービス 

高齢者会館のミニデイサービスや地域の自主団体等の活動による介護予防を目的とし

た通いの場です。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

住民主体サービス ３８０ ４１０ ４４０ 

 

〇今後、地域の自主団体による取組をより推進していくことから、利用者が増えるも

のとして推計しました。 
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【第８期計画実績】（月平均利用人数）              （単位：人） 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 住民主体サービス １８０ １９５ ２１０ 

実績 住民主体サービス ２８９ ３２０ ３５６ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

■ 短期集中サービス（なかの元気アップセミナー） 

短期間で集中的に生活機能の改善を目指します。 

 

《サービス見込量》（年間利用人数）                （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

短期集中サービス 

（なかの元気アップセミナー） 
７７ １００ １００ 

 

○新型コロナウイルス感染症による利用控えの影響や事業再編により第８期計画実績は

減少しましたが、令和７年度（2025年度）から事業の再構築を予定しているため、利

用が増えるものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（年間利用人数）               （単位：人） 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 
短期集中サービス 

（なかの元気アップセミナー） 
１２０ １４０ １６０ 

実績 
短期集中サービス 

（なかの元気アップセミナー） 
９９ ９１ ５９ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

■ 活動援助サービス（緩和基準サービス） 

対象者の状態等を考慮した区独自の人員配置基準や利用料等を設定したデイサービス

です。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

活動援助サービス 

（緩和基準サービス） 
１６ １６ １６ 

 

○実績がほぼ横ばいとなっているため、その傾向が続くものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）              （単位：人） 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 
活動援助サービス 

（緩和基準サービス） 
１６ １６ １８ 

実績 
活動援助サービス 

（緩和基準サービス） 
１６ １６ １６ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

■ 住民主体サービス 

高齢者会館のミニデイサービスや地域の自主団体等の活動による介護予防を目的とし

た通いの場です。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

住民主体サービス ３８０ ４１０ ４４０ 

 

〇今後、地域の自主団体による取組をより推進していくことから、利用者が増えるも

のとして推計しました。 
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一般介護予防事業

65 歳以上の高齢者すべての者を対象に、下記事業を実施しています。介護予防の拠点

施設である高齢者会館等での健康づくりや介護予防の取組をはじめ、地域での自主的

な活動の広がりやつながりを推進し、いくつになっても生きがい・役割を持って生活

できる地域の実現を目指していきます。 

 

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要す

る者を把握し、介護予防活動につなげます。 

 

介護予防普及啓発事業

元気なときから介護予防・フレイル予防に取り組めるよう、普及啓発事業を積極的に

進めていきます。 

 

健康・生きがいづくり事業

地域における健康・生きがいづくりを進め、自主的な介護予防活動への支援を行いま

す。 

 

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を強化するために、自主活動団体や介護職員等へのリハ

ビリテーション専門職による助言等の支援を行います。 

 

一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業の事業評価を行います。 

 

 

 

介護予防ケアマネジメント

要支援者等に対し、自立支援に向けた総合事業によるサービス等が適切に提供され、要

支援状態からの自立促進や重度化が予防できるようケアマネジメントします。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）              （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

介護予防ケアマネジメント １，５７０ １，６００ １，６３０ 

 

〇実績はほぼ横ばいとなっていますが、事業対象者数の増加を見込んで少しずつ増える

ものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）              （単位：人） 

  令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 介護予防ケアマネジメント １，６５０ １，７００ １，７５０ 

実績 介護予防ケアマネジメント １，４９６ １，５０４ １，５００ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 
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一般介護予防事業

65 歳以上の高齢者すべての者を対象に、下記事業を実施しています。介護予防の拠点

施設である高齢者会館等での健康づくりや介護予防の取組をはじめ、地域での自主的

な活動の広がりやつながりを推進し、いくつになっても生きがい・役割を持って生活

できる地域の実現を目指していきます。 

 

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を要す

る者を把握し、介護予防活動につなげます。 

 

介護予防普及啓発事業

元気なときから介護予防・フレイル予防に取り組めるよう、普及啓発事業を積極的に

進めていきます。 

 

健康・生きがいづくり事業

地域における健康・生きがいづくりを進め、自主的な介護予防活動への支援を行いま

す。 

 

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を強化するために、自主活動団体や介護職員等へのリハ

ビリテーション専門職による助言等の支援を行います。 

 

一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業の事業評価を行います。 

 

 

 

介護予防ケアマネジメント

要支援者等に対し、自立支援に向けた総合事業によるサービス等が適切に提供され、要

支援状態からの自立促進や重度化が予防できるようケアマネジメントします。 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）              （単位：人） 

 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

介護予防ケアマネジメント １，５７０ １，６００ １，６３０ 

 

〇実績はほぼ横ばいとなっていますが、事業対象者数の増加を見込んで少しずつ増える

ものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均利用人数）              （単位：人） 

  令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

計画 介護予防ケアマネジメント １，６５０ １，７００ １，７５０ 

実績 介護予防ケアマネジメント １，４９６ １，５０４ １，５００ 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

185184

第
６
章

　
中
野
区
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

・
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画

５　

介
護
サ
ー
ビ
ス
見
込
量



 

健福祉相談に対応し、介護保険サービスだけでなく、必要に応じて、区の高齢者福祉サ

ービスにもつなげます。 

成年後見制度の活用が必要な場合や、高齢者の虐待に関する相談等については、関係

部署と連携して対応します。 

 

包括的・継続的ケアマネジメント事業

地域包括支援センターでは、ケアマネジャーと地域の事業者や関係機関とのネットワ

ーク構築や、対応困難なケースについての適切なアドバイスや事例検討会等による、ケ

アマネジャーの対応能力の向上に努めます。 

 

在宅医療・介護連携推進事業

今後の在宅療養者の介護需要の増加に対応するため、在宅医療・介護の連携が更に効

率的に行われるよう、地域ケア会議の場で情報や課題の共有、解決策の検討を図るとと

もに、医療介護情報連携システムの活用を推進します。 

退院後、スムーズに在宅療養に移行できるよう、在宅療養コーディネーター（在宅療

養相談窓口）や地域包括支援センターが連携し、早期に必要なサービスが提供されるよ

う、関係機関等との調整を行います。 

介護者支援の強化のために既に実施している緊急一時入院病床確保事業に、レスパイ

ト＊機能の追加を検討します。 

在宅療養や在宅での看取りについて、区民に情報提供を行い、区民自らが望む在宅療

養生活の実現のためにＡＣＰ（アドバンスケアプランニング）の普及啓発を推進します。 

 

認知症施策推進事業

認知症は誰もがなりうるものであり、認知症になっても安心して、住み慣れた地域で

暮らし続けることができるよう「認知症バリアフリー」を目指します。認知症サポータ

ー、サポートリーダーの養成を継続し、オレンジカフェをはじめとする、地域のネット

ワークづくりを進めます。また、認知症の人の意見や地域で希望を持ち暮らす姿を発信

する機会を増やします。 

軽度認知障害（ＭＣＩ）の段階で早期に発見され支援につながるよう、認知症検診事

業を行い、介護予防事業の利用促進、認知症の症状に合った適切な治療や支援体制の構

築を行います。 

医療・介護従事者の認知症対応力の向上を図るために、研修会や認知症対応ガイドブ

ックの発行等、対応について学んだり情報を得る機会を確保します。また、個別ケース

 

すこやか福祉センター圏域ごとの「すこやか地域ケア会議」と区全体を所掌する「中野

区地域包括ケア推進会議」に加え、令和４年度（2022 年度）より日常区民活動圏域を対

象とした「地域ケア個別会議」を新設し、「地域ケア会議」をより柔軟かつ効率的に行

い、対象範囲や所管事項を見直すことで、地域包括ケアシステムの拡充を図ります。 

また、令和５年（2023年）６月に制定された「共生社会の実現を推進するための認知

症基本法」を踏まえ、認知症とともに暮らす地域づくりを進めるとともに、在宅医療介護

連携を一層推進し、本人の意思による選択のもと、在宅で安心して暮らし続けられる地域

を目指します。 

高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉等の向上、生活の安定のために必要な援助、支

援等を包括的に行う地域包括支援センターでは、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括

的・継続的ケアマネジメント事業を実施します。 

 

地域ケア会議

支援や介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で尊厳ある生活を可能な限り継続

するためには、地域包括ケアシステムを推進する必要があります。 

この地域包括ケアシステムを実現するため、区、区民、関係機関・団体が顔の見える

関係をつくる中で連携し、地域の課題について話し合い、解決に向けた行動につなげて

いくための推進組織として、地域ケア会議の役割はますます重要性を増しています。 

令和４年度（2022年度）からの重層的支援体制整備事業＊の実施に伴い、日常区民活

動圏域（区民活動センター圏域）に新たに設置した「地域ケア個別会議」では、単独の

支援機関では対応が難しい複雑化・複合化した個別事例の解決策を検討するとともに、

地域の関係機関、関係者との連携を図ります。 

日常生活圏域（すこやか福祉センター圏域）ごとに設置している「すこやか地域ケア

会議」では、困難な事例の具体的解決策の検討、ネットワーク構築、地域の課題の発見

及び整理、地域資源の開発等に取り組みます。 

区全体を所掌する「中野区地域包括ケア推進会議」では、地域包括ケアに関する地域

課題を広く捉え、意見を集約し、区や関係機関・団体の取組を相互に確認し、必要な制

度や仕組みを検討します。 

 

総合相談支援事業・権利擁護事業

地域包括支援センターでは介護に関する相談のほか、地域の高齢者からのあらゆる保

包括的支援事業 
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健福祉相談に対応し、介護保険サービスだけでなく、必要に応じて、区の高齢者福祉サ

ービスにもつなげます。 

成年後見制度の活用が必要な場合や、高齢者の虐待に関する相談等については、関係

部署と連携して対応します。 

 

包括的・継続的ケアマネジメント事業

地域包括支援センターでは、ケアマネジャーと地域の事業者や関係機関とのネットワ

ーク構築や、対応困難なケースについての適切なアドバイスや事例検討会等による、ケ

アマネジャーの対応能力の向上に努めます。 

 

在宅医療・介護連携推進事業

今後の在宅療養者の介護需要の増加に対応するため、在宅医療・介護の連携が更に効

率的に行われるよう、地域ケア会議の場で情報や課題の共有、解決策の検討を図るとと

もに、医療介護情報連携システムの活用を推進します。 

退院後、スムーズに在宅療養に移行できるよう、在宅療養コーディネーター（在宅療

養相談窓口）や地域包括支援センターが連携し、早期に必要なサービスが提供されるよ

う、関係機関等との調整を行います。 

介護者支援の強化のために既に実施している緊急一時入院病床確保事業に、レスパイ

ト＊機能の追加を検討します。 

在宅療養や在宅での看取りについて、区民に情報提供を行い、区民自らが望む在宅療

養生活の実現のためにＡＣＰ（アドバンスケアプランニング）の普及啓発を推進します。 

 

認知症施策推進事業

認知症は誰もがなりうるものであり、認知症になっても安心して、住み慣れた地域で

暮らし続けることができるよう「認知症バリアフリー」を目指します。認知症サポータ

ー、サポートリーダーの養成を継続し、オレンジカフェをはじめとする、地域のネット

ワークづくりを進めます。また、認知症の人の意見や地域で希望を持ち暮らす姿を発信

する機会を増やします。 

軽度認知障害（ＭＣＩ）の段階で早期に発見され支援につながるよう、認知症検診事

業を行い、介護予防事業の利用促進、認知症の症状に合った適切な治療や支援体制の構

築を行います。 

医療・介護従事者の認知症対応力の向上を図るために、研修会や認知症対応ガイドブ

ックの発行等、対応について学んだり情報を得る機会を確保します。また、個別ケース

 

すこやか福祉センター圏域ごとの「すこやか地域ケア会議」と区全体を所掌する「中野

区地域包括ケア推進会議」に加え、令和４年度（2022 年度）より日常区民活動圏域を対

象とした「地域ケア個別会議」を新設し、「地域ケア会議」をより柔軟かつ効率的に行

い、対象範囲や所管事項を見直すことで、地域包括ケアシステムの拡充を図ります。 

また、令和５年（2023年）６月に制定された「共生社会の実現を推進するための認知

症基本法」を踏まえ、認知症とともに暮らす地域づくりを進めるとともに、在宅医療介護

連携を一層推進し、本人の意思による選択のもと、在宅で安心して暮らし続けられる地域

を目指します。 

高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉等の向上、生活の安定のために必要な援助、支

援等を包括的に行う地域包括支援センターでは、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括

的・継続的ケアマネジメント事業を実施します。 

 

地域ケア会議

支援や介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で尊厳ある生活を可能な限り継続

するためには、地域包括ケアシステムを推進する必要があります。 

この地域包括ケアシステムを実現するため、区、区民、関係機関・団体が顔の見える

関係をつくる中で連携し、地域の課題について話し合い、解決に向けた行動につなげて

いくための推進組織として、地域ケア会議の役割はますます重要性を増しています。 

令和４年度（2022年度）からの重層的支援体制整備事業＊の実施に伴い、日常区民活

動圏域（区民活動センター圏域）に新たに設置した「地域ケア個別会議」では、単独の

支援機関では対応が難しい複雑化・複合化した個別事例の解決策を検討するとともに、

地域の関係機関、関係者との連携を図ります。 

日常生活圏域（すこやか福祉センター圏域）ごとに設置している「すこやか地域ケア

会議」では、困難な事例の具体的解決策の検討、ネットワーク構築、地域の課題の発見

及び整理、地域資源の開発等に取り組みます。 

区全体を所掌する「中野区地域包括ケア推進会議」では、地域包括ケアに関する地域

課題を広く捉え、意見を集約し、区や関係機関・団体の取組を相互に確認し、必要な制

度や仕組みを検討します。 

 

総合相談支援事業・権利擁護事業

地域包括支援センターでは介護に関する相談のほか、地域の高齢者からのあらゆる保

包括的支援事業 
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【地域包括支援センター一覧】 

名 称 住  所 担  当  区  域 

南中野 

 

弥生町 5-11-26 

（南部すこやか福祉センター内） 

南台全域、弥生町 1 丁目 38 番 1～10,24,25 号、39 番、弥生
町 2 丁目 36 番 7～9 号、37 番 5（一部）,9（一部）号、40
番 8 号、41 番 8 号、43～53 番、弥生町 3～6 丁目 

本町 

 

本町 5-10-4 

（倶楽部千代田會館内） 

 

弥生町 1 丁目 1～37 番、38 番 11～23 号、40～60 番、弥生町
2 丁目 1～35 番、36 番 1～6,10～15 号、37 番 1～4,5（一
部）,6～8,9（一部）,10～15 号,38,39 番、40 番 1～3,9～
13 号、41 番 1～6,10～21 号、42 番、本町 1 丁目 1～12 番、
13 番 1～7,8（一部）号、15 番 1～6,25 号、16～30 番、本
町 2 丁目 1～45,52,53 番、本町 3 丁目 1～26 番、本町 4 丁目
1～4,6～48 番、本町 5・6 丁目、中央 3 丁目 30～36 番、中
央 4 丁目 1～5 番、6 番 1～12,17～29 号、7～10 番、中央 5
丁目 1～19 番、20 番 1～6,7（一部）,13～15 号、21 番 6～
15 号、27 番 1～13,25～34 号 

東中野 

 

東中野 1-5-1 

 

本町 1 丁目 13 番 8（一部）,9～18 号、14 番、15 番 11～22
号、31,32 番、本町 2 丁目 46～51,54 番、本町 3 丁目 27～33
番、本町 4 丁目 5 番、中央 1・2 丁目、中央 3 丁目 1,2 ,22
～26 番、東中野 1・2 丁目、東中野 4・5 丁目、中野 1 丁目
1～31,33～49,51～53 番、54 番 1～5 号、56 番 10（一
部）,11（一部）,13（一部）号、57～63 番 

中野 

 

中央 3-19-1 

(中部すこやか福祉センター内) 

 

中央 3 丁目 3～21,27～29,37～51 番、中央 4 丁目 6 番 14,15
号、11～61 番、中央 5 丁目 20 番 7（一部）,8～11号、21 番
1～5 号、22～26 番、27 番 14～23 号、28～49 番、東中野 3
丁目、中野 1 丁目 32,50,54 番 9～13 号、55 番、56 番 1～
9,10（一部）,11（一部）,12,13（一部）号、中野 2・3 丁
目、中野 4 丁目 1,2,8～10,13～21 番、22 番 1,2 号、中野 5
丁目 1～67 番、中野 6 丁目、上高田全域、新井 1 丁目 1 番、
2 番 1～17,25（一部）,26～28 号、3 番 1～3,11～15 号 

中野北 

 

松が丘 1-32-10 

(松が丘シニアプラザ内) 

中野 4 丁目 3～7,11,12 番、22 番 3 号、23 番、中野 5 丁目
68 番、新井 1 丁目 2 番 18～24,25（一部）号、3 番 4～8 号、
4～43 番、新井 2～5 丁目（3 丁目 38 番除く）、松が丘全域、
江原町全域、江古田 1 丁目 1～39 番、野方 1 丁目 1～35,43
～49,54～58 番、野方 2 丁目、大和町 1 丁目 12～15 番、大
和町 2 丁目 1,2 番 

江古田 

 

江古田 4-31-10 

(北部すこやか福祉センター内) 

新井 3 丁目 38 番、沼袋全域、江古田 1 丁目 40～43 番、江古
田 2～4 丁目、丸山全域、野方 3～4 丁目、野方 5 丁目 1～6
番、7 番（1～4 号を除く）、10～34 番、35 番 1,2 号、野方 6
丁目 1～35 番、36 番 13～15 号、40 番 1～3,15～22 号、41～
44 番、45 番 11～17 号、47 番 1 号、48～51 番、若宮 1 丁目
7 番 10～14 号、8 番 8（一部）,9～13 号、10 番、11 番 5～
15 号、12～16,24～27 番 

鷺宮 

 

若宮 3-58-10 

(鷺宮すこやか福祉センター内) 

 

野方 1 丁目 36～42,50～53番、野方 5 丁目 7 番 1～4 号、8,9
番、35 番 4～10 号、大和町 1 丁目 1～11,16～68 番、大和町
2 丁目 3～49 番、大和町 3・4 丁目、若宮 1 丁目 1～6 番、7
番 1～9,15,16 号、8 番 1～7,8（一部）,14～19 号、9番、11
番 1,2 号、17～23,28～59番、若宮 2・3 丁目、白鷺 1 丁目 

上鷺宮 

 

上鷺宮 3-17-4 

(かみさぎホーム内) 

野方 6 丁目 36 番 1～12 号、37～39 番、40 番 5～14 号、45
番 1～10 号、46 番、47 番 2～16 号、52,53 番、白鷺 2・3 丁
目、鷺宮全域、上鷺宮全域 

 

については、地域認知症疾患医療センターや認知症初期集中支援チーム員会議を活用し

ます。 

認知症の本人や家族、支援者が地域で孤立をしないために、相談や情報交換ができる

身近な地域拠点の利用促進を進めます。 

若年性認知症相談窓口では、相談支援とニーズに対応した支援体制やサービスの構築

を図ります。 

 

介護予防・生活支援サービスの体制整備

生活支援コーディネーターが、地域づくり推進の中心的な役割を担う存在としてＮＰ

Ｏ、民間企業、ボランティア、社会福祉法人等、生活支援サービスを担う関係者との情

報共有と連携を進め、協働して日常生活上の支援体制の充実を図ります。 
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【地域包括支援センター一覧】 

名 称 住  所 担  当  区  域 

南中野 

 

弥生町 5-11-26 

（南部すこやか福祉センター内） 

南台全域、弥生町 1 丁目 38 番 1～10,24,25 号、39 番、弥生
町 2 丁目 36 番 7～9 号、37 番 5（一部）,9（一部）号、40
番 8 号、41 番 8 号、43～53 番、弥生町 3～6 丁目 

本町 

 

本町 5-10-4 

（倶楽部千代田會館内） 

 

弥生町 1 丁目 1～37 番、38 番 11～23 号、40～60 番、弥生町
2 丁目 1～35 番、36 番 1～6,10～15 号、37 番 1～4,5（一
部）,6～8,9（一部）,10～15 号,38,39 番、40 番 1～3,9～
13 号、41 番 1～6,10～21 号、42 番、本町 1 丁目 1～12 番、
13 番 1～7,8（一部）号、15 番 1～6,25 号、16～30 番、本
町 2 丁目 1～45,52,53 番、本町 3 丁目 1～26 番、本町 4 丁目
1～4,6～48 番、本町 5・6 丁目、中央 3 丁目 30～36 番、中
央 4 丁目 1～5 番、6 番 1～12,17～29 号、7～10 番、中央 5
丁目 1～19 番、20 番 1～6,7（一部）,13～15 号、21 番 6～
15 号、27 番 1～13,25～34 号 

東中野 

 

東中野 1-5-1 

 

本町 1 丁目 13 番 8（一部）,9～18 号、14 番、15 番 11～22
号、31,32 番、本町 2 丁目 46～51,54 番、本町 3 丁目 27～33
番、本町 4 丁目 5 番、中央 1・2 丁目、中央 3 丁目 1,2 ,22
～26 番、東中野 1・2 丁目、東中野 4・5 丁目、中野 1 丁目
1～31,33～49,51～53 番、54 番 1～5 号、56 番 10（一
部）,11（一部）,13（一部）号、57～63 番 

中野 

 

中央 3-19-1 

(中部すこやか福祉センター内) 

 

中央 3 丁目 3～21,27～29,37～51 番、中央 4 丁目 6 番 14,15
号、11～61 番、中央 5 丁目 20 番 7（一部）,8～11号、21 番
1～5 号、22～26 番、27 番 14～23 号、28～49 番、東中野 3
丁目、中野 1 丁目 32,50,54 番 9～13 号、55 番、56 番 1～
9,10（一部）,11（一部）,12,13（一部）号、中野 2・3 丁
目、中野 4 丁目 1,2,8～10,13～21 番、22 番 1,2 号、中野 5
丁目 1～67 番、中野 6 丁目、上高田全域、新井 1 丁目 1 番、
2 番 1～17,25（一部）,26～28 号、3 番 1～3,11～15 号 

中野北 

 

松が丘 1-32-10 

(松が丘シニアプラザ内) 

中野 4 丁目 3～7,11,12 番、22 番 3 号、23 番、中野 5 丁目
68 番、新井 1 丁目 2 番 18～24,25（一部）号、3 番 4～8 号、
4～43 番、新井 2～5 丁目（3 丁目 38 番除く）、松が丘全域、
江原町全域、江古田 1 丁目 1～39 番、野方 1 丁目 1～35,43
～49,54～58 番、野方 2 丁目、大和町 1 丁目 12～15 番、大
和町 2 丁目 1,2 番 

江古田 

 

江古田 4-31-10 

(北部すこやか福祉センター内) 

新井 3 丁目 38 番、沼袋全域、江古田 1 丁目 40～43 番、江古
田 2～4 丁目、丸山全域、野方 3～4 丁目、野方 5 丁目 1～6
番、7 番（1～4 号を除く）、10～34 番、35 番 1,2 号、野方 6
丁目 1～35 番、36 番 13～15 号、40 番 1～3,15～22 号、41～
44 番、45 番 11～17 号、47 番 1 号、48～51 番、若宮 1 丁目
7 番 10～14 号、8 番 8（一部）,9～13 号、10 番、11 番 5～
15 号、12～16,24～27 番 

鷺宮 

 

若宮 3-58-10 

(鷺宮すこやか福祉センター内) 

 

野方 1 丁目 36～42,50～53番、野方 5 丁目 7 番 1～4 号、8,9
番、35 番 4～10 号、大和町 1 丁目 1～11,16～68 番、大和町
2 丁目 3～49 番、大和町 3・4 丁目、若宮 1 丁目 1～6 番、7
番 1～9,15,16 号、8 番 1～7,8（一部）,14～19 号、9番、11
番 1,2 号、17～23,28～59番、若宮 2・3 丁目、白鷺 1 丁目 

上鷺宮 

 

上鷺宮 3-17-4 

(かみさぎホーム内) 

野方 6 丁目 36 番 1～12 号、37～39 番、40 番 5～14 号、45
番 1～10 号、46 番、47 番 2～16 号、52,53 番、白鷺 2・3 丁
目、鷺宮全域、上鷺宮全域 

 

については、地域認知症疾患医療センターや認知症初期集中支援チーム員会議を活用し

ます。 

認知症の本人や家族、支援者が地域で孤立をしないために、相談や情報交換ができる

身近な地域拠点の利用促進を進めます。 

若年性認知症相談窓口では、相談支援とニーズに対応した支援体制やサービスの構築

を図ります。 

 

介護予防・生活支援サービスの体制整備

生活支援コーディネーターが、地域づくり推進の中心的な役割を担う存在としてＮＰ

Ｏ、民間企業、ボランティア、社会福祉法人等、生活支援サービスを担う関係者との情

報共有と連携を進め、協働して日常生活上の支援体制の充実を図ります。 
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介護給付適正化事業

「自立支援」に資する適切なプランになっているかを介護支援専門員と保険者がとも

に検証確認するため、ケアプラン点検を行います。 

 

《サービス見込量》（年間件数）                  （単位：件） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

ケアプラン点検実施件数 ３５ ３５ ３５ 

 

〇区内全居宅介護支援事業所に対し、２年に１回点検を実施します。 

 

【第８期計画実績】（年間件数）                  （単位：件） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

ケアプラン点検実施件数 １８ ２８ ３１ 

 

 

高齢者成年後見制度利用支援事業

虐待や認知症高齢者の中で、支援困難なケースについて、弁護士や精神科医等の助言

者等を含めた専門ケース会議を行います。また、成年後見の手続が必要とされるケー

スで申立人がいない場合には、区長が家庭裁判所に対して、後見人等審判請求を行い

ます。この場合、本人が低所得者のために必要な報酬を支払うことができない場合に

は、家庭裁判所の審判内容に従い、当該報酬の一部を補助します。 

 

《サービス見込量》                        （単位：件） 

 

〇高齢者成年後見制度の区長申立ては、同制度の普及や親族による申立てが困難な認知

症等による判断能力が低下した高齢者の増加が見込まれます。今後も利用人数は増え

るものとして過去５年間の実績から推計しました。 

 

【第８期計画実績】                        （単位：件） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 

任意事業 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

成年後見申立件数 ４０ ４１ ４２ 

 令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

成年後見申立件数 ３９ ３７ ３７ 
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介護給付適正化事業

「自立支援」に資する適切なプランになっているかを介護支援専門員と保険者がとも

に検証確認するため、ケアプラン点検を行います。 

 

《サービス見込量》（年間件数）                  （単位：件） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

ケアプラン点検実施件数 ３５ ３５ ３５ 

 

〇区内全居宅介護支援事業所に対し、２年に１回点検を実施します。 

 

【第８期計画実績】（年間件数）                  （単位：件） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

ケアプラン点検実施件数 １８ ２８ ３１ 

 

 

高齢者成年後見制度利用支援事業

虐待や認知症高齢者の中で、支援困難なケースについて、弁護士や精神科医等の助言

者等を含めた専門ケース会議を行います。また、成年後見の手続が必要とされるケー

スで申立人がいない場合には、区長が家庭裁判所に対して、後見人等審判請求を行い

ます。この場合、本人が低所得者のために必要な報酬を支払うことができない場合に

は、家庭裁判所の審判内容に従い、当該報酬の一部を補助します。 

 

《サービス見込量》                        （単位：件） 

 

〇高齢者成年後見制度の区長申立ては、同制度の普及や親族による申立てが困難な認知

症等による判断能力が低下した高齢者の増加が見込まれます。今後も利用人数は増え

るものとして過去５年間の実績から推計しました。 

 

【第８期計画実績】                        （単位：件） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 

任意事業 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

成年後見申立件数 ４０ ４１ ４２ 

 令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

成年後見申立件数 ３９ ３７ ３７ 
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家族介護支援

在宅の介護が必要な高齢者を抱える家族を対象に、介護技術の向上と、介護者同士の

交流・情報交換等を目的とした家族介護教室を実施します。 

 

《サービス見込量》                       （単位：回） 

 

〇プログラムについて、参加者のニーズを捉えながら、懇談・学習会・講演等、様々な

メニューを提供できるようにしていきます。 

 

【第８期計画実績】                       （単位：回） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

家族介護教室実施回数 １６ １６ １６ 

 令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

家族介護教室実施回数 １６ １６ １６ 

 

住宅改修理由書作成助成

要介護等認定者が住宅改修を行う場合に必要となる、ケアマネジャー等が作成する理

由書を、介護サービスを利用していない等の理由で福祉住環境コーディネーター等が

作成した場合は、理由書の作成代金を助成します。 

 

《サービス見込量》（月平均件数）                 （単位：件） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

住宅改修理由書作成助成 ２３ ２４ ２４ 

 

○新型コロナウイルス感染症による利用控えからの利用再開により大幅な増加傾向にあ

りましたが、今後住宅改修件数自体が激増するとは考えにくく、横ばい傾向に変化す

るものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均件数）                 （単位：件） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 
令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

住宅改修理由書作成助成 １０ １６ ２３ 
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家族介護支援

在宅の介護が必要な高齢者を抱える家族を対象に、介護技術の向上と、介護者同士の

交流・情報交換等を目的とした家族介護教室を実施します。 

 

《サービス見込量》                       （単位：回） 

 

〇プログラムについて、参加者のニーズを捉えながら、懇談・学習会・講演等、様々な

メニューを提供できるようにしていきます。 

 

【第８期計画実績】                       （単位：回） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

家族介護教室実施回数 １６ １６ １６ 

 令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

家族介護教室実施回数 １６ １６ １６ 

 

住宅改修理由書作成助成

要介護等認定者が住宅改修を行う場合に必要となる、ケアマネジャー等が作成する理

由書を、介護サービスを利用していない等の理由で福祉住環境コーディネーター等が

作成した場合は、理由書の作成代金を助成します。 

 

《サービス見込量》（月平均件数）                 （単位：件） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

住宅改修理由書作成助成 ２３ ２４ ２４ 

 

○新型コロナウイルス感染症による利用控えからの利用再開により大幅な増加傾向にあ

りましたが、今後住宅改修件数自体が激増するとは考えにくく、横ばい傾向に変化す

るものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】（月平均件数）                 （単位：件） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 
令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

住宅改修理由書作成助成 １０ １６ ２３ 
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介護サービス事業者育成支援

介護サービスの質を向上させるため、介護サービス事業に従事する職員及び経営者・

管理者に対して、研修を行います。 

 

《サービス見込量》                       （単位：回） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

介護サービス事業者等研修会実施回数 １５ １５ １５ 

 

○第９期計画期間においても、継続して研修を実施します。 

 

【第８期計画実績】                       （単位：回） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

介護サービス事業者等研修会実施回数 １５ １５ １５ 

 

徘徊高齢者探索サービス

認知症による徘徊行動のある高齢者を在宅で介護する家族等にＧＰＳを利用した位置

情報探索機を貸し出し、徘徊時に家族等が電話やインターネットで高齢者の位置を検

索することで、早期発見につなげます（自己負担あり）。 

 

《サービス見込量》                        （単位：人） 

 

〇過去５年間の実績をもとに今後の伸び率を推計しました。 

 

【第８期計画実績】                        （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

徘徊高齢者探索サービス利用者延人数 ３２５ ３３５ ３４５ 

 令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

徘徊高齢者探索サービス利用者延人数 ３０９ ３３７ ３１６ 

194



 

介護サービス事業者育成支援

介護サービスの質を向上させるため、介護サービス事業に従事する職員及び経営者・

管理者に対して、研修を行います。 

 

《サービス見込量》                       （単位：回） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

介護サービス事業者等研修会実施回数 １５ １５ １５ 

 

○第９期計画期間においても、継続して研修を実施します。 

 

【第８期計画実績】                       （単位：回） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

介護サービス事業者等研修会実施回数 １５ １５ １５ 

 

徘徊高齢者探索サービス

認知症による徘徊行動のある高齢者を在宅で介護する家族等にＧＰＳを利用した位置

情報探索機を貸し出し、徘徊時に家族等が電話やインターネットで高齢者の位置を検

索することで、早期発見につなげます（自己負担あり）。 

 

《サービス見込量》                        （単位：人） 

 

〇過去５年間の実績をもとに今後の伸び率を推計しました。 

 

【第８期計画実績】                        （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

徘徊高齢者探索サービス利用者延人数 ３２５ ３３５ ３４５ 

 令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

徘徊高齢者探索サービス利用者延人数 ３０９ ３３７ ３１６ 
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保険給付の対象外のサービスを、市区町村独自の保険給付として実施するもので、中野

区民のみが利用できるサービスです。 

 

短期入所（ショートステイ）送迎

短期入所（ショートステイ）サービスを利用する際に、タクシー又は寝台付自動車で

の送迎費用の一部を支給します。 

 

《サービス見込量》                       （単位：件） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

送迎費用支給件数 ９ １０ １１ 

 

〇年度ごとに増減はあるものの、今後も一定数の利用が見込まれるため、微増として推計

しました。 

 

【第８期計画実績】                       （単位：件） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

特別給付事業の見込み 

令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

送迎費用支給件数 ５ １４ ７ 

 

高齢者福祉住宅生活援助

高齢者が地域で自立した生活ができることを目的として、中野区立高齢者用福祉住宅

及び都営シルバーピアに生活援助員を設置します。生活援助員は、入居者に対して生

活指導・相談、安否の確認、緊急時の対応等を行います。 

 

《サービス見込量》                        （単位：戸） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

生活援助員設置住宅数 ３ ３ ３ 

 

○現在生活援助員を設置している住宅について、引き続き設置するものとして推計しま

した。 

 

【第８期計画実績】                       （単位：戸） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

生活援助員設置住宅数 － ３ ３ 
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保険給付の対象外のサービスを、市区町村独自の保険給付として実施するもので、中野

区民のみが利用できるサービスです。 

 

短期入所（ショートステイ）送迎

短期入所（ショートステイ）サービスを利用する際に、タクシー又は寝台付自動車で

の送迎費用の一部を支給します。 

 

《サービス見込量》                       （単位：件） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

送迎費用支給件数 ９ １０ １１ 

 

〇年度ごとに増減はあるものの、今後も一定数の利用が見込まれるため、微増として推計

しました。 

 

【第８期計画実績】                       （単位：件） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

特別給付事業の見込み 

令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

送迎費用支給件数 ５ １４ ７ 

 

高齢者福祉住宅生活援助

高齢者が地域で自立した生活ができることを目的として、中野区立高齢者用福祉住宅

及び都営シルバーピアに生活援助員を設置します。生活援助員は、入居者に対して生

活指導・相談、安否の確認、緊急時の対応等を行います。 

 

《サービス見込量》                        （単位：戸） 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

生活援助員設置住宅数 ３ ３ ３ 

 

○現在生活援助員を設置している住宅について、引き続き設置するものとして推計しま

した。 

 

【第８期計画実績】                       （単位：戸） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

生活援助員設置住宅数 － ３ ３ 
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訪問理美容サービス

要介護度３～５の在宅で寝たきり又は認知症により理美容店での調髪が困難な方を対

象として、自宅で理美容サービスを実施します（自己負担あり）。 

 

《サービス見込量》                       （単位：件） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

訪問理美容サービス利用延件数 ５７６ ５８１ ５８７ 

 

〇平成 30 年度(2018 年度)からは、対象を要介護３の方まで広げる等、サービスの普及・

拡大を進めた結果、増加しました。今後もやや増加するものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】                       （単位：件） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

訪問理美容サービス利用延件数 ３７５ ５６１ ５７０ 

 

寝具乾燥サービス

要介護度４・５の在宅で寝たきり及び常時失禁状態の方を対象として、自宅に訪問

し、寝具乾燥を実施します（自己負担あり）。 

 

《サービス見込量》                       （単位：件） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

寝具乾燥サービス利用延件数 ７７ ８３ ９５ 

 

〇介護保険負担割合証の発送時に案内を同封する等の周知方法変更の成果により件数が増

加しました。今後もやや増加するものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】                       （単位：件） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

寝具乾燥サービス利用延件数 ４９ ５１ ７０ 
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訪問理美容サービス

要介護度３～５の在宅で寝たきり又は認知症により理美容店での調髪が困難な方を対

象として、自宅で理美容サービスを実施します（自己負担あり）。 

 

《サービス見込量》                       （単位：件） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

訪問理美容サービス利用延件数 ５７６ ５８１ ５８７ 

 

〇平成 30 年度(2018 年度)からは、対象を要介護３の方まで広げる等、サービスの普及・

拡大を進めた結果、増加しました。今後もやや増加するものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】                       （単位：件） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022 年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

訪問理美容サービス利用延件数 ３７５ ５６１ ５７０ 

 

寝具乾燥サービス

要介護度４・５の在宅で寝たきり及び常時失禁状態の方を対象として、自宅に訪問

し、寝具乾燥を実施します（自己負担あり）。 

 

《サービス見込量》                       （単位：件） 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

寝具乾燥サービス利用延件数 ７７ ８３ ９５ 

 

〇介護保険負担割合証の発送時に案内を同封する等の周知方法変更の成果により件数が増

加しました。今後もやや増加するものとして推計しました。 

 

【第８期計画実績】                       （単位：件） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

 令和３年度 

(2021 年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023 年度) 

寝具乾燥サービス利用延件数 ４９ ５１ ７０ 
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６  介護保険事業費の見込み及び介護保険料 

第８期（令和３年度(2021 年度)～５年度(2023 年度)）の介護保険事業費の実績、第９

期（令和６年度(2024 年度)～８年度(2026 年度)）及び令和 22 年度(2040 年度)の見込み

は下表のとおりです。 

 

【第８期の介護保険事業費の実績】       （単位：千円） 

区   分 
令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 
合  計 

介 護 給 付 費 21,098,784 21,281,500 22,068,876 64,449,160 

地域支援事業費 1,362,327 1,393,834 1,437,187 4,193,348 

その他経費 24,369 24,993 25,353 74,715 

合   計 22,485,480 22,700,327 23,531,416 68,717,223 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む 

 

【第９期及び令和 年度の介護保険事業費の見込み】

（１）第９期 （単位：千円） 

 

（２）令和 年度 （単位：千円）

区   分 
令和 22年度 

(2040年度)

介 護 給 付 費 26,623,134 

地域支援事業費 1,787,307 

その他経費 32,690 

合   計 28,443,131 

介護保険事業費の見込み 

区   分 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 
合  計 

介 護 給 付 費 22,734,010 23,026,334 23,292,209 69,052,553 

地域支援事業費 1,694,655 1,679,468 1,664,872 5,038,995 

その他経費 27,603 27,879 28,158 83,640 

合   計 24,456,268 24,733,681 24,985,239 74,175,188 

 

紙おむつサービス

要介護度１～５の高齢者で、在宅介護を必要とし、常時失禁状態にある 65 歳以上の方

に紙おむつをお届けします（所得制限あり）。 

 

《サービス見込量》                        （単位：人） 

 

〇過去５年間の実績をもとに今後の伸び率を推計しました。 

 

【第８期計画実績】                        （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

令和６年度 

(2024 年度)

令和７年度 

(2025 年度)

令和８年度 

(2026年度)

紙おむつサービス月平均利用者数 １，８１５ １，８４６ １，８７８

令和３年度 

(2021 年度)

令和４年度 

(2022 年度)

令和５年度 

(2023年度)

紙おむつサービス月平均利用者数 １，７６０ １，７７１ １，７８５
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６  介護保険事業費の見込み及び介護保険料 

第８期（令和３年度(2021 年度)～５年度(2023 年度)）の介護保険事業費の実績、第９

期（令和６年度(2024 年度)～８年度(2026 年度)）及び令和 22 年度(2040 年度)の見込み

は下表のとおりです。 

 

【第８期の介護保険事業費の実績】       （単位：千円） 

区   分 
令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 
合  計 

介 護 給 付 費 21,098,784 21,281,500 22,068,876 64,449,160 

地域支援事業費 1,362,327 1,393,834 1,437,187 4,193,348 

その他経費 24,369 24,993 25,353 74,715 

合   計 22,485,480 22,700,327 23,531,416 68,717,223 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む 

 

【第９期及び令和 年度の介護保険事業費の見込み】

（１）第９期 （単位：千円） 

 

（２）令和 年度 （単位：千円）

区   分 
令和 22年度 

(2040年度)

介 護 給 付 費 26,623,134 

地域支援事業費 1,787,307 

その他経費 32,690 

合   計 28,443,131 

介護保険事業費の見込み 

区   分 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 
合  計 

介 護 給 付 費 22,734,010 23,026,334 23,292,209 69,052,553 

地域支援事業費 1,694,655 1,679,468 1,664,872 5,038,995 

その他経費 27,603 27,879 28,158 83,640 

合   計 24,456,268 24,733,681 24,985,239 74,175,188 

 

紙おむつサービス

要介護度１～５の高齢者で、在宅介護を必要とし、常時失禁状態にある 65 歳以上の方

に紙おむつをお届けします（所得制限あり）。 

 

《サービス見込量》                        （単位：人） 

 

〇過去５年間の実績をもとに今後の伸び率を推計しました。 

 

【第８期計画実績】                        （単位：人） 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む。 

 

 

令和６年度 

(2024年度)

令和７年度 

(2025年度)

令和８年度 

(2026年度)

紙おむつサービス月平均利用者数 １，８１５ １，８４６ １，８７８

令和３年度 

(2021年度)

令和４年度 

(2022年度)

令和５年度 

(2023年度)

紙おむつサービス月平均利用者数 １，７６０ １，７７１ １，７８５
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介護給付費等の財源は、利用者負担分を除いた介護給付費及び地域支援事業費を公費

（国、都及び区）及び 40 歳以上の被保険者の保険料で賄う仕組みとなっています。第１

号被保険者（65 歳以上）の介護保険料は、区市町村（保険者）ごとに、介護サービスの見

込量に応じて算出します。 

 

介護給付費等の財源構成は、下表のとおりです。第１号被保険者の負担率は、第１号被

保険者と第２号被保険者の比率に基づき、国が定めています。第９期計画期間における第

１号被保険者の負担率は、第８期計画期間と同じ 23％です。 

 

【介護給付費・地域支援事業費の財源構成】

区  分 

介護給付費 地域支援事業 

特別給付 施設 

給付費 

その他 

給付費 
総合事業 

総合事業 

以外 

公 

費 

国庫負担金 15.0 % 20.0 % 20.0 % 38.5 % － 

（国）調整交付金 5.0 % 5.0 % 5.0 % － － 

都負担金 17.5 % 12.5 % 12.5 % 19.25% － 

区負担金 12.5 % 12.5 % 12.5 % 19.25% － 

保
険
料 

第１号保険料負担 23.0 % 23.0 % 23.0 % 23.0 % 100.0 % 

第２号保険料負担 27.0 % 27.0 % 27.0 % － － 

合  計 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

注） 

○調整交付 金：第１号被保険者の所得状況及び 75 歳以上の後期高齢者割合について、

区の見込みと全国平均との格差を調整するために交付されます。これらの割合が全国平均

と同等であれば、交付割合は５％となります。 

 

○その他給付費：介護給付費等（介護給付費＋審査支払手数料）から施設給付費を除いた

もの  

第１号被保険者の介護保険料 

介護給付費等の財源構成 

 

※介護給付費は、利用者負担額を除いた額で、特定施設入所者生活介護サービス費、高額介護サ

ービス費等を含みます。 

※介護報酬の改定分は全体の改定率をもとに計算しています。 

※地域支援事業費は、重層的支援体制整備事業として一般会計で実施する費用を含みます。 

※その他経費は、審査支払手数料です。 

 

また、中野区独自で実施する特別給付事業に要する費用の第８期の実績、第９期及び令

和 22年度(2040年度)の見込みは、下表のとおりです。 

 

【第８期の特別給付費の実績】     （単位：千円） 

区 分 
令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 
合 計 

特別給付費 109,348 110,473 124,353 344,174 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む 

 

【第９期、令和 年度の特別給付費の見込み】

（１）第９期 （単位：千円） 

区 分 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 
合 計 

特別給付費 138,219 153,701 170,808 462,728 

（２）令和 年度（単位：千円） 

区 分 
令和 22 年度 

(2040年度) 

特別給付費 171,254 
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介護給付費等の財源は、利用者負担分を除いた介護給付費及び地域支援事業費を公費

（国、都及び区）及び 40 歳以上の被保険者の保険料で賄う仕組みとなっています。第１

号被保険者（65 歳以上）の介護保険料は、区市町村（保険者）ごとに、介護サービスの見

込量に応じて算出します。 

 

介護給付費等の財源構成は、下表のとおりです。第１号被保険者の負担率は、第１号被

保険者と第２号被保険者の比率に基づき、国が定めています。第９期計画期間における第

１号被保険者の負担率は、第８期計画期間と同じ 23％です。 

 

【介護給付費・地域支援事業費の財源構成】

区  分 

介護給付費 地域支援事業 

特別給付 施設 

給付費 

その他 

給付費 
総合事業 

総合事業 

以外 

公 

費 

国庫負担金 15.0 % 20.0 % 20.0 % 38.5 % － 

（国）調整交付金 5.0 % 5.0 % 5.0 % － － 

都負担金 17.5 % 12.5 % 12.5 % 19.25% － 

区負担金 12.5 % 12.5 % 12.5 % 19.25% － 

保
険
料 

第１号保険料負担 23.0 % 23.0 % 23.0 % 23.0 % 100.0 % 

第２号保険料負担 27.0 % 27.0 % 27.0 % － － 

合  計 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

注） 

○調整交付 金：第１号被保険者の所得状況及び 75 歳以上の後期高齢者割合について、

区の見込みと全国平均との格差を調整するために交付されます。これらの割合が全国平均

と同等であれば、交付割合は５％となります。 

 

○その他給付費：介護給付費等（介護給付費＋審査支払手数料）から施設給付費を除いた

もの  

第１号被保険者の介護保険料 

介護給付費等の財源構成 

 

※介護給付費は、利用者負担額を除いた額で、特定施設入所者生活介護サービス費、高額介護サ

ービス費等を含みます。 

※介護報酬の改定分は全体の改定率をもとに計算しています。 

※地域支援事業費は、重層的支援体制整備事業として一般会計で実施する費用を含みます。 

※その他経費は、審査支払手数料です。 

 

また、中野区独自で実施する特別給付事業に要する費用の第８期の実績、第９期及び令

和 22年度(2040年度)の見込みは、下表のとおりです。 

 

【第８期の特別給付費の実績】     （単位：千円） 

区 分 
令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 
合 計 

特別給付費 109,348 110,473 124,353 344,174 

※令和５年度(2023年度)の数値は推計値を含む 

 

【第９期、令和 年度の特別給付費の見込み】

（１）第９期 （単位：千円） 

区 分 
令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 
合 計 

特別給付費 138,219 153,701 170,808 462,728 

（２）令和 年度（単位：千円） 

区 分 
令和 22 年度 

(2040年度) 

特別給付費 171,254 
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以上を反映した、第９期計画期間の所得段階の区分と料率は下表のとおりです。 

区 分 料率

第１段階 

本人が生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者、又は 

本人が老齢福祉年金受給者で、世帯全員が特別区民税非課税 
0.285 

世帯全員が特別区民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と 

合計所得金額の合計が 80万円以下 

第２段階 
世帯全員が特別区民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と 

合計所得金額の合計が 80万円を超え 120万円以下 
0.35 

第３段階 
世帯全員が特別区民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と 

合計所得金額の合計が 120万円を超えている。 
0.65 

第４段階 
本人が特別区民税非課税で他の世帯員が特別区民税課税。本人の 

公的年金等収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下。 
0.85 

第５段階 
本人が特別区民税非課税で他の世帯員が特別区民税課税。本人の 

公的年金等収入額と合計所得金額の合計が 80万円を超えている。 
1.00 

第６段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 125万円未満。 1.10 

第７段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 125万円以上 150万円未満 1.20 

第８段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 150万円以上 200万円未満 1.35 

第９段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 200万円以上 350万円未満 1.50 

第 10段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 350万円以上 500万円未満 1.80 

第 11段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 500万円以上 700万円未満 2.10 

第 12段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 700万円以上 1,000万円未満 2.40 

第 13段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 1,000万円以上 1,500万円未満 2.70 

第 14段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 1,500万円以上 2,000万円未満 3.10 

第 15段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 2,000万円以上 2,500万円未満 3.60 

第 16段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 2,500万円以上 3,000万円未満 3.70 

第 17段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 3,000万円以上 4,000万円未満 3.90 

第 18段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 4,000万円以上 5,000万円未満 4.50 

第 19段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 5,000万円以上 5.00 

第９期計画期間の所得段階の区分と料率 

 

第１号被保険者の保険料は、被保険者の所得に応じて段階的に定められています。区で

は、被保険者の負担能力に応じた細かな段階数及び保険料率とする考え方に基づき、第８

期計画期間においては所得段階を 17段階に設定していました。 

第９期計画期間においては、要介護認定者の増加等により介護サービスの利用が増え、

必要な介護給付費等が増加することから、介護保険料が上昇する見込みです。 

そのため、保険料額の大幅な上昇と低所得者の負担を抑えるために、所得金額が高い段

階をさらに細分化し、19段階に設定するとともに、第 10段階以上の料率を引き上げます。 

 

介護保険料の収入が給付費に充当すべき保険料相当分を上回っている場合、その差額は

介護給付費準備基金に積み立て、次期以降の保険料負担の軽減等に活用されることとなっ

ています。 

令和５年度（2023 年度）末の基金残高は約 27 億円を見込んでいます。第９期計画期間

においては、これまで積み立てた準備基金を積極的に活用し、保険料額の大幅な上昇を抑

えるため、基金残高のうち 14 億円を取り崩すことで、基準月額を 540 円軽減します。 

なお、介護給付費準備基金の取り崩し後の残金は、給付費の想定外の増大等に備え、留

保します。 

 

基準額よりも低い所得段階区分（第１段階～第３段階）については、公費（国、都及び

区）を投入し、負担軽減を実施しています。第９期計画期間においても、この軽減措置を

継続します。 

 

【第１～３段階における軽減前と軽減後の比較】

 軽減前 軽減割合 軽減後 

第１段階 0.455 △0.17 0.285 

第２段階 0.55 △0.2 0.35 

第３段階 0.655 △0.005 0.65 

負担能力に応じた所得段階及び保険料率の設定 

介護給付費準備基金の活用 

低所得者の負担を軽減する公費の活用 
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以上を反映した、第９期計画期間の所得段階の区分と料率は下表のとおりです。 

区 分 料率

第１段階 

本人が生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者、又は 

本人が老齢福祉年金受給者で、世帯全員が特別区民税非課税 
0.285 

世帯全員が特別区民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と 

合計所得金額の合計が 80万円以下 

第２段階 
世帯全員が特別区民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と 

合計所得金額の合計が 80万円を超え 120万円以下 
0.35 

第３段階 
世帯全員が特別区民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と 

合計所得金額の合計が 120万円を超えている。 
0.65 

第４段階 
本人が特別区民税非課税で他の世帯員が特別区民税課税。本人の 

公的年金等収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下。 
0.85 

第５段階 
本人が特別区民税非課税で他の世帯員が特別区民税課税。本人の 

公的年金等収入額と合計所得金額の合計が 80万円を超えている。 
1.00 

第６段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 125万円未満。 1.10 

第７段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 125万円以上 150万円未満 1.20 

第８段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 150万円以上 200万円未満 1.35 

第９段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 200万円以上 350万円未満 1.50 

第 10段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 350万円以上 500万円未満 1.80 

第 11段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 500万円以上 700万円未満 2.10 

第 12段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 700万円以上 1,000万円未満 2.40 

第 13段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 1,000万円以上 1,500万円未満 2.70 

第 14段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 1,500万円以上 2,000万円未満 3.10 

第 15段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 2,000万円以上 2,500万円未満 3.60 

第 16段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 2,500万円以上 3,000万円未満 3.70 

第 17段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 3,000万円以上 4,000万円未満 3.90 

第 18段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 4,000万円以上 5,000万円未満 4.50 

第 19段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 5,000万円以上 5.00 

第９期計画期間の所得段階の区分と料率 

 

第１号被保険者の保険料は、被保険者の所得に応じて段階的に定められています。区で

は、被保険者の負担能力に応じた細かな段階数及び保険料率とする考え方に基づき、第８

期計画期間においては所得段階を 17段階に設定していました。 

第９期計画期間においては、要介護認定者の増加等により介護サービスの利用が増え、

必要な介護給付費等が増加することから、介護保険料が上昇する見込みです。 

そのため、保険料額の大幅な上昇と低所得者の負担を抑えるために、所得金額が高い段

階をさらに細分化し、19段階に設定するとともに、第 10段階以上の料率を引き上げます。 

 

介護保険料の収入が給付費に充当すべき保険料相当分を上回っている場合、その差額は

介護給付費準備基金に積み立て、次期以降の保険料負担の軽減等に活用されることとなっ

ています。 

令和５年度（2023 年度）末の基金残高は約 27 億円を見込んでいます。第９期計画期間

においては、これまで積み立てた準備基金を積極的に活用し、保険料額の大幅な上昇を抑

えるため、基金残高のうち 14 億円を取り崩すことで、基準月額を 540 円軽減します。 

なお、介護給付費準備基金の取り崩し後の残金は、給付費の想定外の増大等に備え、留

保します。 

 

基準額よりも低い所得段階区分（第１段階～第３段階）については、公費（国、都及び

区）を投入し、負担軽減を実施しています。第９期計画期間においても、この軽減措置を

継続します。 

 

【第１～３段階における軽減前と軽減後の比較】

 軽減前 軽減割合 軽減後 

第１段階 0.455 △0.17 0.285 

第２段階 0.55 △0.2 0.35 

第３段階 0.655 △0.005 0.65 

負担能力に応じた所得段階及び保険料率の設定 

介護給付費準備基金の活用 

低所得者の負担を軽減する公費の活用 

205204

第
６
章

　
中
野
区
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

・
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画

６　

介
護
保
険
事
業
費
の
見
込
み
及
び
介
護
保
険
料



 

所得段階別保険料額

第９期計画期間の保険料基準額に新しい料率を乗じた所得段階別保険料額は、下表のと

おりです。 

 

【所得段階別保険料額】                （単位：円） 

区 分 料 率 保険料年額 (参考)保険料月額 

第１段階 0.285 21,400 1,783 

第２段階 0.35 26,300 2,191 

第３段階 0.65 48,900 4,075 

第４段階 0.85 63,900 5,325 

第５段階 1.00 75,200 6,266 

第６段階 1.10 82,800 6,900 

第７段階 1.20 90,300 7,525 

第８段階 1.35 101,600 8,466 

第９段階 1.50 112,900 9,408 

第 10段階 1.80 135,500 11,291 

第 11段階 2.10 158,000 13,166 

第 12段階 2.40 180,600 15,050 

第 13段階 2.70 203,200 16,933 

第 14段階 3.10 233,300 19,441 

第 15段階 3.60 271,000 22,583 

第 16段階 3.70 278,500 23,208 

第 17段階 3.90 293,500 24,458 

第 18段階 4.50 338,700 28,225 

第 19段階 5.00 376,400 31,366 

注）保険料額は、次の式で計算され、この額が各段階の被保険者に賦課されます。 

保険料年額＝保険料基準額×料率（１００円未満切捨て） 

注）保険料月額は、次の算式で計算される参考数値です。 

保険料月額＝保険料年額÷１２月  

 

 

保険料基準額

第９期計画期間の保険料基準額は次のとおりです。 

 

【準備基金投入前】 【準備基金投入後】

保険料基準額 

（年額） 

保険料基準額 

（月額） 
 保険料基準額 

（年額） 

保険料基準額 

（月額） 

８１，７５９円 ６，８１３円 ７５，２８２円 ６，２７３円 

※保険料基準額（月額）は年額を１２で割り、１円未満四捨五入 

 

また、令和 22 年度(2040 年度)の保険料基準額（準備基金投入後）の見込みは次のとお

りです。 

 

 
令和 22年度 

(2040年度) 

保険料基準額（月額） ８，２５１円 

第９期計画期間の介護保険料 
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所得段階別保険料額

第９期計画期間の保険料基準額に新しい料率を乗じた所得段階別保険料額は、下表のと

おりです。 

 

【所得段階別保険料額】                （単位：円） 

区 分 料 率 保険料年額 (参考)保険料月額 

第１段階 0.285 21,400 1,783 

第２段階 0.35 26,300 2,191 

第３段階 0.65 48,900 4,075 

第４段階 0.85 63,900 5,325 

第５段階 1.00 75,200 6,266 

第６段階 1.10 82,800 6,900 

第７段階 1.20 90,300 7,525 

第８段階 1.35 101,600 8,466 

第９段階 1.50 112,900 9,408 

第 10 段階 1.80 135,500 11,291 

第 11 段階 2.10 158,000 13,166 

第 12 段階 2.40 180,600 15,050 

第 13 段階 2.70 203,200 16,933 

第 14 段階 3.10 233,300 19,441 

第 15 段階 3.60 271,000 22,583 

第 16 段階 3.70 278,500 23,208 

第 17 段階 3.90 293,500 24,458 

第 18 段階 4.50 338,700 28,225 

第 19 段階 5.00 376,400 31,366 

注）保険料額は、次の式で計算され、この額が各段階の被保険者に賦課されます。 

保険料年額＝保険料基準額×料率（１００円未満切捨て） 

注）保険料月額は、次の算式で計算される参考数値です。 

保険料月額＝保険料年額÷１２月  

 

 

保険料基準額

第９期計画期間の保険料基準額は次のとおりです。 

 

【準備基金投入前】 【準備基金投入後】

保険料基準額 

（年額） 

保険料基準額 

（月額） 
 保険料基準額 

（年額） 

保険料基準額 

（月額） 

８１，７５９円 ６，８１３円 ７５，２８２円 ６，２７３円 

※保険料基準額（月額）は年額を１２で割り、１円未満四捨五入 

 

また、令和 22 年度(2040 年度)の保険料基準額（準備基金投入後）の見込みは次のとお

りです。 

 

 
令和 22年度 

(2040 年度) 

保険料基準額（月額） ８，２５１円 

第９期計画期間の介護保険料 
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第７章 
 

中野区認知症施策推進計画 

 

 

第８期計画期間の保険料額との比較

第８期と第９期の保険料額の比較は、下表のとおりです。 

 

低所得者に対する保険料の減額措置

生活に困窮し、保険料の納付が困難な方（第１段階から第３段階の方で、世帯収入や資

産等について一定の要件に該当する方）に対して、個別減額制度を継続しています。第９

期計画期間においても、この減額措置を引き続き実施します。 

料率 年額 月額 料率 年額 月額

生保受給 生保受給

80万以下 80万以下

第２段階
120万
以下

0.35 24,000 2,000 第２段階
120万
以下

0.35 26,300 2,191

第３段階
120万を
超える

0.65 44,600 3,716 第３段階
120万を
超える

0.65 48,900 4,075

第４段階
80万
以下

0.85 58,400 4,866 第４段階
80万
以下

0.85 63,900 5,325

第５段階
80万を
超える

1.00 68,700 5,725 第５段階
80万を
超える

1.00 75,200 6,266

第６段階
125万
未満

1.10 75,500 6,291 第６段階
125万
未満

1.10 82,800 6,900

第７段階
150万
未満

1.20 82,400 6,866 第７段階
150万
未満

1.20 90,300 7,525

第８段階
200万
未満

1.35 92,700 7,725 第８段階
200万
未満

1.35 101,600 8,466

第９段階
350万
未満

1.50 103,000 8,583 第９段階
350万
未満

1.50 112,900 9,408

第10段階
500万
未満

1.70 116,800 9,733 第10段階
500万
未満

1.80 135,500 11,291

第11段階
700万
未満

2.00 137,400 11,450 第11段階
700万
未満

2.10 158,000 13,166

第12段階
1,000万
未満

2.30 158,000 13,166 第12段階
1,000万
未満

2.40 180,600 15,050

第13段階
1,500万
未満

2.60 178,600 14,883 第13段階
1,500万
未満

2.70 203,200 16,933

第14段階
2,000万
未満

3.00 206,100 17,175 第14段階
2,000万
未満

3.10 233,300 19,441

第15段階
2,500万
未満

3.50 240,400 20,033 第15段階
2,500万
未満

3.60 271,000 22,583

第16段階
3,000万
未満

3.60 247,300 20,608 第16段階
3,000万
未満

3.70 278,500 23,208

第17段階
3,000万
以上

3.80 261,000 21,750 第17段階
4,000万
未満

3.90 293,500 24,458

第18段階
5,000万
未満

4.50 338,700 28,225

第19段階
5,000万
以上

5.00 376,400 31,366

【第８期】

0.285 21,400 1,783

【第９期】

保険料段階 保険料段階

第１段階 0.30 20,600 1,716 第１段階
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中野区認知症施策推進計画 

 

 

第８期計画期間の保険料額との比較

第８期と第９期の保険料額の比較は、下表のとおりです。 

 

低所得者に対する保険料の減額措置

生活に困窮し、保険料の納付が困難な方（第１段階から第３段階の方で、世帯収入や資

産等について一定の要件に該当する方）に対して、個別減額制度を継続しています。第９

期計画期間においても、この減額措置を引き続き実施します。 

料率 年額 月額 料率 年額 月額

生保受給 生保受給

80万以下 80万以下

第２段階
120万
以下

0.35 24,000 2,000 第２段階
120万
以下

0.35 26,300 2,191

第３段階
120万を
超える

0.65 44,600 3,716 第３段階
120万を
超える

0.65 48,900 4,075

第４段階
80万
以下

0.85 58,400 4,866 第４段階
80万
以下

0.85 63,900 5,325

第５段階
80万を
超える

1.00 68,700 5,725 第５段階
80万を
超える

1.00 75,200 6,266

第６段階
125万
未満

1.10 75,500 6,291 第６段階
125万
未満

1.10 82,800 6,900

第７段階
150万
未満

1.20 82,400 6,866 第７段階
150万
未満

1.20 90,300 7,525

第８段階
200万
未満

1.35 92,700 7,725 第８段階
200万
未満

1.35 101,600 8,466

第９段階
350万
未満

1.50 103,000 8,583 第９段階
350万
未満

1.50 112,900 9,408

第10段階
500万
未満

1.70 116,800 9,733 第10段階
500万
未満

1.80 135,500 11,291

第11段階
700万
未満

2.00 137,400 11,450 第11段階
700万
未満

2.10 158,000 13,166

第12段階
1,000万
未満

2.30 158,000 13,166 第12段階
1,000万
未満

2.40 180,600 15,050

第13段階
1,500万
未満

2.60 178,600 14,883 第13段階
1,500万
未満

2.70 203,200 16,933

第14段階
2,000万
未満

3.00 206,100 17,175 第14段階
2,000万
未満

3.10 233,300 19,441

第15段階
2,500万
未満

3.50 240,400 20,033 第15段階
2,500万
未満

3.60 271,000 22,583

第16段階
3,000万
未満

3.60 247,300 20,608 第16段階
3,000万
未満

3.70 278,500 23,208

第17段階
3,000万
以上

3.80 261,000 21,750 第17段階
4,000万
未満

3.90 293,500 24,458

第18段階
5,000万
未満

4.50 338,700 28,225

第19段階
5,000万
以上

5.00 376,400 31,366

【第８期】

0.285 21,400 1,783

【第９期】

保険料段階 保険料段階

第１段階 0.30 20,600 1,716 第１段階
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● 総人口と高齢人口 

近年の中野区の人口は、新型コロナウイルス感染症等の影響により令和３年（２０２１年）

と令和４年（２０２２年）は微減に転じていましたが、令和５年（２０２３年）１月の住民基本台

帳人口では３３３，５９３人と回復傾向にあります。また、年齢３区分別人口割合をみると、６

５歳以上の人口は２０％前後で推移しています。今後令和 12年（２０３０年）までを見据える

と特に７５歳以上の人口が増加していく傾向にあり、高齢人口の半数以上が７５歳以上の

人口である状況が続くと見込まれます。 

◆ 中野区の総人口と高齢人口 

出典 中野区統計書

◆ 中野区の高齢人口と内訳

出典 中野区統計書

３ 中野区の現状・見通し

－

－

 

 

 

 

 

国は、認知症の人を含めた国民一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と

個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進することを目的として、

令和５年（2023年）６月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法（以下「認知症基本

法」といいます。）」を制定しました。 

将来を見据えると、今後さらに高齢者人口の変化や高齢化の進展に伴う認知症高齢者など認知

症になる人の増加が見込まれています。また、高齢者の認知症のみならず、65 歳未満で発症す

る若年性認知症になる人もいます。この若年性認知症は、厚生労働省の発表によると発症時の

平均年齢が 51 歳であり、就労、子育て中の人が多いことから、本人だけでなくその家族への影

響が大きくなりやすいという特徴があります。 

こうした状況を踏まえるとともに団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年問題を目前に控え、

区では認知症や若年性認知症の人を取り巻く環境や、生活課題等の変化を捉えた認知症施策

を総合的かつ計画的に推進していくことを目的として、中野区認知症施策推進計画を策定する

ものです。 

 

 

 

 

 

 

 

この計画は、認知症基本法の第１３条に基づく市町村認知症施策推進計画として位置づける

ものです。また、計画の期間は、中野区高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画など、他

の関連する計画における各施策と連携しながら一体的に推進する必要があることから、令和６年

度（2024年度）から令和８年度（2026年度）までとします。 

 

 

１ 計画策定の趣旨

－

－

２ 計画の位置づけ及び計画期間

－

－
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● 総人口と高齢人口 

近年の中野区の人口は、新型コロナウイルス感染症等の影響により令和３年（２０２１年）

と令和４年（２０２２年）は微減に転じていましたが、令和５年（２０２３年）１月の住民基本台

帳人口では３３３，５９３人と回復傾向にあります。また、年齢３区分別人口割合をみると、６

５歳以上の人口は２０％前後で推移しています。今後令和 12年（２０３０年）までを見据える

と特に７５歳以上の人口が増加していく傾向にあり、高齢人口の半数以上が７５歳以上の

人口である状況が続くと見込まれます。 

◆ 中野区の総人口と高齢人口 

出典 中野区統計書

◆ 中野区の高齢人口と内訳

出典 中野区統計書

３ 中野区の現状・見通し

－

－

 

 

 

 

 

国は、認知症の人を含めた国民一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と

個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進することを目的として、

令和５年（2023年）６月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法（以下「認知症基本

法」といいます。）」を制定しました。 

将来を見据えると、今後さらに高齢者人口の変化や高齢化の進展に伴う認知症高齢者など認知

症になる人の増加が見込まれています。また、高齢者の認知症のみならず、65 歳未満で発症す

る若年性認知症になる人もいます。この若年性認知症は、厚生労働省の発表によると発症時の

平均年齢が 51 歳であり、就労、子育て中の人が多いことから、本人だけでなくその家族への影

響が大きくなりやすいという特徴があります。 

こうした状況を踏まえるとともに団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年問題を目前に控え、

区では認知症や若年性認知症の人を取り巻く環境や、生活課題等の変化を捉えた認知症施策

を総合的かつ計画的に推進していくことを目的として、中野区認知症施策推進計画を策定する

ものです。 

 

 

 

 

 

 

 

この計画は、認知症基本法の第１３条に基づく市町村認知症施策推進計画として位置づける

ものです。また、計画の期間は、中野区高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画など、他

の関連する計画における各施策と連携しながら一体的に推進する必要があることから、令和６年

度（2024年度）から令和８年度（2026年度）までとします。 

 

 

１ 計画策定の趣旨

－

－

２ 計画の位置づけ及び計画期間

－

－
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● ６５歳以上の認知症有病者の推移  

中野区の将来人口推計と、国研究事業による「数学モデルにより算出された２０１２年の性・年

齢階級別認知症有病率」を用いて、認知症有病者の推計を行ったところ、２０１０年には９，３６３

人であった有病者数が、２０３０年には、１３，１７４人となると予測され、２０年間で約４，０００人増

加することが見込まれます。特に女性は男性よりも高い傾向にあり、２０３０年には６５歳以上の

女性の人口の２３．４％が認知症有病者となることが推計されます。 

◆ ６５歳以上の認知症有病者の推移 

出典 中野区統計書より算出※

※国研究事業による「数学モデルにより算出された２０１２年の性・年齢階級別認知症有病率」を用いて算出 

 

年齢階級 男性 女性 

６５－６９歳 1.94％（1.44％－2.61％）  2.42％（1.81％－3.25％） 

７０－７４歳 4.30％（3.31％－5.59％） 5.38％（4.18％－6.93％） 

７５－７９歳 9.55％（7.53％－12.12％） 11.95％（9.57％－14.91％） 

８０－８４歳 21.21％（16.86％－26.68％） 26.52％（21.57％－32.61％） 

８５歳以上 47.09％（37.09％－59.77％） 58.88％（47.69％－72.69％） 

【数学モデルにより算出された２０１２年の性・年齢階級別認知症有病率】 

※ 「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金

特別研究事業九州大学二宮教授による速報値） 

 

 

● 高齢者の単身世帯数 

中野区の世帯数は増加傾向にあるものの、１世帯あたりの人員は減少傾向にあり、２０２３年１

月には１．５９人となっています。また、６５歳以上の高齢者のみで構成される世帯や高齢者単身

の世帯も増加しています。中でも特に７５歳以上の単身世帯が２０２３年１月には１６，６７９世帯と

なっており、中野区の総世帯数の約８％を占めるなど、増加傾向にあります。 

◆ 中野区の高齢者単身世帯数の推移

出典 中野区生活圏域の基礎データ
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● ６５歳以上の認知症有病者の推移  

中野区の将来人口推計と、国研究事業による「数学モデルにより算出された２０１２年の性・年

齢階級別認知症有病率」を用いて、認知症有病者の推計を行ったところ、２０１０年には９，３６３

人であった有病者数が、２０３０年には、１３，１７４人となると予測され、２０年間で約４，０００人増

加することが見込まれます。特に女性は男性よりも高い傾向にあり、２０３０年には６５歳以上の

女性の人口の２３．４％が認知症有病者となることが推計されます。 

◆ ６５歳以上の認知症有病者の推移 

出典 中野区統計書より算出※

※国研究事業による「数学モデルにより算出された２０１２年の性・年齢階級別認知症有病率」を用いて算出 

 

年齢階級 男性 女性 

６５－６９歳 1.94％（1.44％－2.61％）  2.42％（1.81％－3.25％） 

７０－７４歳 4.30％（3.31％－5.59％） 5.38％（4.18％－6.93％） 

７５－７９歳 9.55％（7.53％－12.12％） 11.95％（9.57％－14.91％） 

８０－８４歳 21.21％（16.86％－26.68％） 26.52％（21.57％－32.61％） 

８５歳以上 47.09％（37.09％－59.77％） 58.88％（47.69％－72.69％） 

【数学モデルにより算出された２０１２年の性・年齢階級別認知症有病率】 

※ 「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金

特別研究事業九州大学二宮教授による速報値） 

 

 

● 高齢者の単身世帯数 

中野区の世帯数は増加傾向にあるものの、１世帯あたりの人員は減少傾向にあり、２０２３年１

月には１．５９人となっています。また、６５歳以上の高齢者のみで構成される世帯や高齢者単身

の世帯も増加しています。中でも特に７５歳以上の単身世帯が２０２３年１月には１６，６７９世帯と

なっており、中野区の総世帯数の約８％を占めるなど、増加傾向にあります。 

◆ 中野区の高齢者単身世帯数の推移

出典 中野区生活圏域の基礎データ
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認知症の症状や基本的な 

対応方法を知っている人の割合 

28.1％ ４５％ 
現状値（令和４年度） 目標値（令和８年度） 

成果指標 1 

＊指標設定理由＊ 認知症についての区民の理解度を計るため

オレンジカフェ等認知症の人や

その家族が集える場所の設置数 

1７カ所 ２０カ所 
現状値（令和４年度） 目標値（令和８年度） 

成果指標 ２

＊指標設定理由＊ 認知症の人やその家族を支える身近な居場所づくりの状況を計るため

一人で外出しても安

心なまちになってほ

しい

一人の時間が欲しい 誰もが声がけして気

にし合えるまちがい

い

色んな人に気軽に声

をかけてあげたい

失敗しても許し合え

る世の中になったら

いいな

健康でいたい

やさしくいたい 楽しく毎日を生きた

い。

周りへの感謝を忘れ

ずに。

元気で暮らしまし

ょ！

● 認知症の人やその家族、支援者の声 

 
 

４ 計画の基本方針と成果指標

－

基本方針 

認知症になってもいつまでも住み慣れた中野区で尊厳と希望を持って

自分らしく暮らし続けられるよう、認知症の人やその家族に寄り添い、

その声に耳を傾け、一人ひとりが個性と能力を十分に発揮し、相互に

支え合う地域共生社会の実現に向けた取組を進めます。

施策１
 

正しい理解を深めるための

普及啓発、権利擁護

１ 当事者・家族等からの情報発信の支援

２ 認知症への正しい理解の啓発

３ 本人の意思決定の支援

４ 成年後見制度の普及・利用の促進

５ 虐待の防止

施策２
 

早期発見・早期対応を

支える体制

１ 認知症相談体制の強化

２ 認知症予防の推進

３ 支援者連携の推進

４ 医療体制の整備

５ 若年性認知症への取組

施策３
 

認知症の人にやさしい

まちづくり

１ 地域での安心・安全な暮らしを支える基盤の整備

２ 本人・家族等が主体的に参加できる場づくり

３ ケアラー支援

４ 多機関協働で支える地域づくり

５ 支援者の活動の促進

伝わる 伝える ××  ともに 
くらす 

 
 

４ 計画の基本方針と成果指標

－

基本方針 

認知症になってもいつまでも住み慣れた中野区で尊厳と希望を持って

自分らしく暮らし続けられるよう、認知症の人やその家族に寄り添い、

その声に耳を傾け、一人ひとりが個性と能力を十分に発揮し、相互に

支え合う地域共生社会の実現に向けた取組を進めます。

施策１
 

正しい理解を深めるための

普及啓発、権利擁護

１ 当事者・家族等からの情報発信の支援

２ 認知症への正しい理解の啓発

３ 本人の意思決定の支援

４ 成年後見制度の普及・利用の促進

５ 虐待の防止

施策２
 

早期発見・早期対応を

支える体制

１ 認知症相談体制の強化

２ 認知症予防の推進

３ 支援者連携の推進

４ 医療体制の整備

５ 若年性認知症への取組

施策３
 

認知症の人にやさしい

まちづくり

１ 地域での安心・安全な暮らしを支える基盤の整備

２ 本人・家族等が主体的に参加できる場づくり

３ ケアラー支援

４ 多機関協働で支える地域づくり

５ 支援者の活動の促進

伝わる 伝える ××  ともに 
くらす 
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認知症の症状や基本的な 

対応方法を知っている人の割合 

28.1％ ４５％ 
現状値（令和４年度） 目標値（令和８年度） 

成果指標 1 

＊指標設定理由＊ 認知症についての区民の理解度を計るため

オレンジカフェ等認知症の人や

その家族が集える場所の設置数 

1７カ所 ２０カ所 
現状値（令和４年度） 目標値（令和８年度） 

成果指標 ２

＊指標設定理由＊ 認知症の人やその家族を支える身近な居場所づくりの状況を計るため

一人で外出しても安

心なまちになってほ

しい

一人の時間が欲しい 誰もが声がけして気

にし合えるまちがい

い

色んな人に気軽に声

をかけてあげたい

失敗しても許し合え

る世の中になったら

いいな

健康でいたい

やさしくいたい 楽しく毎日を生きた

い。

周りへの感謝を忘れ

ずに。

元気で暮らしまし

ょ！

● 認知症の人やその家族、支援者の声 

 
 

４ 計画の基本方針と成果指標

－

基本方針 

認知症になってもいつまでも住み慣れた中野区で尊厳と希望を持って

自分らしく暮らし続けられるよう、認知症の人やその家族に寄り添い、

その声に耳を傾け、一人ひとりが個性と能力を十分に発揮し、相互に

支え合う地域共生社会の実現に向けた取組を進めます。

施策１
 

正しい理解を深めるための

普及啓発、権利擁護

１ 当事者・家族等からの情報発信の支援

２ 認知症への正しい理解の啓発

３ 本人の意思決定の支援

４ 成年後見制度の普及・利用の促進

５ 虐待の防止

施策２
 

早期発見・早期対応を

支える体制

１ 認知症相談体制の強化

２ 認知症予防の推進

３ 支援者連携の推進

４ 医療体制の整備

５ 若年性認知症への取組

施策３
 

認知症の人にやさしい

まちづくり

１ 地域での安心・安全な暮らしを支える基盤の整備

２ 本人・家族等が主体的に参加できる場づくり

３ ケアラー支援

４ 多機関協働で支える地域づくり

５ 支援者の活動の促進

伝わる 伝える ××  ともに 
くらす 

 
 

４ 計画の基本方針と成果指標

－

基本方針 

認知症になってもいつまでも住み慣れた中野区で尊厳と希望を持って

自分らしく暮らし続けられるよう、認知症の人やその家族に寄り添い、

その声に耳を傾け、一人ひとりが個性と能力を十分に発揮し、相互に

支え合う地域共生社会の実現に向けた取組を進めます。

施策１
 

正しい理解を深めるための

普及啓発、権利擁護

１ 当事者・家族等からの情報発信の支援

２ 認知症への正しい理解の啓発

３ 本人の意思決定の支援

４ 成年後見制度の普及・利用の促進

５ 虐待の防止

施策２
 

早期発見・早期対応を

支える体制

１ 認知症相談体制の強化

２ 認知症予防の推進

３ 支援者連携の推進

４ 医療体制の整備

５ 若年性認知症への取組

施策３
 

認知症の人にやさしい

まちづくり

１ 地域での安心・安全な暮らしを支える基盤の整備

２ 本人・家族等が主体的に参加できる場づくり

３ ケアラー支援

４ 多機関協働で支える地域づくり

５ 支援者の活動の促進

伝わる 伝える ××  ともに 
くらす 
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(1) 当事者・家族等からの情報発信の支援 

   認知症の人とその家族の声を受け止め必要なサービスや資源を開発していくために、本人

ミーティングなどの参画の機会を通じて、その家族が抱える想いや生活課題などを自ら発信で

きる機会を整えます。また、当事者等の声やその体験を広く区民等へ周知するため、各種事業

や多様な広報媒体を活用しながら情報発信を強化します。 

 

(2) 認知症への正しい理解の啓発 

   区民等に対する認知症への正しい理解を深めるため、学童期からの認知症サポーター養成

講座の実施、アルツハイマー月間などにおけるパネル展示や冊子「中野区版 認知症ケアパス 

認知症あんしんガイド」の発行・配付等の広報、各種事業と連携した普及啓発に取り組みます。

また、地域団体や区内事業者に対する普及啓発の強化に取り組み、認知症になっても本人が

望む生活をし続けられる環境形成につなげていきます。 

 

(3) 本人の意思決定の支援 

   区民向けのＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）講演会など普及啓発事業等を通じて、認

知症になる前からの将来の医療やケア等に関する本人の意思確認を促す機会を確保し、認知

症になっても日常生活において自らの意思が尊重されるよう支援を進めます。また、「認知症

の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、家族を含めた認知

症の人を支援する人が本人の意思決定を支援できるよう情報提供や研修等を通じて支援の

質の向上を図ります。 

 

(4) 成年後見制度の普及 ・利用の促進 

   私たちが自分らしく生活するためには、自らの意思決定が大切であり、判断能力が十分で

なくなったとしても、周囲の関係者が本人の意思決定を尊重し、本人の意思に沿った支援を行

うことが重要です。 

   そのためにも区は、区民の権利擁護を支援する体制を整備し、関係機関・団体等と連携し、

区民一人ひとりの意思決定が尊重され、安心して自分らしく歩める社会を目指します。 

 

 

主な取組

 

    

 

 

 

国が令和元年（2019 年）6 月に取りまとめた「認知症施策推進大綱」によれば、我が国におい

ては軽度認知障害も含め６５歳以上の７人に１人が認知症と見込まれており、中野区では、令和

７年（２０２５年）に約 13,000人が認知症になると推計しています。 

認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になること等を含め、多くの人

にとって身近なものとなっています。一方、健康福祉に関する意識調査によると、認知症の症状

や基本的な対応方法を知っている区民の割合は約２８％となっており、また知らないと答えた区

民も約２７％いる状況です。こうした中、認知症の人やその家族が住み慣れた地域でその人らし

く暮らし続けるためには、認知症への理解を深める必要があります。また、認知症の人やその家

族の意思決定や権利が尊重され、その人らしく、かつ認知症の有無に関わらず誰もが地域で共

生し暮らし続けられるよう取組を一層進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 認知症の症状や基本的な対応方法を知っている区民の割合 

出典 健康福祉に関する意識調査

正しい理解を深めるための普及啓発、権利擁護施策１

５ 施策及び主な取組

－

－

現状と課題
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(1) 当事者・家族等からの情報発信の支援 

   認知症の人とその家族の声を受け止め必要なサービスや資源を開発していくために、本人

ミーティングなどの参画の機会を通じて、その家族が抱える想いや生活課題などを自ら発信で

きる機会を整えます。また、当事者等の声やその体験を広く区民等へ周知するため、各種事業

や多様な広報媒体を活用しながら情報発信を強化します。 

 

(2) 認知症への正しい理解の啓発 

   区民等に対する認知症への正しい理解を深めるため、学童期からの認知症サポーター養成

講座の実施、アルツハイマー月間などにおけるパネル展示や冊子「中野区版 認知症ケアパス 

認知症あんしんガイド」の発行・配付等の広報、各種事業と連携した普及啓発に取り組みます。

また、地域団体や区内事業者に対する普及啓発の強化に取り組み、認知症になっても本人が

望む生活をし続けられる環境形成につなげていきます。 

 

(3) 本人の意思決定の支援 

   区民向けのＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）講演会など普及啓発事業等を通じて、認

知症になる前からの将来の医療やケア等に関する本人の意思確認を促す機会を確保し、認知

症になっても日常生活において自らの意思が尊重されるよう支援を進めます。また、「認知症

の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、家族を含めた認知

症の人を支援する人が本人の意思決定を支援できるよう情報提供や研修等を通じて支援の

質の向上を図ります。 

 

(4) 成年後見制度の普及 ・利用の促進 

   私たちが自分らしく生活するためには、自らの意思決定が大切であり、判断能力が十分で

なくなったとしても、周囲の関係者が本人の意思決定を尊重し、本人の意思に沿った支援を行

うことが重要です。 

   そのためにも区は、区民の権利擁護を支援する体制を整備し、関係機関・団体等と連携し、

区民一人ひとりの意思決定が尊重され、安心して自分らしく歩める社会を目指します。 

 

 

主な取組

 

    

 

 

 

国が令和元年（2019 年）6 月に取りまとめた「認知症施策推進大綱」によれば、我が国におい

ては軽度認知障害も含め６５歳以上の７人に１人が認知症と見込まれており、中野区では、令和

７年（２０２５年）に約 13,000人が認知症になると推計しています。 

認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になること等を含め、多くの人

にとって身近なものとなっています。一方、健康福祉に関する意識調査によると、認知症の症状

や基本的な対応方法を知っている区民の割合は約２８％となっており、また知らないと答えた区

民も約２７％いる状況です。こうした中、認知症の人やその家族が住み慣れた地域でその人らし

く暮らし続けるためには、認知症への理解を深める必要があります。また、認知症の人やその家

族の意思決定や権利が尊重され、その人らしく、かつ認知症の有無に関わらず誰もが地域で共

生し暮らし続けられるよう取組を一層進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 認知症の症状や基本的な対応方法を知っている区民の割合 

出典 健康福祉に関する意識調査

正しい理解を深めるための普及啓発、権利擁護施策１

５ 施策及び主な取組

－

－

現状と課題
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認知症は、早期発見・早期対応によって、症状の進行・悪化を大きく抑制できる可能性が示唆

されています。しかしながら、症状に気づきにくく、早期に発見することが非常に難しい状況にあ

ります。こうした中、症状が進行、悪化してしまうと買い物や移動、雇用や趣味活動など日常生活

にも課題が生じ、様々な場面で外出や交流の機会が減り、孤立しがちになるという実態がありま

す。こうしたことから、軽度認知障害（MCI）の段階で発見し、早期の対応や認知症の発症を防ぐ

取組の充実が求められています。 

認知症に関する相談体制の充実は、認知症の人やその家族支援への大切な基盤であり、地

域包括支援センター等の認知症の相談窓口の周知、支援者の対応力の向上、医療や介護など

多様な関係機関との連携が必要不可欠です。 

また、平成２９年度（2017年度）から令和元年度（2019年度）に日本医療研究開発機構認知

症研究開発事業によって実施した若年性認知症の調査においては、我が国の 18 歳から 64 歳

の人口 10 万人当たりの若年性認知症の有病率は 50.9 人という数値が示されています。若年

性認知症は職場や友人など周りの人によって気づく機会も多いことから企業等への普及啓発も

重要となります。 

 

 

◆ 認知症の相談窓口を知っている区民の割合 

出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査報告書

早期発見・早期対応を支える体制施策２

現状と課題

 

(5) 虐待の防止 

   虐待防止のための啓発・広報活動を通じ、虐待についての区民の理解を深めるとともに、関

係機関との連携を強化することで虐待防止や見守り、虐待の発見時の迅速な対応を図ります。

また、家族等の支援者の相談機会の充実や、家族同士の交流機会の確保を図り介護に関する

悩み、不安、負担の軽減へとつなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症ケアパスとは、「認知症の人の状態に応じた

適切なサービス提供の流れ」をまとめたものです。

中野区版のケアパスは、認知症のことやその予防

に対する正しい理解、そして認知症になっても地域

のサポートを活用し、いつまでも自分らしく生活を

続けるためのガイドとなっています。

＜配布場所＞

＊地域包括支援センター

＊すこやか福祉センター

＊区民活動センター

＊高齢者会館

＊中野区社会福祉協議会
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認知症は、早期発見・早期対応によって、症状の進行・悪化を大きく抑制できる可能性が示唆

されています。しかしながら、症状に気づきにくく、早期に発見することが非常に難しい状況にあ

ります。こうした中、症状が進行、悪化してしまうと買い物や移動、雇用や趣味活動など日常生活

にも課題が生じ、様々な場面で外出や交流の機会が減り、孤立しがちになるという実態がありま

す。こうしたことから、軽度認知障害（MCI）の段階で発見し、早期の対応や認知症の発症を防ぐ

取組の充実が求められています。 

認知症に関する相談体制の充実は、認知症の人やその家族支援への大切な基盤であり、地

域包括支援センター等の認知症の相談窓口の周知、支援者の対応力の向上、医療や介護など

多様な関係機関との連携が必要不可欠です。 

また、平成２９年度（2017年度）から令和元年度（2019年度）に日本医療研究開発機構認知

症研究開発事業によって実施した若年性認知症の調査においては、我が国の 18 歳から 64 歳

の人口 10 万人当たりの若年性認知症の有病率は 50.9 人という数値が示されています。若年

性認知症は職場や友人など周りの人によって気づく機会も多いことから企業等への普及啓発も

重要となります。 

 

 

◆ 認知症の相談窓口を知っている区民の割合 

出典 高齢福祉・介護保険サービス意向調査報告書

早期発見・早期対応を支える体制施策２

現状と課題

 

(5) 虐待の防止 

   虐待防止のための啓発・広報活動を通じ、虐待についての区民の理解を深めるとともに、関

係機関との連携を強化することで虐待防止や見守り、虐待の発見時の迅速な対応を図ります。

また、家族等の支援者の相談機会の充実や、家族同士の交流機会の確保を図り介護に関する

悩み、不安、負担の軽減へとつなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症ケアパスとは、「認知症の人の状態に応じた

適切なサービス提供の流れ」をまとめたものです。

中野区版のケアパスは、認知症のことやその予防

に対する正しい理解、そして認知症になっても地域

のサポートを活用し、いつまでも自分らしく生活を

続けるためのガイドとなっています。

＜配布場所＞

＊地域包括支援センター

＊すこやか福祉センター

＊区民活動センター

＊高齢者会館

＊中野区社会福祉協議会
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認知症の人を介護する家族は、進行していく認知症への不安や心配事など気持ちが休まる時

間がありません。中野区が行った令和 4年度（2022年度）高齢福祉・介護保険サービス意向調

査によると、介護者が主に不安に感じる要素として、あらゆる介護の中でも「認知症状への対応」

が 4 割を占めています。介護者によっては相談のみならず、気持ちを誰かに話したいと思っても、

話す相手がいない、外出する時間がないなど制約がある人も多くおり、こうしたことにより、介護

者自身の気持ちの落ち込みにも繋がってしまう状況にあります。介護者の心の安定が、認知症の

人の生活にも影響を及ぼすこともあることから、認知症当事者のみならず、介護者にも寄り添っ

た支援を充実していく必要があります。 

認知症の人にやさしいまちづくりを進めるために、本人やその家族に寄り添い、その声を拾い、

必要な施策へつなげていく必要があります。そのためにも、区のみならず、区民や事業者、関係

団体等との連携を深め、多様な活動を活性化させながら、ソフト・ハードの両側面からの取組を

推進していく必要があります。 

 

 

◆ 認知症サポーター養成講座受講者数の累計

出典 中野区資料 

認知症の人にやさしいまちづくり施策３

現状と課題

 
 

 

 

(1) 認知症相談体制の強化 

   認知症疾患医療センター等専門医や認知症初期集中支援チーム員会議を活用し、相談に

あたる職員やケアマネジャーなどの介護関係職員の認知症の方への対応力の向上を図ります。

また、成年後見制度＊を利用する主な要因が認知症である割合が高いことを踏まえ、権利擁

護事業を担う地域包括支援センターへの法務相談等の支援を行います。 

 

(2) 認知症予防の推進 

   認知症予防講座やもの忘れ検診などを通じ、生活習慣病の予防等の推進による区民の健

康意識の向上や行動変容を促します。また社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持

など認知症の発症を遅らせるための取組を進めながら認知症になっても自分らしく暮らし続

けられる環境づくりを進めます。 

 

(3) 支援者連携の推進 

   認知症の人の地域生活を支えるため、医療・介護・生活支援サービスなどの支援機関にお

ける地域ネットワークづくりを推進し、保健・医療・福祉・介護など多職種による支援体制を整

備します。 

 

(4) 医療体制の整備 

   認知症疾患医療センターを地域の認知症に関する医療提供体制の中核として、中野区認

知症アドバイザー医や認知症サポート医などかかりつけ医と関係機関が連携することができる

よう、医療と介護の資源が有効に活用できる体制を整えます。 

 

(5) 若年性認知症への取組 

   若年性認知症の人の特性等について区民の理解を深めるよう啓発活動を行います。また、

若年性認知症専門相談窓口における相談支援の提供、診断の有無や病気の進行状況などに

応じたサービスや支援のコーディネートを行うとともに、事例の分析を通じてニーズに応じた

支援体制やサービスの構築を図ります。 

 

主な取組
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認知症の人を介護する家族は、進行していく認知症への不安や心配事など気持ちが休まる時

間がありません。中野区が行った令和 4年度（2022年度）高齢福祉・介護保険サービス意向調

査によると、介護者が主に不安に感じる要素として、あらゆる介護の中でも「認知症状への対応」

が 4 割を占めています。介護者によっては相談のみならず、気持ちを誰かに話したいと思っても、

話す相手がいない、外出する時間がないなど制約がある人も多くおり、こうしたことにより、介護

者自身の気持ちの落ち込みにも繋がってしまう状況にあります。介護者の心の安定が、認知症の

人の生活にも影響を及ぼすこともあることから、認知症当事者のみならず、介護者にも寄り添っ

た支援を充実していく必要があります。 

認知症の人にやさしいまちづくりを進めるために、本人やその家族に寄り添い、その声を拾い、

必要な施策へつなげていく必要があります。そのためにも、区のみならず、区民や事業者、関係

団体等との連携を深め、多様な活動を活性化させながら、ソフト・ハードの両側面からの取組を

推進していく必要があります。 

 

 

◆ 認知症サポーター養成講座受講者数の累計

出典 中野区資料 

認知症の人にやさしいまちづくり施策３

現状と課題

 
 

 

 

(1) 認知症相談体制の強化 

   認知症疾患医療センター等専門医や認知症初期集中支援チーム員会議を活用し、相談に

あたる職員やケアマネジャーなどの介護関係職員の認知症の方への対応力の向上を図ります。

また、成年後見制度＊を利用する主な要因が認知症である割合が高いことを踏まえ、権利擁

護事業を担う地域包括支援センターへの法務相談等の支援を行います。 

 

(2) 認知症予防の推進 

   認知症予防講座やもの忘れ検診などを通じ、生活習慣病の予防等の推進による区民の健

康意識の向上や行動変容を促します。また社会参加による社会的孤立の解消や役割の保持

など認知症の発症を遅らせるための取組を進めながら認知症になっても自分らしく暮らし続

けられる環境づくりを進めます。 

 

(3) 支援者連携の推進 

   認知症の人の地域生活を支えるため、医療・介護・生活支援サービスなどの支援機関にお

ける地域ネットワークづくりを推進し、保健・医療・福祉・介護など多職種による支援体制を整

備します。 

 

(4) 医療体制の整備 

   認知症疾患医療センターを地域の認知症に関する医療提供体制の中核として、中野区認

知症アドバイザー医や認知症サポート医などかかりつけ医と関係機関が連携することができる

よう、医療と介護の資源が有効に活用できる体制を整えます。 

 

(5) 若年性認知症への取組 

   若年性認知症の人の特性等について区民の理解を深めるよう啓発活動を行います。また、

若年性認知症専門相談窓口における相談支援の提供、診断の有無や病気の進行状況などに

応じたサービスや支援のコーディネートを行うとともに、事例の分析を通じてニーズに応じた

支援体制やサービスの構築を図ります。 

 

主な取組
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オレンジカフェとは認知症の方やご家族、ご近所

の方、専門職など、どなたでも気軽にお越しいただ

けるカフェです。

コーヒーやお茶を飲みながら、参加者同士の交

流、情報交換をしています。

区内に４カ所ある拠点では、認知症に関する相談

やカフェ、テーマを決めて勉強会など各所様々なこ

とを行っています。また、認知症サポーター、認知

症みまもり隊（サポートリーダー）、ボランティアの

方の受け入れも行っています。

 

 

 

(1) 地域での安心・安全な暮らしを支える基盤の整備 

   地域での安心・安全な暮らしを支えるため、認知症高齢者グループホームなどの住宅基盤

の整備・誘導、認知症高齢者等個人賠償責任保険や徘徊高齢者支援サービスの提供を図る

とともに、地域における見守り・支えあい活動を推進します。 

 

(2) 本人・家族等が主体的に参加できる場づくり 

   オレンジカフェやサロンなどの通いの場の確保、認知症の有無に関わらず参加しやすい地

域事業・イベントの展開に向けて地域団体等の支援を進めるとともに、通いの場への移動手段

の確保についても推進します。また、認知症の人の選択の下に暮らし続けられるよう就労や地

域活動、学びの機会の充実に向けて民間事業者や地域団体との連携を深めます。 

 

(3) ケアラー＊支援 

   認知症の人を支える家族に対し、認知症の症状やその対応方法について正しい知識や情

報を伝えるとともに、介護の負担軽減を図るため各種講習会や家族介護教室を実施します。

また、地域において認知症の人やその家族の孤立を防ぐため、サロンなど集いの機会や通い

の場を通じて、当事者同士が気軽に情報交換ができる身近な地域の拠点・場の創出を誘導し

ます。 

 

(4) 多機関協働で支える地域づくり 

   町会・自治会や商店街などの地域団体、民間事業者、教育機関などと連携した地域での見

守りを充実させるため、協定団体の更なる確保を図るとともに、多様な機関との意見交換会等

を通じ、課題の共有と解消など多機関協働で支える地域づくりを進めます。 

 

(5) 支援者の活動の促進 

   支援者の活動をさらに発展させるため、認知症サポーターや認知症サポートリーダーが活

動できる場の創出に取り組むとともに、支援者や支援したいと考える人とその活動をマッチン

グさせる仕組みづくりを進めます。 

 

主な取組
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オレンジカフェとは認知症の方やご家族、ご近所

の方、専門職など、どなたでも気軽にお越しいただ

けるカフェです。

コーヒーやお茶を飲みながら、参加者同士の交

流、情報交換をしています。

区内に４カ所ある拠点では、認知症に関する相談

やカフェ、テーマを決めて勉強会など各所様々なこ

とを行っています。また、認知症サポーター、認知

症みまもり隊（サポートリーダー）、ボランティアの

方の受け入れも行っています。

 

 

 

(1) 地域での安心・安全な暮らしを支える基盤の整備 

   地域での安心・安全な暮らしを支えるため、認知症高齢者グループホームなどの住宅基盤

の整備・誘導、認知症高齢者等個人賠償責任保険や徘徊高齢者支援サービスの提供を図る

とともに、地域における見守り・支えあい活動を推進します。 

 

(2) 本人・家族等が主体的に参加できる場づくり 

   オレンジカフェやサロンなどの通いの場の確保、認知症の有無に関わらず参加しやすい地

域事業・イベントの展開に向けて地域団体等の支援を進めるとともに、通いの場への移動手段

の確保についても推進します。また、認知症の人の選択の下に暮らし続けられるよう就労や地

域活動、学びの機会の充実に向けて民間事業者や地域団体との連携を深めます。 

 

(3) ケアラー＊支援 

   認知症の人を支える家族に対し、認知症の症状やその対応方法について正しい知識や情

報を伝えるとともに、介護の負担軽減を図るため各種講習会や家族介護教室を実施します。

また、地域において認知症の人やその家族の孤立を防ぐため、サロンなど集いの機会や通い

の場を通じて、当事者同士が気軽に情報交換ができる身近な地域の拠点・場の創出を誘導し

ます。 

 

(4) 多機関協働で支える地域づくり 

   町会・自治会や商店街などの地域団体、民間事業者、教育機関などと連携した地域での見

守りを充実させるため、協定団体の更なる確保を図るとともに、多様な機関との意見交換会等

を通じ、課題の共有と解消など多機関協働で支える地域づくりを進めます。 

 

(5) 支援者の活動の促進 

   支援者の活動をさらに発展させるため、認知症サポーターや認知症サポートリーダーが活

動できる場の創出に取り組むとともに、支援者や支援したいと考える人とその活動をマッチン

グさせる仕組みづくりを進めます。 

 

主な取組
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第８章 
 

中野区障害者計画 

第７期中野区障害福祉計画 

第３期中野区障害児福祉計画 
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第８章 
 

中野区障害者計画 

第７期中野区障害福祉計画 

第３期中野区障害児福祉計画 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

第８章 
 

中野区障害者計画 

第７期中野区障害福祉計画 

第３期中野区障害児福祉計画 
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的ケア児＊及びその家族に対する支援に関する法律が制定され、医療的ケア児及びその家

族への支援についての国や地方公共団体の責務が明確化されることとなりました。 

  また、子どもの安全や虐待防止の観点からの制度改正も行われ、令和４年（2022 年）

12月に障害児通所支援事業所を含む国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準が改

正され、事業所における安全計画の策定や送迎車両を運行する場合の子どもの所在確認

に関する規定が追加されました。また、令和４年（2022年）12月に民法が改正され、児

童虐待防止の観点から親権者の子どもへの懲戒権が削除されたことに伴い、同基準にお

いても懲戒権に関する条項が削除されました。 

  これらのほか、子ども施策全般に関わることとして令和４年（2022年）６月にこども

基本法が制定され、全ての子どもについて、個人の尊重、適切な養育、福祉に係る権利

が保障されること、年齢及び発達の程度に応じ社会的活動への参画の機会や意見の尊重

などが考慮されることなどが基本理念として定められました。 

  さらに令和５年（2023 年）４月に、こども家庭庁が設置され、従来、厚生労働省の所

管であった障害児支援に係る事務の大部分が、同庁に移管されることとなりました。   

  これらの障害児・者施策を踏まえ、中野区において取り組む課題について目標を定め、

計画的に施策の推進を図るため、本計画を策定します。 

２ 計画の目標

 

（１）全ての人が共に暮らす共生社会の実現 

   障害の有無に左右されることなく、適切な支援があれば地域のなかで育ち、学び、

働き、楽しみ、暮らすことができる事を区民が理解し、障害のある人とない人が、学

校、職場、地域の中でともに暮らし、支え合う共生社会の実現を目指します。 

 

（２）障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現 

   障害の種別や重さに関わらず、必要とするサービスを利用しながら、障害者本人が

希望する地域で安心して暮らすことができる社会の実現を目指します。 

 

（３）障害者がいきいきと働ける社会の実現 

   障害者が地域において自立して生活し、その生活の質の向上を図れるよう、働く機

会を拡大するとともに、適切な支援を提供することにより、障害者が能動的に仕事に

就き、働き続けられる社会の実現を目指します。 

 

１ 計画策定の背景・目的

  国は平成 26年（2014年）１月、障害者の権利に関する条約（以下「障害者権利条約」

といいます。）を批准し、障害者の基本的人権や自由の享有を確保し、障害者の固有の尊

厳を促進することを目的に、障害者の権利を実現するための措置について取組を進めて

います。 

  障害者権利条約の批准から遡り、平成 23年（2011 年）には障害者基本法が改正され、

全ての国民が障害の有無により分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合

う共生社会の実現が盛り込まれ、障害の概念も、心身機能の障害と社会的障壁＊の相互作

用によって作り出されるものであるという「社会モデル（人権モデル）＊」の考え方に転

換しました。 

  障害福祉施策における近年の動向としては、次のようなことが挙げられます。令和４

年（2022年）５月に、障害のある人があらゆる分野の活動に参加するためには、情報の

十分な取得利用、円滑な意思疎通が極めて重要であることから、障害者による情報の取

得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律（障害者情報アクセシビリテ

ィ＊・コミュニケーション施策推進法）が制定され、情報の取得における国、地方公共団

体の責務等が示されました。 

  また、同年６月には、電話リレーサービスの提供により聴覚障害者等の自立した日常

生活及び社会生活の確保に寄与するための聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関

する法律も制定・施行されました。 

  更に、令和６年（2024 年）４月に施行予定の障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」といいます。）の改正法においては、

障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現する

ため、①障害者等の地域生活の支援体制の充実、②障害者の多様な就労ニーズに対する

支援及び障害者雇用の質の向上の推進、③精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制

の整備、④難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生

活支援の強化、⑤障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデー

タベースに関する規定の整備等の措置を講ずるものとして、新たなサービス実施や類型

の構築を図っています。 

  以上のような制度改正が進められる一方で、新型コロナウイルス感染症のまん延によ

り、障害者の社会活動やアウトリーチなどによる訪問も縮小せざるを得ない状況が約３

年に渡って続き、入所施設等からの地域移行、就労移行などの減少、経済活動の停滞に

伴う工賃額の低下などが生じました。令和５年（2023 年）５月に行動制限が撤廃された

ことを受け、また新たに社会情勢に合わせた障害福祉のあり方を模索し、障害者の意思

決定や地域共生社会の実現のために障害福祉施策を推進する必要があります。 

  障害児支援に係るこの３年間の国の動向としては、令和３年（2021年）６月に、医療
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４ 施策体系 

  

基本施策 施策 主な取組

相談体制の強化

合理的配慮の提供の推進

障害者差別解消に係る区の取組の評価・改善

理解促進及び啓発活動への取組

障害者虐待防止相談体制の強化

障害者虐待防止への理解促進のための啓発事業の推進

施設従事者等の専門性と質の確保

成年後見制度の利用支援等の推進

成年後見人の利用促進

重度障害者支援の充実

多様化するニーズへの対応

地域の相談支援体制の強化

専門相談の推進

福祉人材の確保

福祉人材の育成

当事者本位の総合的かつ横断的な支援の推進

地域ケアの推進

支援体制の強化

地域資源の整備

精神科入院患者の地域移行の推進

地域生活を支える体制整備の拡充

精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築への取組

身体・知的障害者を対象とした地域生活支援拠点の整備

地域生活の継続、定着支援のための支援体制の強化

就労に向けた専門的支援の拡充

雇用の確保

特別支援学校・障害者就労支援事業所との連携強化

体験実習を通した就労支援の充実

就労定着に向けた関係機関の連携強化

障害者就労支援事業所のネットワークを活用した就労支援

安定した受注の確保

自主生産品の充実に向けた支援

就労継続支援事業所が担う役割の拡充

中野区版児童発達支援センター機能の充実

ライフステージに応じた集団生活への適応のための支援

障害や発達に課題のある子どもの保護者・家族への支援

障害児通所支援事業所の確保と質の向上

重症心身障害児や医療的ケア児を受け入れる事業所の確保

障害児相談支援体制の充実

医療的ケア児等の協議の場や医療的ケア児等コーディネーターの配置

医療的ケア児及びその保護者等からの相談体制の整備

施策１　障害を理由とする差別の解消の推進

施策２　障害者虐待防止の取組

施策３　成年後見制度の利用促進

施策１　障害特性等に配慮したきめ細かい支援

施策２　相談支援体制の充実・強化

施策３　医療的ケア児等への包括的な支援体制の整備

障害者の権利擁護

地域生活の継続の支援

入所施設等からの地域生活
への移行促進と定着支援

障害者の就労の支援

障害児支援の提供体制の整備

施策１　就労機会の拡大

施策２　一般就労への支援と定着の取組の強化

施策３　就労継続支援事業所における工賃の向上

施策１　障害や発達に課題のある子どもの地域社会への参加・包容の推進

施策２　障害の特性に応じた障害児通所支援事業所等の基盤整備等

施策３　福祉人材の確保・育成

施策４　地域共生社会の実現に向けた取組の推進

施策１　施設入所者等の地域移行の推進に向けた取組

施策２　精神障害者の地域移行を支える体制整備

施策３　障害者の地域生活支援拠点の充実
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３ 計画の位置づけ 

 

（１）中野区障害者計画 

   障害者基本法第 11 条に基づき、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の

総合的かつ計画的な推進を図るために策定するものであり、障害者施策の最も基本的

な計画として位置づけ、策定します。 

 

（２）第７期中野区障害福祉計画 

   障害者総合支援法第 88条に基づき、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援

事業＊の提供体制の確保に係る目標に関する事項、各年度における指定障害福祉サービ

スや指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み、及び地

域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項等を策定します。 

 

（３）第３期中野区障害児福祉計画 

   児童福祉法第 33 条の 20 第１項に基づき、障害児通所支援及び障害児相談支援の提

供体制の確保に係る目標に関する事項、各年度における指定通所支援又は指定障害児

相談支援の種類ごとの必要な見込量を策定します。 
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医療的ケア児及びその保護者等からの相談体制の整備

施策１　障害を理由とする差別の解消の推進

施策２　障害者虐待防止の取組

施策３　成年後見制度の利用促進

施策１　障害特性等に配慮したきめ細かい支援

施策２　相談支援体制の充実・強化

施策３　医療的ケア児等への包括的な支援体制の整備

障害者の権利擁護

地域生活の継続の支援

入所施設等からの地域生活
への移行促進と定着支援

障害者の就労の支援

障害児支援の提供体制の整備

施策１　就労機会の拡大

施策２　一般就労への支援と定着の取組の強化

施策３　就労継続支援事業所における工賃の向上

施策１　障害や発達に課題のある子どもの地域社会への参加・包容の推進

施策２　障害の特性に応じた障害児通所支援事業所等の基盤整備等

施策３　福祉人材の確保・育成

施策４　地域共生社会の実現に向けた取組の推進

施策１　施設入所者等の地域移行の推進に向けた取組

施策２　精神障害者の地域移行を支える体制整備

施策３　障害者の地域生活支援拠点の充実
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３ 計画の位置づけ 

 

（１）中野区障害者計画 

   障害者基本法第 11 条に基づき、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の

総合的かつ計画的な推進を図るために策定するものであり、障害者施策の最も基本的

な計画として位置づけ、策定します。 

 

（２）第７期中野区障害福祉計画 

   障害者総合支援法第 88条に基づき、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援

事業＊の提供体制の確保に係る目標に関する事項、各年度における指定障害福祉サービ

スや指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み、及び地

域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項等を策定します。 

 

（３）第３期中野区障害児福祉計画 

   児童福祉法第 33 条の 20 第１項に基づき、障害児通所支援及び障害児相談支援の提

供体制の確保に係る目標に関する事項、各年度における指定通所支援又は指定障害児

相談支援の種類ごとの必要な見込量を策定します。 

 

 

 SDGsゴールとの関係 
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１ 中野区障害者計画の概要

（１）計画の基本理念 

   本計画は、共生社会の実現に向け、障害のある人が自らの決定に基づき社会のあら

ゆる活動に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援するとともに、

障害者の社会参加を制約する社会的障壁を除去し、中野区における障害者福祉施策を

推進するため、基本的な方向性を定めます。「健康福祉都市なかの」の４つの理念のも

とに策定し、障害者の権利擁護、地域生活の継続の支援、入所施設等からの地域移行

促進と定着支援、障害者の就労支援を推進します。 

（２）計画の基本目標 

   障害のある人が安心して地域で暮らすためには、障害の種別やその重さに左右され

ることなく、それぞれの特性に応じた多様なニーズに対応できるサービスが提供され

るとともに、その情報を得られる環境が必要です。 

   区は、障害福祉に関するニーズを把握し、的確にサービス基盤を充実するとともに、

相談支援体制を充実します。また、障害のある人が、自立して生活できるよう一般就

労＊に向けた支援を行います。更に、障害のある人それぞれが希望する暮らしを実現す

るために必要な情報へのアクセシビリティや意思疎通等への支援を行います。 

   更に、障害や発達に課題のある子どもやその家族への、ライフステージに応じた切

れ目のない一貫した支援体制を整備していきます。 

 

イエローリボンは、障害のある人々のその人

らしい自立と社会参加を目指すシンボルです。
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１ 中野区障害者計画の概要

（１）計画の基本理念 

   本計画は、共生社会の実現に向け、障害のある人が自らの決定に基づき社会のあら

ゆる活動に参加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援するとともに、

障害者の社会参加を制約する社会的障壁を除去し、中野区における障害者福祉施策を

推進するため、基本的な方向性を定めます。「健康福祉都市なかの」の４つの理念のも

とに策定し、障害者の権利擁護、地域生活の継続の支援、入所施設等からの地域移行

促進と定着支援、障害者の就労支援を推進します。 

（２）計画の基本目標 

   障害のある人が安心して地域で暮らすためには、障害の種別やその重さに左右され

ることなく、それぞれの特性に応じた多様なニーズに対応できるサービスが提供され

るとともに、その情報を得られる環境が必要です。 

   区は、障害福祉に関するニーズを把握し、的確にサービス基盤を充実するとともに、

相談支援体制を充実します。また、障害のある人が、自立して生活できるよう一般就

労＊に向けた支援を行います。更に、障害のある人それぞれが希望する暮らしを実現す

るために必要な情報へのアクセシビリティや意思疎通等への支援を行います。 

   更に、障害や発達に課題のある子どもやその家族への、ライフステージに応じた切

れ目のない一貫した支援体制を整備していきます。 

 

イエローリボンは、障害のある人々のその人

らしい自立と社会参加を目指すシンボルです。
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ちんと虐待への理解を深め予防するため、研修の実施や施設の虐待防止体制を確認

する必要があります。 

 

  ③ 成年後見制度の利用促進 

    中野区において、成年後見人の申立てや相談は中野区社会福祉協議会内に設置さ

れた成年後見支援センターにおいて行っています。 

    障害者本人の権利や自己決定を最大限に尊重できるように、補助、保佐、または

後見のいずれかの支援を得ながら、地域生活を継続できる環境を構築していきます。 

    知的障害者の場合、障害者本人と親の高齢化問題が顕著になるなかで、申立てを

行う親族が不在の場合も多く、区長申立てによる後見制度の利用が増えています。

また、精神障害者においても措置入院や医療保護入院などの困難事例が多く、区長

申立ての必要性が今後も増えていくものと考えられます。 

    財産の管理や日常生活への支援があることで地域生活を継続できるようになる障

害のある人を社会全体で支えあうことが、共生社会の実現のために必要です。しか

し、成年後見制度はこれらの人たちを支える重要な手段であるにも関わらず、十分

に利用されていません。財産管理や意思決定が困難な人が成年後見制度を活用し、

安心した地域生活を送ることができるよう支援する必要があります。 

 

（２）実現すべき状態 

   障害は、心身の機能の障害のみに起因するのではなく、社会の様々な障壁と相対す

ることによって生じるものであるという「社会モデル（人権モデル）」を基幹として、

障害のある人が自身の意思で決定し、活動や社会参加の制約を受けることなく、地域

生活や社会生活を継続し、適切な支援を受けながらその人らしく生きられる社会が構

築され、多岐に渡る施策が行われています。 

   差別解消や虐待防止のための障害への理解を促進する啓発活動への取組が行われる

とともに、施設従事者は研修や事業者間の連携の機会を持ち、専門性及び質が担保さ

れた支援が行われています。 

 
 

２ 障害者施策の課題と主な取組

【基本施策１】障害者の権利擁護 

（１）現状と課題 

  ① 障害者差別解消の取組 

    平成 28年（2016年）４月１日に障害者差別解消法が施行され、国及び地方公共団

体は、障害を理由とする不当な差別的取扱い＊の禁止と、障害のある人への合理的配

慮の提供が義務になりました。民間事業者においても、令和６年（2024 年）４月か

ら義務になりました。 

    区においては、障害者の差別解消及び合理的配慮の提供について、相談体制の確

保、事例収集及び共有、障害者差別解消審議会＊における相談事例の審議及び提案等、

障害者差別解消支援地域協議会＊による理解啓発活動、民間事業者等との意見交換会、

中野区障害者自立支援協議会＊に設置した障害者差別解消部会における情報交換等

を行ってきました。 

    しかし、令和４年度（2022年度）健康福祉に関する意識調査では、「障害者差別解

消法の認知度」の設問に対し、名前を知っている人が 23.6％、名前と併せて内容も

知っている人は 6.8％でした。令和２年度（2020 年度）の 22.1％、7.9％と、概ね横

ばいとなっており、区内における認知度は、依然として低い状況にあります。 

    障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止について、区民の関心と理解を一層

深めるとともに、必要かつ合理的な配慮の提供について、具体的な場面や状況に応

じて柔軟に対応するなど、障害者差別の解消に向けて、障害の理解、民間事業者へ

の働きかけといった啓発活動に一層取り組む必要があります。 

 

  ② 障害者に対する虐待防止の推進 

    虐待防止センター業務を担う障害福祉課を障害のある人に対する虐待防止や養護

者＊への支援の中核とし、地域の相談支援拠点であるすこやか障害者相談支援事業所

を虐待に係る相談や通報・届出機関とする相談体制を構築し、連携を図ってきまし

た。 

    障害者虐待対応において、通報・届出件数は、年々増加しており、特に令和３年

度（2021年度）と令和４年度（2022年度）の通報数が目立っています。以前より障

害者虐待の知識を持つ方が増え、養護者、施設従事者等による障害者虐待の通報は

特に増加しました。調査の結果、虐待の認定には至らないまでも支援を必要とする

状況の把握や、不適切な支援を指摘するような案件もあります。障害者に対する虐

待防止を推進していくために関係機関等が虐待防止に関する高い意識を持ち、連携

しながら早期発見や障害者の支援にあたることが重要です。施設従業者等には、き
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ちんと虐待への理解を深め予防するため、研修の実施や施設の虐待防止体制を確認

する必要があります。 

 

  ③ 成年後見制度の利用促進 

    中野区において、成年後見人の申立てや相談は中野区社会福祉協議会内に設置さ

れた成年後見支援センターにおいて行っています。 

    障害者本人の権利や自己決定を最大限に尊重できるように、補助、保佐、または

後見のいずれかの支援を得ながら、地域生活を継続できる環境を構築していきます。 

    知的障害者の場合、障害者本人と親の高齢化問題が顕著になるなかで、申立てを

行う親族が不在の場合も多く、区長申立てによる後見制度の利用が増えています。

また、精神障害者においても措置入院や医療保護入院などの困難事例が多く、区長

申立ての必要性が今後も増えていくものと考えられます。 

    財産の管理や日常生活への支援があることで地域生活を継続できるようになる障

害のある人を社会全体で支えあうことが、共生社会の実現のために必要です。しか

し、成年後見制度はこれらの人たちを支える重要な手段であるにも関わらず、十分

に利用されていません。財産管理や意思決定が困難な人が成年後見制度を活用し、

安心した地域生活を送ることができるよう支援する必要があります。 

 

（２）実現すべき状態 

   障害は、心身の機能の障害のみに起因するのではなく、社会の様々な障壁と相対す

ることによって生じるものであるという「社会モデル（人権モデル）」を基幹として、

障害のある人が自身の意思で決定し、活動や社会参加の制約を受けることなく、地域

生活や社会生活を継続し、適切な支援を受けながらその人らしく生きられる社会が構

築され、多岐に渡る施策が行われています。 

   差別解消や虐待防止のための障害への理解を促進する啓発活動への取組が行われる

とともに、施設従事者は研修や事業者間の連携の機会を持ち、専門性及び質が担保さ

れた支援が行われています。 

 
 

２ 障害者施策の課題と主な取組

【基本施策１】障害者の権利擁護 

（１）現状と課題 

  ① 障害者差別解消の取組 

    平成 28年（2016年）４月１日に障害者差別解消法が施行され、国及び地方公共団

体は、障害を理由とする不当な差別的取扱い＊の禁止と、障害のある人への合理的配

慮の提供が義務になりました。民間事業者においても、令和６年（2024 年）４月か

ら義務になりました。 

    区においては、障害者の差別解消及び合理的配慮の提供について、相談体制の確

保、事例収集及び共有、障害者差別解消審議会＊における相談事例の審議及び提案等、

障害者差別解消支援地域協議会＊による理解啓発活動、民間事業者等との意見交換会、

中野区障害者自立支援協議会＊に設置した障害者差別解消部会における情報交換等

を行ってきました。 

    しかし、令和４年度（2022年度）健康福祉に関する意識調査では、「障害者差別解

消法の認知度」の設問に対し、名前を知っている人が 23.6％、名前と併せて内容も

知っている人は 6.8％でした。令和２年度（2020 年度）の 22.1％、7.9％と、概ね横

ばいとなっており、区内における認知度は、依然として低い状況にあります。 

    障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止について、区民の関心と理解を一層

深めるとともに、必要かつ合理的な配慮の提供について、具体的な場面や状況に応

じて柔軟に対応するなど、障害者差別の解消に向けて、障害の理解、民間事業者へ

の働きかけといった啓発活動に一層取り組む必要があります。 

 

  ② 障害者に対する虐待防止の推進 

    虐待防止センター業務を担う障害福祉課を障害のある人に対する虐待防止や養護

者＊への支援の中核とし、地域の相談支援拠点であるすこやか障害者相談支援事業所

を虐待に係る相談や通報・届出機関とする相談体制を構築し、連携を図ってきまし

た。 

    障害者虐待対応において、通報・届出件数は、年々増加しており、特に令和３年

度（2021年度）と令和４年度（2022年度）の通報数が目立っています。以前より障

害者虐待の知識を持つ方が増え、養護者、施設従事者等による障害者虐待の通報は

特に増加しました。調査の結果、虐待の認定には至らないまでも支援を必要とする

状況の把握や、不適切な支援を指摘するような案件もあります。障害者に対する虐

待防止を推進していくために関係機関等が虐待防止に関する高い意識を持ち、連携

しながら早期発見や障害者の支援にあたることが重要です。施設従業者等には、き
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 ＜施策１＞ 障害を理由とする差別の解消の推進 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■主な取組 

   ① 相談体制の強化 

     当事者からの障害者差別に係る相談は、最初は当該事項の担当所管が受け、解

決に至らない場合は障害福祉課が受ける流れで、解決に向けての取組を行ってい

ます。解決が困難なために関係所管が集まり、障害者差別解消検証会議を開催し

たうえで、是正措置等の通知を行います。今後も、解決困難な事例が発生しない

ように、差別を解消する取組を推進します。 

     そして、当事者が相談しやすい環境を確保するために、区は各所管に、障害者

差別の解消及び合理的配慮の提供に係る情報共有、当事者に対する区における相

談体制の周知等を行います。 

 

   ② 合理的配慮の提供の推進 

     障害者への差別を解消するためには、障害への理解を進めるとともに、当事者

への合理的配慮の提供が必須です。 

     適切に合理的配慮が提供できるように、区においては、定期的な調査を行い、

収集した事例を区職員に周知することで情報の共有を図っています。 

     障害者差別解消審議会においては、区が収集した合理的配慮の提供等に係る相

計画における取組 取組内容 

合理的配慮の提供の推進 

意思疎通支援＊として新たに令和４年（2022 年）３月

から代筆・代読支援者派遣を、令和５年度（2023年度）

から失語症＊者向け意思疎通支援者の団体派遣及びサ

ロンを開始した。また、移動・身体介護等を行うため、

令和５年度（2023 年度）から重度訪問介護利用者の大

学等修学支援及び重度障害者等就労支援特別事業を

開始した。 

障害者差別解消に係る区の

取組の評価・改善 

庁内で合理的配慮に欠ける、またはその疑いのある事

例を収集し、中野区障害者差別解消審議会において検

討を行い、対応への助言・指導、情報の共有を行った。 

障害者差別解消の理解啓発 

区民や民間事業者を対象とした講演会の開催、区職員

への研修の実施、小中学生への啓発用リーフレットの

配布、ヘルプマークの啓発のため横断幕やのぼりの設

置、ホームページなどにより理解促進を図った。 

 

（３）成果指標と目標値   

 

成果指標 指標とする理由 

令和４年度 

(2022 年度) 

現状値 

令和８年度 

(2026年度) 

目標値 

令和 10年度 

(2028年度) 

目標値 

障害のある人に対する

理解が「ある程度進ん

でいる」、「十分に進ん

でいる」と回答した人

の割合 

社会モデル(人権モ

デル)に基づく共生

社会を実現するため

に、「障害のある人」

の理解の向上を図る

必要があるため 

31.9％ 38.5％ 40.5％ 

障害者差別解消法の

「名前は知っている」

「内容も知っている」

と回答した人の割合 

障害者差別解消の取

組の成果を示すため 
30.4％ 35％ 40％ 
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 ＜施策１＞ 障害を理由とする差別の解消の推進 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■主な取組 

   ① 相談体制の強化 

     当事者からの障害者差別に係る相談は、最初は当該事項の担当所管が受け、解

決に至らない場合は障害福祉課が受ける流れで、解決に向けての取組を行ってい

ます。解決が困難なために関係所管が集まり、障害者差別解消検証会議を開催し

たうえで、是正措置等の通知を行います。今後も、解決困難な事例が発生しない

ように、差別を解消する取組を推進します。 

     そして、当事者が相談しやすい環境を確保するために、区は各所管に、障害者

差別の解消及び合理的配慮の提供に係る情報共有、当事者に対する区における相

談体制の周知等を行います。 

 

   ② 合理的配慮の提供の推進 

     障害者への差別を解消するためには、障害への理解を進めるとともに、当事者

への合理的配慮の提供が必須です。 

     適切に合理的配慮が提供できるように、区においては、定期的な調査を行い、

収集した事例を区職員に周知することで情報の共有を図っています。 

     障害者差別解消審議会においては、区が収集した合理的配慮の提供等に係る相

計画における取組 取組内容 

合理的配慮の提供の推進 

意思疎通支援＊として新たに令和４年（2022 年）３月

から代筆・代読支援者派遣を、令和５年度（2023年度）

から失語症＊者向け意思疎通支援者の団体派遣及びサ

ロンを開始した。また、移動・身体介護等を行うため、

令和５年度（2023 年度）から重度訪問介護利用者の大

学等修学支援及び重度障害者等就労支援特別事業を

開始した。 

障害者差別解消に係る区の

取組の評価・改善 

庁内で合理的配慮に欠ける、またはその疑いのある事

例を収集し、中野区障害者差別解消審議会において検

討を行い、対応への助言・指導、情報の共有を行った。 

障害者差別解消の理解啓発 

区民や民間事業者を対象とした講演会の開催、区職員

への研修の実施、小中学生への啓発用リーフレットの

配布、ヘルプマークの啓発のため横断幕やのぼりの設

置、ホームページなどにより理解促進を図った。 

 

（３）成果指標と目標値   

 

成果指標 指標とする理由 

令和４年度 

(2022 年度) 

現状値 

令和８年度 

(2026年度) 

目標値 

令和 10年度 

(2028年度) 

目標値 

障害のある人に対する

理解が「ある程度進ん

でいる」、「十分に進ん

でいる」と回答した人

の割合 

社会モデル(人権モ

デル)に基づく共生

社会を実現するため

に、「障害のある人」

の理解の向上を図る

必要があるため 

31.9％ 38.5％ 40.5％ 

障害者差別解消法の

「名前は知っている」

「内容も知っている」

と回答した人の割合 

障害者差別解消の取

組の成果を示すため 
30.4％ 35％ 40％ 
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 ＜施策２＞ 障害者虐待防止の取組 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

■主な取組 

   ① 障害者虐待防止相談体制の強化 

     区は、障害福祉課に障害者虐待防止センター＊を置き、通報への対応、虐待防止

に係る啓発事業を実施しています。 

     区の障害者虐待防止センターへの通報・届出のほかに専用電話による 24時間受

付体制の確保、地域の相談や通報・届出機関としてすこやか障害者相談支援事業

所を位置づけ、相談体制を構築しています。 

     事例によっては弁護士等による事例検討会や専門的支援により、客観的な判断

や権利をどのように守るかについて助言を受ける機会や、カウンセラーによるカ

ウンセリングを受ける機会を設けています。 

     ハードの面では、一時的に保護するための居室は、身体・知的障害者、精神障

害者それぞれに確保しています。 

     虐待を発生させないための対策が第一ですが、虐待の通報・届出があった時に、

被虐待者にすぐコンタクトでき、支援につなげられる体制の確保及び維持は必須

であり、また、早期対応、早期介入ができるよう、障害者虐待防止センターの機

能について、誰もが知っているセンターとして認識してもらえるように更に周知

していきます。 

     また、虐待者が養護者である家族だった場合、養護者等へ相談や指導及び助言

等も行います。介護負担を軽減するために専門機関からの助言・支援を受けなが

ら、日常生活への支援を行っており、関係機関との連携をさらに強化していきま

す。 

 

計画における取組 取組内容 

障害者虐待防止の強化 

虐待対応連絡会を開催し、関係機関の連携強化に努める

とともに、障害福祉サービス従事者に対する虐待防止啓

発事業を実施した。 

緊急一時保護先の確保 
身体・知的障害と精神障害それぞれ、緊急時用の居室を

確保し、いつでも受け入れられるように体制を維持した。 

障害者虐待防止につい

ての理解促進 

区民向けの虐待防止セミナーの開催やリーフレットの配

布を行い、理解促進を図った。また、マニュアルを改訂

し、最新の取組や考え方の周知を図った。 

 
 

談事例や区が行った対応について報告を受け、その対応が適切であったかを審議

します。不当な差別的取り扱いが認められた場合においては、改善した取組につ

いて意見や提案を行っています。 

     事例の共有や改善の提案を通じ、障害のある人が適切に合理的配慮がなされた

環境で行政サービスを利用できるようにするため、区各所管において必要な対応

を講じるように継続して情報を発信していきます。 

 

   ③ 障害者差別解消に係る区の取組の評価・改善 

     中野区障害者差別解消審議会等において、区における不当な差別的取扱いの禁

止や合理的配慮の提供についての方針や啓発活動等の取組が適正かどうか審議を

行い、改善すべき事項について意見及び提案を受け、障害者差別解消の取組を進

めます。 

 

   ④ 理解促進及び啓発活動への取組 

     障害を理由とする差別の解消を目的として、毎年度、区民に向けた講演会、小

中学校及び行政窓口等へのリーフレット等の配布を行い、障害のある人について

知り、理解する機会を設けています。また、ヘルプマーク＊、ヘルプカード＊の必

要な方への配布、区民向けの周知等を行ってきました。 

     障害者差別解消支援地域協議会においては、小中学校への出前講座、民間事業

者との意見交換等を継続して行っています。 

     今後も、区民の目にふれ、知るきっかけをもっていただけるように、様々な方

法で啓発を行うこと、直接の対話により理解を更に深められる機会として出前講

座や意見交換会等の継続した開催が必要と考え、継続して実施していきます。障

害特性が様々であるように、必要とする支援は一人ひとり異なることを踏まえ、

幅広いテーマで実施します。 

     また、より区民への理解が広がるよう、地域で開催される各種イベントにおい

て、主催者に障害の有無に関わらず参加しやすくなるための配慮や工夫を呼びか

けていきます。 

                         ヘルプマーク
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 ＜施策２＞ 障害者虐待防止の取組 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

■主な取組 

   ① 障害者虐待防止相談体制の強化 

     区は、障害福祉課に障害者虐待防止センター＊を置き、通報への対応、虐待防止

に係る啓発事業を実施しています。 

     区の障害者虐待防止センターへの通報・届出のほかに専用電話による 24時間受

付体制の確保、地域の相談や通報・届出機関としてすこやか障害者相談支援事業

所を位置づけ、相談体制を構築しています。 

     事例によっては弁護士等による事例検討会や専門的支援により、客観的な判断

や権利をどのように守るかについて助言を受ける機会や、カウンセラーによるカ

ウンセリングを受ける機会を設けています。 

     ハードの面では、一時的に保護するための居室は、身体・知的障害者、精神障

害者それぞれに確保しています。 

     虐待を発生させないための対策が第一ですが、虐待の通報・届出があった時に、

被虐待者にすぐコンタクトでき、支援につなげられる体制の確保及び維持は必須

であり、また、早期対応、早期介入ができるよう、障害者虐待防止センターの機

能について、誰もが知っているセンターとして認識してもらえるように更に周知

していきます。 

     また、虐待者が養護者である家族だった場合、養護者等へ相談や指導及び助言

等も行います。介護負担を軽減するために専門機関からの助言・支援を受けなが

ら、日常生活への支援を行っており、関係機関との連携をさらに強化していきま

す。 

 

計画における取組 取組内容 

障害者虐待防止の強化 

虐待対応連絡会を開催し、関係機関の連携強化に努める

とともに、障害福祉サービス従事者に対する虐待防止啓

発事業を実施した。 

緊急一時保護先の確保 
身体・知的障害と精神障害それぞれ、緊急時用の居室を

確保し、いつでも受け入れられるように体制を維持した。 

障害者虐待防止につい

ての理解促進 

区民向けの虐待防止セミナーの開催やリーフレットの配

布を行い、理解促進を図った。また、マニュアルを改訂

し、最新の取組や考え方の周知を図った。 

 
 

談事例や区が行った対応について報告を受け、その対応が適切であったかを審議

します。不当な差別的取り扱いが認められた場合においては、改善した取組につ

いて意見や提案を行っています。 

     事例の共有や改善の提案を通じ、障害のある人が適切に合理的配慮がなされた

環境で行政サービスを利用できるようにするため、区各所管において必要な対応

を講じるように継続して情報を発信していきます。 

 

   ③ 障害者差別解消に係る区の取組の評価・改善 

     中野区障害者差別解消審議会等において、区における不当な差別的取扱いの禁

止や合理的配慮の提供についての方針や啓発活動等の取組が適正かどうか審議を

行い、改善すべき事項について意見及び提案を受け、障害者差別解消の取組を進

めます。 

 

   ④ 理解促進及び啓発活動への取組 

     障害を理由とする差別の解消を目的として、毎年度、区民に向けた講演会、小

中学校及び行政窓口等へのリーフレット等の配布を行い、障害のある人について

知り、理解する機会を設けています。また、ヘルプマーク＊、ヘルプカード＊の必

要な方への配布、区民向けの周知等を行ってきました。 

     障害者差別解消支援地域協議会においては、小中学校への出前講座、民間事業

者との意見交換等を継続して行っています。 

     今後も、区民の目にふれ、知るきっかけをもっていただけるように、様々な方

法で啓発を行うこと、直接の対話により理解を更に深められる機会として出前講

座や意見交換会等の継続した開催が必要と考え、継続して実施していきます。障

害特性が様々であるように、必要とする支援は一人ひとり異なることを踏まえ、

幅広いテーマで実施します。 

     また、より区民への理解が広がるよう、地域で開催される各種イベントにおい

て、主催者に障害の有無に関わらず参加しやすくなるための配慮や工夫を呼びか

けていきます。 

                         ヘルプマーク
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   ② 成年後見人の利用促進 

     成年後見制度を利用するためには、申立てする際の手数料等や鑑定費用、成年

後見人等への報酬負担が発生します。成年後見制度の利用を必要としている障害

のある人が、躊躇なく制度の利用につながるよう、助成制度等の周知を一層進め

ていきます。  

 

   ② 障害者虐待防止への理解促進のための啓発事業の推進 

     虐待防止セミナーの開催、リーフレットの配布等により、啓発活動を継続して

行います。また、適宜、虐待防止マニュアルを改訂し、最新の取組や考え方の周

知を図っていきます。障害者の虐待を防止するためには、障害者差別の解消と同

様に、地域における多様な障害への理解促進が求められており、効果的な啓発の

ための取組を検討し、実施していきます。 

 

   ③ 施設従事者等の専門性と質の確保 

     施設従事者等による虐待は全国的に増加傾向にあり、死亡事故や重大事案が発

生しています。このことを憂慮し、区としても虐待防止対策を推進していきます。 

     特に通報件数の多い施設入所支援、共同生活援助、生活介護事業所、放課後等

デイサービス事業所などについては、専門性とサービスの質を確保するために人

材育成研修の実施、研修への参加促進及び、虐待防止体制のチェックなどを行い

ます。 

 

 ＜施策３＞ 成年後見制度の利用促進 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

    

■主な取組 

   ① 成年後見制度の利用支援等の推進 

     区においては、成年後見制度の利用促進において、本人の尊厳と意思決定を尊

重した意思決定の支援、制度運用、権利擁護に取り組むネットワークの構築、制

度の正しい理解を促進していきます。 

     障害者本人の権利や自己決定を最大限に尊重できるように、成年後見制度にお

いては本人の状況に合わせ、補助、保佐、後見のいずれかの区分に分かれること、

どこでどのような手続を行う必要があるのか等を知ることができるように、情報

提供を行っていきます。 

計画における取組 取組内容 

成年後見制度の啓発と利用促進 

成年後見支援センターで区民向け啓発事業を行った

ほか、弁護士等専門職、成年後見支援センター及び関

係部署と成年後見制度利用促進の様々な課題につい

て、検討を行った。 

成年後見制度に係る体制の整備 
成年後見支援センターにおいて、引き続き市民後見人

の養成講座を実施した。 
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   ② 成年後見人の利用促進 

     成年後見制度を利用するためには、申立てする際の手数料等や鑑定費用、成年

後見人等への報酬負担が発生します。成年後見制度の利用を必要としている障害

のある人が、躊躇なく制度の利用につながるよう、助成制度等の周知を一層進め

ていきます。  

 

   ② 障害者虐待防止への理解促進のための啓発事業の推進 

     虐待防止セミナーの開催、リーフレットの配布等により、啓発活動を継続して

行います。また、適宜、虐待防止マニュアルを改訂し、最新の取組や考え方の周

知を図っていきます。障害者の虐待を防止するためには、障害者差別の解消と同

様に、地域における多様な障害への理解促進が求められており、効果的な啓発の

ための取組を検討し、実施していきます。 

 

   ③ 施設従事者等の専門性と質の確保 

     施設従事者等による虐待は全国的に増加傾向にあり、死亡事故や重大事案が発

生しています。このことを憂慮し、区としても虐待防止対策を推進していきます。 

     特に通報件数の多い施設入所支援、共同生活援助、生活介護事業所、放課後等

デイサービス事業所などについては、専門性とサービスの質を確保するために人

材育成研修の実施、研修への参加促進及び、虐待防止体制のチェックなどを行い

ます。 

 

 ＜施策３＞ 成年後見制度の利用促進 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

    

■主な取組 

   ① 成年後見制度の利用支援等の推進 

     区においては、成年後見制度の利用促進において、本人の尊厳と意思決定を尊

重した意思決定の支援、制度運用、権利擁護に取り組むネットワークの構築、制

度の正しい理解を促進していきます。 

     障害者本人の権利や自己決定を最大限に尊重できるように、成年後見制度にお

いては本人の状況に合わせ、補助、保佐、後見のいずれかの区分に分かれること、

どこでどのような手続を行う必要があるのか等を知ることができるように、情報

提供を行っていきます。 

計画における取組 取組内容 

成年後見制度の啓発と利用促進 

成年後見支援センターで区民向け啓発事業を行った

ほか、弁護士等専門職、成年後見支援センター及び関

係部署と成年後見制度利用促進の様々な課題につい

て、検討を行った。 

成年後見制度に係る体制の整備 
成年後見支援センターにおいて、引き続き市民後見人

の養成講座を実施した。 
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（２）実現すべき状態 

   地域生活を継続するための資源として障害福祉サービスのサービス量が確保され、

それぞれに必要なサービスが提供されています。 

   障害の状況、ともに生活する家族等の状況、年代等、様々な背景が考慮され、その

人らしい地域生活を継続するために、これらの状況を把握したうえで、計画的にサー

ビスが整備されています。 

   障害福祉サービス等を利用するために相談支援体制が確保され、適切に相談支援が

行えるよう、専門性を強化・充実させるための研修の機会や関係機関との連携等の仕

組みが構築されています。 

   サービスを提供する福祉人材を確保する取組がなされ、育成する仕組みが構築され

ています。 

   障害のある人もない人も共に地域社会に生きる共生社会が実現し、包括的に支援が

行われる環境が整備されるように検討が継続されています。 

 

（３）成果指標と目標値 

    

成果指標 指標とする理由 

令和４年度 

(2022 年度) 

現状値 

令和８年度 

(2026年度) 

目標値 

令和 10年度 

(2028年度) 

目標値 

障害福祉サービスを利

用していない理由とし

て、「サービスを知らな

い」、「利用方法が分か

らない」と回答した人

の割合 

地域生活を継続する

ための相談支援、サ

ービス提供体制や社

会基盤が整っている

ことを示すため 

30.7％ 12.0％ 10.0％ 

外出する時に特に困る

ことはないと考える障

害のある人の割合 

外出を困難と考えな

い障害のある人の割

合が多いほど外出や

社会参加の基盤が整

っていることを示す

ため 

57.7％ 67.0％ 70.0％ 

 
 

【基本施策２】地域生活の継続の支援

 

（１）現状と課題 

   地域生活を継続するために、一人ひとりのニーズに応じて障害福祉サービス等を利

用できることが必要ですが、その中でも、親亡き後も地域での暮らしを続けるために、

共同生活援助における体験利用の機会をもち家族との暮らしからの移行に備えること、

緊急時に、短期入所において受入れ態勢を確保する対応力の向上が課題になっていま

す。また、医療的ケア＊が必要な人は、医療的ケアに対応できるサービスが限られてお

り、短期入所の整備は特に必要とされています。さらに、サービスの利用中だけでな

く、送迎中にも医療的ケアに対応が必要な場合もあり、看護職員等の確保が課題にな

っています。 

   また、高次脳機能障害＊、発達障害＊等、個々の障害の特性に対応したサービスの拡

充、強度行動障害＊を出現させないための環境調整が必要です。 

   地域生活支援事業においては、移動支援＊の利用者数、利用時間ともに増加傾向にあ

り、サービス量の確保が課題になっています。重度障害者が大学等で修学するときに、

学校等が必要な支援体制を構築するまでの間、必要な身体介護等を提供する「重度訪

問介護利用者の大学等修学支援事業」、重度障害者が就労する場合に職場等における身

体介護や通勤介助を行う「重度障害者等就労支援特別事業」を令和５年度（2023年度）

から開始しました。障害の種別、介助の状況等に左右されることなく、学ぶ機会や就

労を保障するための支援を拡充しました。意思疎通支援においては、手話講習会の開

催、社会活動促進のため、手話通訳者・要約筆記者＊、代筆・代読支援者の派遣、失語

症者への意思疎通支援者派遣等を継続する必要があります。障害者の意思疎通支援の

更なる充実を図るとともに情報アクセシビリティを向上させるために障害者の情報の

取得利用等に関し、環境や施策の整備が課題となっています。 

 

   充実してほしい施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度（2022年度）障害福祉サービス意向調査 

 
 

【基本施策２】地域生活の継続の支援

 

（１）現状と課題 

   地域生活を継続するために、一人ひとりのニーズに応じて障害福祉サービス等を利

用できることが必要ですが、その中でも、親亡き後も地域での暮らしを続けるために、

共同生活援助における体験利用の機会をもち家族との暮らしからの移行に備えること、

緊急時に、短期入所において受入れ態勢を確保する対応力の向上が課題になっていま

す。また、医療的ケア＊が必要な人は、医療的ケアに対応できるサービスが限られてお

り、短期入所の整備は特に必要とされています。さらに、サービスの利用中だけでな

く、送迎中にも医療的ケアに対応が必要な場合もあり、看護職員等の確保が課題にな

っています。 

   また、高次脳機能障害＊、発達障害＊等、個々の障害の特性に対応したサービスの拡

充、強度行動障害＊を出現させないための環境調整が必要です。 

   地域生活支援事業においては、移動支援＊の利用者数、利用時間ともに増加傾向にあ

り、サービス量の確保が課題になっています。重度障害者が大学等で修学するときに、

学校等が必要な支援体制を構築するまでの間、必要な身体介護等を提供する「重度訪

問介護利用者の大学等修学支援事業」、重度障害者が就労する場合に職場等における身

体介護や通勤介助を行う「重度障害者等就労支援特別事業」を令和５年度（2023年度）

から開始しました。障害の種別、介助の状況等に左右されることなく、学ぶ機会や就

労を保障するための支援を拡充しました。意思疎通支援においては、手話講習会の開

催、社会活動促進のため、手話通訳者・要約筆記者＊、代筆・代読支援者の派遣、失語

症者への意思疎通支援者派遣等を継続する必要があります。障害者の意思疎通支援の

更なる充実を図るとともに情報アクセシビリティを向上させるために障害者の情報の

取得利用等に関し、環境や施策の整備が課題となっています。 

 

   充実してほしい施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度（2022年度）障害福祉サービス意向調査 
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（２）実現すべき状態 

   地域生活を継続するための資源として障害福祉サービスのサービス量が確保され、

それぞれに必要なサービスが提供されています。 

   障害の状況、ともに生活する家族等の状況、年代等、様々な背景が考慮され、その

人らしい地域生活を継続するために、これらの状況を把握したうえで、計画的にサー

ビスが整備されています。 

   障害福祉サービス等を利用するために相談支援体制が確保され、適切に相談支援が

行えるよう、専門性を強化・充実させるための研修の機会や関係機関との連携等の仕

組みが構築されています。 

   サービスを提供する福祉人材を確保する取組がなされ、育成する仕組みが構築され

ています。 

   障害のある人もない人も共に地域社会に生きる共生社会が実現し、包括的に支援が

行われる環境が整備されるように検討が継続されています。 

 

（３）成果指標と目標値 

    

成果指標 指標とする理由 

令和４年度 

(2022 年度) 

現状値 

令和８年度 

(2026年度) 

目標値 

令和 10年度 

(2028年度) 

目標値 

障害福祉サービスを利

用していない理由とし

て、「サービスを知らな

い」、「利用方法が分か

らない」と回答した人

の割合 

地域生活を継続する

ための相談支援、サ

ービス提供体制や社

会基盤が整っている

ことを示すため 

30.7％ 12.0％ 10.0％ 

外出する時に特に困る

ことはないと考える障

害のある人の割合 

外出を困難と考えな

い障害のある人の割

合が多いほど外出や

社会参加の基盤が整

っていることを示す

ため 

57.7％ 67.0％ 70.0％ 

 
 

【基本施策２】地域生活の継続の支援

 

（１）現状と課題 

   地域生活を継続するために、一人ひとりのニーズに応じて障害福祉サービス等を利

用できることが必要ですが、その中でも、親亡き後も地域での暮らしを続けるために、

共同生活援助における体験利用の機会をもち家族との暮らしからの移行に備えること、

緊急時に、短期入所において受入れ態勢を確保する対応力の向上が課題になっていま

す。また、医療的ケア＊が必要な人は、医療的ケアに対応できるサービスが限られてお

り、短期入所の整備は特に必要とされています。さらに、サービスの利用中だけでな

く、送迎中にも医療的ケアに対応が必要な場合もあり、看護職員等の確保が課題にな

っています。 

   また、高次脳機能障害＊、発達障害＊等、個々の障害の特性に対応したサービスの拡

充、強度行動障害＊を出現させないための環境調整が必要です。 

   地域生活支援事業においては、移動支援＊の利用者数、利用時間ともに増加傾向にあ

り、サービス量の確保が課題になっています。重度障害者が大学等で修学するときに、

学校等が必要な支援体制を構築するまでの間、必要な身体介護等を提供する「重度訪

問介護利用者の大学等修学支援事業」、重度障害者が就労する場合に職場等における身

体介護や通勤介助を行う「重度障害者等就労支援特別事業」を令和５年度（2023年度）

から開始しました。障害の種別、介助の状況等に左右されることなく、学ぶ機会や就

労を保障するための支援を拡充しました。意思疎通支援においては、手話講習会の開

催、社会活動促進のため、手話通訳者・要約筆記者＊、代筆・代読支援者の派遣、失語

症者への意思疎通支援者派遣等を継続する必要があります。障害者の意思疎通支援の

更なる充実を図るとともに情報アクセシビリティを向上させるために障害者の情報の

取得利用等に関し、環境や施策の整備が課題となっています。 

 

   充実してほしい施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度（2022年度）障害福祉サービス意向調査 

 
 

【基本施策２】地域生活の継続の支援

 

（１）現状と課題 

   地域生活を継続するために、一人ひとりのニーズに応じて障害福祉サービス等を利

用できることが必要ですが、その中でも、親亡き後も地域での暮らしを続けるために、

共同生活援助における体験利用の機会をもち家族との暮らしからの移行に備えること、

緊急時に、短期入所において受入れ態勢を確保する対応力の向上が課題になっていま

す。また、医療的ケア＊が必要な人は、医療的ケアに対応できるサービスが限られてお

り、短期入所の整備は特に必要とされています。さらに、サービスの利用中だけでな

く、送迎中にも医療的ケアに対応が必要な場合もあり、看護職員等の確保が課題にな

っています。 

   また、高次脳機能障害＊、発達障害＊等、個々の障害の特性に対応したサービスの拡

充、強度行動障害＊を出現させないための環境調整が必要です。 

   地域生活支援事業においては、移動支援＊の利用者数、利用時間ともに増加傾向にあ

り、サービス量の確保が課題になっています。重度障害者が大学等で修学するときに、

学校等が必要な支援体制を構築するまでの間、必要な身体介護等を提供する「重度訪

問介護利用者の大学等修学支援事業」、重度障害者が就労する場合に職場等における身

体介護や通勤介助を行う「重度障害者等就労支援特別事業」を令和５年度（2023年度）

から開始しました。障害の種別、介助の状況等に左右されることなく、学ぶ機会や就

労を保障するための支援を拡充しました。意思疎通支援においては、手話講習会の開

催、社会活動促進のため、手話通訳者・要約筆記者＊、代筆・代読支援者の派遣、失語

症者への意思疎通支援者派遣等を継続する必要があります。障害者の意思疎通支援の

更なる充実を図るとともに情報アクセシビリティを向上させるために障害者の情報の

取得利用等に関し、環境や施策の整備が課題となっています。 

 

   充実してほしい施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度（2022年度）障害福祉サービス意向調査 
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ら夜にかけて、障害のある人の支援環境の確保が必要であり、これまでも継続し

て検討を行ってきました。障害の状況、年齢、生活の背景等、それぞれに合わせ

た多様な支援を提供するために、専門性を担保し、安全かつ継続的に夕方の居場

所を確保できるよう、実現に向けた検討を行っていきます。 

     また、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が施行さ

れ、等しく情報を取得する環境を整備し、情報通信ネットワークの利用・情報通

信技術の活用を行えるように、環境の整備及び支援を推進していきます。

 
 

 ＜施策１＞ 障害特性等に配慮したきめ細かい支援 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■主な取組 

   ① 重度障害者支援の充実 

     重症心身障害児（者）＊や、医療的ケアが必要な人が社会活動に参加できる場所

として生活介護を実施しています。 

     医療的ケアが必要な人は増加しており、家庭における介護負担も大きいことか

ら、新たな整備や拡充は急務です。生活介護事業所において、東京都重症心身障

害児（者）通所事業＊の指定を受け、医療職を含む専門職員確保、活動場所の環境

を整備してサービス提供の確保を行っていますが、今後も更なる受入れ枠の拡充

を図る必要があり、引き続き整備に係る検討を行っていきます。 

     在宅生活においても、重症心身障害児（者）が利用できる短期入所について、

既存の事業所との調整及び新たな事業所の整備･拡充を行います。 

 

   ② 多様化するニーズへの対応 

     障害のある人の障害の状況や年齢だけでなく、その人を取り巻く家族等への支

援も地域生活を継続するために欠かせません。障害者の介護者である親の就労の

継続、または介護負担を軽減するため、日中活動系サービス利用終了後の夕方か

計画における取組 取組内容 

相談支援における自己決定

の尊重と意思決定の支援 

相談支援専門員＊及び障害福祉サービス従事者を対

象として障害者支援に係る研修を実施した。 

相談支援体制の充実・強化 

・地域の相談支援を強化するために事例検討会を含

む研修の充実を図った。 

・相談支援専門員のネットワーク作りのため、定期

交流会の機会を設けた。 

障害福祉サービス等の質の

向上 

区の開催する研修の他、各種研修の開催情報を提供

した。都の指導監査と連携し、事業所への指導を行

った。 

障害特性に応じた多様な意

思疎通の促進 

・手話講習会を実施した。 

・通院や社会活動への参加のため手話通訳者、代筆・

代読支援者を派遣した。 

・失語症者向け意思疎通支援者の団体派遣及び交流

のためのサロンを令和５年度（2023年度）から開

始した。 
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ら夜にかけて、障害のある人の支援環境の確保が必要であり、これまでも継続し

て検討を行ってきました。障害の状況、年齢、生活の背景等、それぞれに合わせ

た多様な支援を提供するために、専門性を担保し、安全かつ継続的に夕方の居場

所を確保できるよう、実現に向けた検討を行っていきます。 

     また、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が施行さ

れ、等しく情報を取得する環境を整備し、情報通信ネットワークの利用・情報通

信技術の活用を行えるように、環境の整備及び支援を推進していきます。

 
 

 ＜施策１＞ 障害特性等に配慮したきめ細かい支援 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■主な取組 

   ① 重度障害者支援の充実 

     重症心身障害児（者）＊や、医療的ケアが必要な人が社会活動に参加できる場所

として生活介護を実施しています。 

     医療的ケアが必要な人は増加しており、家庭における介護負担も大きいことか

ら、新たな整備や拡充は急務です。生活介護事業所において、東京都重症心身障

害児（者）通所事業＊の指定を受け、医療職を含む専門職員確保、活動場所の環境

を整備してサービス提供の確保を行っていますが、今後も更なる受入れ枠の拡充

を図る必要があり、引き続き整備に係る検討を行っていきます。 

     在宅生活においても、重症心身障害児（者）が利用できる短期入所について、

既存の事業所との調整及び新たな事業所の整備･拡充を行います。 

 

   ② 多様化するニーズへの対応 

     障害のある人の障害の状況や年齢だけでなく、その人を取り巻く家族等への支

援も地域生活を継続するために欠かせません。障害者の介護者である親の就労の

継続、または介護負担を軽減するため、日中活動系サービス利用終了後の夕方か

計画における取組 取組内容 

相談支援における自己決定

の尊重と意思決定の支援 

相談支援専門員＊及び障害福祉サービス従事者を対

象として障害者支援に係る研修を実施した。 

相談支援体制の充実・強化 

・地域の相談支援を強化するために事例検討会を含

む研修の充実を図った。 

・相談支援専門員のネットワーク作りのため、定期

交流会の機会を設けた。 

障害福祉サービス等の質の

向上 

区の開催する研修の他、各種研修の開催情報を提供

した。都の指導監査と連携し、事業所への指導を行

った。 

障害特性に応じた多様な意

思疎通の促進 

・手話講習会を実施した。 

・通院や社会活動への参加のため手話通訳者、代筆・

代読支援者を派遣した。 

・失語症者向け意思疎通支援者の団体派遣及び交流

のためのサロンを令和５年度（2023年度）から開

始した。 
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専門性を強化するための人材育成などに取り組んでいます。研修は、委託による

実施に切り替え、専門事業者が障害福祉サービス事業所へのニーズ調査を行った

上で、その時々に求められている研修内容を反映して実施します。 

     また、発達障害や高次脳機能障害といった専門別の相談については、利用者の

動向を確認しながら実施回数の増減等の検討を行い、適切に専門相談を受けられ

るようにしていきます。 

     更に、専門相談だけでなく、障害特性に応じ適切な相談支援が受けられるよう

に、基幹相談支援センターを中心として、連携の強化や人材育成等により支援体

制の整備を図っていきます。

 
 

 ＜施策２＞ 相談支援体制の充実・強化 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

■主な取組 

   ① 地域の相談支援体制の強化 

     すこやか障害者相談支援事業所においては、一般相談、計画相談、地域相談を

担っています。この中で、地域相談においては、新型コロナウイルス感染症の感

染対策のため、入所施設等や精神科病院への訪問が行えない期間が続いていまし

た。入院患者の高齢化も進んでおり、地域移行を推進するために、支援体制の強

化を図ります。 

     また、専門性の強化として、相談支援専門員に対し、中野区相談支援専門員ハ

ンドブックの配布、定例的な連絡会及び研修会等を実施しています。身体障害、

知的障害または精神障害のそれぞれの障害特性に応じた相談への対応、障害の多

様化に応じた相談を行うために、専門性の強化や関係機関等との連携による情報

やノウハウの共有等を更に進めていくための体制を確保します。 

 

   ② 専門相談の推進

     基幹相談支援センター（障害福祉課）を中核として相談支援事業所との連携や

計画における取組 取組内容 

高齢障害者への支援 

すこやか障害者相談支援事業所等の相談機関と連携し、

介護保険へ移行する人への制度移行の案内等の支援を行

った。 

医療的ケアが必要な人へ

の支援 

生活介護では、中野区障害者福祉会館において令和４年

度（2022年度）に施設改修工事、令和５年度（2023 年度）

から東京都重症心身障害児（者）通所事業を開始した。 

夕方支援のニーズへの対

応 

生活介護事業所において当該施設を利用している人を対

象として、夕方からの一時的な支援を行っている。 

難病患者への障害福祉サ

ービスの周知 

区ホームページや障害福祉のしおりにおいて対象疾病一

覧を公開し、利用できるサービスを周知した。 

福祉人材の確保・育成 

通所施設従事者等を対象に「障害福祉サービス従事者人

材育成研修」を実施している。令和５年度（2023年度）

から委託化し、ニーズ調査を行い、現場の声を把握した

上で研修のテーマを定めるなど、スキルアップにつなが

る研修となるようにした。 
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専門性を強化するための人材育成などに取り組んでいます。研修は、委託による

実施に切り替え、専門事業者が障害福祉サービス事業所へのニーズ調査を行った

上で、その時々に求められている研修内容を反映して実施します。 

     また、発達障害や高次脳機能障害といった専門別の相談については、利用者の

動向を確認しながら実施回数の増減等の検討を行い、適切に専門相談を受けられ

るようにしていきます。 

     更に、専門相談だけでなく、障害特性に応じ適切な相談支援が受けられるよう

に、基幹相談支援センターを中心として、連携の強化や人材育成等により支援体

制の整備を図っていきます。

 
 

 ＜施策２＞ 相談支援体制の充実・強化 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

■主な取組 

   ① 地域の相談支援体制の強化 

     すこやか障害者相談支援事業所においては、一般相談、計画相談、地域相談を

担っています。この中で、地域相談においては、新型コロナウイルス感染症の感

染対策のため、入所施設等や精神科病院への訪問が行えない期間が続いていまし

た。入院患者の高齢化も進んでおり、地域移行を推進するために、支援体制の強

化を図ります。 

     また、専門性の強化として、相談支援専門員に対し、中野区相談支援専門員ハ

ンドブックの配布、定例的な連絡会及び研修会等を実施しています。身体障害、

知的障害または精神障害のそれぞれの障害特性に応じた相談への対応、障害の多

様化に応じた相談を行うために、専門性の強化や関係機関等との連携による情報

やノウハウの共有等を更に進めていくための体制を確保します。 

 

   ② 専門相談の推進

     基幹相談支援センター（障害福祉課）を中核として相談支援事業所との連携や

計画における取組 取組内容 

高齢障害者への支援 

すこやか障害者相談支援事業所等の相談機関と連携し、

介護保険へ移行する人への制度移行の案内等の支援を行

った。 

医療的ケアが必要な人へ

の支援 

生活介護では、中野区障害者福祉会館において令和４年

度（2022年度）に施設改修工事、令和５年度（2023年度）

から東京都重症心身障害児（者）通所事業を開始した。 

夕方支援のニーズへの対

応 

生活介護事業所において当該施設を利用している人を対

象として、夕方からの一時的な支援を行っている。 

難病患者への障害福祉サ

ービスの周知 

区ホームページや障害福祉のしおりにおいて対象疾病一

覧を公開し、利用できるサービスを周知した。 

福祉人材の確保・育成 

通所施設従事者等を対象に「障害福祉サービス従事者人

材育成研修」を実施している。令和５年度（2023年度）

から委託化し、ニーズ調査を行い、現場の声を把握した

上で研修のテーマを定めるなど、スキルアップにつなが

る研修となるようにした。 
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     支援職員が、処遇、育成計画などにより、働き続けたいと思える環境を作るた

めに区としても積極的に取り組む必要があります。人材の確保は、介護分野にお

ける特定技能外国人の受入れの区内事業所への周知や、日本で生活をする外国籍

の方に進路の選択肢として知ってもらう機会を設けるといった対応の検討もして

いきます。 

 

   ② 福祉人材の育成 

     障害者の重度化や高齢化、介護者の就労等、様々なニーズに対応できるように

障害福祉サービスが多様化するとともに、区内の障害福祉サービス事業者数も増

加しています。そうした中で、サービスの質の確保を図るため、基幹相談支援セ

ンター業務として人材の育成を図るべく区内の通所施設従事者等を対象に「障害

福祉サービス従事者人材育成研修」を実施しています。専門の事業者に委託し、

ニーズ調査を行い、現場の声を把握した上で研修のテーマを定めるなど、スキル

アップにつながる研修となるようにしました。今後も、従事者の専門性の確保、

障害者の重度化・高齢化や、障害福祉サービスの多様化に対応できるように、様々

なニーズをすくい上げ、育成研修を継続し、専門性の確保に努めます。 

     また、中野区障害者自立支援協議会には、居宅系及び施設系の事業者連絡会を

設置しており、事業者間の連携や情報交換、研修などを行っています。研修、情

報共有の機会を確保しながら、支援の質を向上させるための機能として今後も継

続していきます。

 
 

 ＜施策３＞ 福祉人材の確保・育成 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

■主な取組 

   ① 福祉人材の確保 

     福祉人材の不足を解消するため、中野区社会福祉協議会が主催し、合同就職セ

ミナーを開催するなどの取組を行っています。区においても安定したサービスの

提供体制の確保、地域生活を継続するための支援を実施する支援者を確保するた

めの取組を強化していきます。 

計画における取組 取組内容 

地域における需要に応じた

サービス量の確保 

共同生活援助は区有地活用による整備を進めた。新規

開設相談を受け、指定に向けて助言、指導を行った。 

日中活動系サービスの確保 

毎年、特別支援学校に在籍児調査を行い、卒業後の進

路の見込みを立て、新たな事業所の整備についてサー

ビス種別や定員数、開設時期などの見込みを立ててい

る。令和４年度（2022年度）に中野区障害者福祉会館

において改修工事を行い、令和５年度（2023 年度）か

ら都の実施する東京都重症心身障害児（者）通所事業

を開始した。 

短期入所、日中一時支援事

業所の整備 

知的障害者生活寮及び在宅障害者（児）緊急一時保護

事業は令和４年度（2022年度）末をもって終了し、法

定サービスへ移行するための整備工事を行った。 

緊急時の保護体制の確保 

緊急時の受入れのための居室を確保し、介護者の入院

等において障害者の保護を行った。精神障害者を対象

とした地域生活支援拠点においても緊急時の受入れ

が可能なように居室を確保した。 

第三者評価受審の推進 
日中活動系サービス及び障害児通所支援を対象に補

助を実施した。 

事業者への指導・助言 
東京都の実施する指導検査＊と連携を図り、事業所へ

の指導等を行った。 

障害者自立支援協議会の活

性化 

令和３年度（2021年度）に障害者自立支援協議会内で、

全体会や各部会のあり方について検討を実施した。協

議会において情報共有や区の障害者計画への意見の

提出等を実施した。 
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     支援職員が、処遇、育成計画などにより、働き続けたいと思える環境を作るた

めに区としても積極的に取り組む必要があります。人材の確保は、介護分野にお

ける特定技能外国人の受入れの区内事業所への周知や、日本で生活をする外国籍

の方に進路の選択肢として知ってもらう機会を設けるといった対応の検討もして

いきます。 

 

   ② 福祉人材の育成 

     障害者の重度化や高齢化、介護者の就労等、様々なニーズに対応できるように

障害福祉サービスが多様化するとともに、区内の障害福祉サービス事業者数も増

加しています。そうした中で、サービスの質の確保を図るため、基幹相談支援セ

ンター業務として人材の育成を図るべく区内の通所施設従事者等を対象に「障害

福祉サービス従事者人材育成研修」を実施しています。専門の事業者に委託し、

ニーズ調査を行い、現場の声を把握した上で研修のテーマを定めるなど、スキル

アップにつながる研修となるようにしました。今後も、従事者の専門性の確保、

障害者の重度化・高齢化や、障害福祉サービスの多様化に対応できるように、様々

なニーズをすくい上げ、育成研修を継続し、専門性の確保に努めます。 

     また、中野区障害者自立支援協議会には、居宅系及び施設系の事業者連絡会を

設置しており、事業者間の連携や情報交換、研修などを行っています。研修、情

報共有の機会を確保しながら、支援の質を向上させるための機能として今後も継

続していきます。

 
 

 ＜施策３＞ 福祉人材の確保・育成 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

■主な取組 

   ① 福祉人材の確保 

     福祉人材の不足を解消するため、中野区社会福祉協議会が主催し、合同就職セ

ミナーを開催するなどの取組を行っています。区においても安定したサービスの

提供体制の確保、地域生活を継続するための支援を実施する支援者を確保するた

めの取組を強化していきます。 

計画における取組 取組内容 

地域における需要に応じた

サービス量の確保 

共同生活援助は区有地活用による整備を進めた。新規

開設相談を受け、指定に向けて助言、指導を行った。 

日中活動系サービスの確保 

毎年、特別支援学校に在籍児調査を行い、卒業後の進

路の見込みを立て、新たな事業所の整備についてサー

ビス種別や定員数、開設時期などの見込みを立ててい

る。令和４年度（2022年度）に中野区障害者福祉会館

において改修工事を行い、令和５年度（2023 年度）か

ら都の実施する東京都重症心身障害児（者）通所事業

を開始した。 

短期入所、日中一時支援事

業所の整備 

知的障害者生活寮及び在宅障害者（児）緊急一時保護

事業は令和４年度（2022年度）末をもって終了し、法

定サービスへ移行するための整備工事を行った。 

緊急時の保護体制の確保 

緊急時の受入れのための居室を確保し、介護者の入院

等において障害者の保護を行った。精神障害者を対象

とした地域生活支援拠点においても緊急時の受入れ

が可能なように居室を確保した。 

第三者評価受審の推進 
日中活動系サービス及び障害児通所支援を対象に補

助を実施した。 

事業者への指導・助言 
東京都の実施する指導検査＊と連携を図り、事業所へ

の指導等を行った。 

障害者自立支援協議会の活

性化 

令和３年度（2021年度）に障害者自立支援協議会内で、

全体会や各部会のあり方について検討を実施した。協

議会において情報共有や区の障害者計画への意見の

提出等を実施した。 
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【基本施策３】入所施設等からの地域生活への移行促進と定着支援

（１）現状と課題 

   施設入所支援等からの地域移行者数は減少し、施設に入所する障害者数もほぼ横ば

いの状況が続いています。 

   入所者等の高齢化、重度化、死亡による退所や介護保険サービスへの移行といった

理由が大きく、高齢化し入所等の期間が長期化するほど、施設における生活が定着し、

地域への移行が困難になっていきます。 

   住み慣れた地域において生活できるよう移行を促進するためには生活を支えるサー

ビスの充実が求められており、特に共同生活援助における支援の拡充は重要です。 

   また、精神科入院患者の退院数も大幅に減少し、施設入所支援と同様に長期入院患

者の地域移行、入院患者の高齢化により地域への移行におけるサービスの充実が必要

とされています。 

   新型コロナウイルス感染症への対策のため、入所者や入院患者との対面による支援

が困難だったこともありますが、これからはアウトリーチや関係機関との連携等を活

性化し、地域移行を推進する必要があります。 

 

  障害支援区分別の施設入所者の割合 

   

  施設への入所理由 

   

6

1.5

0.7 1.5

13.4 28.4 48.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

無回答 区分なし 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

出典：令和４年度（2022 年度）障害福祉サービス意向調査 

 

 ＜施策４＞ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

 

 

  ■主な取組 

   ① 当事者本位の総合的かつ横断的な支援の推進 

     本人や家族への支援を充実させるため、関係機関との連携のもと、施策を総合

的に展開し、切れ目のない支援を行う必要があります。 

     ひとつの問題が解決してもそれで終わりではなく、継続的な伴走型支援が必要

とされています。行政だけでなく、アウトリーチ型の支援を行っている様々な担

い手がそれぞれの役割を適切に遂行するように、障害の特性に応じた支援にどの

ように取り組んでいくことができるのかについて、関係機関との連携を図りなが

ら、総合的かつ横断的な取組を推進します。 

 

   ② 地域ケアの推進 

     居場所づくりや就労支援などの社会参加への支援、地域資源の開発や担い手の

育成といった地域作りを進めていくため、重層的支援体制整備事業との整合性を

図りながら体制整備を進めます。 

     また、支援においてこれまで以上に専門機関や関係者との連携が必要になって

くることから、連携や地域課題の解決のための仕組みである地域ケア会議におい

て積極的に障害者への支援について発言を行い、連携の強化を図ります。 

     地域における居場所づくりと併せ、重度障害者等が在宅生活を継続できるよう

に在宅療養体制の充実について、制度の拡充を進めます。 

 

 

 

計画における取組 取組内容 

地域共生社会の実現に向け

た包括的な支援体制の構築 

重層的支援の構築に向けて関係所管で会議を行い、

課題の共通認識づくり、検討を行った。 

 

【基本施策３】入所施設等からの地域生活への移行促進と定着支援

（１）現状と課題 

   施設入所支援等からの地域移行者数は減少し、施設に入所する障害者数もほぼ横ば

いの状況が続いています。 

   入所者等の高齢化、重度化、死亡による退所や介護保険サービスへの移行といった

理由が大きく、高齢化し入所等の期間が長期化するほど、施設における生活が定着し、

地域への移行が困難になっていきます。 

   住み慣れた地域において生活できるよう移行を促進するためには生活を支えるサー

ビスの充実が求められており、特に共同生活援助における支援の拡充は重要です。 

   また、精神科入院患者の退院数も大幅に減少し、施設入所支援と同様に長期入院患

者の地域移行、入院患者の高齢化により地域への移行におけるサービスの充実が必要

とされています。 

   新型コロナウイルス感染症への対策のため、入所者や入院患者との対面による支援

が困難だったこともありますが、これからはアウトリーチや関係機関との連携等を活

性化し、地域移行を推進する必要があります。 

 

  障害支援区分別の施設入所者の割合 

   

  施設への入所理由 

   

6

1.5

0.7 1.5

13.4 28.4 48.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

無回答 区分なし 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

出典：令和４年度（2022 年度）障害福祉サービス意向調査 

 

【基本施策３】入所施設等からの地域生活への移行促進と定着支援

（１）現状と課題 

   施設入所支援等からの地域移行者数は減少し、施設に入所する障害者数もほぼ横ば

いの状況が続いています。 

   入所者等の高齢化、重度化、死亡による退所や介護保険サービスへの移行といった

理由が大きく、高齢化し入所等の期間が長期化するほど、施設における生活が定着し、

地域への移行が困難になっていきます。 

   住み慣れた地域において生活できるよう移行を促進するためには生活を支えるサー

ビスの充実が求められており、特に共同生活援助における支援の拡充は重要です。 

   また、精神科入院患者の退院数も大幅に減少し、施設入所支援と同様に長期入院患

者の地域移行、入院患者の高齢化により地域への移行におけるサービスの充実が必要

とされています。 

   新型コロナウイルス感染症への対策のため、入所者や入院患者との対面による支援

が困難だったこともありますが、これからはアウトリーチや関係機関との連携等を活

性化し、地域移行を推進する必要があります。 

 

  障害支援区分別の施設入所者の割合 

   

  施設への入所理由 

   

6

1.5

0.7 1.5

13.4 28.4 48.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

無回答 区分なし 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

出典：令和４年度（2022 年度）障害福祉サービス意向調査 
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   施設入所支援等からの地域移行者数は減少し、施設に入所する障害者数もほぼ横ば

いの状況が続いています。 

   入所者等の高齢化、重度化、死亡による退所や介護保険サービスへの移行といった

理由が大きく、高齢化し入所等の期間が長期化するほど、施設における生活が定着し、

地域への移行が困難になっていきます。 

   住み慣れた地域において生活できるよう移行を促進するためには生活を支えるサー

ビスの充実が求められており、特に共同生活援助における支援の拡充は重要です。 

   また、精神科入院患者の退院数も大幅に減少し、施設入所支援と同様に長期入院患

者の地域移行、入院患者の高齢化により地域への移行におけるサービスの充実が必要

とされています。 

   新型コロナウイルス感染症への対策のため、入所者や入院患者との対面による支援

が困難だったこともありますが、これからはアウトリーチや関係機関との連携等を活

性化し、地域移行を推進する必要があります。 
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出典：令和４年度（2022 年度）障害福祉サービス意向調査 

 

 ＜施策４＞ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

 

 

  ■主な取組 

   ① 当事者本位の総合的かつ横断的な支援の推進 

     本人や家族への支援を充実させるため、関係機関との連携のもと、施策を総合

的に展開し、切れ目のない支援を行う必要があります。 

     ひとつの問題が解決してもそれで終わりではなく、継続的な伴走型支援が必要

とされています。行政だけでなく、アウトリーチ型の支援を行っている様々な担

い手がそれぞれの役割を適切に遂行するように、障害の特性に応じた支援にどの

ように取り組んでいくことができるのかについて、関係機関との連携を図りなが

ら、総合的かつ横断的な取組を推進します。 

 

   ② 地域ケアの推進 

     居場所づくりや就労支援などの社会参加への支援、地域資源の開発や担い手の

育成といった地域作りを進めていくため、重層的支援体制整備事業との整合性を

図りながら体制整備を進めます。 

     また、支援においてこれまで以上に専門機関や関係者との連携が必要になって

くることから、連携や地域課題の解決のための仕組みである地域ケア会議におい

て積極的に障害者への支援について発言を行い、連携の強化を図ります。 

     地域における居場所づくりと併せ、重度障害者等が在宅生活を継続できるよう

に在宅療養体制の充実について、制度の拡充を進めます。 

 

 

 

計画における取組 取組内容 

地域共生社会の実現に向け

た包括的な支援体制の構築 

重層的支援の構築に向けて関係所管で会議を行い、

課題の共通認識づくり、検討を行った。 

 

【基本施策３】入所施設等からの地域生活への移行促進と定着支援

（１）現状と課題 

   施設入所支援等からの地域移行者数は減少し、施設に入所する障害者数もほぼ横ば

いの状況が続いています。 

   入所者等の高齢化、重度化、死亡による退所や介護保険サービスへの移行といった

理由が大きく、高齢化し入所等の期間が長期化するほど、施設における生活が定着し、

地域への移行が困難になっていきます。 

   住み慣れた地域において生活できるよう移行を促進するためには生活を支えるサー

ビスの充実が求められており、特に共同生活援助における支援の拡充は重要です。 

   また、精神科入院患者の退院数も大幅に減少し、施設入所支援と同様に長期入院患

者の地域移行、入院患者の高齢化により地域への移行におけるサービスの充実が必要

とされています。 

   新型コロナウイルス感染症への対策のため、入所者や入院患者との対面による支援

が困難だったこともありますが、これからはアウトリーチや関係機関との連携等を活

性化し、地域移行を推進する必要があります。 
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が困難だったこともありますが、これからはアウトリーチや関係機関との連携等を活
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 ＜施策１＞ 施設入所者等の地域移行の推進に向けた取組 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

  ■主な取組 

   ① 支援体制の強化 

     地域移行において候補にあげられる共同生活援助について、重度障害者の受入

れが可能な事業所は、設備の充実、支援者の専門性の確保や医療職等の配置など

が必要です。介助が必要な時間帯や日中の職員を厚めに配置する必要があり、民

間事業者による自主的な運営では実施が難しいため、区が誘導し、整備を推進す

る必要があります。 

 

計画における取組 取組内容 

入所施設からの地域移行の促進 

入所者の高齢化、重度化及び、共同生活援助における

重度障害者の受入れ体制の確保が困難なことから令和

３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）まで

の間、地域移行は４人にとどまった。 

長期入院者の地域移行・地域生

活を支える相談支援体制の充実 

区内における地域移行支援を行う事業所が精神障害者

地域生活支援センター１か所、地域定着支援は精神障

害者地域生活支援センターに加えすこやか障害者相談

支援事業所４か所も実施対象となっている。この他、

生活保護受給者退院促進事業、措置入院患者の退院後

支援などを行っている。 

精神障害のある人にも対応した

地域包括ケアシステム＊の構築 

令和元年（2019 年）に区内の精神保健に関する保健・

医療・福祉関係機関に所属する委員から成る｢中野区地

域精神保健連絡協議会｣を発足したが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により対面による開催ができず、今

後、協力体制の整備及び構築に向けた検討を進めるこ

とになる。 

地域生活の体験機会の提供 

精神障害者を対象とした地域生活支援拠点において、

地域移行プレ事業＊として、地域移行コーディネータ

ーを配置し、地域移行支援の利用の前段階の支援を行

ったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令

和４年度（2022 年度）までは病棟への訪問が制限され

進捗が遅れた。 

 

（２）実現すべき状態 

   障害のある人が地域の一員として、自分らしい暮らしをすることができる地域社会

となっています。 

   入所施設からの退所者及び精神科病院からの退院者は、地域生活を体験する機会を

通して、自ら住みたいところを選び、各自のライフスタイルに合った暮らしをしてい

ます。 

   障害のある人が住み慣れた地域で安心して生活を送るための社会資源が整備され、

入所施設等からの地域移行が進んでいます。 

   居住、就労、相談、緊急一時保護など、多方面から地域生活を支えるサービスの提

供体制が整備され、障害のある人や家族が安心して地域生活を送っています。 

 

   成果指標と目標値 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

成果指標 指標とする理由 

令和４年度 

(2022年度) 

現状値 

令和８年度 

(2026年度) 

目標値 

令和 10年度 

(2028年度) 

目標値 

入所施設から地域移

行した障害のある人

の数（平成 27年度以降

の累積数） 

障害のある人の地

域移行に必要な環

境が地域に整って

いることを示すた

め 

15人 27人 33人 

精神科病院での長期

（１年以上）入院を経

て退院した人の数（平

成 27 年度以降の累積

数） 

障害のある人の地

域移行に必要な環

境が地域に整って

いることを示すた

め 

76人 129人 145人 

 

 ＜施策１＞ 施設入所者等の地域移行の推進に向けた取組 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

  ■主な取組 

   ① 支援体制の強化 

     地域移行において候補にあげられる共同生活援助について、重度障害者の受入

れが可能な事業所は、設備の充実、支援者の専門性の確保や医療職等の配置など

が必要です。介助が必要な時間帯や日中の職員を厚めに配置する必要があり、民

間事業者による自主的な運営では実施が難しいため、区が誘導し、整備を推進す

る必要があります。 

 

計画における取組 取組内容 

入所施設からの地域移行の促進 

入所者の高齢化、重度化及び、共同生活援助における

重度障害者の受入れ体制の確保が困難なことから令和

３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）まで

の間、地域移行は４人にとどまった。 

長期入院者の地域移行・地域生

活を支える相談支援体制の充実 

区内における地域移行支援を行う事業所が精神障害者

地域生活支援センター１か所、地域定着支援は精神障

害者地域生活支援センターに加えすこやか障害者相談

支援事業所４か所も実施対象となっている。この他、

生活保護受給者退院促進事業、措置入院患者の退院後

支援などを行っている。 

精神障害のある人にも対応した

地域包括ケアシステム＊の構築 

令和元年（2019 年）に区内の精神保健に関する保健・

医療・福祉関係機関に所属する委員から成る｢中野区地

域精神保健連絡協議会｣を発足したが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により対面による開催ができず、今

後、協力体制の整備及び構築に向けた検討を進めるこ

とになる。 

地域生活の体験機会の提供 

精神障害者を対象とした地域生活支援拠点において、

地域移行プレ事業＊として、地域移行コーディネータ

ーを配置し、地域移行支援の利用の前段階の支援を行

ったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令

和４年度（2022 年度）までは病棟への訪問が制限され

進捗が遅れた。 
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 ＜施策１＞ 施設入所者等の地域移行の推進に向けた取組 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

  ■主な取組 

   ① 支援体制の強化 

     地域移行において候補にあげられる共同生活援助について、重度障害者の受入

れが可能な事業所は、設備の充実、支援者の専門性の確保や医療職等の配置など

が必要です。介助が必要な時間帯や日中の職員を厚めに配置する必要があり、民

間事業者による自主的な運営では実施が難しいため、区が誘導し、整備を推進す

る必要があります。 

 

計画における取組 取組内容 

入所施設からの地域移行の促進 

入所者の高齢化、重度化及び、共同生活援助における

重度障害者の受入れ体制の確保が困難なことから令和

３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）まで

の間、地域移行は４人にとどまった。 

長期入院者の地域移行・地域生

活を支える相談支援体制の充実 

区内における地域移行支援を行う事業所が精神障害者

地域生活支援センター１か所、地域定着支援は精神障

害者地域生活支援センターに加えすこやか障害者相談

支援事業所４か所も実施対象となっている。この他、

生活保護受給者退院促進事業、措置入院患者の退院後

支援などを行っている。 

精神障害のある人にも対応した

地域包括ケアシステム＊の構築 

令和元年（2019 年）に区内の精神保健に関する保健・

医療・福祉関係機関に所属する委員から成る｢中野区地

域精神保健連絡協議会｣を発足したが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により対面による開催ができず、今

後、協力体制の整備及び構築に向けた検討を進めるこ

とになる。 

地域生活の体験機会の提供 

精神障害者を対象とした地域生活支援拠点において、

地域移行プレ事業＊として、地域移行コーディネータ

ーを配置し、地域移行支援の利用の前段階の支援を行

ったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令

和４年度（2022 年度）までは病棟への訪問が制限され

進捗が遅れた。 

 

（２）実現すべき状態 

   障害のある人が地域の一員として、自分らしい暮らしをすることができる地域社会

となっています。 

   入所施設からの退所者及び精神科病院からの退院者は、地域生活を体験する機会を

通して、自ら住みたいところを選び、各自のライフスタイルに合った暮らしをしてい

ます。 

   障害のある人が住み慣れた地域で安心して生活を送るための社会資源が整備され、

入所施設等からの地域移行が進んでいます。 

   居住、就労、相談、緊急一時保護など、多方面から地域生活を支えるサービスの提

供体制が整備され、障害のある人や家族が安心して地域生活を送っています。 

 

   成果指標と目標値 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

成果指標 指標とする理由 

令和４年度 

(2022 年度) 

現状値 

令和８年度 

(2026年度) 

目標値 

令和 10年度 

(2028年度) 

目標値 

入所施設から地域移

行した障害のある人

の数（平成 27年度以降

の累積数） 

障害のある人の地

域移行に必要な環

境が地域に整って

いることを示すた

め 

15人 27人 33人 

精神科病院での長期

（１年以上）入院を経

て退院した人の数（平

成 27 年度以降の累積

数） 

障害のある人の地

域移行に必要な環

境が地域に整って

いることを示すた

め 

76人 129人 145人 

 

 ＜施策１＞ 施設入所者等の地域移行の推進に向けた取組 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

  ■主な取組 

   ① 支援体制の強化 

     地域移行において候補にあげられる共同生活援助について、重度障害者の受入

れが可能な事業所は、設備の充実、支援者の専門性の確保や医療職等の配置など

が必要です。介助が必要な時間帯や日中の職員を厚めに配置する必要があり、民

間事業者による自主的な運営では実施が難しいため、区が誘導し、整備を推進す

る必要があります。 

 

計画における取組 取組内容 

入所施設からの地域移行の促進 

入所者の高齢化、重度化及び、共同生活援助における

重度障害者の受入れ体制の確保が困難なことから令和

３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）まで

の間、地域移行は４人にとどまった。 

長期入院者の地域移行・地域生

活を支える相談支援体制の充実 

区内における地域移行支援を行う事業所が精神障害者

地域生活支援センター１か所、地域定着支援は精神障

害者地域生活支援センターに加えすこやか障害者相談

支援事業所４か所も実施対象となっている。この他、

生活保護受給者退院促進事業、措置入院患者の退院後

支援などを行っている。 

精神障害のある人にも対応した

地域包括ケアシステム＊の構築 

令和元年（2019 年）に区内の精神保健に関する保健・

医療・福祉関係機関に所属する委員から成る｢中野区地

域精神保健連絡協議会｣を発足したが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により対面による開催ができず、今

後、協力体制の整備及び構築に向けた検討を進めるこ

とになる。 

地域生活の体験機会の提供 

精神障害者を対象とした地域生活支援拠点において、

地域移行プレ事業＊として、地域移行コーディネータ

ーを配置し、地域移行支援の利用の前段階の支援を行

ったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令

和４年度（2022 年度）までは病棟への訪問が制限され

進捗が遅れた。 
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 ＜施策２＞ 精神障害者の地域移行を支える体制整備 

  

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

   

 

 

 

 

  ■主な取組 

   ① 精神科入院患者の地域移行の推進 

     精神障害者を対象とした地域生活支援拠点において、地域移行プレ事業を開始

し、地域移行コーディネーターを配置し、円滑な地域移行につなげるための前段

階の支援を行っています。 

     新型コロナウイルス感染症による行動制限が撤廃され、医療機関にアプローチ

し、退院意欲の喚起、アセスメント等を行い、積極的に指定障害福祉サービスの

利用に結びつける支援に取り組みます。 

     中野区内に精神科の入院病棟がなく、アウトリーチにも時間を要する地域の特

徴を踏まえ、地域移行への支援を推進するために必要な体制整備を行います。 

 

   ② 地域生活を支える体制整備の拡充 

     区内の精神障害者を主たる対象とした共同生活援助は、その利用者の半数以上

が他自治体が実施機関になっており、中野区が実施機関の障害者はその約半数が

区外事業所を利用しています。退院後の受け皿として、住み慣れた地域に地域移

行を果たし、生活を継続するためにも、区内における共同生活援助の整備を推進

していきます。入院中の精神障害者の地域移行後生活基盤の整備として、共同生

活援助以外の障害福祉サービスについても拡充していきます。 

 

   ③ 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築への取組 

     区内の精神保健に関する保健・医療・福祉関係機関に所属する委員から成る｢中

野区地域精神保健連絡協議会｣により各関係団体の協力体制の整備及び調整など

の検討を行い、地域における生活を支援する基盤づくりを進めていきます。 

     協議の場の設置、住まいの確保支援に係る事業、ピアサポート＊、アウトリーチ、

退院後の医療の継続支援、家族支援など、その人を取り巻く地域全体で支援体制

を構築するものとして、今後、一層の推進を図っていきます。 

 

計画における取組 取組内容 

グループホームの整備の促進 

開設を希望する事業者に対し、相談、助言を行っ

た。精神障害者を対象とした事業所においても滞

在型の共同生活援助が増加している。 

 

     江古田三丁目重度障害者グループホーム等の整備においては、重度障害者の支

援のための補助を実施するものとし、令和９年度（2027年度）の開設を目指して

整備を進めています。この他にも、重度障害者が利用できるようにするため施設・

設備の整備、職員の体制強化が必要な場合において、区としての取組を検討して

いきます。 

 

   ② 地域資源の整備 

     区において重度障害者グループホーム等の整備を推進しています。介護者が高

齢になっても住み慣れた地域において生活を継続できるように、共同生活援助の

整備は必須であり、江古田三丁目重度障害者グループホームだけでなく、適した

区有地の確保ができるよう、その次の整備に向けた取組を行っていきます。 

     また、重度の障害のある人への支援を可能とするため日中サービス支援型共同

生活援助等、ニーズの確認や、障害者地域生活移行・定着化支援事業の活用を検

討し、地域移行を希望する人に対する支援を進めます。 

 

 

 

  

252



 

 ＜施策２＞ 精神障害者の地域移行を支える体制整備 

  

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

   

 

 

 

 

  ■主な取組 

   ① 精神科入院患者の地域移行の推進 

     精神障害者を対象とした地域生活支援拠点において、地域移行プレ事業を開始

し、地域移行コーディネーターを配置し、円滑な地域移行につなげるための前段

階の支援を行っています。 

     新型コロナウイルス感染症による行動制限が撤廃され、医療機関にアプローチ

し、退院意欲の喚起、アセスメント等を行い、積極的に指定障害福祉サービスの

利用に結びつける支援に取り組みます。 

     中野区内に精神科の入院病棟がなく、アウトリーチにも時間を要する地域の特

徴を踏まえ、地域移行への支援を推進するために必要な体制整備を行います。 

 

   ② 地域生活を支える体制整備の拡充 

     区内の精神障害者を主たる対象とした共同生活援助は、その利用者の半数以上

が他自治体が実施機関になっており、中野区が実施機関の障害者はその約半数が

区外事業所を利用しています。退院後の受け皿として、住み慣れた地域に地域移

行を果たし、生活を継続するためにも、区内における共同生活援助の整備を推進

していきます。入院中の精神障害者の地域移行後生活基盤の整備として、共同生

活援助以外の障害福祉サービスについても拡充していきます。 

 

   ③ 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築への取組 

     区内の精神保健に関する保健・医療・福祉関係機関に所属する委員から成る｢中

野区地域精神保健連絡協議会｣により各関係団体の協力体制の整備及び調整など

の検討を行い、地域における生活を支援する基盤づくりを進めていきます。 

     協議の場の設置、住まいの確保支援に係る事業、ピアサポート＊、アウトリーチ、

退院後の医療の継続支援、家族支援など、その人を取り巻く地域全体で支援体制

を構築するものとして、今後、一層の推進を図っていきます。 

 

計画における取組 取組内容 

グループホームの整備の促進 

開設を希望する事業者に対し、相談、助言を行っ

た。精神障害者を対象とした事業所においても滞

在型の共同生活援助が増加している。 

 

     江古田三丁目重度障害者グループホーム等の整備においては、重度障害者の支

援のための補助を実施するものとし、令和９年度（2027年度）の開設を目指して

整備を進めています。この他にも、重度障害者が利用できるようにするため施設・

設備の整備、職員の体制強化が必要な場合において、区としての取組を検討して

いきます。 

 

   ② 地域資源の整備 

     区において重度障害者グループホーム等の整備を推進しています。介護者が高

齢になっても住み慣れた地域において生活を継続できるように、共同生活援助の

整備は必須であり、江古田三丁目重度障害者グループホームだけでなく、適した

区有地の確保ができるよう、その次の整備に向けた取組を行っていきます。 

     また、重度の障害のある人への支援を可能とするため日中サービス支援型共同

生活援助等、ニーズの確認や、障害者地域生活移行・定着化支援事業の活用を検

討し、地域移行を希望する人に対する支援を進めます。 
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【基本施策４】障害者の就労の支援

 

（１）現状と課題 

   障害者の法定雇用率＊は、令和３年（2021 年）３月に 2.3％に引き上げられ、令和６

年（2024年）４月及び令和８年（2026年）７月に 0.2％ずつ、段階的な引き上げを予

定しています。 

   更に、週 10 時間以上 20 時間未満の就労も実雇用率に 0.5 人分算定できるようにな

り、障害者の心身の状況に合わせた就労の可能性が広がる可能性があり、雇用機会の

創出といった就労支援センターにおける企業への働きかけがより必要とされるように

なると考えられます。一方、区内の就労移行支援事業所においては利用者が減ってお

り、就労に向けた支援は、これまで以上に多角的なアプローチが求められます。 

   就労継続支援Ｂ型事業所においては、新型コロナウイルス感染症のまん延に伴う、

受注量の減少、イベントの中止による自主生産品を販売する機会の減少などにより一

時平均工賃額は落ち込みました。令和４年度（2022 年度）には回復してきていますが、

障害の多様化、障害者の重度化や高齢化により、工賃の維持・向上が難しくなってき

ている状況もあります。今後は、一層、障害者個々の適性に配慮した受注拡大に取り

組む必要があります。 

   また国の障害者基本計画（第５次）において掲げられている、総合的な就労支援と

して、雇用前後の一貫した支援、雇用・就業施策と福祉施策の組合せの下、年金や諸

手当の支給、税制優遇措置、各種支援制度の運用等を踏まえ、一層の障害者の就労支

援を推進する必要があります。 

 

   障害者が働くための環境整備（上位５位） 

    

出典：令和４年度（2022 年度）障害福祉サービス意向調査 

 

 

 ＜施策３＞ 障害者の地域生活支援拠点の充実 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

    

 

 

 

 

 

 

     

■主な取組 

   ① 身体・知的障害者を対象とした地域生活支援拠点の整備 

     身体・知的障害者を対象とした地域生活支援拠点は、重度障害者グループホー

ム等に併設して整備する予定であり、令和９年度（2027年度）に開設を見込んで

います。 

     知的障害者及び身体障害者を対象とした地域生活支援拠点は、介護者である家

族の高齢化や疾患など、緊急時の対応も重要な要素と考え、適切に相談に応じら

れるようにコーディネーターを配置する予定としています。 

     精神障害者を対象とした地域生活支援拠点 ippuku と、それぞれが役割分担し

て、障害者相談支援事業所との連携を図りながら地域生活支援拠点が有機的に機

能するために、中野区における地域生活支援拠点のあり方を再構築していきます。 

 

   ② 地域生活の継続、定着支援のための支援体制の強化 

     既に実施している精神障害者を対象とした地域生活支援拠点においては、病院

や区内障害福祉サービス事業所等に事業の周知を行い、連携に向けた基盤づくり

を進めます。また、運営状況を中野区障害者自立支援協議会に報告し、機能充実

のための検討の機会を確保します。 

     基幹相談支援センターや地域の相談支援機関を中心に、既存の施設や事業所等

がそれぞれの役割をもって、効果的に支援が行える体制が確保できるように関係

機関と定期的に調整を図り、入所施設等からの地域移行・地域定着を進めていき

ます。 

 

計画における取組 取組内容 

地域生活支援拠点の整備 

精神障害者を対象とした地域生活支援拠点において

は、緊急時の受入れ体制を確保するための居室を整

備した。知的障害者及び身体障害者を対象とした地

域生活支援拠点は、区が施設整備する方針に変更し、

令和５年度（2023 年度）には施設の基本計画を策定

した。 
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受注量の減少、イベントの中止による自主生産品を販売する機会の減少などにより一

時平均工賃額は落ち込みました。令和４年度（2022 年度）には回復してきていますが、

障害の多様化、障害者の重度化や高齢化により、工賃の維持・向上が難しくなってき

ている状況もあります。今後は、一層、障害者個々の適性に配慮した受注拡大に取り

組む必要があります。 

   また国の障害者基本計画（第５次）において掲げられている、総合的な就労支援と

して、雇用前後の一貫した支援、雇用・就業施策と福祉施策の組合せの下、年金や諸

手当の支給、税制優遇措置、各種支援制度の運用等を踏まえ、一層の障害者の就労支

援を推進する必要があります。 

 

   障害者が働くための環境整備（上位５位） 

    

出典：令和４年度（2022 年度）障害福祉サービス意向調査 

 

 

 ＜施策３＞ 障害者の地域生活支援拠点の充実 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

    

 

 

 

 

 

 

     

■主な取組 

   ① 身体・知的障害者を対象とした地域生活支援拠点の整備 

     身体・知的障害者を対象とした地域生活支援拠点は、重度障害者グループホー

ム等に併設して整備する予定であり、令和９年度（2027年度）に開設を見込んで

います。 

     知的障害者及び身体障害者を対象とした地域生活支援拠点は、介護者である家

族の高齢化や疾患など、緊急時の対応も重要な要素と考え、適切に相談に応じら

れるようにコーディネーターを配置する予定としています。 

     精神障害者を対象とした地域生活支援拠点 ippuku と、それぞれが役割分担し

て、障害者相談支援事業所との連携を図りながら地域生活支援拠点が有機的に機

能するために、中野区における地域生活支援拠点のあり方を再構築していきます。 

 

   ② 地域生活の継続、定着支援のための支援体制の強化 

     既に実施している精神障害者を対象とした地域生活支援拠点においては、病院

や区内障害福祉サービス事業所等に事業の周知を行い、連携に向けた基盤づくり

を進めます。また、運営状況を中野区障害者自立支援協議会に報告し、機能充実

のための検討の機会を確保します。 

     基幹相談支援センターや地域の相談支援機関を中心に、既存の施設や事業所等

がそれぞれの役割をもって、効果的に支援が行える体制が確保できるように関係

機関と定期的に調整を図り、入所施設等からの地域移行・地域定着を進めていき

ます。 

 

計画における取組 取組内容 

地域生活支援拠点の整備 

精神障害者を対象とした地域生活支援拠点において

は、緊急時の受入れ体制を確保するための居室を整

備した。知的障害者及び身体障害者を対象とした地

域生活支援拠点は、区が施設整備する方針に変更し、

令和５年度（2023 年度）には施設の基本計画を策定

した。 
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 ＜施策１＞ 就労機会の拡大 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■主な取組    

   ① 就労に向けた専門的支援の拡充    

     区内の就労移行支援事業所における利用者数の減少傾向が見られるなか、法定

雇用率は上昇する予定となっており、障害のある人の就労を推進するためにはこ

れまで以上に専門性や丁寧な支援が必要です。就職前、就職後それぞれに、区の

障害者就労支援センター＊を担う中野区障害者福祉事業団が適切に継続して支援

できるように体制を確保していきます。 

     更に、休職中の人に対し、職場復帰に向けた一時的な支援を行うなど、ニーズ

に応じた幅広い支援を行えるように、専門性を確保する取組を推進していきます。 

  

   ② 雇用の確保 

     障害者就労支援センターにおいて、職場実習の受入れ企業等の新規開拓を行っ

てきており、法定雇用率引き上げに向けて、企業等への働きかけを一層行ってい

きます。 

     企業等に対し、実習受入奨励金といった区の助成制度について周知する、障害

特性を知る、職場の受入れ体制をつくるための助言の機会を設けるなど、障害者

雇用を推進するために働きかけていきます。 

 

 

計画における取組 取組内容 

身近な地域での雇用の場の

確保 

地域開拓促進コーディネーターによる職場開拓を実

施し、障害者雇用未実施の企業や、すでに障害者雇

用を実施している企業に対し、雇用促進の働きかけ

を行った。 

職場における障害への理解

の促進 

中野区障害者自立支援協議会やセミナー等を通じ、

民間事業者に対し、職場における合理的配慮の提供

や障害特性への理解について、伝える機会を設けた。 

 

   生産年齢（15歳以上 65歳未満）における就労による収入の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年度（2022年度）障害福祉サービス意向調査 

 

（２）実現すべき状態 

   職場における障害への理解や合理的配慮の提供が進み、障害のある人が当たり前に

働ける地域社会の中で、一人ひとりが個々の状況に合わせて就労形態を選択し、いき

いきと暮らしています。 

   生産性だけではなく、働きたいという気持ちが尊重され、就労継続支援事業所では

利用者がやりがいを感じ、意欲を持って働いています。 

   こうした働き方を支えるため区内の企業等と連携を図り、さまざまな作業に取り組

める環境になっています。 

 

（３）成果指標と目標値 

 

成果指標 指標とする理由 

令和４年度 

(2022 年度) 

現状値 

令和８年度 

(2026年度) 

目標値 

令和 10年度 

(2028年度) 

目標値 

年金・手当以外の一般

就労による定期的な収

入のある障害のある人

（15歳以上 65歳未満）

の割合 

障害のある人の経

済的自立を直接示

すため 

44.4％ 45.7％ 46.4％ 

就労支援事業による一

般就労者数 

一般就労促進に向

けた取組の成果を

示すため 

59人 71人 77人 

収入あり
一般就労

収入あり
福祉的就労

収入あり
その他

収入なし 無回答
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（２）実現すべき状態 
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める環境になっています。 
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済的自立を直接示
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一般就労促進に向

けた取組の成果を

示すため 

59人 71人 77人 

収入あり
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収入あり
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収入なし 無回答
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  ④ 障害者就労支援事業所のネットワークを活用した就労支援 

    なかの障害者就労支援ネットワークを中心とした、障害のある人や家族に対する

就労への意欲喚起や各事業所職員の支援力向上に向けた取組を支援します。 

    また、なかの障害者就労支援ネットワークが主催するセミナー等に民間企業や経

済団体の参加を促し、地域ぐるみでの就労支援に取り組みます。 

 

 

 

 ＜施策２＞ 一般就労への支援と定着の取組の強化 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■主な取組 

  ① 特別支援学校・障害者就労支援事業所との連携強化 

    特別支援学校在学中から就労に対する早期支援を実施し、在学生や家族に対して、

就職に向けた課題解決や意欲の喚起を行い、卒業後における進路の選択肢を広げる

取組を進めます。 

    また、一般就労を希望する障害者就労支援事業所の利用者に対し、アセスメント

等を行い、それぞれに合った就労を目指す支援を行います。 

      

  ② 体験実習を通した就労支援の充実 

    区役所における体験実習の機会においては、個々の段階に応じた体験ができるよ

うに、就労支援センターと相談をしながら、実施内容を拡充していきます。 

    企業等における実習の機会を確保できるように、就労支援センターを通じて働き

かけを行っていきます。 

 

  ③ 就労定着に向けた関係機関の連携強化 

    障害者総合支援法に基づく就労定着支援サービスの利用終了後も、なお就労定着

への支援が必要な人に対して、就労移行支援事業所、就労定着支援事業所、就労支

援センター、相談支援事業所とが一層の連携強化を行い、就労定着に取り組みます。 

    また、就職後の一定期間ごとの定着率を分析し、障害者が働き続けられる環境の

確保など、障害者本人の定着のための支援に取り組みます。 

計画における取組 取組内容 

特別支援学校・障害者就労

支援事業所との連携強化 

特別支援学校高等部から卒業後の福祉サービスや就

労等への移行が円滑に進むように、就労支援センタ

ーから学校に訪問した。 

体験実習を通した就労支援

の充実 

実施期間や取り組み方を一人ひとりの目的に合わせ

て予定を組んで実施した。 

就労定着に向けた関係機関

の連携強化 

障害者相談支援事業所、就労支援センター、企業等

の必要な支援機関が集まり支援会議を行った。 

障害者就労支援事業所のネ

ットワークを活用した就労

支援 

就労支援ネットワークについて中野駅やスマイルな

かのにおいて掲示をするなどの啓発活動を実施し

た。 
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    区役所における体験実習の機会においては、個々の段階に応じた体験ができるよ

うに、就労支援センターと相談をしながら、実施内容を拡充していきます。 

    企業等における実習の機会を確保できるように、就労支援センターを通じて働き

かけを行っていきます。 

 

  ③ 就労定着に向けた関係機関の連携強化 

    障害者総合支援法に基づく就労定着支援サービスの利用終了後も、なお就労定着

への支援が必要な人に対して、就労移行支援事業所、就労定着支援事業所、就労支

援センター、相談支援事業所とが一層の連携強化を行い、就労定着に取り組みます。 

    また、就職後の一定期間ごとの定着率を分析し、障害者が働き続けられる環境の

確保など、障害者本人の定着のための支援に取り組みます。 

計画における取組 取組内容 

特別支援学校・障害者就労

支援事業所との連携強化 

特別支援学校高等部から卒業後の福祉サービスや就

労等への移行が円滑に進むように、就労支援センタ

ーから学校に訪問した。 

体験実習を通した就労支援

の充実 

実施期間や取り組み方を一人ひとりの目的に合わせ

て予定を組んで実施した。 

就労定着に向けた関係機関

の連携強化 

障害者相談支援事業所、就労支援センター、企業等

の必要な支援機関が集まり支援会議を行った。 

障害者就労支援事業所のネ

ットワークを活用した就労

支援 

就労支援ネットワークについて中野駅やスマイルな

かのにおいて掲示をするなどの啓発活動を実施し

た。 
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視点をもって実効性のある連携の機会を確保していきます。 

         

   ③ 就労継続支援事業所が担う役割の拡充 

     障害の重度化・高齢化により、就労継続支援事業所においても、工賃向上に加

えて、その人らしい働き方ができる環境の確保が重要になっています。 

     一人ひとりの目的や求める働き方を見極め、支援できるように、障害者自立支

援協議会を活用して事業所間の定期的な情報交換の場を確保するとともに、区と

して必要なサービスの整備、地域のなかでの役割分担ができる資源づくりを進め

るため、検討を行います。 

 

 ＜施策３＞ 就労継続支援事業所における工賃の向上 

 

  ■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■主な取組 

   ① 安定した受注の確保 

     各事業所が安定的に仕事を受託し工賃向上を図るために、区は共同受注促進事

業として中野区障害者福祉事業団に委託し、専任の受注開拓員が企業等への働き

かけや調整を実施しています。また、障害者優先調達推進法に基づく公園清掃委

託といった一括発注の窓口として事業所との調整を行っています。 

     利用者の高齢化、重度化が進んでおり、工賃の向上だけではなく、利用者一人

ひとりが、働くことでの充足感を得ることで、より豊かな生活を送ることができ

るように、利用者の適性に配慮したうえで、受注開拓を継続して行っていきます。 

     特定の事業所が受注作業を一括して請け負い続けることになれば、その受注は

当該事業所が受け持ち、共同受注開拓員は新たな開拓に取り組むなど、効率的な

開拓のあり方も検討します。 

     また、「なかの障害者就労支援ネットワーク」により、協働して就労や受注の向

上に係る取組として区役所における販売会やポスター掲示等による周知、情報共

有などを行っており、これからも継続していきます。 

 

   ② 自主生産品の充実に向けた支援 

     高齢化、重度化が進み、これまで以上に分かりやすい工程の自主生産品の開発

が求められています。 

     自主生産品の開発においては、区内の企業等や個人事業者の方など、新しいも

の、伝統工芸といった古くからあるもの、技術的な協力、販路の確保等、様々な

計画における取組 取組内容 

民間企業からの安定的な受

注確保に向けた支援 

共同受注開拓員により企業等からの仕事の一括受注

を行った。 

区役所業務の発注促進 

庁内各部署に対し、障害者優先調達推進法に基づく

障害福祉サービス事業所等への発注促進について通

知を行っている。公園清掃、施設清掃、クリーニン

グ、発送文書の封入等を継続して発注している。 

就労継続支援事業所の自主

生産品の販路拡大に向けた

支援 

就労支援ネットワークが主体となって、ロビー販売

会や掲示による啓発活動を行った。 
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   ② 自主生産品の充実に向けた支援 

     高齢化、重度化が進み、これまで以上に分かりやすい工程の自主生産品の開発
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送迎を行うなどの体制が求められます。このため、新規事業所の開設が進まず、重症

心身障害児や医療的ケア児の保護者等が、子どもの通所先の確保に苦慮する状況があ

ります。区内には主として重症心身障害児や医療的ケア児を受け入れる障害児通所支

援事業所が２か所ありますが、さらなる新規事業所の誘導整備などが必要です。 

一方、障害児通所支援の支給決定においては、障害児支援利用計画＊案の作成が必

要ですが、区では、そのおよそ３割が、保護者によるセルフプラン＊となっています。 

障害や発達に課題のある子どもに対して、適切なアセスメントのもと計画作成を行

うためには、相談支援事業所の相談支援専門員による広い視野での課題分析が必要で

す。このため、障害児相談支援体制の一層の充実も求められています。 

 

 ③ 医療的ケア児等への包括的な支援体制の整備 

区は、令和４年度（2022年度）に医療的ケア児等の協議の場の設置の検討を進め、

医療的ケア児等の課題抽出や関係機関の連携支援体制のあり方の協議等を行う「中野

区医療的ケア児等支援地域協議会」を設置し、令和５年度（2023年度）から運営を開

始しました。 

また、令和４年度（2022 年度）から東京都医療的ケア児等コーディネーター＊研修

修了者が医療的ケア児等への相談援助技術を向上させるための情報共有等の場とし

て「中野区医療的ケア児等支援情報連絡会」を開催しています。 

さらに、区では、４か所のすこやか福祉センターと、区立療育センターや障害児相

談支援事業所が連携する仕組みにより相談支援体制を構築しています。 

しかし、医療的ケア児等を対象とした一元的な相談窓口がないことから、区民等に

とって、相談先が分かりにくくなっているという課題があります。 

 

（２）実現すべき状態 

身近な地域で相談できる窓口の周知、気づきの段階から子どもや家族を支援する専

門的な相談対応と適切なケアマネジメントによる継続的な支援など、障害や発達に課

題のある子どもに対する支援体制が整備されています。 

また、必要な子どもに対し区立療育センター等の療育相談の機会が確保され、地域の

障害児通所支援事業所の専門的支援が提供され、関係機関の連携による重層的な地域

支援体制が構築されています。 

障害児相談支援や障害児通所支援のサービス提供体制が確保され、障害や発達に課

題のある子どもが、質の高い専門的な支援を受けることができています。専門性のある

障害児相談支援事業者により、子どもの障害や特性に応じた必要な支援を総合的に判

断した障害児支援利用計画が作成されています。 

すこやか福祉センターを中核として、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機

関等が連携して、ライフステージに沿った切れ目のない一貫した支援を行える体制が

 

【基本施策５】障害児支援の提供体制の整備

（１）現状と課題 

① 障害や発達に課題のある子どもの地域社会への参加・包容の推進 

障害や発達に課題のある子どもが地域で健やかに成長するためには、身近な地域で

必要な支援を受け、安心して生活できる環境が整っていなければなりません。そのた

めには、ライフステージに沿って、保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等

の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制や、保護者や家

族が孤立することなく身近に相談できる環境の構築が必要です。 

区では、中野区版児童発達支援センター機能＊として、すこやか福祉センター及び

区立療育センター＊、障害児相談支援事業所＊が連携することで、児童発達支援センタ

ー＊の機能を担わせ、障害や発達に課題のある子どもの相談支援を行っています。 

また、主として区立療育センターが児童福祉法に基づく保育所等訪問支援を実施

し、保育所や幼稚園等で対象となる子どもへの支援の充実を図っています。この保育

所等訪問支援では、訪問先の保育所等職員に対して、発達の課題に対する知識や支援

技術向上への取組を行っていますが、現状では対象を未就学児としているため、これ

を一層拡大する必要があります。 

さらに、子どもは家族の中で育ち、子どもにとって最も大きな影響を与える保護者

や家族への支援は不可欠です。特に、障害の特性や発達の課題を受け入れるまでの過

程においては、保護者の不安感が募ることが見込まれるため、十分な配慮と保護者の

気持ちに寄り添う支援が必要です。 

 

  ② 障害の特性に応じた障害児通所支援事業所等の基盤整備等 

児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所といった障害児通所支援の利

用者は増加傾向にありますが、障害や発達の課題は様々で、必要とされる支援は多岐

にわたります。また、区では、保育園や小学校で医療的ケアの必要な子どもの受け入

れを始めるなどの取組を行っていますが、中学生になると学童クラブを利用できなく

なるために、放課後の居場所の確保に困難を来すという例もあります。 

ニーズの増加に伴って障害児通所支援事業所は増加し続けているものの、事業所に

おいて子どもの障害や特性に応じた有効な支援、保護者・家族への支援、質の確保が

なされ、専門的な支援を適切に提供できるよう、一層の支援の質の向上が求められて

います。それとともに、保育園や学校、学童クラブ等の地域の子育て環境の充実も必

要です。 

また、重症心身障害児や医療的ケア児等を受け入れる障害児通所支援事業所では、

その障害の特性にあった設備等が必要となり、開設にあたっては大きな財政的負担が

必要となります。運営においても、看護師等を複数名配置する必要があり、通所者の
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送迎を行うなどの体制が求められます。このため、新規事業所の開設が進まず、重症

心身障害児や医療的ケア児の保護者等が、子どもの通所先の確保に苦慮する状況があ

ります。区内には主として重症心身障害児や医療的ケア児を受け入れる障害児通所支

援事業所が２か所ありますが、さらなる新規事業所の誘導整備などが必要です。 

一方、障害児通所支援の支給決定においては、障害児支援利用計画＊案の作成が必

要ですが、区では、そのおよそ３割が、保護者によるセルフプラン＊となっています。 

障害や発達に課題のある子どもに対して、適切なアセスメントのもと計画作成を行

うためには、相談支援事業所の相談支援専門員による広い視野での課題分析が必要で

す。このため、障害児相談支援体制の一層の充実も求められています。 

 

 ③ 医療的ケア児等への包括的な支援体制の整備 

区は、令和４年度（2022年度）に医療的ケア児等の協議の場の設置の検討を進め、

医療的ケア児等の課題抽出や関係機関の連携支援体制のあり方の協議等を行う「中野

区医療的ケア児等支援地域協議会」を設置し、令和５年度（2023年度）から運営を開

始しました。 

また、令和４年度（2022 年度）から東京都医療的ケア児等コーディネーター＊研修

修了者が医療的ケア児等への相談援助技術を向上させるための情報共有等の場とし

て「中野区医療的ケア児等支援情報連絡会」を開催しています。 

さらに、区では、４か所のすこやか福祉センターと、区立療育センターや障害児相

談支援事業所が連携する仕組みにより相談支援体制を構築しています。 

しかし、医療的ケア児等を対象とした一元的な相談窓口がないことから、区民等に

とって、相談先が分かりにくくなっているという課題があります。 

 

（２）実現すべき状態 

身近な地域で相談できる窓口の周知、気づきの段階から子どもや家族を支援する専

門的な相談対応と適切なケアマネジメントによる継続的な支援など、障害や発達に課

題のある子どもに対する支援体制が整備されています。 

また、必要な子どもに対し区立療育センター等の療育相談の機会が確保され、地域の

障害児通所支援事業所の専門的支援が提供され、関係機関の連携による重層的な地域

支援体制が構築されています。 

障害児相談支援や障害児通所支援のサービス提供体制が確保され、障害や発達に課

題のある子どもが、質の高い専門的な支援を受けることができています。専門性のある

障害児相談支援事業者により、子どもの障害や特性に応じた必要な支援を総合的に判

断した障害児支援利用計画が作成されています。 

すこやか福祉センターを中核として、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機

関等が連携して、ライフステージに沿った切れ目のない一貫した支援を行える体制が

 

【基本施策５】障害児支援の提供体制の整備

（１）現状と課題 

① 障害や発達に課題のある子どもの地域社会への参加・包容の推進 

障害や発達に課題のある子どもが地域で健やかに成長するためには、身近な地域で

必要な支援を受け、安心して生活できる環境が整っていなければなりません。そのた

めには、ライフステージに沿って、保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等

の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制や、保護者や家

族が孤立することなく身近に相談できる環境の構築が必要です。 

区では、中野区版児童発達支援センター機能＊として、すこやか福祉センター及び

区立療育センター＊、障害児相談支援事業所＊が連携することで、児童発達支援センタ

ー＊の機能を担わせ、障害や発達に課題のある子どもの相談支援を行っています。 

また、主として区立療育センターが児童福祉法に基づく保育所等訪問支援を実施

し、保育所や幼稚園等で対象となる子どもへの支援の充実を図っています。この保育

所等訪問支援では、訪問先の保育所等職員に対して、発達の課題に対する知識や支援

技術向上への取組を行っていますが、現状では対象を未就学児としているため、これ

を一層拡大する必要があります。 

さらに、子どもは家族の中で育ち、子どもにとって最も大きな影響を与える保護者

や家族への支援は不可欠です。特に、障害の特性や発達の課題を受け入れるまでの過

程においては、保護者の不安感が募ることが見込まれるため、十分な配慮と保護者の

気持ちに寄り添う支援が必要です。 

 

  ② 障害の特性に応じた障害児通所支援事業所等の基盤整備等 

児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所といった障害児通所支援の利

用者は増加傾向にありますが、障害や発達の課題は様々で、必要とされる支援は多岐

にわたります。また、区では、保育園や小学校で医療的ケアの必要な子どもの受け入

れを始めるなどの取組を行っていますが、中学生になると学童クラブを利用できなく

なるために、放課後の居場所の確保に困難を来すという例もあります。 

ニーズの増加に伴って障害児通所支援事業所は増加し続けているものの、事業所に

おいて子どもの障害や特性に応じた有効な支援、保護者・家族への支援、質の確保が

なされ、専門的な支援を適切に提供できるよう、一層の支援の質の向上が求められて

います。それとともに、保育園や学校、学童クラブ等の地域の子育て環境の充実も必

要です。 

また、重症心身障害児や医療的ケア児等を受け入れる障害児通所支援事業所では、

その障害の特性にあった設備等が必要となり、開設にあたっては大きな財政的負担が

必要となります。運営においても、看護師等を複数名配置する必要があり、通所者の
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■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

計画における取組 取組内容 

保護者・家族への支援 

・ペアレントメンター＊養成事業を実施し、メンターによる個別

や集団での相談や各種講座を実施し、障害や発達に課題のあ

る子どもを育てる保護者への助言、支援を行った。 

障害児通所支援事業所

の質の向上 

・障害児通所支援事業所の適切な運営のため、サービス提供事業

者に対して、計画的な指導検査を開始した。 

・障害通所支援事業所に対し研修会を開催した。 

・障害児通所支援施設第三者評価受審費補助事業を実施した。 

地域生活における支援

の充実 

・区立療育センターにおいて保育所等訪問支援を開始し、その専

門性を発揮することで、保育園、幼稚園等への助言等支援を実

施した。 

・民間障害児相談支援事業所に対して、障害児支援利用計画の作

成件数に応じた補助を実施し、運営支援を行った。 

・区立障害児通所支援施設において、ICT環境整備を行い、在宅

での児童発達支援や保護者支援を実施した。 

・医療的ケア児等の課題抽出や関係機関の連携支援体制のあり

方の協議等を行う「中野区医療的ケア児等支援地域協議会」の

運営を開始した。 

・区内医療的ケア児等コーディネーターによる医療的ケア児等

への相談援助技術を向上させるための情報共有等の場として

「中野区医療的ケア児等支援情報連絡会」の運営を開始した。 

 

構築されています。 

医療的ケアの必要な子どもが、地域の保育、教育等を受けることができ、障害の有無

に関わらず、ともに学び、育ち、生活できる環境が整っています。 

子どもの障害や発達特性に係る地域の理解が進み、合理的配慮が促進され、地域でと

もに暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け

た取組が進んでいます。

（３）成果指標と目標値 

 

 

成果指標 指標とする理由 

令和４年度 

(2022年度) 

現状値 

令和８年度 

(2026年度) 

目標値 

令和 10年度 

(2028年度) 

目標値 

「日頃から子どもの状況

を伝え合い、子どもの発

達の状況や課題について

共通理解ができている」

と考える保護者の割合 

適切な相談・支援の実

施がされていること

を示すため 

89.7％ 95％ 100％ 

障害児支援利用計画の作

成が必要な件数のうち、

指定障害児通所支援事業

所により作成された計画

の割合 

適切なアセスメント

により総合的かつ効

果的なサービスの提

供が実施されている

ことを示すため 

71.0％ 79％ 83％ 

 

■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

計画における取組 取組内容 

保護者・家族への支援 

・ペアレントメンター＊養成事業を実施し、メンターによる個別

や集団での相談や各種講座を実施し、障害や発達に課題のあ

る子どもを育てる保護者への助言、支援を行った。 

障害児通所支援事業所

の質の向上 

・障害児通所支援事業所の適切な運営のため、サービス提供事業

者に対して、計画的な指導検査を開始した。 

・障害通所支援事業所に対し研修会を開催した。 

・障害児通所支援施設第三者評価受審費補助事業を実施した。 

地域生活における支援

の充実 

・区立療育センターにおいて保育所等訪問支援を開始し、その専

門性を発揮することで、保育園、幼稚園等への助言等支援を実

施した。 

・民間障害児相談支援事業所に対して、障害児支援利用計画の作

成件数に応じた補助を実施し、運営支援を行った。 

・区立障害児通所支援施設において、ICT環境整備を行い、在宅

での児童発達支援や保護者支援を実施した。 

・医療的ケア児等の課題抽出や関係機関の連携支援体制のあり

方の協議等を行う「中野区医療的ケア児等支援地域協議会」の

運営を開始した。 

・区内医療的ケア児等コーディネーターによる医療的ケア児等

への相談援助技術を向上させるための情報共有等の場として

「中野区医療的ケア児等支援情報連絡会」の運営を開始した。 
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■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

計画における取組 取組内容 

保護者・家族への支援 

・ペアレントメンター＊養成事業を実施し、メンターによる個別

や集団での相談や各種講座を実施し、障害や発達に課題のあ

る子どもを育てる保護者への助言、支援を行った。 

障害児通所支援事業所

の質の向上 

・障害児通所支援事業所の適切な運営のため、サービス提供事業

者に対して、計画的な指導検査を開始した。 

・障害通所支援事業所に対し研修会を開催した。 

・障害児通所支援施設第三者評価受審費補助事業を実施した。 

地域生活における支援

の充実 

・区立療育センターにおいて保育所等訪問支援を開始し、その専

門性を発揮することで、保育園、幼稚園等への助言等支援を実

施した。 

・民間障害児相談支援事業所に対して、障害児支援利用計画の作

成件数に応じた補助を実施し、運営支援を行った。 

・区立障害児通所支援施設において、ICT環境整備を行い、在宅

での児童発達支援や保護者支援を実施した。 

・医療的ケア児等の課題抽出や関係機関の連携支援体制のあり

方の協議等を行う「中野区医療的ケア児等支援地域協議会」の

運営を開始した。 

・区内医療的ケア児等コーディネーターによる医療的ケア児等

への相談援助技術を向上させるための情報共有等の場として

「中野区医療的ケア児等支援情報連絡会」の運営を開始した。 

 

構築されています。 

医療的ケアの必要な子どもが、地域の保育、教育等を受けることができ、障害の有無

に関わらず、ともに学び、育ち、生活できる環境が整っています。 

子どもの障害や発達特性に係る地域の理解が進み、合理的配慮が促進され、地域でと

もに暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地域共生社会の実現に向け

た取組が進んでいます。

（３）成果指標と目標値 

 

 

成果指標 指標とする理由 

令和４年度 

(2022年度) 

現状値 

令和８年度 

(2026年度) 

目標値 

令和 10年度 

(2028年度) 

目標値 

「日頃から子どもの状況

を伝え合い、子どもの発

達の状況や課題について

共通理解ができている」

と考える保護者の割合 

適切な相談・支援の実

施がされていること

を示すため 

89.7％ 95％ 100％ 

障害児支援利用計画の作

成が必要な件数のうち、

指定障害児通所支援事業

所により作成された計画

の割合 

適切なアセスメント

により総合的かつ効

果的なサービスの提

供が実施されている

ことを示すため 

71.0％ 79％ 83％ 

 

■改定前の計画に基づき実施した主な取組（令和３年度～令和５年度） 

 

 

計画における取組 取組内容 

保護者・家族への支援 

・ペアレントメンター＊養成事業を実施し、メンターによる個別

や集団での相談や各種講座を実施し、障害や発達に課題のあ

る子どもを育てる保護者への助言、支援を行った。 

障害児通所支援事業所

の質の向上 

・障害児通所支援事業所の適切な運営のため、サービス提供事業

者に対して、計画的な指導検査を開始した。 

・障害通所支援事業所に対し研修会を開催した。 

・障害児通所支援施設第三者評価受審費補助事業を実施した。 

地域生活における支援

の充実 

・区立療育センターにおいて保育所等訪問支援を開始し、その専

門性を発揮することで、保育園、幼稚園等への助言等支援を実

施した。 

・民間障害児相談支援事業所に対して、障害児支援利用計画の作

成件数に応じた補助を実施し、運営支援を行った。 

・区立障害児通所支援施設において、ICT環境整備を行い、在宅

での児童発達支援や保護者支援を実施した。 

・医療的ケア児等の課題抽出や関係機関の連携支援体制のあり

方の協議等を行う「中野区医療的ケア児等支援地域協議会」の

運営を開始した。 

・区内医療的ケア児等コーディネーターによる医療的ケア児等

への相談援助技術を向上させるための情報共有等の場として

「中野区医療的ケア児等支援情報連絡会」の運営を開始した。 
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ます。このため、ペアレントメンター養成事業において、相談会や講座、シン

ポジウム等の取組を継続、促進します。 

   イ 保護者のレスパイト等の支援 

      障害や発達に課題のある子どもの保護者が、疾病等により子どもを介護する

ことが困難となった場合に対応できるよう、区立障害児通所支援施設において

一時保護事業を行い、保護者が、緊急時に安心して子どもを預けられる場所の

確保に努めます。 

 

 

 ＜施策１＞ 障害や発達に課題のある子どもの地域社会への参加・包容の推進 

 

  ■主な取組 

   ① 中野区版児童発達支援センター機能の充実 

ア 障害や発達の特性に関する身近な地域での情報提供や相談支援 

保護者や家族が、早い段階から子どもの障害や発達の課題に気づくことがで

きるよう、すこやか福祉センターを中心に、子育て相談、発達支援相談＊等を実

施するとともに、障害や発達の特性に関する知識や理解を深めるための情報提

供や相談支援を行います。 

イ 療育相談の中心となる児童発達支援センターの設置の検討 

障害や発達に課題のある子どもに対して、児童福祉法に基づく障害児通所支

援の必要性の判定を行う療育相談の充実のため、児童福祉法に基づく児童発達

支援センターの設置に向けた検討を行います。 

 

   ② ライフステージに応じた集団生活への適応のための支援 

    ア 保育所等訪問支援の充実 

区立療育センターが実施している保育所等訪問支援について、未就学児だけ

でなく就学時も対象とすることにより、保育所等訪問支援をさらに充実させま

す。また、区立療育センターだけでなく、民間の事業所による保育所等訪問支

援の実施促進に取り組みます。 

イ 関係機関の連携による支援 

子どものライフステージに応じて、保健・医療・福祉・教育・就労等、様々

な関係者が連携し、子どもにとって最適な支援につながるよう、相談支援の仕

組みの整備や機能強化を図るとともに、障害児通所支援事業所だけでなく保育

園や学校、学童クラブ等においても障害や発達に課題のある子どもを受け入れ

られるよう、さらなる連携を深めていき、地域の子育て環境の整備を図りま

す。 

特に、子どものライフステージの大半を占める学齢期においては、教育との

緊密な連携のもとに支援していくことが重要であり、ライフステージの節目ご

とにつながった支援をアセスメントし、継続的かつ総合的に支援をしていく幅

広い相談支援体制を構築します。 

 

   ③ 障害や発達に課題のある子どもの保護者・家族への支援 

  ア ペアレントメンターによる相談支援の充実 

      障害や発達に課題のある子どもの保護者や家族が、地域で孤立することなく

日頃から身近に安心して相談のできる場所や、様々な情報を得る機会を確保し
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 ＜施策３＞ 医療的ケア児等への包括的な支援体制の整備 

 

  ■主な取組 

   ① 医療的ケア児等の協議の場や医療的ケア児等コーディネーターの配置 

  ア 医療的ケア児等の協議の場の活用による支援体制の充実 

    令和５年度（2023 年度）に運営を開始した「中野区医療的ケア児等支援地域

協議会」の活性化に努め、協議会における多様な視点からの議論を踏まえ、医

療的ケア児等支援の体制構築に努めます。 

イ 関係機関連携の中心となる医療的ケア児等コーディネーターの配置 

      医療的ケア児等コーディネーターの情報共有等の場としての「中野区医療的

ケア児等支援情報連絡会」を引き続き運営していきます。また、区における医

療的ケア児等コーディネーターの位置付け及び配置を明確化し、民間事業所に

従事する医療的ケア児等コーディネーターによる医療的ケア児支援の活動促進

に取り組みます。 

 

   ② 医療的ケア児及びその保護者等からの相談体制の整備 

医療的ケア児が、出生して病院のＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）＊で治療を

受けてから退院し、地域での生活を始めるにあたっては、保護者だけでなく医療ソ

ーシャルワーカー＊が介在するなど、関係機関の連携が必要です。このため、誰に

とっても分かりやすい一元的な医療的ケア児等の相談窓口の設置を検討します。 

 

 

 

 ＜施策２＞ 障害の特性に応じた障害児通所支援事業所等の基盤整備等 

 

  ■主な取組 

   ① 障害児通所支援事業所の確保と質の向上 

    ア 指導検査や研修会等による障害児通所支援事業所の質の向上 

      児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスを提供している事業者に対して、

計画的に指導検査（実地指導、集団指導）を実施します。また、集団指導の機

会に、障害児への虐待防止を含め、支援の質の向上のための研修といった取組

も行い、障害児通所支援事業所における支援の充実を図ります。 

    イ 障害児通所支援事業所への福祉サービス第三者評価＊の活用促進 

      区内の障害児通所支援事業所が東京都福祉サービス第三者評価を定期的に受

審できるよう、補助制度を継続し、受審促進に取り組みます。 

 

   ② 重症心身障害児や医療的ケア児を受け入れる事業所の確保 

     重症心身障害児や医療的ケア児等を受け入れる障害児通所支援事業所では、そ

の障害の特性にあった設備等が必要であり、開設にあたり大きな財政的負担が必

要となります。また運営においても、看護師等の複数名配置や送迎体制の構築な

ど高いハードルがあります。このため新規事業所の開設が進まず、重症心身障害

児や医療的ケア児の保護者等が、子どもの通所先の確保に苦慮する状況となって

います。 

     区内では、現在、主として重症心身障害児や医療的ケア児を受け入れる障害児

通所支援事業所が２か所ありますが、さらなる新規事業所の誘導整備に取り組み

ます。 

 

   ③ 障害児相談支援体制の充実 

  ア セルフプラン解消のための障害児相談支援事業所への支援 

      障害児支援利用計画の作成が必要な子どもに対して、障害児相談支援事業者

による計画作成を進めるため、計画案の作成件数に応じて補助を行い、事業者

支援に努め、セルフプラン解消に取り組みます。 

    イ 障害児相談支援事業所の開設の誘導 

      既存の障害児相談支援事業所に対する支援のみでは十分とは言えないため、

障害児支援利用計画案を作成できる事業所の、さらなる新規事業所の誘導に取

り組みます。 
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 ＜施策３＞ 医療的ケア児等への包括的な支援体制の整備 
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 ＜施策２＞ 障害の特性に応じた障害児通所支援事業所等の基盤整備等 

 

  ■主な取組 
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      児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスを提供している事業者に対して、
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の障害の特性にあった設備等が必要であり、開設にあたり大きな財政的負担が必

要となります。また運営においても、看護師等の複数名配置や送迎体制の構築な

ど高いハードルがあります。このため新規事業所の開設が進まず、重症心身障害
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通所支援事業所が２か所ありますが、さらなる新規事業所の誘導整備に取り組み

ます。 

 

   ③ 障害児相談支援体制の充実 

  ア セルフプラン解消のための障害児相談支援事業所への支援 
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    イ 障害児相談支援事業所の開設の誘導 

      既存の障害児相談支援事業所に対する支援のみでは十分とは言えないため、

障害児支援利用計画案を作成できる事業所の、さらなる新規事業所の誘導に取

り組みます。 
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１ 成果目標（令和８年度（2026 年度）の目標設定を行う主要項目）

  障害者総合支援法第 87 条に規定する国が定めた基本指針により、入所施設からの地

域生活移行者数や、就労移行支援事業から一般就労への移行者数等の目標値を設定する

ことが求められています。 

 中野区においては、「障害福祉サービス意向調査」の結果やこれまでの障害福祉施策

の進捗状況等を踏まえて、区の目標を設定し、その達成に向けて取り組みます。 

 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

障害のある人が入所施設を退所し、地域で自立した生活を送る人数について、

令和８年度(2026年度)における目標値を設定します。 

 

  ① 取組の方向性 

    入所施設利用者の高齢化や重度化や、長期化する入所による施設における生活の

定着といった課題に対し、重度障害者の受入れ可能な共同生活援助の整備として、

日中の職員配置や専門性の確保が進むよう、区の誘導、整備を推進します。 

    また、在宅で生活する人には、居宅介護、重度訪問介護等の障害福祉サービスを

提供するとともに、社会参加を支えるサービスとして移動支援等の地域生活支援事

業を実施します。        

    日中活動の場においても、地域移行する人の需要を含め、利用者数の見込みを立

て、施設の整備を進めていきます。  

 

  ② 目標 

項目 数値 

令和４年度(2022年度)末時点の施設入所者数（Ａ） 175人 

【目標】令和８年度(2026年度)末までに地域生活に移行する人数 

＜国の基本指針：令和４年度（2022年度）末施設入所者の６％以上＞ 
11人 

【目標】令和８年度(2026年度)末時点における入所者数 

＜国の基本指針：令和４年度（2022年度）末の５％以上削減＞ 
166人 
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日中の職員配置や専門性の確保が進むよう、区の誘導、整備を推進します。 

    また、在宅で生活する人には、居宅介護、重度訪問介護等の障害福祉サービスを

提供するとともに、社会参加を支えるサービスとして移動支援等の地域生活支援事

業を実施します。        

    日中活動の場においても、地域移行する人の需要を含め、利用者数の見込みを立

て、施設の整備を進めていきます。  

 

  ② 目標 

項目 数値 

令和４年度(2022年度)末時点の施設入所者数（Ａ） 175人 

【目標】令和８年度(2026年度)末までに地域生活に移行する人数 

＜国の基本指針：令和４年度（2022年度）末施設入所者の６％以上＞ 
11人 

【目標】令和８年度(2026年度)末時点における入所者数 

＜国の基本指針：令和４年度（2022年度）末の５％以上削減＞ 
166人 

 

Ⅱ 第７期中野区障害福祉計画
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（３）地域生活支援の充実 

国の基本指針に基づき、地域生活支援拠点へのコーディネーターの配置などに

よる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、運用状況の検証・検

討を行います。 

また、強度行動障害を有する者に関し、支援ニーズを把握し、支援体制の整備

を進めます。 

 

  ① 取組の方向性 

    地域における生活を安心して継続するために、住まいの確保、相談、緊急時の対

応などが必要になります。このため、身体障害者及び知的障害者を主たる対象とし

た地域生活支援拠点の整備や、区内に不足する重度障害者を対象とした共同生活援

助及び短期入所等の障害福祉サービスの整備を進めます。 

    また、強度行動障害を有する人に対してニーズを調査し、その結果に応じ支援を

拡充していきます。 

 

  ② 目標 

   ア 地域生活支援拠点の充実 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 強度行動障害を有する人への支援体制の整備   

 

 

        

 

 

 

 

   関係機関による事例検討：障害者相談支援機関ケース検討会の開催回数 

   研修の実施：施設系事業者連絡会が調整を行っている事業所間交流研修において 

中野区職員が実習に参加した場合に有を選択 

 

項目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

地域生活支援拠点の数 １か所 １か所 1か所 

地域生活支援拠点の機能の充実のた

めの運用状況の検証及び検討の機会 
２回 ２回 ２回 

項目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

関係機関による事例検討の機会 12 回 12回 12回 

強度行動障害のある方が利用する事

業所における研修の実施 
有 有 有 

 

（２）精神障害のある人にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障害のある人に対応した地域包括ケアシステムの構築を推進し、保健・医

療・福祉関係者による協議を実施するとともに、精神障害のある人の地域移行及

び地域生活の継続を促進するためのサービスを拡充します。 

 

  ① 取組の方向性 

    精神障害のある人の精神科病院からの地域移行においては、在院期間の長期化に

伴い社会復帰が難しくなる傾向があることを踏まえ、地域において安心して生活す

るための保健・医療・福祉の連携体制を強化していきます。 

    地域生活を支えるために住まいの確保は重要で、単身生活を継続するための居宅

支援や、障害の特性に対応した共同生活援助の開設の支援など、継続して推進して

いきます。また、社会復帰に向けた就労支援や日中活動の場の提供等、障害福祉サ

ービスにおける支援を充実していきます。 

 

  ② 目標 

   ア 保健・医療・福祉関係者等による協議の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   イ 精神障害者の地域移行支援等の利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

保健、医療及び福祉関係者による協議

の場の開催回数 
２回 ２回 ２回 

保健、医療及び福祉関係者による協議

の場への関係者の参加者数 
14人 14人 14人 

保健、医療及び福祉関係者による協議

の場における目標設定及び評価の実

施回数 

２回 ２回 ２回 

項目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

地域移行支援の利用者数 ３人 ３人 ３人 

地域定着支援の利用者数 13人 13人 13人 

共同生活援助の利用者数 114 人 118人 123人 

自立生活援助の利用者数 ４人 ４人 ４人 

機能訓練（自立訓練）の利用者数 ３人 ３人 ３人 
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（３）地域生活支援の充実 

国の基本指針に基づき、地域生活支援拠点へのコーディネーターの配置などに

よる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、運用状況の検証・検

討を行います。 

また、強度行動障害を有する者に関し、支援ニーズを把握し、支援体制の整備

を進めます。 

 

  ① 取組の方向性 

    地域における生活を安心して継続するために、住まいの確保、相談、緊急時の対

応などが必要になります。このため、身体障害者及び知的障害者を主たる対象とし

た地域生活支援拠点の整備や、区内に不足する重度障害者を対象とした共同生活援

助及び短期入所等の障害福祉サービスの整備を進めます。 

    また、強度行動障害を有する人に対してニーズを調査し、その結果に応じ支援を

拡充していきます。 

 

  ② 目標 

   ア 地域生活支援拠点の充実 

 

 

 

 

 

 

 

   イ 強度行動障害を有する人への支援体制の整備   

 

 

        

 

 

 

 

   関係機関による事例検討：障害者相談支援機関ケース検討会の開催回数 

   研修の実施：施設系事業者連絡会が調整を行っている事業所間交流研修において 

中野区職員が実習に参加した場合に有を選択 

 

項目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

地域生活支援拠点の数 １か所 １か所 1か所 

地域生活支援拠点の機能の充実のた

めの運用状況の検証及び検討の機会 
２回 ２回 ２回 

項目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

関係機関による事例検討の機会 12 回 12回 12回 

強度行動障害のある方が利用する事

業所における研修の実施 
有 有 有 

 

（２）精神障害のある人にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障害のある人に対応した地域包括ケアシステムの構築を推進し、保健・医

療・福祉関係者による協議を実施するとともに、精神障害のある人の地域移行及

び地域生活の継続を促進するためのサービスを拡充します。 

 

  ① 取組の方向性 

    精神障害のある人の精神科病院からの地域移行においては、在院期間の長期化に

伴い社会復帰が難しくなる傾向があることを踏まえ、地域において安心して生活す

るための保健・医療・福祉の連携体制を強化していきます。 

    地域生活を支えるために住まいの確保は重要で、単身生活を継続するための居宅

支援や、障害の特性に対応した共同生活援助の開設の支援など、継続して推進して

いきます。また、社会復帰に向けた就労支援や日中活動の場の提供等、障害福祉サ

ービスにおける支援を充実していきます。 

 

  ② 目標 

   ア 保健・医療・福祉関係者等による協議の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   イ 精神障害者の地域移行支援等の利用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

保健、医療及び福祉関係者による協議

の場の開催回数 
２回 ２回 ２回 

保健、医療及び福祉関係者による協議

の場への関係者の参加者数 
14人 14人 14人 

保健、医療及び福祉関係者による協議

の場における目標設定及び評価の実

施回数 

２回 ２回 ２回 

項目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

地域移行支援の利用者数 ３人 ３人 ３人 

地域定着支援の利用者数 13人 13人 13人 

共同生活援助の利用者数 114 人 118人 123人 

自立生活援助の利用者数 ４人 ４人 ４人 

機能訓練（自立訓練）の利用者数 ３人 ３人 ３人 
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   イ 就労定着支援事業の就労定着率 

項  目 数 値 

就労定着支援事業の令和３年度（2021年度）末の利用者数 49人 

【目標】令和８年度(2026年度)末実績が令和３年度（2021年度）末

実績の 1.41 倍以上 
70人 

【目標】就労定着支援事業移行終了後一定期間の就労定着率が７割

以上となる就労定着支援事業所の割合が２割５分以上 

２事業所

以上 

    就労定着率：過去３年間の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点の就労

定着者数の割合 

 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行 

就労移行支援事業、就労継続支援事業等の福祉施設から一般就労する人数、就

労定着支援事業の利用率等について目標値を設定します。 

 

  ① 取組の方向性 

    障害者の希望や能力に沿った就労実現を図るために、就労アセスメントを活用し

た就労選択支援事業の利用など、それぞれに適した就労を選択できる仕組みを推進

していきます。 

    一般就労に向けて特別支援学校と連携し、在学中から就労に対する早期支援を実

施し、在学生や家族に対して、就労に向けた意欲喚起の取組を進めます。また、障

害者就労支援事業所における就労希望者を把握し、一般就労への移行を推進するほ

か、施設職員の支援力の向上を図る取組を推進していきます。 

    就労に向けた本人の動機づけや課題の発見のための区役所実習の機会を提供しな

がら、区役所実習終了後に就労移行していない人に対するフォローアップを行うな

ど、体験実習を一般就労に結びつける取組を充実させていきます。 

    また、区内外の民間企業等において障害者雇用が進むよう、職場開拓を進めてい

くとともに、障害のある人を雇用したことがない企業に対しては、体験実習の協力

を求め、採用する企業側の不安を解消しながら就労に結びつける取組を進めます。 

    就労支援センターとハローワークの協働により、区内の民間企業を対象としたセ

ミナー等を実施し、職場における障害への理解や障害者雇用の推進の取組を行いま

す。また、なかの障害者就労支援ネットワークによる民間企業や区民に対しての障

害のある人の理解促進や雇用の啓発活動を支援します。 

 

  ② 目標 

   ア 福祉施設から一般就労する障害者数 

項  目 数 値 

令和３年度(2021年度)に一般就労をした障害者数 

※中野区の就労支援センター機能における就職者 
55人 

【目標】令和８年度(2026年度)に一般就労をする障害者数 

   ＜国の基本指針：令和３年度（2021年度）実績の概ね1.28倍以上＞ 
71人 
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   イ 就労定着支援事業の就労定着率 

項  目 数 値 

就労定着支援事業の令和３年度（2021年度）末の利用者数 49人 

【目標】令和８年度(2026年度)末実績が令和３年度（2021年度）末

実績の 1.41 倍以上 
70人 

【目標】就労定着支援事業移行終了後一定期間の就労定着率が７割

以上となる就労定着支援事業所の割合が２割５分以上 

２事業所

以上 

    就労定着率：過去３年間の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点の就労

定着者数の割合 

 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行 

就労移行支援事業、就労継続支援事業等の福祉施設から一般就労する人数、就

労定着支援事業の利用率等について目標値を設定します。 

 

  ① 取組の方向性 

    障害者の希望や能力に沿った就労実現を図るために、就労アセスメントを活用し

た就労選択支援事業の利用など、それぞれに適した就労を選択できる仕組みを推進

していきます。 

    一般就労に向けて特別支援学校と連携し、在学中から就労に対する早期支援を実

施し、在学生や家族に対して、就労に向けた意欲喚起の取組を進めます。また、障

害者就労支援事業所における就労希望者を把握し、一般就労への移行を推進するほ

か、施設職員の支援力の向上を図る取組を推進していきます。 

    就労に向けた本人の動機づけや課題の発見のための区役所実習の機会を提供しな

がら、区役所実習終了後に就労移行していない人に対するフォローアップを行うな

ど、体験実習を一般就労に結びつける取組を充実させていきます。 

    また、区内外の民間企業等において障害者雇用が進むよう、職場開拓を進めてい

くとともに、障害のある人を雇用したことがない企業に対しては、体験実習の協力

を求め、採用する企業側の不安を解消しながら就労に結びつける取組を進めます。 

    就労支援センターとハローワークの協働により、区内の民間企業を対象としたセ

ミナー等を実施し、職場における障害への理解や障害者雇用の推進の取組を行いま

す。また、なかの障害者就労支援ネットワークによる民間企業や区民に対しての障

害のある人の理解促進や雇用の啓発活動を支援します。 

 

  ② 目標 

   ア 福祉施設から一般就労する障害者数 

項  目 数 値 

令和３年度(2021年度)に一般就労をした障害者数 

※中野区の就労支援センター機能における就職者 
55人 

【目標】令和８年度(2026年度)に一般就労をする障害者数 

   ＜国の基本指針：令和３年度（2021年度）実績の概ね 1.28倍以上＞ 
71人 
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（６）障害福祉サービスの質を向上させるための取組に係る体制の構築 

障害福祉サービスの質の向上のため、事業所等の職員の各種研修への参加を進

めるように人数について目標値を設定します。 

 

  ① 取組の方向性 

    障害者の高齢化や重度化など、多様化する支援に対応できる質を確保するために、

基幹相談支援センターにおいて実施する専門性を向上させるための研修、中野区障

害者自立支援協議会における合同セミナー等の取組の他、東京都の実施する相談支

援専門員、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修等への参加を勧奨し

ていきます。 

 

  ② 目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

都道府県が実施する障害福祉サー

ビス等に係る研修その他の研修へ

の参加人数 

22 人 22人 22人 

障害者自立支援審査支払等システ

ム等での審査結果を分析してその

結果を活用し、事業所や関係自治体

等と共有する体制の有無 

有 有 有 

上記共有等の実施回数 １回 １回 １回 

東京都が実施する指定障害福祉サ

ービス事業者及び指定障害児通所

支援事業者等に対する指導監査の

結果を共有する体制の有無 

有 有 有 

上記共有回数 ２回 ２回 ２回 

 

（５）相談支援体制の充実・強化等 

 

 

 

  ① 取組の方向性 

    すこやか障害者相談支援事業所における地域の相談支援体制、基幹相談支援セン

ターにおける専門相談、精神障害者を対象とした地域生活支援センター、身体障害

者、発達障害、高次脳機能障害の専門相談を行う地域自立生活支援センターがそれ

ぞれの役割を果たし、障害者の地域生活を有機的に支援できるように、連携の強化

や人材育成等の充実を推進していきます。 

 

  ② 目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合的・専門的な相談支援の実施や、地域の相談支援事業者に対する専門的な

助言・指導、人材育成の支援、連携強化の取組回数について目標値を設定します。 

項目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

基幹相談支援センターによる地域

の相談支援事業所に対する訪問等

による専門的な指導・助言件数 

26 件 26件 26件 

基幹相談支援センターによる地域

の相談支援事業所への人材育成支

援件数 

10 件 10件 10件 

基幹相談支援センターによる地域

の相談機関との連携強化の取組の

実施回数 

12 件 12件 12件 

協議会における個別事例の検討を

通じた地域のサービスの開発・改善 
有 有 有 

276



 

（６）障害福祉サービスの質を向上させるための取組に係る体制の構築 

障害福祉サービスの質の向上のため、事業所等の職員の各種研修への参加を進

めるように人数について目標値を設定します。 

 

  ① 取組の方向性 

    障害者の高齢化や重度化など、多様化する支援に対応できる質を確保するために、

基幹相談支援センターにおいて実施する専門性を向上させるための研修、中野区障

害者自立支援協議会における合同セミナー等の取組の他、東京都の実施する相談支

援専門員、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修等への参加を勧奨し

ていきます。 

 

  ② 目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

都道府県が実施する障害福祉サー

ビス等に係る研修その他の研修へ

の参加人数 

22 人 22人 22人 

障害者自立支援審査支払等システ

ム等での審査結果を分析してその

結果を活用し、事業所や関係自治体

等と共有する体制の有無 

有 有 有 

上記共有等の実施回数 １回 １回 １回 

東京都が実施する指定障害福祉サ

ービス事業者及び指定障害児通所

支援事業者等に対する指導監査の

結果を共有する体制の有無 

有 有 有 

上記共有回数 ２回 ２回 ２回 

 

（５）相談支援体制の充実・強化等 

 

 

 

  ① 取組の方向性 

    すこやか障害者相談支援事業所における地域の相談支援体制、基幹相談支援セン

ターにおける専門相談、精神障害者を対象とした地域生活支援センター、身体障害

者、発達障害、高次脳機能障害の専門相談を行う地域自立生活支援センターがそれ

ぞれの役割を果たし、障害者の地域生活を有機的に支援できるように、連携の強化

や人材育成等の充実を推進していきます。 

 

  ② 目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合的・専門的な相談支援の実施や、地域の相談支援事業者に対する専門的な

助言・指導、人材育成の支援、連携強化の取組回数について目標値を設定します。 

項目 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

基幹相談支援センターによる地域

の相談支援事業所に対する訪問等

による専門的な指導・助言件数 

26 件 26件 26件 

基幹相談支援センターによる地域

の相談支援事業所への人材育成支

援件数 

10 件 10件 10件 

基幹相談支援センターによる地域

の相談機関との連携強化の取組の

実施回数 

12 件 12件 12件 

協議会における個別事例の検討を

通じた地域のサービスの開発・改善 
有 有 有 
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  ② 重度訪問介護 

重度の肢体不自由、知的障害、精神障害により常に介護を必要とする人に、自宅

で、入浴、排せつ、食事の介護及び外出時における移動支援などを総合的に行いま

す。 

※ 障害支援区分が区分４以上で、二肢以上に麻痺、または障害支援区分の 

認定調査項目のうち行動関連項目等が一定の要件を満たしていること。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用時間数（時間分/月） 14,203 14,605 15,019 

利用者数（人） 57 58 59 

 

  ○積算根拠・背景  

  （延べ利用時間数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

   

  【第５期、第６期計画実績】        ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
15,559 15,841 16,123 15,538 16,042 16,546 

利用者数(人) 54 55 56 56 58 60 

実 

績 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
12,131 13,342 14,049 13,335 12,728 13,812 

利用者数(人) 53 54 51 49 48 56 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

 

 
 

２ 事業及び必要な量の見込み 

（１）訪問系サービス 

 

  ① 居宅介護 

 

 

 

  《サービス見込量》  

 

 

 

 

 

 

  ○積算根拠・背景  

  （延べ利用時間数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

     

  【第５期、第６期計画実績】        ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
6,836 7,137 7,451 6,431 6,495 6,560 

利用者数（人） 660 683 707 576 596 617 

実 

績 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
6,438 6,499 6,253  6,457 6,746 7,357  

利用者数（人） 550 570 547 554 577 592 

  利用者数：月々の身体介護、家事援助、通院等介助の各利用者数の合計数の一月当た

りの平均人数 

 

 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

※ 障害支援区分が区分１以上。 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用時間数（時間分/月） 7,562 7,773 7,990 

利用者数（人） 601 610 619 
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  ② 重度訪問介護 

重度の肢体不自由、知的障害、精神障害により常に介護を必要とする人に、自宅

で、入浴、排せつ、食事の介護及び外出時における移動支援などを総合的に行いま

す。 

※ 障害支援区分が区分４以上で、二肢以上に麻痺、または障害支援区分の 

認定調査項目のうち行動関連項目等が一定の要件を満たしていること。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用時間数（時間分/月） 14,203 14,605 15,019 

利用者数（人） 57 58 59 

 

  ○積算根拠・背景  

  （延べ利用時間数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

   

  【第５期、第６期計画実績】        ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
15,559 15,841 16,123 15,538 16,042 16,546 

利用者数(人) 54 55 56 56 58 60 

実 

績 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
12,131 13,342 14,049 13,335 12,728 13,812 

利用者数(人) 53 54 51 49 48 56 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

 

 
 

２ 事業及び必要な量の見込み 

（１）訪問系サービス 

 

  ① 居宅介護 

 

 

 

  《サービス見込量》  

 

 

 

 

 

 

  ○積算根拠・背景  

  （延べ利用時間数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

     

  【第５期、第６期計画実績】        ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
6,836 7,137 7,451 6,431 6,495 6,560 

利用者数（人） 660 683 707 576 596 617 

実 

績 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
6,438 6,499 6,253  6,457 6,746 7,357  

利用者数（人） 550 570 547 554 577 592 

  利用者数：月々の身体介護、家事援助、通院等介助の各利用者数の合計数の一月当た

りの平均人数 

 

 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

※ 障害支援区分が区分１以上。 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用時間数（時間分/月） 7,562 7,773 7,990 

利用者数（人） 601 610 619 
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  ④ 行動援護 

知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人が危険を回避する

ために、必要な支援、外出介護を行います。 

※ 障害支援区分が区分３以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち 

一定の要件を満たしていること。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用時間数（時間分/月） 566 607 648 

利用者数（人） 16 18 19 

 

  ○積算根拠・背景  

  （延べ利用時間数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

数平均を、前年度実績に加えて見込量を算出しています。 

   

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  
30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
173 173 173 326 326 326 

利用者数（人） ５ ５ ５ ７ ７ ７ 

実 

績 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
320 270 368 325 363 525  

利用者数（人） ８ ６ ８ ７ ９ 15 

   利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

 

 

  ③ 同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する際に同行し、移動に

必要な情報提供や移動の援護等を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

延べ利用時間数（時間分/月） 2,865 2,957 3,052 

利用者数（人） 91 92 93 

 

  ○積算根拠・背景  

  （延べ利用時間数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
2,610 2,644 2,678 2,544 2,574 2,604 

利用者数（人） 80 81 82 85 86 87 

実 

績 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
2,498 2,529 2,139 2,361 3,021 2,776 

利用者数（人） 87 81 76 82 103 90 

   利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 
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  ④ 行動援護 

知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人が危険を回避する

ために、必要な支援、外出介護を行います。 

※ 障害支援区分が区分３以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち 

一定の要件を満たしていること。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用時間数（時間分/月） 566 607 648 

利用者数（人） 16 18 19 

 

  ○積算根拠・背景  

  （延べ利用時間数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

数平均を、前年度実績に加えて見込量を算出しています。 

   

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  
30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
173 173 173 326 326 326 

利用者数（人） ５ ５ ５ ７ ７ ７ 

実 

績 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
320 270 368 325 363 525  

利用者数（人） ８ ６ ８ ７ ９ 15 

   利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

 

 

  ③ 同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する際に同行し、移動に

必要な情報提供や移動の援護等を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

延べ利用時間数（時間分/月） 2,865 2,957 3,052 

利用者数（人） 91 92 93 

 

  ○積算根拠・背景  

  （延べ利用時間数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
2,610 2,644 2,678 2,544 2,574 2,604 

利用者数（人） 80 81 82 85 86 87 

実 

績 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
2,498 2,529 2,139 2,361 3,021 2,776 

利用者数（人） 87 81 76 82 103 90 

   利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 
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（２）日中活動系サービス 

 

  ① 生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間、日常生活の介護や生産活動等の機会の提供
を行います。 
※ ①または②のいずれかに該当する者。 

 ① 障害支援区分が区分３（障害者施設入所者は区分４）以上。 
 ② 年齢が 50 歳以上の場合は、障害支援区分が区分２（障害者施設入所者

は区分３）以上。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 
(2024年度) 

令和７年度 
(2025年度) 

令和８年度 
(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 8,253 8,308 8,363 

利用者数（人） 427 430 433 

区内事業実施か所数（か所） 13 13 13 

 

  ○積算根拠・背景  

  （延べ利用者数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

  （区内事業実施か所数） 

   令和６年度（2024年度）から令和８年度（2026年度）までの間に、区や民間事業者によ

る開設予定はありません。令和７年度（2025年度）に１事業所が定員数を増やす予定です。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 
画 

延べ利用者数 
（人日分/月） 

8,242 8,390 8,541 8,029 8,087 8,145 

利用者数（人） 428 438 448 416 419 422 

区内事業実施か所 
数（か所） 

12 12 12 12 12 12 

実 
績 

延べ利用者数 
（人日分/月） 

7,932 8,043 8,004 8,122  8,101  8,198  

利用者数（人） 410 422 419  428  431  424  

区内事業実施か所 
数（か所） 

12 12 12 12 12 13 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数  

 

  ⑤ 重度障害者等包括支援 

常時医療的なケアを必要とするなど介護の必要性が特に高い人に、居宅介護等

複数のサービスを組み合わせ、地域生活を包括的に支援します。 

※ 障害支援区分が区分６以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち 

一定の要件を満たしていること。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用時間数（時間分/月） ― ― ― 

利用者数（人） ― ― ― 

 

  ○積算根拠・背景  

    現在利用がなく、また今後の利用者の見込みがありません。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  
30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 
利用者数（人） ― ― ― ― ― ― 

実 

績 
利用者数（人） ― ― ― ― ― ― 

   利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 
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区内事業実施か所 
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延べ利用者数 
（人日分/月） 
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利用者数（人） 410 422 419  428  431  424  

区内事業実施か所 
数（か所） 

12 12 12 12 12 13 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数  

 

  ⑤ 重度障害者等包括支援 

常時医療的なケアを必要とするなど介護の必要性が特に高い人に、居宅介護等

複数のサービスを組み合わせ、地域生活を包括的に支援します。 

※ 障害支援区分が区分６以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち 

一定の要件を満たしていること。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 
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(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用時間数（時間分/月） ― ― ― 

利用者数（人） ― ― ― 

 

  ○積算根拠・背景  

    現在利用がなく、また今後の利用者の見込みがありません。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  
30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 
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画 
利用者数（人） ― ― ― ― ― ― 
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  ③ 自立訓練（生活訓練） 

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上の

ために必要な訓練を行います。（標準利用期間は２年） 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 732 801 870 

利用者数（人） 49 53 57 

区内事業実施か所数（か所） ３ ３ ３ 

 

  ○積算根拠・背景 

  （延べ利用者数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

数平均を、前年度実績に加えて見込量を算出しています。 

 （区内事業実施か所数） 

   令和６年度（2024 年度）から令和８年度（2026 年度）までの間に、区や民間事業

者による開設予定はありません。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
249 249 249 417 417 417 

利用者数（人） 17 17 17 27 27 27 

区内事業実施か所 

数（か所） 
２ ２ ２ ２ ２ ２ 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
318 496 392 515 577 663 

利用者数（人） 25 31 23 35 38 45 

区内事業実施か所 

数（か所） 
２ ２ ３ ３ ３ ３ 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数  

 

  ② 自立訓練（機能訓練） 

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上の

ために必要な訓練を行います。（標準利用期間は１年６か月） 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 118 118 118 

利用者数（人） 11 11 11 

区内事業実施か所数（か所） １ １ １ 

 

  ○積算根拠・背景 

  （延べ利用者数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

  （区内事業実施か所数） 

   区内では障害者福祉会館１か所で実施しており、需要を満たしていると考えます。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
165 165 165 125 125 125 

利用者数（人） 16 16 16 14 14 14 

区内事業実施か所 

数（か所） 
１ １ １ １ １ １ 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
128 127 115 88 114 118 

利用者数（人） 13 14 14 10 12 11 

区内事業実施か所 

数（か所） 
１ １ １ １ １ １ 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数  
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  ⑤ 就労移行支援 

一般企業等での就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の

向上のために必要な訓練を行います。（利用者の要件有・標準利用期間は２年） 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 1,979 2,018 2,058 

利用者数（人） 109 111 113 

区内事業実施か所数（か所） 11 11 11 

 

  ○積算根拠・背景 

  （延べ利用者数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

  （区内事業実施か所数） 

   新規事業所の開設の予定はありません。既存の事業所は利用者数が定員に満たな

い状況が続いており、利用者数の増加見込み分も受け入れが可能です。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
2,583 2,699 2,820 1,778 1,778 1,778 

利用者数（人） 153 161 170 113 113 113 

区内事業実施か所 

数（か所） 
10 10 10 11 11 11 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
1,782 1,779 1,808 1,842 1,694 1,941 

利用者数（人） 114 117 113 110 102 107 

区内事業実施か所 

数（か所） 
11 11 11 11 11 11 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

 

 

  ④ 就労選択支援 

就労アセスメントの手法を活用し、就労能力や適性についての客観的な評価や

配慮事項の整理等を行うことにより、本人の能力や適性に合った一般就労や就労

系障害福祉サービス事業所の選択ができるよう、必要な支援を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） ― 

― 

５ 20 

利用者数（人） ― 

 

５ 20 

 

   ○令和６年（2024年）４月の障害者総合支援法改正法により新たに加わる指定障害

福祉サービスです。同改正法の施行は、令和７年（2025年）10月を予定していま

す。 

 

   ○積算根拠・背景 

   （延べ利用者数） 

    支給決定期間（１～２か月）内の標準的な利用回数が不明であるため、利用者

数と同数としています。 

  （利用者数） 

    令和７年度（2025年度）は、期間延長の支給決定を行う人数の見込みとし、令

和８年度（2026年度）は、期間延長の支給決定を行う人数に、特別支援学校高等

部の卒業生分を加えて見込んでいます。  
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1,782 1,779 1,808 1,842 1,694 1,941 

利用者数（人） 114 117 113 110 102 107 

区内事業実施か所 

数（か所） 
11 11 11 11 11 11 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

 

 

  ④ 就労選択支援 

就労アセスメントの手法を活用し、就労能力や適性についての客観的な評価や

配慮事項の整理等を行うことにより、本人の能力や適性に合った一般就労や就労

系障害福祉サービス事業所の選択ができるよう、必要な支援を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） ― 

― 

５ 20 

利用者数（人） ― 

 

５ 20 

 

   ○令和６年（2024年）４月の障害者総合支援法改正法により新たに加わる指定障害

福祉サービスです。同改正法の施行は、令和７年（2025年）10月を予定していま

す。 

 

   ○積算根拠・背景 

   （延べ利用者数） 

    支給決定期間（１～２か月）内の標準的な利用回数が不明であるため、利用者

数と同数としています。 

  （利用者数） 

    令和７年度（2025年度）は、期間延長の支給決定を行う人数の見込みとし、令

和８年度（2026年度）は、期間延長の支給決定を行う人数に、特別支援学校高等

部の卒業生分を加えて見込んでいます。  
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  ⑦ 就労継続支援（Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力

の向上のために必要な訓練を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 7,474 7,698 7,929 

利用者数（人） 495 510 526 

区内事業実施か所数（か所） 14 14 14 

 

  ○積算根拠・背景 

  （延べ利用者数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

 （区内事業実施か所数） 

   事業所数は、現状維持を見込んでいますが、令和７年度（2025 年度）に１事業所

が定員数を増やす予定です。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
7,283 7,494 7,711 6,644 6,795 6,946 

利用者数（人） 446 456 466 440 450 460 

区内事業実施か 

所数（か所） 
14 14 14 14 14 14 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
6,271 6,292 6,403 6,707 6,773 7,257 

利用者数（人） 413 423 430 449 466 480 

区内事業実施か 

所数（か所） 
14 14 14 14 14 14 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

 

  ⑥ 就労継続支援（Ａ型） 

一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約を結び、働く場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 722 744 766 

利用者数（人） 36 36 36 

区内事業実施か所数（か所） ２ ２ ２ 

 

  ○積算根拠・背景 

  （延べ利用者数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

  （区内事業実施か所数） 

   本事業は最低賃金を支給できるだけの就労支援活動収入を確保することが難しく、

新規開設が難しいと推測されます。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
567 585 603 724 760 796 

利用者数（人） 31 32 33 40 42 44 

区内事業実施か所 

数（か所） 
２ ２ ２ ２ ２ ２ 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
613 628 727 665 680 701 

利用者数（人） 34 36 40 37 37 36 

区内事業実施か所 

数（か所） 
２ ２ ２ ２ ２ ２ 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 
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  ⑦ 就労継続支援（Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力

の向上のために必要な訓練を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 7,474 7,698 7,929 

利用者数（人） 495 510 526 

区内事業実施か所数（か所） 14 14 14 

 

  ○積算根拠・背景 

  （延べ利用者数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

 （区内事業実施か所数） 

   事業所数は、現状維持を見込んでいますが、令和７年度（2025 年度）に１事業所

が定員数を増やす予定です。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
7,283 7,494 7,711 6,644 6,795 6,946 

利用者数（人） 446 456 466 440 450 460 

区内事業実施か 

所数（か所） 
14 14 14 14 14 14 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
6,271 6,292 6,403 6,707 6,773 7,257 

利用者数（人） 413 423 430 449 466 480 

区内事業実施か 

所数（か所） 
14 14 14 14 14 14 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

 

  ⑥ 就労継続支援（Ａ型） 

一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約を結び、働く場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 722 744 766 

利用者数（人） 36 36 36 

区内事業実施か所数（か所） ２ ２ ２ 

 

  ○積算根拠・背景 

  （延べ利用者数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

  （区内事業実施か所数） 

   本事業は最低賃金を支給できるだけの就労支援活動収入を確保することが難しく、

新規開設が難しいと推測されます。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
567 585 603 724 760 796 

利用者数（人） 31 32 33 40 42 44 

区内事業実施か所 

数（か所） 
２ ２ ２ ２ ２ ２ 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
613 628 727 665 680 701 

利用者数（人） 34 36 40 37 37 36 

区内事業実施か所 

数（か所） 
２ ２ ２ ２ ２ ２ 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 
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  ⑨ 療養介護 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、

介護及び日常生活の世話を行います。 

※ ①または②のいずれかに該当する者。 

① 筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者等気管切開を伴う人工呼吸器による 

呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分が区分６。 

② 筋ジストロフィー患者または重度心身障害者であって、障害支援区分が 

区分５以上。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人） 31 31 31 

 

  ○積算根拠・背景 

    平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの利用者の推移をも

とに算出しています。 

 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  
30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計

画 
利用者数（人） 29 29 29 31 31 31 

実

績 
利用者数（人） 30 31 31 30 32 31 

   利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

 

 

  ⑧ 就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て新たに雇用された障害のある人が、雇用事業所に

おいて就労を継続するために必要な連絡調整や課題解決への支援を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人/月） 47 49 51 

 

  ○積算根拠・背景 

    利用者数が安定し始めた令和２年度（2020 年度）から令和５年度（2023 年度）ま

での３年分の伸び数の平均を、前年度実績に加えて見込量を算出しています 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計

画 

利用者数 

（人/月） 
15 25 32 42 47 52 

実

績 

利用者数 

（人/月） 
７ 28 39 48 47 45 
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  ⑨ 療養介護 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、

介護及び日常生活の世話を行います。 

※ ①または②のいずれかに該当する者。 

① 筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者等気管切開を伴う人工呼吸器による 

呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分が区分６。 

② 筋ジストロフィー患者または重度心身障害者であって、障害支援区分が 

区分５以上。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人） 31 31 31 

 

  ○積算根拠・背景 

    平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの利用者の推移をも

とに算出しています。 

 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  
30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計

画 
利用者数（人） 29 29 29 31 31 31 

実

績 
利用者数（人） 30 31 31 30 32 31 

   利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

 

 

  ⑧ 就労定着支援 

就労移行支援等の利用を経て新たに雇用された障害のある人が、雇用事業所に

おいて就労を継続するために必要な連絡調整や課題解決への支援を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人/月） 47 49 51 

 

  ○積算根拠・背景 

    利用者数が安定し始めた令和２年度（2020 年度）から令和５年度（2023 年度）ま

での３年分の伸び数の平均を、前年度実績に加えて見込量を算出しています 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計

画 

利用者数 

（人/月） 
15 25 32 42 47 52 

実

績 

利用者数 

（人/月） 
７ 28 39 48 47 45 
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  （利用者数） 

    平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸

び率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  福祉型 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
196 210 224 369 413 457 

利用者数（人） 58 61 64 70 80 90 

区内事業実施か所 

数（か所） 
７ ７ ８ ７ ７ ７ 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
329 456 291 310 441 430 

利用者数（人） 71 101 57 35 73 82 

区内事業実施か所 

数（か所） 
７ ７ ７ ７ ７ ７ 

 

  医療型 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計
画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
147 147 147 49 49 49 

利用者数（人） 18 18 18 25 25 25 

実
績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
46 49 27 45 45 37 

利用者数（人） 10 10 ５ ８ ８ ７ 

   利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

 

  ⑩ 短期入所 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せ

つ、食事の介護等を行います。 

 

   福祉型《サービス見込量》 

 令和６年度 
(2024年度) 

令和７年度 
(2025年度) 

令和８年度 
(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 472 518 568 

利用者数（人） 95 110 128 

区内事業実施か所数（か所） ８ ９ ９ 

  

   医療型《サービス見込量》 

 令和６年度 
(2024年度) 

令和７年度 
(2025年度) 

令和８年度 
(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 38 39 40 

利用者数（人） ７ ７ ７ 

   ○令和９年度（2027 年度）に公有地を活用した整備事業による新規開設を予定して

います。 

 

  ○積算根拠・背景 

   福祉型 

   （延べ利用者数） 

    平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸

び率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

   （利用者数） 

    平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸

び率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

   （区内事業実施か所数） 

    知的障害者生活寮終了後に再整備している施設の事業開始を予定しています。 

令和６年度（2024 年度） １か所（弥生町二丁目障害者施設１床） 

令和７年度（2025 年度） １か所（大和町三丁目障害者施設３床） 

 

   医療型 

   （延べ利用者数） 

    平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸

び率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。  
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  （利用者数） 

    平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸

び率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  福祉型 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
196 210 224 369 413 457 

利用者数（人） 58 61 64 70 80 90 

区内事業実施か所 

数（か所） 
７ ７ ８ ７ ７ ７ 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
329 456 291 310 441 430 

利用者数（人） 71 101 57 35 73 82 

区内事業実施か所 

数（か所） 
７ ７ ７ ７ ７ ７ 

 

  医療型 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計
画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
147 147 147 49 49 49 

利用者数（人） 18 18 18 25 25 25 

実
績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
46 49 27 45 45 37 

利用者数（人） 10 10 ５ ８ ８ ７ 

   利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

 

  ⑩ 短期入所 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せ

つ、食事の介護等を行います。 

 

   福祉型《サービス見込量》 

 令和６年度 
(2024年度) 

令和７年度 
(2025年度) 

令和８年度 
(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 472 518 568 

利用者数（人） 95 110 128 

区内事業実施か所数（か所） ８ ９ ９ 

  

   医療型《サービス見込量》 

 令和６年度 
(2024年度) 

令和７年度 
(2025年度) 

令和８年度 
(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 38 39 40 

利用者数（人） ７ ７ ７ 

   ○令和９年度（2027 年度）に公有地を活用した整備事業による新規開設を予定して

います。 

 

  ○積算根拠・背景 

   福祉型 

   （延べ利用者数） 

    平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸

び率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

   （利用者数） 

    平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸

び率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

   （区内事業実施か所数） 

    知的障害者生活寮終了後に再整備している施設の事業開始を予定しています。 

令和６年度（2024 年度） １か所（弥生町二丁目障害者施設１床） 

令和７年度（2025 年度） １か所（大和町三丁目障害者施設３床） 

 

   医療型 

   （延べ利用者数） 

    平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸

び率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。  
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  ② 共同生活援助（グループホーム） 

地域で共同生活を営むのに支障のない障害者について、主として夜間において、

共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人） 287 306 326 

 うち、行動障害・高次脳機能障害
を有する利用者数（人） 

４ ４ ４ 

 うち、医療的ケアが必要な利用者

数（人） 
５ ５ ５ 

区内事業実施か所数（か所） 46 49 52 

区内居室数（室） 228 243 258 

   ○令和６年度（2024 年度）から、障害の状況別に見込み数を記載することになりま

した。 

   ○積算根拠・背景 

   （利用者数） 

   ・平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸

び率平均を前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

   ・「うち、行動障害・高次脳機能障害を有する利用者数」については、重度障害者支援加算

Ⅱの、令和３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）までの平均を見込みます。 

   ・「うち、医療的ケアが必要な利用者数」については、重度障害者支援加算Ⅰの、

令和３年度（2021 年度）から令和５年度（2023年度）までの平均を見込みます。 

   （区内事業実施か所数） 

   ・令和６年度（2024 年度）は、知的障害者生活寮中野区やよい荘の廃止に伴う施

設の再整備による増床分として、前年度数に４を加えた数を見込みます。 

   ・令和７年度（2025年度）以降については、平成30年度（2018年度）から令和５年度（2023

年度）までの間の５年分の伸び数平均（３か所）を前年度数に加えて算出しています。 

  （区内居室数） 

   ・平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分で増

えた居室数を、その間の５年分で増えた事業所数で除し、１事業所あたりの平

均居室数を算出（平均５室）したうえで、事業所数変動の見込みと連動させて算

出しています。  

 

（３）居住系サービス 

 

  ① 自立生活援助 

一人暮らしの知的及び精神障害のある人等が、居宅において自立した日常生活

を営む上での様々な問題について、定期的な訪問または随時の相談に応じ、必要

な情報提供や助言等の支援を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人/月） ４ ４ ４ 

 

  ○積算根拠・背景 

    新型コロナウイルス感染症の影響が少なくなったことを考慮に入れ、地域移行者

の増加に伴う自立生活援助利用者の増加を見込みます。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  
30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計

画 

利用者数 

（人/月） 
４ ６ ６ 13 13 13 

実

績 

利用者数 

（人/月） 
２ ５ ６ ６ １ １ 
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  ② 共同生活援助（グループホーム） 

地域で共同生活を営むのに支障のない障害者について、主として夜間において、

共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人） 287 306 326 

 うち、行動障害・高次脳機能障害
を有する利用者数（人） 

４ ４ ４ 

 うち、医療的ケアが必要な利用者

数（人） 
５ ５ ５ 

区内事業実施か所数（か所） 46 49 52 

区内居室数（室） 228 243 258 

   ○令和６年度（2024 年度）から、障害の状況別に見込み数を記載することになりま

した。 

   ○積算根拠・背景 

   （利用者数） 

   ・平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸

び率平均を前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

   ・「うち、行動障害・高次脳機能障害を有する利用者数」については、重度障害者支援加算

Ⅱの、令和３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）までの平均を見込みます。 

   ・「うち、医療的ケアが必要な利用者数」については、重度障害者支援加算Ⅰの、

令和３年度（2021 年度）から令和５年度（2023年度）までの平均を見込みます。 

   （区内事業実施か所数） 

   ・令和６年度（2024 年度）は、知的障害者生活寮中野区やよい荘の廃止に伴う施

設の再整備による増床分として、前年度数に４を加えた数を見込みます。 

   ・令和７年度（2025年度）以降については、平成30年度（2018年度）から令和５年度（2023

年度）までの間の５年分の伸び数平均（３か所）を前年度数に加えて算出しています。 

  （区内居室数） 

   ・平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分で増

えた居室数を、その間の５年分で増えた事業所数で除し、１事業所あたりの平

均居室数を算出（平均５室）したうえで、事業所数変動の見込みと連動させて算

出しています。  

 

（３）居住系サービス 

 

  ① 自立生活援助 

一人暮らしの知的及び精神障害のある人等が、居宅において自立した日常生活

を営む上での様々な問題について、定期的な訪問または随時の相談に応じ、必要

な情報提供や助言等の支援を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人/月） ４ ４ ４ 

 

  ○積算根拠・背景 

    新型コロナウイルス感染症の影響が少なくなったことを考慮に入れ、地域移行者

の増加に伴う自立生活援助利用者の増加を見込みます。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  
30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計

画 

利用者数 

（人/月） 
４ ６ ６ 13 13 13 

実

績 

利用者数 

（人/月） 
２ ５ ６ ６ １ １ 
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 ③ 施設入所支援 

入所した施設において、主として夜間に、入浴、排せつ、食事の介護、その他

必要な日常生活上の支援を行います。 

※ ①または②のいずれかに該当する者。 

① 障害支援区分が区分４（50歳以上の場合は区分３）以上。 

② 入所しながら、自立訓練または就労移行支援を受けることが必要かつ 

効果的と認められるもの等。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人） 171 169 167 

区内施設利用者数（人） 50 50 49 

区内事業実施か所数（か所） ２ ２ ２ 

 

  ○積算根拠・背景 

  （利用者数・区内施設利用者数） 

    増減のあった令和２年度（2020年度）から令和４年度（2022 年度）までの過去２

年の伸び率平均を、前年度実績に乗じて算出しています。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

利用者数（人） 187 184 181 170 167 164 

区内施設利用者数

（人） 
49 49 49 52 52 52 

区内事業実施 

か所数（か所） 
２ ２ ２ ２ ２ ２ 

実 

績 

利用者数（人） 181 179 177 176 176 173 

区内施設利用者数 

（人） 
52 52 51 50 51 51 

区内事業実施 

か所数（か所） 
２ ２ ２ ２ ２ ２ 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数  

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

利用者数（人） 229 244 266 220 230 247 

区内事業実施か所数

（か所） 
32 34 37 37 39 42 

区内居室数（室） 156 166 183 186 196 223 

実 

績 

利用者数（人） 196 200 220 241 265 269 

区内事業実施か所数

（か所） 
30 30 33 36 41 42 

区内居室数(室) 147 151 166 176 204 208 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 
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 ③ 施設入所支援 

入所した施設において、主として夜間に、入浴、排せつ、食事の介護、その他

必要な日常生活上の支援を行います。 

※ ①または②のいずれかに該当する者。 

① 障害支援区分が区分４（50歳以上の場合は区分３）以上。 

② 入所しながら、自立訓練または就労移行支援を受けることが必要かつ 

効果的と認められるもの等。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人） 171 169 167 

区内施設利用者数（人） 50 50 49 

区内事業実施か所数（か所） ２ ２ ２ 

 

  ○積算根拠・背景 

  （利用者数・区内施設利用者数） 

    増減のあった令和２年度（2020年度）から令和４年度（2022 年度）までの過去２

年の伸び率平均を、前年度実績に乗じて算出しています。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

利用者数（人） 187 184 181 170 167 164 

区内施設利用者数

（人） 
49 49 49 52 52 52 

区内事業実施 

か所数（か所） 
２ ２ ２ ２ ２ ２ 

実 

績 

利用者数（人） 181 179 177 176 176 173 

区内施設利用者数 

（人） 
52 52 51 50 51 51 

区内事業実施 

か所数（か所） 
２ ２ ２ ２ ２ ２ 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数  

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

利用者数（人） 229 244 266 220 230 247 

区内事業実施か所数

（か所） 
32 34 37 37 39 42 

区内居室数（室） 156 166 183 186 196 223 

実 

績 

利用者数（人） 196 200 220 241 265 269 

区内事業実施か所数

（か所） 
30 30 33 36 41 42 

区内居室数(室) 147 151 166 176 204 208 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 
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  ② 地域移行支援 

入所施設や精神科病院を退所・退院し、地域での生活に移行するための活動に

関する相談支援を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人/月） ３ ３ ３ 

 

  ○積算根拠・背景  

    平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の平均

を見込みます。 

   

   

  【第５期、第６計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

利用者数 

（人/月） 
７ ７ ７ ７ 10 10 

実 

績 

利用者数 

（人/月） 
６ ３ ２ ３ ３ ２ 

 

 

 

（４）相談支援 

  ① 計画相談支援 

障害福祉サービスを適切に利用できるよう、障害のある人の状況を勘案し、サ

ービス等利用計画を作成し、利用に関する連絡調整を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人/月） 510 575 648 

 

  ○積算根拠・背景 

    平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

利用者数 

（人/月） 
216 237 258 349 366 384 

実 

績 

利用者数 

（人/月） 
250 315 342 378 408 452 
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  ② 地域移行支援 

入所施設や精神科病院を退所・退院し、地域での生活に移行するための活動に

関する相談支援を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人/月） ３ ３ ３ 

 

  ○積算根拠・背景  

    平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の平均

を見込みます。 

   

   

  【第５期、第６計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

利用者数 

（人/月） 
７ ７ ７ ７ 10 10 

実 

績 

利用者数 

（人/月） 
６ ３ ２ ３ ３ ２ 

 

 

 

（４）相談支援 

  ① 計画相談支援 

障害福祉サービスを適切に利用できるよう、障害のある人の状況を勘案し、サ

ービス等利用計画を作成し、利用に関する連絡調整を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人/月） 510 575 648 

 

  ○積算根拠・背景 

    平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

利用者数 

（人/月） 
216 237 258 349 366 384 

実 

績 

利用者数 

（人/月） 
250 315 342 378 408 452 
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（５）地域生活支援事業 

 

 

地域生活支援事業とは、障害のある人が、その有する能力や適性に応じて、自

立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や、利用者

の状況に応じたサービスを、柔軟な事業形態によって効率的・効果的に実施する

事業です。 

 

障害のある人の自立と社会参加を支えるために必要なサービスについて、原則

無料で提供します。 

 

 

 

 

  ③ 地域定着支援 

居宅で単身等で生活する障害者であって、地域生活を継続していくため、常時

の連絡体制や緊急時等の支援体制が必要と見込める人に対して、連絡体制を確保

し、障害特性による緊急事態等において支援を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人/月） 13 13 13 

 

  ○積算根拠・背景  

    平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の平均

を見込みます。 

 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

利用者数 

（人/月） 
８ ８ ８ 15 20 20 

実 

績 

利用者数 

（人/月） 
17 17 10 15 ９ ９ 
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（５）地域生活支援事業 

 

 

地域生活支援事業とは、障害のある人が、その有する能力や適性に応じて、自

立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や、利用者

の状況に応じたサービスを、柔軟な事業形態によって効率的・効果的に実施する

事業です。 

 

障害のある人の自立と社会参加を支えるために必要なサービスについて、原則

無料で提供します。 

 

 

 

 

  ③ 地域定着支援 

居宅で単身等で生活する障害者であって、地域生活を継続していくため、常時

の連絡体制や緊急時等の支援体制が必要と見込める人に対して、連絡体制を確保

し、障害特性による緊急事態等において支援を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人/月） 13 13 13 

 

  ○積算根拠・背景  

    平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の平均

を見込みます。 

 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

利用者数 

（人/月） 
８ ８ ８ 15 20 20 

実 

績 

利用者数 

（人/月） 
17 17 10 15 ９ ９ 
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  【第５期、第６期計画実績】      ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

障害者相談支援事業実施か所数 ７ ７ ７ ７ ７ ７ 

障害者相談支援事業延べ利用者

数（人分/年） 
75,000 76,000 77,000 70,000 70,000 70,000 

基幹相談支援センター等機能 

強化事業実施か所数 
６ ６ ６ ６ ６ ６ 

地域自立支援協議会実施の有無 有 有 有 有 有 有 

居住サポート事業実施の有無 有 有 有 有 有 有 

居住サポート事業利用者数 

（人/年） 
25 25 25 16 16 16 

成年後見制度利用支援事業実施

の有無 
有 有 有 有 有 有 

成年後見制度利用支援事業利用

者数（人/年） 
３ ３ ３ ２ ３ ３ 

理解促進研修・啓発事業実施の

有無 
－ － － 有 有 有 

自発的活動支援事業実施の有無 － － － 有 有 有 

実 

績 

障害者相談支援事業実施か所数 ７ ７ ７ ７ ７ ７ 

障害者相談支援事業延べ利用者

数（人分/年） 
78,245 79,784 65,670 70,848 60,368 67,417 

基幹相談支援センター等機能 

強化事業実施か所数 
６ ６ ６ ６ ６ ６ 

地域自立支援協議会実施の有無 有 有 有 有 有 有 

居住サポート事業実施の有無 有 有 有 有 有 有 

居住サポート事業利用者数 

（人/年） 
20 14 9 10 13 10 

成年後見制度利用支援事業実施

の有無 
有 有 有 有 有 有 

成年後見制度利用支援事業利用

者数（人/年） 
１ １ ２ １ ２ ２ 

理解促進研修・啓発事業実施の 

有無 
有 有 有 有 有 有 

自発的活動支援事業実施の有無 有 有 有 有 有 有 

  〇居住サポート事業利用者数、成年後見制度利用支援事業利用者数は、年間のサービ

ス利用の実人員数です。  

 

  ① 相談支援事業 

障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護のために必要な

支援等を行います。障害福祉サービスを適切に利用できるよう、障害のある人の状況

を勘案し、サービス等利用計画を作成し、利用に関する連絡調整を行います。また、

賃貸契約による一般住宅への入居や転居を支援する居住サポート事業を実施し、退院

や退所の促進や地域での自立生活を支援します。 

知的障害または精神障害のある人に対する成年後見制度の利用を支援します。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025 年度) 

令和８年度

(2026年度) 

障害者相談支援事業実施か所数 ７ ７ ７ 

基幹相談支援センター設置の有無 有 有 有 

障害者相談支援事業延べ利用者数（人分/年） 70,389 70,389 70,389 

基幹相談支援センター等機能強化事業実施か所数 ６ ６ ６ 

居住サポート事業実施の有無 有 有 有 

居住サポート事業利用者数（人/年） 13 13 13 

成年後見制度利用支援事業の実施の有無 有 

 

有 有 

成年後見制度利用支援事業利用者数（人/年） ２ ２ ３ 

理解促進研修・啓発事業＊実施の有無 有 有 有 

自発的活動支援事業＊実施の有無 有 有 有 

  ○障害者相談支援事業実施か所は、障害福祉課（基幹相談支援センター事業）、中部・

北部・南部・鷺宮すこやか障害者相談支援事業所、精神障害者地域生活支援センタ

ー（通称「地域生活支援センターせせらぎ」）、障害者地域自立生活支援センター(通

称「つむぎ」）です。 

  ○基幹相談支援センター等機能強化事業実施か所は、障害福祉課（基幹相談支援センター

事業）、中部・北部・南部・鷺宮すこやか障害者相談支援事業所、精神障害者地域生活支

援センター（通称「地域生活支援センターせせらぎ」）です。 

 

  ○積算根拠・背景 

  （障害者相談支援事業延べ利用者数） 

   平成30年度（2018年度）から令和５年度（2023年度）までの間の５年分の平均を見込みます。 

  （居住サポート事業利用者数） 

   年度当初登録者数の平均約７人に、年間新規登録者の平均約６人を加えて算出しています。 

  （成年後見制度利用支援事業利用者数） 

    平成30年度（2018年度）から令和５年度（2023年度）までの間の５年分の平均を見込みます。  
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  【第５期、第６期計画実績】      ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

障害者相談支援事業実施か所数 ７ ７ ７ ７ ７ ７ 

障害者相談支援事業延べ利用者

数（人分/年） 
75,000 76,000 77,000 70,000 70,000 70,000 

基幹相談支援センター等機能 

強化事業実施か所数 
６ ６ ６ ６ ６ ６ 

地域自立支援協議会実施の有無 有 有 有 有 有 有 

居住サポート事業実施の有無 有 有 有 有 有 有 

居住サポート事業利用者数 

（人/年） 
25 25 25 16 16 16 

成年後見制度利用支援事業実施

の有無 
有 有 有 有 有 有 

成年後見制度利用支援事業利用

者数（人/年） 
３ ３ ３ ２ ３ ３ 

理解促進研修・啓発事業実施の

有無 
－ － － 有 有 有 

自発的活動支援事業実施の有無 － － － 有 有 有 

実 

績 

障害者相談支援事業実施か所数 ７ ７ ７ ７ ７ ７ 

障害者相談支援事業延べ利用者

数（人分/年） 
78,245 79,784 65,670 70,848 60,368 67,417 

基幹相談支援センター等機能 

強化事業実施か所数 
６ ６ ６ ６ ６ ６ 

地域自立支援協議会実施の有無 有 有 有 有 有 有 

居住サポート事業実施の有無 有 有 有 有 有 有 

居住サポート事業利用者数 

（人/年） 
20 14 9 10 13 10 

成年後見制度利用支援事業実施

の有無 
有 有 有 有 有 有 

成年後見制度利用支援事業利用

者数（人/年） 
１ １ ２ １ ２ ２ 

理解促進研修・啓発事業実施の 

有無 
有 有 有 有 有 有 

自発的活動支援事業実施の有無 有 有 有 有 有 有 

  〇居住サポート事業利用者数、成年後見制度利用支援事業利用者数は、年間のサービ

ス利用の実人員数です。  

 

  ① 相談支援事業 

障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護のために必要な

支援等を行います。障害福祉サービスを適切に利用できるよう、障害のある人の状況

を勘案し、サービス等利用計画を作成し、利用に関する連絡調整を行います。また、

賃貸契約による一般住宅への入居や転居を支援する居住サポート事業を実施し、退院

や退所の促進や地域での自立生活を支援します。 

知的障害または精神障害のある人に対する成年後見制度の利用を支援します。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度

(2026 年度) 

障害者相談支援事業実施か所数 ７ ７ ７ 

基幹相談支援センター設置の有無 有 有 有 

障害者相談支援事業延べ利用者数（人分/年） 70,389 70,389 70,389 

基幹相談支援センター等機能強化事業実施か所数 ６ ６ ６ 

居住サポート事業実施の有無 有 有 有 

居住サポート事業利用者数（人/年） 13 13 13 

成年後見制度利用支援事業の実施の有無 有 

 

有 有 

成年後見制度利用支援事業利用者数（人/年） ２ ２ ３ 

理解促進研修・啓発事業＊実施の有無 有 有 有 

自発的活動支援事業＊実施の有無 有 有 有 

  ○障害者相談支援事業実施か所は、障害福祉課（基幹相談支援センター事業）、中部・

北部・南部・鷺宮すこやか障害者相談支援事業所、精神障害者地域生活支援センタ

ー（通称「地域生活支援センターせせらぎ」）、障害者地域自立生活支援センター(通

称「つむぎ」）です。 

  ○基幹相談支援センター等機能強化事業実施か所は、障害福祉課（基幹相談支援センター

事業）、中部・北部・南部・鷺宮すこやか障害者相談支援事業所、精神障害者地域生活支

援センター（通称「地域生活支援センターせせらぎ」）です。 

 

  ○積算根拠・背景 

  （障害者相談支援事業延べ利用者数） 

   平成30年度（2018年度）から令和５年度（2023年度）までの間の５年分の平均を見込みます。 

  （居住サポート事業利用者数） 

   年度当初登録者数の平均約７人に、年間新規登録者の平均約６人を加えて算出しています。 

  （成年後見制度利用支援事業利用者数） 

    平成30年度（2018年度）から令和５年度（2023年度）までの間の５年分の平均を見込みます。  
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  （失語症者向け意思疎通支援者個人派遣延べ利用者数） 

 令和６年度（2024年度）から個人派遣を開始します。令和５年（2023年）10月に開始し

た失語症サロンにおいて意思疎通支援者とのマッチングを行ってから個人派遣につないで

行きます。失語症サロンの参加者は令和５年度（2023年度）５人、令和６年度（2024年度）

５人、令和７年度（2025年度）７人、令和８年度（2026年度）９人程度を見込んでいます。

個人派遣は、失語症サロン参加者の６割程度が利用すると見込みます。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

手話通訳者派遣延べ利用者

数（人分/月） 
38 38 38 26 32 35 

要約筆記者派遣延べ利用者

数（人分/月） 
15 15 15 ６ ８ 10 

代筆・代読支援者派遣延べ

利用者数（人分/月） 
－ － ４ 10 12 15 

手話通訳者窓口配置数 

（人） 
１ １ １ １ １ １ 

実 

績 

手話通訳者派遣延べ利用者

数（人分/月） 
37 38 23 28 42 53 

要約筆記者派遣延べ利用者

数（人分/月） 
10 ８ ４ ６ ８ ８ 

代筆・代読支援者派遣延べ

利用者数（人分/月） 
－ － － ４ 15 20 

失語症者意思疎通支援者 

団体派遣延べ利用者数 

（人分/月） 

－ － － － － ４ 

手話通訳者窓口配置数 

（人） 
１ １ １ １ １ １ 

  〇手話通訳者派遣延べ利用者数、要約筆記者派遣延べ利用者数、代筆・代読支援者派遣

延べ利用者数：月々の延べ利用者数の平均人数 

  ○代筆・代読支援事業は令和３年度（2021年度）から開始し、令和５年度（2023年度）から利

用上限を緩和しました。（１回１時間以内・月１回まで ⇒ １回２時間以内・月８時間まで） 

  〇失語症者意思疎通支援事業は、令和５年（2023年）６月から当事者等の団体への派遣を開

始しました。  

 

  ② 意思疎通支援事業 

聴覚、視覚、言語その他の障害のため意思疎通に支障がある障害のある人とそ

の他の人との意思疎通を仲介する支援者の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図

ります。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

手話通訳者派遣延べ利用者数 

（人分/月） 
53 54 55 

要約筆記者派遣延べ利用者数 

（人分/月） 
８ ９ 10 

代筆・代読支援者派遣延べ利用者数

（人分/月） 
27 30 33 

失語症者意思疎通支援者 

団体派遣延べ利用者数（人分/月） 
６ ８ 10 

失語症者意思疎通支援者 

個人派遣延べ利用者数（人分/月） 
３ ４ ５ 

手話通訳者窓口配置数（人） １ １ １ 

 

  ○積算根拠・背景 

  （手話通訳者派遣延べ利用者数） 

   新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和２、３年度（2020 年度、2021年度）

を除く過去の利用実績、伸び率をふまえて、算出しています。 

  （要約筆記者派遣延べ利用者数） 

   新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和２、３年度（2020 年度、2021年度）

を除く過去の利用実績、伸び率をふまえて、算出しています。 

  （代筆・代読支援者派遣延べ利用者数） 

   令和５年度（2023 年度）利用登録者数４０人を基準として、利用登録者数の伸び

率をふまえたうえで、利用登録者数（見込み）×月平均利用回数（２回）×利用率

（30％）で算出しています。 

  （失語症者意思疎通支援者団体派遣延べ利用者数） 

    令和５年度（2023 年度）派遣利用者数（４人/月）を基準として、今後周知活動等

を通じて、年に２人/月ずつ増えていくと見込みます。  

304



 

  （失語症者向け意思疎通支援者個人派遣延べ利用者数） 

 令和６年度（2024年度）から個人派遣を開始します。令和５年（2023年）10月に開始し

た失語症サロンにおいて意思疎通支援者とのマッチングを行ってから個人派遣につないで

行きます。失語症サロンの参加者は令和５年度（2023年度）５人、令和６年度（2024年度）

５人、令和７年度（2025年度）７人、令和８年度（2026年度）９人程度を見込んでいます。

個人派遣は、失語症サロン参加者の６割程度が利用すると見込みます。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

手話通訳者派遣延べ利用者

数（人分/月） 
38 38 38 26 32 35 

要約筆記者派遣延べ利用者

数（人分/月） 
15 15 15 ６ ８ 10 

代筆・代読支援者派遣延べ

利用者数（人分/月） 
－ － ４ 10 12 15 

手話通訳者窓口配置数 

（人） 
１ １ １ １ １ １ 

実 

績 

手話通訳者派遣延べ利用者

数（人分/月） 
37 38 23 28 42 53 

要約筆記者派遣延べ利用者

数（人分/月） 
10 ８ ４ ６ ８ ８ 

代筆・代読支援者派遣延べ

利用者数（人分/月） 
－ － － ４ 15 20 

失語症者意思疎通支援者 

団体派遣延べ利用者数 

（人分/月） 

－ － － － － ４ 

手話通訳者窓口配置数 

（人） 
１ １ １ １ １ １ 

  〇手話通訳者派遣延べ利用者数、要約筆記者派遣延べ利用者数、代筆・代読支援者派遣

延べ利用者数：月々の延べ利用者数の平均人数 

  ○代筆・代読支援事業は令和３年度（2021年度）から開始し、令和５年度（2023年度）から利

用上限を緩和しました。（１回１時間以内・月１回まで ⇒ １回２時間以内・月８時間まで） 

  〇失語症者意思疎通支援事業は、令和５年（2023年）６月から当事者等の団体への派遣を開

始しました。  

 

  ② 意思疎通支援事業 

聴覚、視覚、言語その他の障害のため意思疎通に支障がある障害のある人とそ

の他の人との意思疎通を仲介する支援者の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図

ります。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

手話通訳者派遣延べ利用者数 

（人分/月） 
53 54 55 

要約筆記者派遣延べ利用者数 

（人分/月） 
８ ９ 10 

代筆・代読支援者派遣延べ利用者数

（人分/月） 
27 30 33 

失語症者意思疎通支援者 

団体派遣延べ利用者数（人分/月） 
６ ８ 10 

失語症者意思疎通支援者 

個人派遣延べ利用者数（人分/月） 
３ ４ ５ 

手話通訳者窓口配置数（人） １ １ １ 

 

  ○積算根拠・背景 

  （手話通訳者派遣延べ利用者数） 

   新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和２、３年度（2020 年度、2021年度）

を除く過去の利用実績、伸び率をふまえて、算出しています。 

  （要約筆記者派遣延べ利用者数） 

   新型コロナウイルス感染症の影響を受けた令和２、３年度（2020 年度、2021年度）

を除く過去の利用実績、伸び率をふまえて、算出しています。 

  （代筆・代読支援者派遣延べ利用者数） 

   令和５年度（2023 年度）利用登録者数４０人を基準として、利用登録者数の伸び

率をふまえたうえで、利用登録者数（見込み）×月平均利用回数（２回）×利用率

（30％）で算出しています。 

  （失語症者意思疎通支援者団体派遣延べ利用者数） 

    令和５年度（2023 年度）派遣利用者数（４人/月）を基準として、今後周知活動等

を通じて、年に２人/月ずつ増えていくと見込みます。  
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  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

介護訓練支援用具 

（件/年） 
30 30 30 30 30 30 

自立生活支援用具 

（件/年） 
65 65 65 65 65 65 

在宅療養等支援用具 

（件/年） 
65 65 65 65 65 65 

情報・意思疎通支援 

用具（件/年） 
60 60 60 60 60 60 

排泄管理支援用具 

（件/年） 
4,700 4,700 4,700 5,600 5,600 5,600 

住宅改修費 

（件/年） 
10 10 10 ６ ６ ６ 

実 

績 

介護訓練支援用具 

（件/年） 
34 26 25 17 21 25 

自立生活支援用具 

（件/年） 
59 72 51 56 54 59 

在宅療養等支援用具 

（件/年） 
41 44 46 37 34 41 

情報・意思疎通支援 

用具（件/年） 
43 51 41 37 40 43 

排泄管理支援用具 

（件/年） 
4,895 5,114 5,190 5,320 5,315 5,167 

住宅改修費 

（件/年） 
８ ６ ６ ６ ４ ６ 

 

 

  ③ 日常生活用具給付等事業  

重度障害のある人に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付すること

等によって、日常生活の便宜を図ります。 

 

  《サービス見込量》 

 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

介護訓練支援用具給付件数 

（件/年） 
30 30 30 

自立生活支援用具給付件数 

（件/年） 
65 65 65 

在宅療養等支援用具給付件数 

（件/年） 
65 65 65 

情報・意思疎通支援用具給付件数 

（件/年） 
60 60 60 

排泄管理支援用具給付件数 

（件/年） 
5,800 5,800 5,800 

住宅改修費 

（件/年） 
６ ６ ６ 

 

  ○積算根拠・背景 

  （排泄管理支援用具給付件数） 

    ストーマ装具（排泄管理支援用具）の給付件数は増加傾向にあり、令和６年度（2024

年度）以降もさらに伸びるものと、見込みます。 
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  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

介護訓練支援用具 

（件/年） 
30 30 30 30 30 30 

自立生活支援用具 

（件/年） 
65 65 65 65 65 65 

在宅療養等支援用具 

（件/年） 
65 65 65 65 65 65 

情報・意思疎通支援 

用具（件/年） 
60 60 60 60 60 60 

排泄管理支援用具 

（件/年） 
4,700 4,700 4,700 5,600 5,600 5,600 

住宅改修費 

（件/年） 
10 10 10 ６ ６ ６ 

実 

績 

介護訓練支援用具 

（件/年） 
34 26 25 17 21 25 

自立生活支援用具 

（件/年） 
59 72 51 56 54 59 

在宅療養等支援用具 

（件/年） 
41 44 46 37 34 41 

情報・意思疎通支援 

用具（件/年） 
43 51 41 37 40 43 

排泄管理支援用具 

（件/年） 
4,895 5,114 5,190 5,320 5,315 5,167 

住宅改修費 

（件/年） 
８ ６ ６ ６ ４ ６ 

 

 

  ③ 日常生活用具給付等事業  

重度障害のある人に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付すること

等によって、日常生活の便宜を図ります。 

 

  《サービス見込量》 

 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

介護訓練支援用具給付件数 

（件/年） 
30 30 30 

自立生活支援用具給付件数 

（件/年） 
65 65 65 

在宅療養等支援用具給付件数 

（件/年） 
65 65 65 

情報・意思疎通支援用具給付件数 

（件/年） 
60 60 60 

排泄管理支援用具給付件数 

（件/年） 
5,800 5,800 5,800 

住宅改修費 

（件/年） 
６ ６ ６ 

 

  ○積算根拠・背景 

  （排泄管理支援用具給付件数） 

    ストーマ装具（排泄管理支援用具）の給付件数は増加傾向にあり、令和６年度（2024

年度）以降もさらに伸びるものと、見込みます。 
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 【第５期、第６期計画実績】        ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

 
 30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計

画 

移動支援事業利用者数 

（人/月） 
476 486 496 495 500 505 

移動支援事業延べ利用 

時間数（時間分/月） 
7,403 7,773 8,162 7,136 7,207 7,279 

移動支援事業実施か所数

（か所） 
110 110 110 120 125 130 

障害者福祉会館バス 

延べ利用者数（人分/月） 
2,420 2,420 2,420 2,420 2,452 2,484 

障害者福祉会館バス 

延べ運行回数（回/月） 
170 170 170 163 163 163 

実 

績 

移動支援事業利用者数 

（人/月） 
467 480 392 370 442 456 

移動支援事業延べ利用 

時間数（時間分/月） 
6,951 7,065 5,652 5,683 6,716 6,660 

移動支援事業実施か所数

（か所） 
111 111 120 133 137 138 

障害者福祉会館バス 

延べ利用者数（人分/月） 
2,386 2,319 1,793 2,025 2,005 1,867 

障害者福祉会館バス 

延べ運行回数（回/月） 
164 160 156 169 182 182 

  移動支援事業利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

 

 

  ④ 移動支援事業     

障害のある人等が円滑に外出することができるよう、移動を支援します。 

 

  《サービス見込量》 

 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

移動支援事業利用者数（人/月） 462 467 473 

移動支援事業延べ利用時間数 

（時間分/月） 
6,740 6,814 6,883 

移動支援事業実施か所数（か所） 140 142 144 

障害者福祉会館バス延べ利用者数 

（人分/月)  
2,037 2,069 2,101 

障害者福祉会館バス延べ運行回数 

（回/月） 
182 182 182 

  〇移動支援事業は個別支援型について示しています。 

  ○障害者福祉会館バスは、同会館など区立福祉施設等を利用する障害のある人の移動

手段として、平成 20 年度（2008年度）から移動支援事業に位置付けています。 

 

  ○積算根拠・背景 

  （移動支援事業（個別支援型）） 

  ・移動支援における余暇利用は、新型コロナウイルス感染症による外出自粛の影響

から一定の回復を見せています。 

  ・一方、移動支援事業のうち通学等支援においては、保護者の在宅勤務が定着したこと

などから、保護者の通学の付き添いが可能になるなど、利用は落ち着いています。 

  ・医療的ケア児については、特別支援学校の通学時に専用通学車両に同乗する看護

師が確保できず保護者の同乗が求められる事があり、令和６年度(2024 年度)から

保護者の代わりにガイドヘルパ－が支援できるよう条件を緩和します。 

  ・令和５年度（2023 年度）実績見込みに、伸び率を考慮した積算に、医療的ケア児

の専用通学車両への同乗の見込みを加え、以降３年の見込みを算出しています。 

  （障害者福祉会館バス（車両移送型）） 

  ・特別支援学校卒業者数の見込みから、毎年度令和４年度（2022 年度）実績値から

２人ずつ増加すると見込みます（１人あたり月 16日の利用を想定）。 

  ・運行実施回数は、送迎バスを増やす予定はないため、令和４年度（2022 年度）の

実績と同数を見込んでいます。  
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 【第５期、第６期計画実績】        ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

 
 30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計

画 

移動支援事業利用者数 

（人/月） 
476 486 496 495 500 505 

移動支援事業延べ利用 

時間数（時間分/月） 
7,403 7,773 8,162 7,136 7,207 7,279 

移動支援事業実施か所数

（か所） 
110 110 110 120 125 130 

障害者福祉会館バス 

延べ利用者数（人分/月） 
2,420 2,420 2,420 2,420 2,452 2,484 

障害者福祉会館バス 

延べ運行回数（回/月） 
170 170 170 163 163 163 

実 

績 

移動支援事業利用者数 

（人/月） 
467 480 392 370 442 456 

移動支援事業延べ利用 

時間数（時間分/月） 
6,951 7,065 5,652 5,683 6,716 6,660 

移動支援事業実施か所数

（か所） 
111 111 120 133 137 138 

障害者福祉会館バス 

延べ利用者数（人分/月） 
2,386 2,319 1,793 2,025 2,005 1,867 

障害者福祉会館バス 

延べ運行回数（回/月） 
164 160 156 169 182 182 

  移動支援事業利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

 

 

  ④ 移動支援事業     

障害のある人等が円滑に外出することができるよう、移動を支援します。 

 

  《サービス見込量》 

 
令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

移動支援事業利用者数（人/月） 462 467 473 

移動支援事業延べ利用時間数 

（時間分/月） 
6,740 6,814 6,883 

移動支援事業実施か所数（か所） 140 142 144 

障害者福祉会館バス延べ利用者数 

（人分/月)  
2,037 2,069 2,101 

障害者福祉会館バス延べ運行回数 

（回/月） 
182 182 182 

  〇移動支援事業は個別支援型について示しています。 

  ○障害者福祉会館バスは、同会館など区立福祉施設等を利用する障害のある人の移動

手段として、平成 20 年度（2008年度）から移動支援事業に位置付けています。 

 

  ○積算根拠・背景 

  （移動支援事業（個別支援型）） 

  ・移動支援における余暇利用は、新型コロナウイルス感染症による外出自粛の影響

から一定の回復を見せています。 

  ・一方、移動支援事業のうち通学等支援においては、保護者の在宅勤務が定着したこと

などから、保護者の通学の付き添いが可能になるなど、利用は落ち着いています。 

  ・医療的ケア児については、特別支援学校の通学時に専用通学車両に同乗する看護

師が確保できず保護者の同乗が求められる事があり、令和６年度(2024 年度)から

保護者の代わりにガイドヘルパ－が支援できるよう条件を緩和します。 

  ・令和５年度（2023 年度）実績見込みに、伸び率を考慮した積算に、医療的ケア児

の専用通学車両への同乗の見込みを加え、以降３年の見込みを算出しています。 

  （障害者福祉会館バス（車両移送型）） 

  ・特別支援学校卒業者数の見込みから、毎年度令和４年度（2022 年度）実績値から

２人ずつ増加すると見込みます（１人あたり月 16日の利用を想定）。 

  ・運行実施回数は、送迎バスを増やす予定はないため、令和４年度（2022 年度）の

実績と同数を見込んでいます。  
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  ⑥ 日中一時支援事業 

障害のある人等の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び障害者

等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 26 30 34 

区内事業実施か所数（か所） ６ ７ ７ 

 

  ○積算根拠・背景 

   ・令和６年度（2024 年度）及び令和７年度（2025 年度）に旧知的障害者生活寮の再

整備後施設が事業を開始します。事業所の体制が徐々に整っていくことを反映し

て算出しました。１床につき、月４回程度の実施を見込みます。 

     令和６年度（2024 年度） １か所（弥生町二丁目障害者施設） 

     令和７年度（2025 年度） １か所（大和町三丁目障害者施設） 

    

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
32 37 47 24 24 32 

実施か所数（か所） ５ ５ ６ ５ ５ ６ 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
21 25 18 20 19 22 

実施か所数（か所） ５ ５ ５ ５ ５ ５ 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

 

  ⑤ 地域活動支援センター事業 

障害のある人に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流

の促進等を行う通所型施設として、地域生活を支援します。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 1,166 1,166 1,166 

利用者数（人） 42 42 42 

区内事業実施か所数（か所） ２ ２ ２ 

 

  ○積算根拠・背景 

  （精神障害者地域生活支援センター（Ⅰ型）） 

   ・新型コロナウイルス感染症対策の利用人数制限を段階的に緩和したことで、利用

者数が徐々に増加しており、令和６年度（2024 年度）から令和８年度（2026年度）

までの見込量は令和４年度（2022年度）から令和５年度（2023年度）にかけての

利用率の上昇を反映して算出しています。 

  （障害者福祉会館（Ⅱ型）） 

   ・主に自立訓練（機能訓練）を終了した方が利用しています。医療機関におけるリハビ

リテーション終了後に復職・就労される方が増え、利用者数が徐々に減少しています。 

   ・地域活動支援センターⅡ型の利用者数も減少傾向にありましたが、直近５年間は

ほぼ横ばいで推移していることを受けて、見込量を算出しています。 

 

  【第５期、第６期計画実績】      ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 
画 

利用者数 
（人日分/月） 

1,200 1,200 1,200 1,185 1,185 1,185 

利用者数（人） 39 39 39 42 42 42 

実施か所数 
（か所） 

２ ２ ２ ２ ２ ２ 

実 
績 

利用者数 
（人日分/月） 

1,214 1,100 632 732 904 1,021 

利用者数（人） 48 43 41 47 43 40 

実施か所数 
（か所） 

２ ２ ２ ２ ２ ２ 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数  
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  ⑥ 日中一時支援事業 

障害のある人等の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び障害者

等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 26 30 34 

区内事業実施か所数（か所） ６ ７ ７ 

 

  ○積算根拠・背景 

   ・令和６年度（2024 年度）及び令和７年度（2025 年度）に旧知的障害者生活寮の再

整備後施設が事業を開始します。事業所の体制が徐々に整っていくことを反映し

て算出しました。１床につき、月４回程度の実施を見込みます。 

     令和６年度（2024 年度） １か所（弥生町二丁目障害者施設） 

     令和７年度（2025 年度） １か所（大和町三丁目障害者施設） 

    

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
32 37 47 24 24 32 

実施か所数（か所） ５ ５ ６ ５ ５ ６ 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
21 25 18 20 19 22 

実施か所数（か所） ５ ５ ５ ５ ５ ５ 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

 

  ⑤ 地域活動支援センター事業 

障害のある人に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流

の促進等を行う通所型施設として、地域生活を支援します。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 1,166 1,166 1,166 

利用者数（人） 42 42 42 

区内事業実施か所数（か所） ２ ２ ２ 

 

  ○積算根拠・背景 

  （精神障害者地域生活支援センター（Ⅰ型）） 

   ・新型コロナウイルス感染症対策の利用人数制限を段階的に緩和したことで、利用

者数が徐々に増加しており、令和６年度（2024 年度）から令和８年度（2026年度）

までの見込量は令和４年度（2022年度）から令和５年度（2023年度）にかけての

利用率の上昇を反映して算出しています。 

  （障害者福祉会館（Ⅱ型）） 

   ・主に自立訓練（機能訓練）を終了した方が利用しています。医療機関におけるリハビ

リテーション終了後に復職・就労される方が増え、利用者数が徐々に減少しています。 

   ・地域活動支援センターⅡ型の利用者数も減少傾向にありましたが、直近５年間は

ほぼ横ばいで推移していることを受けて、見込量を算出しています。 

 

  【第５期、第６期計画実績】      ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 
画 

利用者数 
（人日分/月） 

1,200 1,200 1,200 1,185 1,185 1,185 

利用者数（人） 39 39 39 42 42 42 

実施か所数 
（か所） 

２ ２ ２ ２ ２ ２ 

実 
績 

利用者数 
（人日分/月） 

1,214 1,100 632 732 904 1,021 

利用者数（人） 48 43 41 47 43 40 

実施か所数 
（か所） 

２ ２ ２ ２ ２ ２ 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数  
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  ⑧ 重度訪問介護利用者の大学等修学支援 

重度の障害がある方が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるま

での間において、修学に必要な身体介護等を提供し、大学等の修学を支援します。

令和５年度（2023年度）から開始しました。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） １ １ １ 

区内事業実施か所数（か所） ２ ２ ２ 

  

  ○積算根拠・背景 

    聴き取りによる調査の結果、令和５年度（2023 年度）からの利用者の他は、利用

する見込みがないため、令和５年度（2023年度）の実績を反映しています。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
－ － － － － － 

実施か所数 

（か所） 
－ － － － － － 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
－ － － － － １ 

実施か所数 

（か所） 
－ － － － － ２ 

 

 

 

  ⑦ 訪問入浴サービス事業 

地域における障害のある人の生活を支援するため、訪問により居宅において入

浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 90 90 90 

区内事業実施か所数（か所） ３ ３ ３ 

 

  ○積算根拠・背景 

    利用登録者数は 20～22名で推移しています。一人あたり週 1回の利用実績をもと

に見込んでいます。 

 

  【第５期、第６期計画実績】      ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
90 90 90 95 95 95 

実施か所数 

（か所） 
４ ４ ４ ３ ３ ３ 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
107 95 92 91 90 86 

実施か所数 

（か所） 
３ ３ ３ ３ ３ ３ 
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  ⑧ 重度訪問介護利用者の大学等修学支援 

重度の障害がある方が修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるま

での間において、修学に必要な身体介護等を提供し、大学等の修学を支援します。

令和５年度（2023年度）から開始しました。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） １ １ １ 

区内事業実施か所数（か所） ２ ２ ２ 

  

  ○積算根拠・背景 

    聴き取りによる調査の結果、令和５年度（2023 年度）からの利用者の他は、利用

する見込みがないため、令和５年度（2023年度）の実績を反映しています。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
－ － － － － － 

実施か所数 

（か所） 
－ － － － － － 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
－ － － － － １ 

実施か所数 

（か所） 
－ － － － － ２ 

 

 

 

  ⑦ 訪問入浴サービス事業 

地域における障害のある人の生活を支援するため、訪問により居宅において入

浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 90 90 90 

区内事業実施か所数（か所） ３ ３ ３ 

 

  ○積算根拠・背景 

    利用登録者数は 20～22名で推移しています。一人あたり週 1回の利用実績をもと

に見込んでいます。 

 

  【第５期、第６期計画実績】      ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 
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元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
90 90 90 95 95 95 

実施か所数 

（か所） 
４ ４ ４ ３ ３ ３ 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
107 95 92 91 90 86 

実施か所数 

（か所） 
３ ３ ３ ３ ３ ３ 
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  ⑩ 点字・声の区報等発行事業     

視覚障害のある人のために、区報を点字翻訳した点字版区報や、音訳をしてデ

イジーＣＤ等に録音した声の区報を定期的に配付します。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

点字版区報送付者数（人/月） ５ ５ ５ 

声の区報等送付者数（人/月） 25 25 25 

   〇点字版区報、声の区報等送付者数：月々の送付者数の一月当たりの平均人数 

 

   ○積算根拠・背景 

デジタル化が進み、音声読み上げソフトやアプリを利用している方も多くいること

から、点字やＣＤでの利用は減少傾向にあります。ただし、一定数のニーズはあるこ

とと直近３年（令和３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）８月まで）の

平均利用者数については横ばいであることを踏まえ、今後も同程度と見込みます。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

点字版区報 

送付者数（人/月） 
－ － － ９ 12 15 

声の区報等 

送付者数（人/月） 
33 33 33 34 37 40 

実 

績 

点字版区報 

送付者数（人/月） 
－ － ５ ５ ５ ５ 

声の区報等 

送付者数（人/月） 
34 33 30 25 25 25 

   〇点字版区報は、令和２年（2020年）７月５日号から発行を開始しました。 

 

 

 

  ⑨ 重度障害者等就労支援特別事業 

 重度の障害がある方の就労機会の拡大及び社会参加を促進するために、通勤支

援や職場等において重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等の支援を実施しま

す。令和５年度（2023年度）から開始しました。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） ３ ３ ３ 

区内事業実施か所数（か所） ２ ２ ２ 

 

  ○積算根拠・背景 

   令和５年度（2023 年度）から利用する１名の他、利用を検討する障害者数を反映

し、算出しています。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
－ － － － － － 

実施か所数 

（か所） 
－ － － － － － 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
－ － － － － １ 

実施か所数 

（か所） 
－ － － － － １ 
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  ⑩ 点字・声の区報等発行事業     

視覚障害のある人のために、区報を点字翻訳した点字版区報や、音訳をしてデ

イジーＣＤ等に録音した声の区報を定期的に配付します。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

点字版区報送付者数（人/月） ５ ５ ５ 

声の区報等送付者数（人/月） 25 25 25 

   〇点字版区報、声の区報等送付者数：月々の送付者数の一月当たりの平均人数 

 

   ○積算根拠・背景 

デジタル化が進み、音声読み上げソフトやアプリを利用している方も多くいること

から、点字やＣＤでの利用は減少傾向にあります。ただし、一定数のニーズはあるこ

とと直近３年（令和３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）８月まで）の

平均利用者数については横ばいであることを踏まえ、今後も同程度と見込みます。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

点字版区報 

送付者数（人/月） 
－ － － ９ 12 15 

声の区報等 

送付者数（人/月） 
33 33 33 34 37 40 

実 

績 

点字版区報 

送付者数（人/月） 
－ － ５ ５ ５ ５ 

声の区報等 

送付者数（人/月） 
34 33 30 25 25 25 

   〇点字版区報は、令和２年（2020年）７月５日号から発行を開始しました。 

 

 

 

  ⑨ 重度障害者等就労支援特別事業 

 重度の障害がある方の就労機会の拡大及び社会参加を促進するために、通勤支

援や職場等において重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等の支援を実施しま

す。令和５年度（2023年度）から開始しました。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） ３ ３ ３ 

区内事業実施か所数（か所） ２ ２ ２ 

 

  ○積算根拠・背景 

   令和５年度（2023 年度）から利用する１名の他、利用を検討する障害者数を反映

し、算出しています。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
－ － － － － － 

実施か所数 

（か所） 
－ － － － － － 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
－ － － － － １ 

実施か所数 

（か所） 
－ － － － － １ 
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  【第５期、第６期計画実績】 

   手話のできる区民の養成等      ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

手話講習会受講者数

（人/年） 
200 221 250 160 154 156 

応用クラス修了者数

（人/年） 
31 31 34 32 25 26 

やさしい手話教室 

受講者数（人/年） 
－ － － 60 60 60 

実 

績 

手話講習会受講者数

（人/年） 
187 201 － 106 136 151 

応用クラス修了者数

（人/年） 
36 29 － 28 14 26 

やさしい手話教室 

受講者数（人/年） 
－ － 60 25 60 77 

   ◯令和２年度（2020 年度）は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から手

話講習会を中止しました。 

   ○各クラスの定員 40 人を令和３年度（2021年度）は 18人に、令和４年度（2022 年

度）は 30人に減員して実施しました。 

  ○令和５年度（2023 年度）は各クラスの定員を元の 40 人に戻して実施しています。 

 

  手話通訳者の養成              ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

手話通訳者養成クラス 

受講者数（人/年） 
19 19 16 ５ ７ ７ 

手話通訳者認定試験 

合格者数（人/年） 
４ ４ ３ － － － 

手話通訳者養成クラス 

修了者数（人/年） 
－ － － ２ ３ ３ 

実 

績 

手話通訳者養成クラス 

受講者数（人/年） 
10 11 ９ ３ ８ 10 

手話通訳者認定試験 

合格者数（人/年） 
６ ３ ２ ４ １ ２ 

 

 
 

  ⑪ 手話通訳者養成等事業 

聴覚障害のある人等との交流活動の促進などの支援者として期待される手話表

現技術を習得した手話通訳者を養成します。 

また、手話が言語であることの理解を促進するための啓発事業として、やさし

い手話教室を開催します。 

 

  《サービス見込量》 

   手話のできる区民の養成等 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

手話講習会受講者数（人/年） 154 166 166 

応用クラス修了者数（人/年） 16 25 25 

やさしい手話教室受講者数（人/年） 80 80 80 

   手話通訳者の養成 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

手話通訳者養成クラス受講者数 

（人/年） 
10 6 10 

手話通訳者認定試験合格者数 

（人/年） 
３ ２ ３ 

   〇手話講習会（入門・基礎・応用）は、３年間の履修をもって手話のできる区民を

養成し、手話通訳者養成クラスは、１年間の履修をもって手話通訳者を養成しま

す。事業は民間団体に委託して実施しています。手話講習会受講者数（人/年）は、

入門、基礎及び応用クラスの受講者数の合計です。 

   〇やさしい手話教室は、手話の啓発を目的として令和２年度（2020年度）から開始

しました。 

   〇手話通訳者認定試験合格者数（人/年）は、手話通訳者養成クラス修了後、手話通

訳者認定試験合格者数です。手話通訳者養成クラスを修了し、手話通訳者認定試

験の合格者が手話通訳者になります。 

   

   〇積算根拠・背景 

    ・手話講習会、やさしい手話教室はいずれも定員数が決まっている事業のため、

これまでの実績の平均値をもとに算出しています。 

    ・手話講習会応用クラス及び手話通訳者養成クラス受講者数は、手話講習会を休

止していた間の入門・基礎クラス修了者数の減を反映して算出しています。  
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  【第５期、第６期計画実績】 

   手話のできる区民の養成等      ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

手話講習会受講者数

（人/年） 
200 221 250 160 154 156 

応用クラス修了者数

（人/年） 
31 31 34 32 25 26 

やさしい手話教室 

受講者数（人/年） 
－ － － 60 60 60 

実 

績 

手話講習会受講者数

（人/年） 
187 201 － 106 136 151 

応用クラス修了者数

（人/年） 
36 29 － 28 14 26 

やさしい手話教室 

受講者数（人/年） 
－ － 60 25 60 77 

   ◯令和２年度（2020 年度）は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から手

話講習会を中止しました。 

   ○各クラスの定員 40 人を令和３年度（2021年度）は 18人に、令和４年度（2022 年

度）は 30人に減員して実施しました。 

  ○令和５年度（2023 年度）は各クラスの定員を元の 40 人に戻して実施しています。 

 

  手話通訳者の養成              ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

手話通訳者養成クラス 

受講者数（人/年） 
19 19 16 ５ ７ ７ 

手話通訳者認定試験 

合格者数（人/年） 
４ ４ ３ － － － 

手話通訳者養成クラス 

修了者数（人/年） 
－ － － ２ ３ ３ 

実 

績 

手話通訳者養成クラス 

受講者数（人/年） 
10 11 ９ ３ ８ 10 

手話通訳者認定試験 

合格者数（人/年） 
６ ３ ２ ４ １ ２ 

 

 
 

  ⑪ 手話通訳者養成等事業 

聴覚障害のある人等との交流活動の促進などの支援者として期待される手話表

現技術を習得した手話通訳者を養成します。 

また、手話が言語であることの理解を促進するための啓発事業として、やさし

い手話教室を開催します。 

 

  《サービス見込量》 

   手話のできる区民の養成等 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

手話講習会受講者数（人/年） 154 166 166 

応用クラス修了者数（人/年） 16 25 25 

やさしい手話教室受講者数（人/年） 80 80 80 

   手話通訳者の養成 

 令和６年度 

(2024 年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

手話通訳者養成クラス受講者数 

（人/年） 
10 6 10 

手話通訳者認定試験合格者数 

（人/年） 
３ ２ ３ 

   〇手話講習会（入門・基礎・応用）は、３年間の履修をもって手話のできる区民を

養成し、手話通訳者養成クラスは、１年間の履修をもって手話通訳者を養成しま

す。事業は民間団体に委託して実施しています。手話講習会受講者数（人/年）は、

入門、基礎及び応用クラスの受講者数の合計です。 

   〇やさしい手話教室は、手話の啓発を目的として令和２年度（2020年度）から開始

しました。 

   〇手話通訳者認定試験合格者数（人/年）は、手話通訳者養成クラス修了後、手話通

訳者認定試験合格者数です。手話通訳者養成クラスを修了し、手話通訳者認定試

験の合格者が手話通訳者になります。 

   

   〇積算根拠・背景 

    ・手話講習会、やさしい手話教室はいずれも定員数が決まっている事業のため、

これまでの実績の平均値をもとに算出しています。 

    ・手話講習会応用クラス及び手話通訳者養成クラス受講者数は、手話講習会を休

止していた間の入門・基礎クラス修了者数の減を反映して算出しています。  
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Ⅲ 第３期中野区障害児

福祉計画

 

  ⑫ 生活訓練等事業（デイケア）    

退院直後など、地域での生活が困難な精神障害回復者に対して、レクリエーシ

ョン、スポーツ、創作活動、社会生活技能訓練、社会資源の見学等の様々な訓練プ

ログラムを提供し、地域での自立生活や就労のための支援を行います。（利用者の

要件有・有期限） 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 145 150 155 

 

  ○積算根拠・背景 

    令和２年度（2020 年度）から令和４年度（2022 年度）までの過去３か年の計画及

び利用実績から、手帳申請者数の伸び率を乗じて見込量を算出しました。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
160 165 170 130 145 160 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
138 145 116 145 125 125 
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Ⅲ 第３期中野区障害児

福祉計画

 

  ⑫ 生活訓練等事業（デイケア）    

退院直後など、地域での生活が困難な精神障害回復者に対して、レクリエーシ

ョン、スポーツ、創作活動、社会生活技能訓練、社会資源の見学等の様々な訓練プ

ログラムを提供し、地域での自立生活や就労のための支援を行います。（利用者の

要件有・有期限） 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 145 150 155 

 

  ○積算根拠・背景 

    令和２年度（2020 年度）から令和４年度（2022 年度）までの過去３か年の計画及

び利用実績から、手帳申請者数の伸び率を乗じて見込量を算出しました。 

 

  【第５期、第６期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
160 165 170 130 145 160 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
138 145 116 145 125 125 
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   ① 取組の方向性 

     重症心身障害児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービスを受

けられるよう、民間の児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所の整備

誘導を行います。 

 

   ② 目標 

項目 令和６～８年度（2024～2026 年度） 

主に重症心身障害児を支援する児童 

発達支援事業所数 
３ 

主に重症心身障害児を支援する放課 

後等デイサービス事業所数 
３ 

 

 

（３）重症心身障害児や医療的ケア児支援のための支援機関の有機的連携の場の確保 

及びコーディネーターの配置 

重症心身障害児や医療的ケア児に関わる保健、医療、障害福祉、保育、教育

等の他職種連携によって、専門的な支援が適切に提供できるよう連携の場を確

保し、対象児に関するコーディネーターを配置します。 

 

   ① 取組の方向性 

     重症心身障害児や医療的ケア児が、地域において必要な支援を円滑に受けるこ

とができるよう、保健、医療、障害福祉、保育、教育等多くの支援機関が有機的

に連携できる体制を整備します。 

また、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置し、医療的ケア児及びそ

の家族への相談や関係機関連携等を含めた総合的な支援を実施します。 

 

   ② 目標 

項目 令和６～８年度（2024～2026 年度） 

対象児のための連携の場の確保 有 

対象児に関するコーディネーターの配

置 
有 

 

 

１ 成果目標（令和８年度（2026 年度）の目標設定を行う主要項目）

  児童福祉法第 33 条の 19 に規定する国が定めた基本指針により、障害児支援の提供

体制の整備等、目標値を設定することが求められています。 

中野区では、「障害福祉サービス意向調査」の結果やこれまでの障害児福祉施策の進

捗状況等を踏まえて、区の目標を設定し、その達成に向けて取り組みます。 

 

（１）障害児の地域社会への参加・包容の推進 

障害や発達に課題のある子どもに対する重層的な地域支援体制の構築を目指

し、障害児支援の核となる児童発達支援センター機能を運営するとともに、保育

所等訪問支援の充実を図ります。 

 

   ① 取組の方向性 

     障害や発達に課題のある子どもが地域で健やかに成長するためには、身近な地

域で必要十分な支援体制が整っていることが重要です。地域における関係機関の

役割を明確にし、連携が確保された重層的な地域支援体制の構築を図ります。 

 

   ② 目標 

項目 令和６～８年度（2024～2026 年度） 

児童発達支援センター機能の運営 有 

保育所等訪問支援の利用者数 128 

保育所等訪問支援の実施か所数 ３ 

 

 

（２）主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス 

事業所の確保 

 

 

 

 

 

 

重症心身障害児が身近な地域で適切な支援を受けられるように、児童発達支援

事業所及び放課後等デイサービス事業所の質量ともに確保します。 
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   ① 取組の方向性 

     重症心身障害児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービスを受

けられるよう、民間の児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所の整備

誘導を行います。 

 

   ② 目標 

項目 令和６～８年度（2024～2026 年度） 

主に重症心身障害児を支援する児童 

発達支援事業所数 
３ 

主に重症心身障害児を支援する放課 

後等デイサービス事業所数 
３ 

 

 

（３）重症心身障害児や医療的ケア児支援のための支援機関の有機的連携の場の確保 

及びコーディネーターの配置 

重症心身障害児や医療的ケア児に関わる保健、医療、障害福祉、保育、教育

等の他職種連携によって、専門的な支援が適切に提供できるよう連携の場を確

保し、対象児に関するコーディネーターを配置します。 

 

   ① 取組の方向性 

     重症心身障害児や医療的ケア児が、地域において必要な支援を円滑に受けるこ

とができるよう、保健、医療、障害福祉、保育、教育等多くの支援機関が有機的

に連携できる体制を整備します。 

また、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置し、医療的ケア児及びそ

の家族への相談や関係機関連携等を含めた総合的な支援を実施します。 

 

   ② 目標 

項目 令和６～８年度（2024～2026 年度） 

対象児のための連携の場の確保 有 

対象児に関するコーディネーターの配

置 
有 

 

 

１ 成果目標（令和８年度（2026 年度）の目標設定を行う主要項目）

  児童福祉法第 33 条の 19 に規定する国が定めた基本指針により、障害児支援の提供

体制の整備等、目標値を設定することが求められています。 

中野区では、「障害福祉サービス意向調査」の結果やこれまでの障害児福祉施策の進

捗状況等を踏まえて、区の目標を設定し、その達成に向けて取り組みます。 

 

（１）障害児の地域社会への参加・包容の推進 

障害や発達に課題のある子どもに対する重層的な地域支援体制の構築を目指

し、障害児支援の核となる児童発達支援センター機能を運営するとともに、保育

所等訪問支援の充実を図ります。 

 

   ① 取組の方向性 

     障害や発達に課題のある子どもが地域で健やかに成長するためには、身近な地

域で必要十分な支援体制が整っていることが重要です。地域における関係機関の

役割を明確にし、連携が確保された重層的な地域支援体制の構築を図ります。 

 

   ② 目標 

項目 令和６～８年度（2024～2026 年度） 

児童発達支援センター機能の運営 有 

保育所等訪問支援の利用者数 128 

保育所等訪問支援の実施か所数 ３ 

 

 

（２）主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス 

事業所の確保 
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０
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２ 事業及び必要な量の見込み 

（１）児童発達支援 

 

 

 

  《サービス見込量》  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○積算根拠・背景  

  （延べ利用者数・利用者数） 

   平成 30年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び率

平均を前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

   児童福祉法の改正により、令和６年度（2024 年度）から、児童発達支援と医療型児

童発達支援が一元化されます。 

   区内事業実施か所数は、過去の開設状況を踏まえて見込み量を算出しています。 

 

  【第 1期、第２期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 
(2018年度) 

元年度 
(2019年度) 

２年度 
(2020年度) 

３年度 
(2021年度) 

４年度 
(2022年度) 

５年度 
(2023年度) 

計 
画 

延べ利用者数 
（人日分/月） 

2,631 2,895 3,102 2,564 2,613 2,641 

利用者（人） 419 461 494 469 478 483 

区内事業実施 
か所数（か所） 

10 10 10 13 13 18 

実 
績 

延べ利用者数 
（人日分/月） 

2,511 2,498 2,341 2,625 2,739 3,173 

利用者（人） 448 457 453 519 571 616 

区内事業実施 
か所数（か所） 

10 12 12 13 17 20 

   利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数  

未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応

訓練等を行います。 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 3,342 3,515 3,697 

利用者数（人） 659 703 751 

区内事業実施か所数（か所） 22 24 26 

 

（４）障害児通所支援の質を向上させるための取組 

子どもの障害や特性に応じた有効な支援、保護者・家族への支援、質の確保が

なされ、専門的な支援を適切に提供できるよう、事業所のサービスの質の向上の

ための取組を行います。 

 

   ① 取組の方向性 

     児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスを提供している事業者に対して、

計画的に指導検査（実地指導、集団指導）を実施します。また、障害児への虐待

防止を含め、支援の質の向上のための研修会も行います。 

     これらの取組により、障害児通所支援事業所における支援の充実を図ります。 

 

   ② 目標 

項目 令和６～８年度（2024～2026 年度） 

障害児通所支援事業所に対する実地検査

の実施 
７回 

障害児通所支援事業所に対する集団指導

及び研修会の実施 
２回 
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２ 事業及び必要な量の見込み 

（１）児童発達支援 

 

 

 

  《サービス見込量》  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ○積算根拠・背景  

  （延べ利用者数・利用者数） 

   平成 30年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び率

平均を前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

   児童福祉法の改正により、令和６年度（2024 年度）から、児童発達支援と医療型児

童発達支援が一元化されます。 

   区内事業実施か所数は、過去の開設状況を踏まえて見込み量を算出しています。 

 

  【第 1期、第２期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 
(2018年度) 

元年度 
(2019年度) 

２年度 
(2020年度) 

３年度 
(2021年度) 

４年度 
(2022年度) 

５年度 
(2023年度) 

計 
画 

延べ利用者数 
（人日分/月） 

2,631 2,895 3,102 2,564 2,613 2,641 

利用者（人） 419 461 494 469 478 483 

区内事業実施 
か所数（か所） 

10 10 10 13 13 18 

実 
績 

延べ利用者数 
（人日分/月） 

2,511 2,498 2,341 2,625 2,739 3,173 

利用者（人） 448 457 453 519 571 616 

区内事業実施 
か所数（か所） 

10 12 12 13 17 20 

   利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数  

未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応

訓練等を行います。 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 3,342 3,515 3,697 

利用者数（人） 659 703 751 

区内事業実施か所数（か所） 22 24 26 

 

（４）障害児通所支援の質を向上させるための取組 

子どもの障害や特性に応じた有効な支援、保護者・家族への支援、質の確保が

なされ、専門的な支援を適切に提供できるよう、事業所のサービスの質の向上の

ための取組を行います。 

 

   ① 取組の方向性 

     児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスを提供している事業者に対して、

計画的に指導検査（実地指導、集団指導）を実施します。また、障害児への虐待

防止を含め、支援の質の向上のための研修会も行います。 

     これらの取組により、障害児通所支援事業所における支援の充実を図ります。 

 

   ② 目標 

項目 令和６～８年度（2024～2026 年度） 

障害児通所支援事業所に対する実地検査

の実施 
７回 

障害児通所支援事業所に対する集団指導

及び研修会の実施 
２回 
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（３）保育所等訪問支援 

対象児が通所する保育園、幼稚園等に支援員が訪問し、集団生活のサポートや、

対象児の成長、発達を保護者、保育士等と共有し支援します。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人） 118 123 128 

 

  ○積算根拠・背景 

  （利用者数） 

   令和３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の２年分の伸び率

平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

 

  【第１期、第２期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

利用者数 

（人） 
- - - 200 230 260 

実 

績 

利用者数 

（人） 
０ ０ １ 106 117 114 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

   ※ 区では、中野区療育指導事業運営要綱に基づく保育園等巡回訪問指導事業を実

施してきました。このため、第１期計画では、保育園等巡回訪問指導事業の実利

用人数を対象者数としています。 

 

 

（２）放課後等デイサービス 

就学している障害児に、学校の授業の終了後または休業日に児童発達支援セン

ター等の施設に通わせて、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の

促進等を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 5,566 6,019 6,510 

利用者数（人） 539 593 654 

区内事業実施か所数（か所） 36 40 44 

 

  ○積算根拠・背景  

  （延べ利用者数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

区内事業実施か所数は、過去の開設状況を踏まえて見込み量を算出しています。 

   

  【第１期、第２期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
3,605 3,966 4,326 3,648 3,776 3,912 

利用者数(人) 350 385 420 456 472 489 

区内事業実施 

か所数（か所） 
18 18 18 22 22 23 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
3,507 3,627 3,636 4,317 4,680 5,146 

利用者数(人) 354 412 443 492 535 573 

区内事業実施 

か所数（か所） 
19 21 20 24 28 32 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数  
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（３）保育所等訪問支援 

対象児が通所する保育園、幼稚園等に支援員が訪問し、集団生活のサポートや、

対象児の成長、発達を保護者、保育士等と共有し支援します。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人） 118 123 128 

 

  ○積算根拠・背景 

  （利用者数） 

   令和３年度（2021 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の２年分の伸び率

平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

 

  【第１期、第２期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

利用者数 

（人） 
- - - 200 230 260 

実 

績 

利用者数 

（人） 
０ ０ １ 106 117 114 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

   ※ 区では、中野区療育指導事業運営要綱に基づく保育園等巡回訪問指導事業を実

施してきました。このため、第１期計画では、保育園等巡回訪問指導事業の実利

用人数を対象者数としています。 

 

 

（２）放課後等デイサービス 

就学している障害児に、学校の授業の終了後または休業日に児童発達支援セン

ター等の施設に通わせて、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の

促進等を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

延べ利用者数（人日分/月） 5,566 6,019 6,510 

利用者数（人） 539 593 654 

区内事業実施か所数（か所） 36 40 44 

 

  ○積算根拠・背景  

  （延べ利用者数・利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

区内事業実施か所数は、過去の開設状況を踏まえて見込み量を算出しています。 

   

  【第１期、第２期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
3,605 3,966 4,326 3,648 3,776 3,912 

利用者数(人) 350 385 420 456 472 489 

区内事業実施 

か所数（か所） 
18 18 18 22 22 23 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
3,507 3,627 3,636 4,317 4,680 5,146 

利用者数(人) 354 412 443 492 535 573 

区内事業実施 

か所数（か所） 
19 21 20 24 28 32 

  利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数  
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（５）障害児相談支援 

障害児通所支援、障害福祉サービスを適切に利用できるよう、障害や発達に課

題のある子どもの状況を勘案し、障害児支援利用計画を作成し、利用に関する連

絡調整を行います。 

 

  《サービス見込量》 

 令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026 年度) 

利用者数（人） 202 241 286 

 

  ○積算根拠・背景  

  （利用者数） 

   平成 30 年度（2018 年度）から令和５年度（2023 年度）までの間の５年分の伸び

率平均を、前年度実績に乗じて見込量を算出しています。 

 

  【第１期、第２期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 

  30 年度 

(2018年度) 

元年度 

(2019年度) 

２年度 

(2020年度) 

３年度 

(2021年度) 

４年度 

(2022年度) 

５年度 

(2023年度) 

計 

画 

利用者数 

（人） 
- - - 150 158 170 

実 

績 

利用者数 

（人） 
86 114 142 180 184 200 
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（４）居宅訪問型児童発達支援 

通所が著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の

指導、知識技能の付与等の支援を行います。 

 

  《サービス見込量》 
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利用者数（人） ２ ２ ２ 

 

  ○積算根拠・背景 

   過去の利用実績を踏まえて見込み量を算出しています。 

 

  【第１期、第２期計画実績】       ※令和５年度（2023年度）実績は見込値 
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   ※ 平成 30年度（2018 年度）に新規に創設されたサービスです。 

     区では、中野区療育指導事業運営要綱に基づき、在宅訪問指導事業を実施して

おり、第１期計画では、在宅訪問指導事業の実利用人数を対象者数としてきまし

たが、第２期計画から、居宅訪問型児童発達支援の利用者数に変更しました。 
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まつやま
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さとし

 中野区成年後見制度連携推進協議会 副会長  
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 中野区福祉団体連合会 常任理事  
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 和道
かずみち

 中野区介護サービス事業所連絡会 副会長  

公
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区
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 広治
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 公募区民  
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 勇造
ゆうぞう

 公募区民  

鈴木
す ず き

 舞
まい

花
か

 公募区民 
令和５年（2023

年）７月31日まで 

高橋
たかはし

 和雄
か ず お

 公募区民  
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 帝京平成大学 健康メディカル学部 准教授  

武藤
む と う
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 純子
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松田
ま つ だ

 和也
か ず や

 特定非営利活動法人 リトルポケット 理事長  

松山
まつやま

 聡
さとし

 中野区成年後見制度連携推進協議会 副会長  

丸本
まるもと

 昌平
しょうへい

 
公益社団法人 東京都柔道整復師会 中野支部  

支部長 
 

宮澤
みやざわ

 百合子
ゆ り こ

 中野区福祉団体連合会 常任理事  

宮原
みやはら

 和道
かずみち

 中野区介護サービス事業所連絡会 副会長  

公
募
区
民 

上岡
うえおか

 広治
こ う じ

 公募区民  

海老澤
え び さ わ

 勇造
ゆうぞう

 公募区民  

鈴木
す ず き

 舞
まい

花
か

 公募区民 
令和５年（2023

年）７月31日まで 

高橋
たかはし

 和雄
か ず お

 公募区民  

田村
た む ら

 三太
さ ん た

 公募区民  

藤原
ふじわら

 幸孝
ゆきたか

 公募区民  

丸山
まるやま

 貴士
た か し

 公募区民  

保田
や す だ

 響
ひびき

 公募区民  
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第５回 
８月 24日（木） 

19時～21時 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（高齢者） 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（高齢者

虐待防止） 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（認知症

施策） 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（居住支

援） 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（障害者） 

第６回 
９月６日（水） 

19時～21時 
・地域福祉・成年後見部会報告書（案）について 

第７回 
11月 10日（金） 

19時～21時 

・中野区地域福祉計画（素案）について 

・中野区成年後見制度利用促進計画（素案）について 

 

■スポーツ・健康づくり部会 

開催日 議題 

第１回 
４月 17日（月） 

19時～21時 

・部会長、副部会長の決定 

・今後の開催予定の確認 

第２回 
６月６日（火） 

19時～21時 

・令和４年度（2022 年度）「健康福祉に関する意識調査」の実

施結果について 

・令和４年度（2022 年度）「中野区地域福祉計画」の進捗状況

について 

・令和４年度（2022 年度）「中野区スポーツ・健康づくり推進

計画」の進捗状況について 

・区のスポーツ振興施策について 

第３回 
７月 11日（火） 

19時～21時 

・ 区の健康づくり政策について 

・ 食育の推進について 

第４回 
９月５日（火） 

19時～21時 
・スポーツ・健康づくり部会報告書（案）について 

第５回 
11月６日（月） 

19時～21時 

・中野区スポーツ・健康づくり推進計画（素案）について 

・中野区社会体育事業補助金の交付について 

 

 

 
 

   審議会の検討経過 

 

■全体会 

 

■地域福祉・成年後見部会 

開催日 議題 

第１回 
４月 17日（月） 

19時～21時 

・部会長、副部会長の決定 

・今後の開催予定の確認 

第２回 
５月 29日（月） 

19時～21時 

・令和４年度（2022 年度）「健康福祉に関する意識調査」の実

施結果について 

・令和４年度（2022 年度）「中野区地域福祉計画」の進捗状況

について 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（重層的

支援体制整備事業） 

第３回 
６月 26日（月） 

19時～21時 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（子ども・

若者関係） 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（外国人・

多文化共生関係） 

第４回 
７月 31日（月） 

19時～21時 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（生活困

窮者に対する包括的な自立支援の促進） 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（ＬＧＢ

ＴＱ＋（性的少数者）関係） 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（犯罪被

害者等の支援） 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（再犯防

止等関係） 

・ 成年後見制度の利用促進について 

・ 令和４年度（2022 年度）「中野区成年後見制度利用促進計

画」の進捗状況について 

開催日 議題 

第１回 
４月 17日（月） 

19時～21時 

・会長、副会長の決定 

・諮問事項、付託事項の確認 

第２回 
９月 26日（火） 

19時～21時 
・各部会報告書について 

 

第５回 
８月 24日（木） 

19時～21時 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（高齢者） 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（高齢者

虐待防止） 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（認知症

施策） 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（居住支

援） 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（障害者） 

第６回 
９月６日（水） 

19時～21時 
・地域福祉・成年後見部会報告書（案）について 

第７回 
11月 10日（金） 

19時～21時 

・中野区地域福祉計画（素案）について 

・中野区成年後見制度利用促進計画（素案）について 

 

■スポーツ・健康づくり部会 

開催日 議題 

第１回 
４月 17日（月） 

19時～21時 

・部会長、副部会長の決定 

・今後の開催予定の確認 

第２回 
６月６日（火） 

19時～21時 

・令和４年度（2022 年度）「健康福祉に関する意識調査」の実

施結果について 

・令和４年度（2022 年度）「中野区地域福祉計画」の進捗状況

について 

・令和４年度（2022 年度）「中野区スポーツ・健康づくり推進

計画」の進捗状況について 

・区のスポーツ振興施策について 

第３回 
７月 11日（火） 

19時～21時 

・ 区の健康づくり政策について 

・ 食育の推進について 

第４回 
９月５日（火） 

19時～21時 
・スポーツ・健康づくり部会報告書（案）について 

第５回 
11月６日（月） 

19時～21時 

・中野区スポーツ・健康づくり推進計画（素案）について 

・中野区社会体育事業補助金の交付について 
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支援体制整備事業） 

第３回 
６月 26日（月） 

19時～21時 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（子ども・

若者関係） 

・「地域共生社会」の実現に向けた区の取組について（外国人・

多文化共生関係） 
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第６回 
９月６日（水） 

19時～21時 
・地域福祉・成年後見部会報告書（案）について 

第７回 
11月 10日（金） 

19時～21時 

・中野区地域福祉計画（素案）について 
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・部会長、副部会長の決定 

・今後の開催予定の確認 

第２回 
６月６日（火） 

19時～21時 

・令和４年度（2022 年度）「健康福祉に関する意識調査」の実

施結果について 

・令和４年度（2022 年度）「中野区地域福祉計画」の進捗状況

について 
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・中野区スポーツ・健康づくり推進計画（素案）について 

・中野区社会体育事業補助金の交付について 
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■障害部会 

開催日 議題 

第１回 
４月 17日（月） 

19時～21時 

・部会長、副部会長の決定 

・今後の開催予定の確認 

第２回 
６月 19日（月） 

19時～21時 

・令和４年度（2022 年度）「健康福祉に関する意識調査」の実

施結果について 

・令和４年度（2022 年度）「中野区地域福祉計画」の進捗状況

について 

・「障害福祉サービス意向調査」の実施結果について 

・中野区における障害福祉の現状と課題について 

・中野区における障害児支援の現状と課題について 

第３回 
７月 24日（月） 

19時～21時 

・障害者の権利擁護について 

・障害児支援の提供体制の整備について 

・障害者の就労支援について 

第４回 
８月 15日（火） 

19時～21時 

・地域生活の継続の支援について 

・入所施設等からの地域移行促進と定着支援について 

第５回 
９月７日（木） 

19時～21時 

・障害福祉計画等に対する中野区障害者自立支援協議会の意

見について 

・障害部会報告書（案）について 

第６回 
11月 14日（火） 

19時～21時 

・中野区障害者計画・第７期中野区障害福祉計画・第３期中

野区障害児福祉計画（素案）について 

 

 

■介護・高齢部会 

開催日 議題 

第１回 
４月 17日（月） 

19時～21時 

・部会長、副部会長の決定 

・今後の開催予定の確認 

第２回 
６月５日（月） 

19時～21時 

・令和４年度（2022 年度）「健康福祉に関する意識調査」の実

施結果について 

・令和４年度（2022 年度）「中野区地域福祉計画」の進捗状況

について 

・令和４年度（2022 年度）「中野区高齢者保健福祉計画・第８

期介護保険事業計画」の進捗状況について 

・令和４年度（2022 年度）「高齢福祉・介護保険サービス意向

調査」の実施結果について 

・介護保険制度の状況について 

第３回 
７月３日（月） 

19時～21時 

・介護サービス給付実績について 

・介護予防・生活支援の取組について 

・認知症施策について 

第４回 
８月２日（水） 

19時～21時 

・特養・グループホーム等施設の整備を進めるための方策について 

・中野区の介護事業所における人材の質・量の確保を図るた

めの方策について 

・第９期介護保険事業計画の基本指針について 

第５回 
８月 31日（木） 

19時～21時 
・介護・高齢部会報告書（案）について 

第６回 
11月 17日（金） 

19時～21時 

・中野区高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画（素

案）及び中野区認知症施策推進計画（素案）について 

第７回 １月（書面開催） 
・中野区介護保険の運営状況（令和４年度）について 

・介護サービス等の見込みについて 
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・令和４年度（2022 年度）「健康福祉に関する意識調査」の実

施結果について 

・令和４年度（2022 年度）「中野区地域福祉計画」の進捗状況

について 

・「障害福祉サービス意向調査」の実施結果について 

・中野区における障害福祉の現状と課題について 

・中野区における障害児支援の現状と課題について 

第３回 
７月 24日（月） 

19時～21時 

・障害者の権利擁護について 

・障害児支援の提供体制の整備について 

・障害者の就労支援について 

第４回 
８月 15日（火） 

19時～21時 

・地域生活の継続の支援について 

・入所施設等からの地域移行促進と定着支援について 

第５回 
９月７日（木） 

19時～21時 

・障害福祉計画等に対する中野区障害者自立支援協議会の意

見について 

・障害部会報告書（案）について 

第６回 
11月 14日（火） 

19時～21時 

・中野区障害者計画・第７期中野区障害福祉計画・第３期中

野区障害児福祉計画（素案）について 

 

 

■介護・高齢部会 

開催日 議題 

第１回 
４月 17日（月） 

19時～21時 

・部会長、副部会長の決定 

・今後の開催予定の確認 

第２回 
６月５日（月） 

19時～21時 

・令和４年度（2022 年度）「健康福祉に関する意識調査」の実

施結果について 

・令和４年度（2022 年度）「中野区地域福祉計画」の進捗状況

について 

・令和４年度（2022 年度）「中野区高齢者保健福祉計画・第８

期介護保険事業計画」の進捗状況について 

・令和４年度（2022 年度）「高齢福祉・介護保険サービス意向

調査」の実施結果について 

・介護保険制度の状況について 

第３回 
７月３日（月） 

19時～21時 

・介護サービス給付実績について 

・介護予防・生活支援の取組について 

・認知症施策について 

第４回 
８月２日（水） 

19時～21時 

・特養・グループホーム等施設の整備を進めるための方策について 

・中野区の介護事業所における人材の質・量の確保を図るた

めの方策について 

・第９期介護保険事業計画の基本指針について 

第５回 
８月 31日（木） 

19時～21時 
・介護・高齢部会報告書（案）について 

第６回 
11月 17日（金） 

19時～21時 

・中野区高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画（素

案）及び中野区認知症施策推進計画（素案）について 

第７回 １月（書面開催） 
・中野区介護保険の運営状況（令和４年度）について 

・介護サービス等の見込みについて 

 

 

 

■障害部会 

開催日 議題 

第１回 
４月 17日（月） 

19時～21時 

・部会長、副部会長の決定 

・今後の開催予定の確認 

第２回 
６月 19日（月） 

19時～21時 

・令和４年度（2022 年度）「健康福祉に関する意識調査」の実

施結果について 

・令和４年度（2022 年度）「中野区地域福祉計画」の進捗状況

について 

・「障害福祉サービス意向調査」の実施結果について 

・中野区における障害福祉の現状と課題について 

・中野区における障害児支援の現状と課題について 

第３回 
７月 24日（月） 

19時～21時 

・障害者の権利擁護について 

・障害児支援の提供体制の整備について 

・障害者の就労支援について 

第４回 
８月 15日（火） 

19時～21時 

・地域生活の継続の支援について 

・入所施設等からの地域移行促進と定着支援について 

第５回 
９月７日（木） 

19時～21時 

・障害福祉計画等に対する中野区障害者自立支援協議会の意

見について 

・障害部会報告書（案）について 

第６回 
11月 14日（火） 

19時～21時 

・中野区障害者計画・第７期中野区障害福祉計画・第３期中

野区障害児福祉計画（素案）について 
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３ 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（令４条例48・一部改正） 

（臨時委員） 

第４条 区長は、特に専門的知識を要する事項等特定の事項（以下「特定事項」という。）

を検討させるため必要があるときは、前条第１項の委員のほかに、審議会に臨時委員を

置くことができる。 

２ 臨時委員は、特定事項の内容を勘案して適当と認められる者のうちから区長が委嘱す

る。 

３ 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該特定事項に係る審議会の検討が終了した日まで

とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の

審議会については、区長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

４ 審議会が特定事項について会議を開き、議決を行う場合において臨時委員が置かれて

いるときは、当該臨時委員を委員とみなして前２項の規定を適用する。 

（部会） 

第７条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。 

（委任） 

第８条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。 

 

 

   中野区健康福祉審議会条例、中野区健康福祉審議会条例施行規則 

 

■中野区健康福祉審議会条例 

平成８年12月16日 

条例第27号 

改正 平成19年３月20日条例第10号 

平成27年３月18日条例第13号 

令和４年12月14日条例第48号 

注 令和４年12月から改正経過を注記した。 

（設置） 

第１条 中野区の保健医療、社会福祉及び健康増進に関する重要な事項について総合的に

検討し、区民の生涯にわたる健康で文化的な生活の確保及び活力に満ちた長寿社会の実

現を目的とした施策の推進を図るため、区長の附属機関として中野区健康福祉審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項等） 

第２条 審議会は、区長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 保健医療、社会福祉及び健康増進に係る重要な計画に関すること。 

(2) 保健医療、社会福祉及び健康増進の施策の連携及び総合化のための基本指針に関す

ること。 

(3) 介護保険事業の充実及び改善に関すること。 

(4) 健康増進に資するスポーツ活動の推進に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

２ 審議会は、前項の諮問に対する答申のほか、中野区の保健医療、社会福祉及び健康増

進に関して、区長に意見を述べることができる。 

（委員） 

第３条 審議会は、委員38人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから区長が委嘱す

る。 

(1) 学識経験者 

(2) 保健医療関係者 

(3) 社会福祉関係者 

(4) スポーツ団体関係者 

(5) 区民 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 
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３ 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（令４条例48・一部改正） 

（臨時委員） 

第４条 区長は、特に専門的知識を要する事項等特定の事項（以下「特定事項」という。）

を検討させるため必要があるときは、前条第１項の委員のほかに、審議会に臨時委員を

置くことができる。 

２ 臨時委員は、特定事項の内容を勘案して適当と認められる者のうちから区長が委嘱す

る。 

３ 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該特定事項に係る審議会の検討が終了した日まで

とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の

審議会については、区長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

４ 審議会が特定事項について会議を開き、議決を行う場合において臨時委員が置かれて

いるときは、当該臨時委員を委員とみなして前２項の規定を適用する。 

（部会） 

第７条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。 

（委任） 

第８条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。 

 

 

   中野区健康福祉審議会条例、中野区健康福祉審議会条例施行規則 

 

■中野区健康福祉審議会条例 

平成８年12月16日 

条例第27号 

改正 平成19年３月20日条例第10号 

平成27年３月18日条例第13号 

令和４年12月14日条例第48号 

注 令和４年12月から改正経過を注記した。 

（設置） 

第１条 中野区の保健医療、社会福祉及び健康増進に関する重要な事項について総合的に

検討し、区民の生涯にわたる健康で文化的な生活の確保及び活力に満ちた長寿社会の実

現を目的とした施策の推進を図るため、区長の附属機関として中野区健康福祉審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事項等） 

第２条 審議会は、区長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 保健医療、社会福祉及び健康増進に係る重要な計画に関すること。 

(2) 保健医療、社会福祉及び健康増進の施策の連携及び総合化のための基本指針に関す

ること。 

(3) 介護保険事業の充実及び改善に関すること。 

(4) 健康増進に資するスポーツ活動の推進に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

２ 審議会は、前項の諮問に対する答申のほか、中野区の保健医療、社会福祉及び健康増

進に関して、区長に意見を述べることができる。 

（委員） 

第３条 審議会は、委員38人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから区長が委嘱す

る。 

(1) 学識経験者 

(2) 保健医療関係者 

(3) 社会福祉関係者 

(4) スポーツ団体関係者 

(5) 区民 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 
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■中野区健康福祉審議会条例施行規則 

平成８年12月16日 

規則第57号 

改正 平成９年４月１日規則第37号 

平成13年３月31日規則第30号 

平成16年３月31日規則第36号 

平成23年３月30日規則第29号 

平成27年３月20日規則第20号 

令和５年２月１日規則第７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、中野区健康福祉審議会条例（平成８年中野区条例第27号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（部会の設置） 

第２条 中野区健康福祉審議会（以下「審議会」という。）は、条例第７条の規定に基づき

部会を置くときは、当該部会の名称及び付託事項を定めなければならない。 

（部会員等） 

第３条 部会員は、委員又は臨時委員のうちから会長が指名する。 

２ 部会に部会長及び副部会長１人を置き、その部会に属する部会員の互選によりこれを

定める。 

３ 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 条例第６条第１項から第３項までの規定は、部会の会議について準用する。この場合

において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「部会

員」と、同条第１項及び第３項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第１項中「区長」

とあるのは「会長」と読み替えるものとする。 

（令５規則７・一部改正） 

（部会長の報告義務） 

第４条 部会長は、付託事項の調査検討の経過及び結果を審議会に報告しなければならな

い。 

（意見聴取等） 

第５条 会長は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者に審議会の会議

への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。部会においても、また同様とす

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、平成９年４月１

日から施行する。 

（中野区福祉審議会条例の廃止） 

２ 中野区福祉審議会条例（昭和61年中野区条例第34号）は、廃止する。 

（中野区保健所運営協議会条例の廃止） 

３ 中野区保健所運営協議会条例（昭和50年中野区条例第９号）は、廃止する。 

附 則（平成19年３月20日条例第10号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成19年５月20日から施行する。 

（中野区介護保険条例の一部改正） 

２ 中野区介護保険条例（平成12年中野区条例第29号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう省略〕 

附 則（平成27年３月18日条例第13号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行に伴い新たに委嘱される中野区健康福祉審議会の委員の任期は、この

条例による改正後の中野区健康福祉審議会条例第３条第２項の規定にかかわらず、平成

29年２月９日までとする。 

附 則（令和４年12月14日条例第48号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ 改正後の第３条第１項の規定による中野区健康福祉審議会の委員の委嘱に係る手続そ

の他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 
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■中野区健康福祉審議会条例施行規則 

平成８年12月16日 

規則第57号 

改正 平成９年４月１日規則第37号 

平成13年３月31日規則第30号 

平成16年３月31日規則第36号 

平成23年３月30日規則第29号 

平成27年３月20日規則第20号 

令和５年２月１日規則第７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、中野区健康福祉審議会条例（平成８年中野区条例第27号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（部会の設置） 

第２条 中野区健康福祉審議会（以下「審議会」という。）は、条例第７条の規定に基づき

部会を置くときは、当該部会の名称及び付託事項を定めなければならない。 

（部会員等） 

第３条 部会員は、委員又は臨時委員のうちから会長が指名する。 

２ 部会に部会長及び副部会長１人を置き、その部会に属する部会員の互選によりこれを

定める。 

３ 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 条例第６条第１項から第３項までの規定は、部会の会議について準用する。この場合

において、これらの規定中「審議会」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「部会

員」と、同条第１項及び第３項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第１項中「区長」

とあるのは「会長」と読み替えるものとする。 

（令５規則７・一部改正） 

（部会長の報告義務） 

第４条 部会長は、付託事項の調査検討の経過及び結果を審議会に報告しなければならな

い。 

（意見聴取等） 

第５条 会長は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者に審議会の会議

への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。部会においても、また同様とす

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、平成９年４月１

日から施行する。 

（中野区福祉審議会条例の廃止） 

２ 中野区福祉審議会条例（昭和61年中野区条例第34号）は、廃止する。 

（中野区保健所運営協議会条例の廃止） 

３ 中野区保健所運営協議会条例（昭和50年中野区条例第９号）は、廃止する。 

附 則（平成19年３月20日条例第10号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成19年５月20日から施行する。 

（中野区介護保険条例の一部改正） 

２ 中野区介護保険条例（平成12年中野区条例第29号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう省略〕 

附 則（平成27年３月18日条例第13号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行に伴い新たに委嘱される中野区健康福祉審議会の委員の任期は、この

条例による改正後の中野区健康福祉審議会条例第３条第２項の規定にかかわらず、平成

29年２月９日までとする。 

附 則（令和４年12月14日条例第48号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ 改正後の第３条第１項の規定による中野区健康福祉審議会の委員の委嘱に係る手続そ

の他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。 
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   用語解説 

 

あ行 

アウトリーチ 

積極的に対象者の居る場所に出向いて働きかけること。対象者の

把握に留まらず、さまざまな形で必要な人に必要なサービスと情

報を届けるため、住まい、地域、病院や入所施設などに訪問支援

を行う。 

アウトリーチチーム 

事務職及び医療・福祉の専門職をチームとし区民活動センター（15

か所）ごとに配置され、潜在的な要支援者の発見、継続的な見守

り、地域資源の発見、地域の医療・介護、地域団体等のネットワ

ークづくり等を行う。 

意思決定の支援 

（意思決定支援） 

自ら意思を決定することに困難を抱える障害者や高齢者が、日常

生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ること

が可能となるように、可能な限り本人の意思の確認や意思及び選

好を推定し、支援をつくしても本人の意思及び選好の推定が困難

な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討するため

に事業者の職員や支援者が行う支援の行為及び仕組みをいう。 

意思疎通支援 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害、高次脳機能障害など

により意思疎通を図るために支援が必要な人に、手話通訳、要約

筆記その他の方法により、意思疎通の円滑化を図る事業。 

手話通訳、要約筆記、失語症者意思疎通支援などの方法がある。 

一般就労 
企業や公的機関などに就労して、労働契約を結んで働く一般的な

就労形態。 

移動支援 

障害者総合支援法第 77 条の規定に基付く地域生活支援事業のひ

とつで、移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支

援サービス（個別支援型）。 

中野区においては、車両移送型も、中野区障害者福祉会館を中心

に実施している。 

医療ソーシャルワーカー 

医療機関における福祉の専門職で、患者や家族に対して、経済的、

心理的、社会的な相談に応じたり、関係機関との調整を行うなど

の役割を担う者。 

MSW（Medical Social Worker）とも呼ばれる。 

 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。ただし、審議会に部会を置くと

きは、その部会の庶務は、別に定める。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第３項中野区組織規則（昭和53年

中野区規則第20号）の改正規定中別表３中野区保健所運営協議会の項を削る部分は、平

成９年４月１日から施行する。 

（中野区福祉審議会条例施行規則の廃止） 

２ 中野区福祉審議会条例施行規則（昭和61年中野区規則第56号）は、廃止する。 

（中野区組織規則の一部改正） 

３ 中野区組織規則の一部を次のように改正する。 

〔次のよう省略〕 

附 則（平成９年４月１日規則第37号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成13年３月31日規則第30号抄） 

（施行期日） 

第１条 この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年３月31日規則第36号） 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月30日規則第29号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月20日規則第20号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年２月１日規則第７号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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   用語解説 

 

あ行 

アウトリーチ 

積極的に対象者の居る場所に出向いて働きかけること。対象者の

把握に留まらず、さまざまな形で必要な人に必要なサービスと情

報を届けるため、住まい、地域、病院や入所施設などに訪問支援

を行う。 

アウトリーチチーム 

事務職及び医療・福祉の専門職をチームとし区民活動センター（15

か所）ごとに配置され、潜在的な要支援者の発見、継続的な見守

り、地域資源の発見、地域の医療・介護、地域団体等のネットワ

ークづくり等を行う。 

意思決定の支援 

（意思決定支援） 

自ら意思を決定することに困難を抱える障害者や高齢者が、日常

生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ること

が可能となるように、可能な限り本人の意思の確認や意思及び選

好を推定し、支援をつくしても本人の意思及び選好の推定が困難

な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討するため

に事業者の職員や支援者が行う支援の行為及び仕組みをいう。 

意思疎通支援 

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害、高次脳機能障害など

により意思疎通を図るために支援が必要な人に、手話通訳、要約

筆記その他の方法により、意思疎通の円滑化を図る事業。 

手話通訳、要約筆記、失語症者意思疎通支援などの方法がある。 

一般就労 
企業や公的機関などに就労して、労働契約を結んで働く一般的な

就労形態。 

移動支援 

障害者総合支援法第 77 条の規定に基付く地域生活支援事業のひ

とつで、移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支

援サービス（個別支援型）。 

中野区においては、車両移送型も、中野区障害者福祉会館を中心

に実施している。 

医療ソーシャルワーカー 

医療機関における福祉の専門職で、患者や家族に対して、経済的、

心理的、社会的な相談に応じたり、関係機関との調整を行うなど

の役割を担う者。 

MSW（Medical Social Worker）とも呼ばれる。 

 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。ただし、審議会に部会を置くと

きは、その部会の庶務は、別に定める。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第３項中野区組織規則（昭和53年

中野区規則第20号）の改正規定中別表３中野区保健所運営協議会の項を削る部分は、平

成９年４月１日から施行する。 

（中野区福祉審議会条例施行規則の廃止） 

２ 中野区福祉審議会条例施行規則（昭和61年中野区規則第56号）は、廃止する。 

（中野区組織規則の一部改正） 

３ 中野区組織規則の一部を次のように改正する。 

〔次のよう省略〕 

附 則（平成９年４月１日規則第37号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成13年３月31日規則第30号抄） 

（施行期日） 

第１条 この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年３月31日規則第36号） 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月30日規則第29号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月20日規則第20号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年２月１日規則第７号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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か行 

介護医療院 

介護保険法による施設サービスの一つで、要介護者であって、主

として長期にわたり療養が必要である者に対し、看護、医学的管

理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生

活上の世話を行うことを目的とする施設。 

介護保険施設 

介護保険法に基づいて都道府県知事の指定を受けた、介護保険サ

ービスが利用可能な施設。介護保険施設には、介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、介護医療院の３種類がある。 

介護予防・生活支援サービス 

要支援１・２と認定された方及び基本チェックリストでサービス

事業対象者に該当した方を対象に、従来の介護保険における介護

予防サービスの訪問介護や通所介護と同様のサービスに加えて、

ＮＰＯ法人や民間事業者、ボランティアを含めた多様な担い手に

よる訪問サービス、通所サービス及びその他の生活支援サービス

を提供する事業。中野区では訪問サービスと通所サービスを実施

している。 

介護予防・日常生活支援総合

事業 

地域の高齢者の方々を対象に介護予防や日常生活の自立のための

支援を行う事業。介護予防・日常生活支援総合事業には、要支援

１・２と認定された人や、基本チェックリストにより生活機能の

低下がみられた人が利用できる「介護予防・生活支援サービス事

業」と 65歳以上のすべての人が利用できる「一般介護予防事業」

がある。 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

介護保険法による施設サービスの一つで、要介護者に対し、入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健

康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設。特別養護

老人ホームとは、老人福祉法による名称。 

介護老人保健施設 

介護保険法による施設サービスの一つで、要介護者であって、主

としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営

むことができるようにするための支援が必要である者に対し、看

護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療

並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。 

看護小規模多機能型居宅介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、小規模多機能型

居宅介護と訪問看護を組み合わせ、家庭的な環境のもとに行う、

通い、訪問、宿泊のサービスを提供する。 

 
 

 

医療的ケア 

日常生活において必要とする人に対して行われる医療的な支援。

例として次のようなものがある。 

①人工呼吸器管理（毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・

NIPPV・CPAP含む） 

②気管切開の管理 

③鼻咽頭エアウェイの管理 

④酸素療法 

⑤吸引（口鼻腔・気管内吸引） 

⑥ネブライザーの管理 

⑦経管栄養（経鼻・胃ろう等、持続経管注入ポンプ） 

⑧中心静脈カテーテルの管理（中心静脈栄養(IVH）、肺高血圧症治

療薬等） 

⑨皮下注射 

⑩血糖測定 

⑪継続的な透析 

⑫導尿（間歇的導尿、持続的導尿） 

⑬排便管理（消化管ストーマ、摘便・洗腸、浣腸） 

⑭痙攣時の座薬挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動

等の処置 

医療的ケア児 

医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU（新生児特定

集中治療室）等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう

等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に

必要な児童のこと。近年は歩行や意思疎通が可能で医療的ケアが

必要な「歩ける医療的ケア児」も増えてきている。 

医療的ケア児等コーディネー

ター 

医療的ケアの必要な子ども（医療的ケア児）が必要とする保健、

医療、福祉、教育等の多分野に渡る調整を行い、総合的かつ包括

的な支援につなげるとともに、医療的ケア児に対する支援のため

の地域づくりを推進する役割を担う者。 

オレンジカフェ 

認知症カフェ。認知症の人や家族、地域の人等が集まり、情報交

換をしたり、おしゃべりを楽しんだりする場。お茶を飲みながら

心配ごとを相談したり、参加者・支援者が繋がることができるコ

ミュニティ。 

342



 

か行 

介護医療院 

介護保険法による施設サービスの一つで、要介護者であって、主

として長期にわたり療養が必要である者に対し、看護、医学的管

理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生

活上の世話を行うことを目的とする施設。 

介護保険施設 

介護保険法に基づいて都道府県知事の指定を受けた、介護保険サ

ービスが利用可能な施設。介護保険施設には、介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、介護医療院の３種類がある。 

介護予防・生活支援サービス 

要支援１・２と認定された方及び基本チェックリストでサービス

事業対象者に該当した方を対象に、従来の介護保険における介護

予防サービスの訪問介護や通所介護と同様のサービスに加えて、

ＮＰＯ法人や民間事業者、ボランティアを含めた多様な担い手に

よる訪問サービス、通所サービス及びその他の生活支援サービス

を提供する事業。中野区では訪問サービスと通所サービスを実施

している。 

介護予防・日常生活支援総合

事業 

地域の高齢者の方々を対象に介護予防や日常生活の自立のための

支援を行う事業。介護予防・日常生活支援総合事業には、要支援

１・２と認定された人や、基本チェックリストにより生活機能の

低下がみられた人が利用できる「介護予防・生活支援サービス事

業」と 65歳以上のすべての人が利用できる「一般介護予防事業」

がある。 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

介護保険法による施設サービスの一つで、要介護者に対し、入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健

康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設。特別養護

老人ホームとは、老人福祉法による名称。 

介護老人保健施設 

介護保険法による施設サービスの一つで、要介護者であって、主

としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営

むことができるようにするための支援が必要である者に対し、看

護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療

並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。 

看護小規模多機能型居宅介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、小規模多機能型

居宅介護と訪問看護を組み合わせ、家庭的な環境のもとに行う、

通い、訪問、宿泊のサービスを提供する。 

 
 

 

医療的ケア 

日常生活において必要とする人に対して行われる医療的な支援。

例として次のようなものがある。 

①人工呼吸器管理（毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・

NIPPV・CPAP 含む） 

②気管切開の管理 

③鼻咽頭エアウェイの管理 

④酸素療法 

⑤吸引（口鼻腔・気管内吸引） 

⑥ネブライザーの管理 

⑦経管栄養（経鼻・胃ろう等、持続経管注入ポンプ） 

⑧中心静脈カテーテルの管理（中心静脈栄養(IVH）、肺高血圧症治

療薬等） 

⑨皮下注射 

⑩血糖測定 

⑪継続的な透析 

⑫導尿（間歇的導尿、持続的導尿） 

⑬排便管理（消化管ストーマ、摘便・洗腸、浣腸） 

⑭痙攣時の座薬挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動

等の処置 

医療的ケア児 

医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU（新生児特定

集中治療室）等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう

等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に

必要な児童のこと。近年は歩行や意思疎通が可能で医療的ケアが

必要な「歩ける医療的ケア児」も増えてきている。 

医療的ケア児等コーディネー

ター 

医療的ケアの必要な子ども（医療的ケア児）が必要とする保健、

医療、福祉、教育等の多分野に渡る調整を行い、総合的かつ包括

的な支援につなげるとともに、医療的ケア児に対する支援のため

の地域づくりを推進する役割を担う者。 

オレンジカフェ 

認知症カフェ。認知症の人や家族、地域の人等が集まり、情報交

換をしたり、おしゃべりを楽しんだりする場。お茶を飲みながら

心配ごとを相談したり、参加者・支援者が繋がることができるコ

ミュニティ。 
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ケアハウス 

身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不

安があり、家族による援助を受けることが困難な人に対し、無料

又は低額な料金で食事の提供や入浴等の準備、相談及び援助等を

行う施設。 

ケアマネジメント 

利用者が地域社会による見守りや支援を受けながら、地域での望

ましい生活の維持継続を阻害するさまざまな複合的な生活課題に

対して、生活の目標を明らかにし、課題解決に至る道筋と方向を

明らかにして、地域社会にある資源の活用・改善・開発をとおし

て、総合的かつ効率的に継続して利用者のニーズに基づく課題解

決を図っていくプロセスと、それを支えるシステム。 

ケアマネジャー 

要介護者又は要支援者からの相談に応じ、要介護者等がその心身

の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市区町村、サ

ービス事業者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が

自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び

技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けたもの。 

ケアラー 

こころやからだに不調のある人の「介護」「看病」「療育」「世話」

「気づかい」など、ケアの必要な家族や親近者、友人、知人など

を無償でケアする人のこと。ケアラーにはヤングケアラー（大人

が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行って

いる子ども）やビジネスケアラー（仕事をしながら家族のケアを

行っている人）も含まれる。 

健康寿命 

認知症や寝たきりにならない状態で生活できる期間のこと。現在

では、単に寿命の延伸だけでなく、この健康寿命をいかに延ばす

かが大きな課題となっている（中野区では、要介護２以上の認定

を受けていない年齢で表している）。 

高次脳機能障害 

脳梗塞や脳出血等の脳血管障害者や、交通事故等による頭部外傷

等で脳が損傷を受け、注意力や記憶力、言語能力、感情のコント

ロール等の能力に問題が生じ、そのために日常生活や社会生活が

困難になる障害。 

合理的配慮 

障害者の権利に関する条約第２条において定義される。障害者が

他の者と平等に全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使す

ることを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、

特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失し

た、又は過度の負担を課さないものをいう。 

 

基幹相談支援センター 

地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体障害・知的

障害・精神障害）及び成年後見制度利用支援事業を実施する。ま

た地域の実情に応じて、総合相談・専門相談、地域移行・地域定

着、地域の相談支援体制の強化の取組み、権利擁護・虐待防止を

行う。 

共生型サービス 

介護保険事業所であれば障害福祉サービス事業所等の指定を受け

やすくする特例を設けることにより、高齢者と障害者が同一の事

業所でサービスを受けやすくし、障害者が高齢者になった場合に

馴染みの事業所を利用し続けられるようにする仕組み。 

共生社会 

さまざまな人々が、すべて分け隔てなく暮らしていくことのでき

る社会のこと。障害のある人もない人も、支える人と支えられる

人に分かれることなくともに支え合い、さまざまな人々の能力が

発揮されている活力ある社会をいう。 

共同生活援助 

障害者総合支援法に規定する主として夜間において、共同生活を

行う住居で、入居している障害者について相談、入浴、排せつ、

又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。グループホー

ムとも言う。 

強度行動障害 

自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につな

がる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を

壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼ

す行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援

が必要になっている状態のこと。 

居宅介護支援事業所 

介護支援専門員（ケアマネジャー）が常駐し、要介護者や家族の

依頼を受けて、要介護者の心身の状況、環境、希望等を考慮して

介護支援計画（ケアプラン）の作成やその他の介護に関する相談

を行う事業所。 

区長申立て 

親族が行うべき申立て行為を首長が代わって行うこと。 

親族がいない、認知症等により判断ができない、親族が虐待して

いた場合に申立ての意向が伝わると今後の支援に影響がでるなど

の事情がある場合に行われる。 

区立療育センター 

療育センターアポロ園と療育センターゆめなりあの２箇所の総

称。障害や発達上の課題のある子どもが、家庭や地域の中で共に

生活できるよう支援を行う施設。療育相談、児童発達支援事業、

保育所等訪問支援事業、一時保護事業（一時的に預かる事業）等

を実施している。（ゆめなりあでは放課後等デイサービスも実施。） 
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社会福祉協議会 

社会福祉の増進を図るために組織された民間団体で、社会福祉の

基本的な事項を定めている社会福祉法に規定されている。地域福

祉事業推進の中心的役割を担っている。 

社会モデル（人権モデル） 

障害の本質とは、機能障害、疾病を有する市民の様々な社会への

参加を妨げている社会的障壁にほかならないことをここに確認

し、機能障害、疾病を有する市民を排除しないようにする義務が

社会、公共にあることが今後の障害者福祉、支援の基本理念であ

るとする考え方。 

重症心身障害児（者） 

重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態にある子ど

もを指す。成人した重症心身障害児を含めて重症心身障害児（者）

という。 

重層的支援体制整備事業 

市町村において、すべての地域住民を対象とする包括的支援の体

制整備を行う事業。地域においてつながり続ける支援体制を構築

することを目途として「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、

「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施するこ

とを必須としている。 

就労移行支援 

障害者総合支援法第５条に定められたサービスで、一般就労等へ

の移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合

った職場探し、就労後の職場定着のための支援を行う。 

就労継続支援 

障害者総合支援法第５条に定められた就労継続支援サービスを行

う事業所。就労継続支援にはＡ型とＢ型との２種類の区分がある。 

Ａ型事業：通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契

約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等によ

る就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必

要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。 

Ｂ型事業：通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契

約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び

生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上

のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。 

住民主体サービス 

介護予防・日常生活支援総合事業の一つで、住民が主体となり、

自主的・自発的に地域での生活支援や介護予防のための活動を行

うもの。 

住民主体サービスの対象者の

弾力化 

事業対象者又は要支援１・２で住民主体サービスを利用していた

人が、要介護１～５になったときに、従来利用していた住民主体

サービスを引き続き利用できるようにすること。 

 
 

さ行 

在宅療養コーディネーター 

中野区在宅療養相談窓口において在宅療養者や家族等に対し、医

療機関や在宅療養に関する機能及び介護サービス等について紹

介、調整を行う専門員。 

在宅療養支援診療所 

在宅療養について地域で積極的な役割を担う診療所。24時間対応

体制の在宅医療の提供、緊急時に入院できる病院との連携、介護・

福祉サービス事業所との連携、看取り数の報告等いくつかの要件

を満たす診療所が、地方厚生局長に届け出て認可を受けている。 

スティグマ 
ネガティブな烙印を押されること。「差別」や「偏見」と訳される

ことが多い。 

サービス付き高齢者向け住宅 

高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）に基づ

く、介護・医療と連携して高齢者の安心を支えるサービスを提供

する、バリアフリー構造の賃貸住宅。 

失語症 

高次脳機能障害の一種で、脳の言語を司る部分が損傷を受けた

ことにより、話す、聴く、読む、書くといった言葉の能力に障害

が起きた状態。 

指導検査 

（実地指導、集団指導） 

障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害福祉サービス等

事業者及び障害児通所支援事業者に対して事業運営の適正化と透

明性の確保、利用者保護及び利用者の視点に立ったサービスの提

供並びに質の向上、虐待の防止等のための体制整備を図ること等

に主眼を置いて行うもの。事業所において個別に実施する実地指

導と、講習会形式で実施する集団指導がある。 

児童発達支援 

児童福祉法に基づくサービスで、障害や発達の課題のある子ども

に対して、事業所において、日常生活における基本的な動作の指

導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うもの。 

児童発達支援センター 

児童福祉法に基づき設置する、障害児への療育やその家族に対す

る支援を行うと共に、その有する専門機能を活かし、地域の障害

児やその家族の相談支援、障害児を預かる施設への援助・助言を

行う地域の中核的な支援施設。 

自発的活動支援事業 

障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよ

う、障害者、家族、地域住民等による地域における自発的な取組

を支援する事業。障害者総合支援法の地域生活支援事業における

必須事業に位置づけられている。 

社会的障壁 
障害がある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁とな

るような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。 
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社会福祉協議会 

社会福祉の増進を図るために組織された民間団体で、社会福祉の

基本的な事項を定めている社会福祉法に規定されている。地域福

祉事業推進の中心的役割を担っている。 

社会モデル（人権モデル） 

障害の本質とは、機能障害、疾病を有する市民の様々な社会への

参加を妨げている社会的障壁にほかならないことをここに確認

し、機能障害、疾病を有する市民を排除しないようにする義務が

社会、公共にあることが今後の障害者福祉、支援の基本理念であ

るとする考え方。 

重症心身障害児（者） 

重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態にある子ど

もを指す。成人した重症心身障害児を含めて重症心身障害児（者）

という。 

重層的支援体制整備事業 

市町村において、すべての地域住民を対象とする包括的支援の体

制整備を行う事業。地域においてつながり続ける支援体制を構築

することを目途として「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、

「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施するこ

とを必須としている。 

就労移行支援 

障害者総合支援法第５条に定められたサービスで、一般就労等へ

の移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合

った職場探し、就労後の職場定着のための支援を行う。 

就労継続支援 

障害者総合支援法第５条に定められた就労継続支援サービスを行

う事業所。就労継続支援にはＡ型とＢ型との２種類の区分がある。 

Ａ型事業：通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契

約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等によ

る就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必

要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。 

Ｂ型事業：通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契

約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び

生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上

のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。 

住民主体サービス 
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さ行 

在宅療養コーディネーター 
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児童発達支援 

児童福祉法に基づくサービスで、障害や発達の課題のある子ども

に対して、事業所において、日常生活における基本的な動作の指

導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うもの。 
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児童福祉法に基づき設置する、障害児への療育やその家族に対す

る支援を行うと共に、その有する専門機能を活かし、地域の障害

児やその家族の相談支援、障害児を預かる施設への援助・助言を

行う地域の中核的な支援施設。 

自発的活動支援事業 

障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよ

う、障害者、家族、地域住民等による地域における自発的な取組

を支援する事業。障害者総合支援法の地域生活支援事業における

必須事業に位置づけられている。 

社会的障壁 
障害がある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁とな

るような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。 
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小規模多機能型居宅介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、要介護者の心身

の状況や置かれている環境に応じ、また、自らの選択に基づいて、

居宅にサービス事業者が訪問し、又はサービス拠点に通所や短期

間宿泊してもらい、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常

生活上の支援及び機能訓練を行うサービス。 

ショートステイ 350ページ「短期入所生活介護」を参照。 

情報アクセシビリティ 

アクセシビリティ（Accessibility）は「利用のしやすさ」のことで、高齢

者、障害者をはじめ、あらゆるユーザーがパソコンやWebページなどの情

報資源を不自由なく利用できる「ユニバーサルデザイン」の考え方である。 

情報アクセシビリティは、障害者基本法においては基本施策、障

害者基本計画においては障害者施策全体に横串を刺す「横断的視

点」、そして、障害者差別解消法において合理的配慮を的確に実施

するための「事前的改善措置」として位置づけられている。 

すこやか障害者相談支援 

事業所 

各すこやか福祉センター内に設置している障害者相談支援事業

所。障害者（児）等の相談支援に係る業務のほか、指定特定相談

支援事業所としての役割も担っている。 

すこやか福祉センター 

子ども、高齢者、障害者、妊産婦等が住み慣れた地域で安心して

暮らすことができるよう、保健、福祉及び子育てに関する総合的

な支援を行う施設。区内に４か所設置している。 

生活介護 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の一つで、常に

介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行

うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。 

生活支援コーディネーター 
高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備のため、地域に

おいて主に資源開発やネットワーク構築の機能を果たす。 

精神障害のある人にも対応し

た地域包括ケアシステム 

高齢者福祉、児童福祉、地域福祉その他の分野や、関係機関と連

携・協働を図りながら、地域における福祉の基盤を固め、地域に

おける包摂的な支援体制を示す。 

成年後見制度 

判断能力の不十分な成年者（認知症高齢者、知的障害のある人、

精神障害のある人）を保護・支援するための制度。家庭裁判所が

成年後見人を選ぶ法定後見制度と自らがあらかじめ成年後見人を

選んでおく任意後見制度がある。成年後見人が、本人の利益を考

えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自

分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ない

でした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによっ

て、本人を保護・支援する。 

 

障害者虐待防止センター 

区市町村に設置し次の機能を果たす。 

①養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に

関する通報又は届出の受理、②養護者による障害者虐待の防止及

び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、

指導及び助言、③障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関

する広報・啓発 

障害児支援利用計画 

障害児通所支援を適切に利用することができるよう、障害児の心

身の状況、その置かれている環境、障害児やその保護者の障害児

通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、作成するサ

ービスの利用計画。 

障害児相談支援 

障害児通所支援を利用する障害児に対し、障害児支援利用計画を

作成し、障害児通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを

行う等の支援を行う。 

障害児相談支援事業所 

障害児通所支援を利用する障害児に対し、児童福祉法に基づき障

害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う

等の支援を行う。事業者指定は、市町村長が行う。 

障害児通所支援 

児童福祉法に基づく児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後

等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援

の総称。 

障害者差別解消支援地域協議

会 

障害者差別解消法第 17条において、地域における障害者差別に関

する相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための

取組を効率的かつ円滑に行うために、組織することができる会議

体。区においては障害者自立支援協議会の専門部会の一つである

障害者差別解消部会がその役割を担っている。 

障害者差別解消審議会 
区の障害者差別解消の取組について、適正であったかを審議し、

意見、又は提案を行う区長の附属機関。 

障害者就労支援センター 

障害者の一般就労の機会を広げるとともに、安心して働き続けら

れるよう、就労面と生活面の支援を一体的に支援するために設置

された機能。 

障害福祉サービス事業所 

障害者総合支援法第５条に定められた障害福祉サービス事業を行

う事業所。事業所指定は都道府県知事（指定都市及び中核市にお

いては市長）が行う。 

348



 

小規模多機能型居宅介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、要介護者の心身
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居宅にサービス事業者が訪問し、又はサービス拠点に通所や短期

間宿泊してもらい、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常

生活上の支援及び機能訓練を行うサービス。 

ショートステイ 350ページ「短期入所生活介護」を参照。 

情報アクセシビリティ 

アクセシビリティ（Accessibility）は「利用のしやすさ」のことで、高齢

者、障害者をはじめ、あらゆるユーザーがパソコンやWebページなどの情

報資源を不自由なく利用できる「ユニバーサルデザイン」の考え方である。 

情報アクセシビリティは、障害者基本法においては基本施策、障

害者基本計画においては障害者施策全体に横串を刺す「横断的視

点」、そして、障害者差別解消法において合理的配慮を的確に実施

するための「事前的改善措置」として位置づけられている。 

すこやか障害者相談支援 

事業所 

各すこやか福祉センター内に設置している障害者相談支援事業

所。障害者（児）等の相談支援に係る業務のほか、指定特定相談

支援事業所としての役割も担っている。 

すこやか福祉センター 

子ども、高齢者、障害者、妊産婦等が住み慣れた地域で安心して

暮らすことができるよう、保健、福祉及び子育てに関する総合的

な支援を行う施設。区内に４か所設置している。 

生活介護 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の一つで、常に

介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行

うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。 

生活支援コーディネーター 
高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備のため、地域に

おいて主に資源開発やネットワーク構築の機能を果たす。 

精神障害のある人にも対応し

た地域包括ケアシステム 

高齢者福祉、児童福祉、地域福祉その他の分野や、関係機関と連

携・協働を図りながら、地域における福祉の基盤を固め、地域に

おける包摂的な支援体制を示す。 

成年後見制度 

判断能力の不十分な成年者（認知症高齢者、知的障害のある人、

精神障害のある人）を保護・支援するための制度。家庭裁判所が

成年後見人を選ぶ法定後見制度と自らがあらかじめ成年後見人を

選んでおく任意後見制度がある。成年後見人が、本人の利益を考

えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自

分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ない

でした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによっ

て、本人を保護・支援する。 

 

障害者虐待防止センター 

区市町村に設置し次の機能を果たす。 

①養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に
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身の状況、その置かれている環境、障害児やその保護者の障害児
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等の支援を行う。事業者指定は、市町村長が行う。 
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児童福祉法に基づく児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後

等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援

の総称。 
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会 

障害者差別解消法第 17条において、地域における障害者差別に関

する相談等について情報を共有し、障害者差別を解消するための

取組を効率的かつ円滑に行うために、組織することができる会議

体。区においては障害者自立支援協議会の専門部会の一つである

障害者差別解消部会がその役割を担っている。 

障害者差別解消審議会 
区の障害者差別解消の取組について、適正であったかを審議し、

意見、又は提案を行う区長の附属機関。 

障害者就労支援センター 

障害者の一般就労の機会を広げるとともに、安心して働き続けら

れるよう、就労面と生活面の支援を一体的に支援するために設置

された機能。 

障害福祉サービス事業所 

障害者総合支援法第５条に定められた障害福祉サービス事業を行

う事業所。事業所指定は都道府県知事（指定都市及び中核市にお

いては市長）が行う。 
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地域支援事業 

介護保険の被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予

防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限

り、地域において自立した日常生活を営むことができるようにす

ることを目的とした事業。 

地域生活支援拠点 

障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、居住支援のための

機能（相談、緊急時の受入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材

の確保・養成、地域の体制づくり）を持った障害者の生活を地域

全体で支えるサービス提供体制をいう。地域生活支援拠点は、整

備の類型として、多機能拠点整備型、面的整備型、両方を組み合

わせた複合型がある。 

※多機能拠点整備型： 

  各地域内で居住支援のための機能を集約し、グループホーム、

又は障害者支援施設に付加した拠点。 

※面的整備型： 

  地域における複数の機関が分担して機能を担う。 

地域生活支援事業 

障害のある人が、その有する能力や適性に応じて、自立した日常

生活、又は社会生活を営むことができるよう、都道府県や市区町

村が、地域の特性や利用者の状況に応じたサービスを、柔軟な事

業形態によって効率的・効果的に実施する事業。障害者総合支援

法に基づき実施する。 

地域包括ケアシステム 

可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期ま

で続けることができるよう、住まい、健康づくり、予防、見守り、

介護、生活支援、医療が一体的に提供される地域の包括的な支援・

サービス提供体制。 

地域包括支援センター 

介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、

虐待防止、介護予防マネジメント等を総合的に行う機関で、各区

市町村に設置されている。 

地域密着型サービス 

住み慣れた自宅や地域で可能な限り生活を続けられるように、地

域ごとの実情に応じた柔軟な体制で提供される介護保険制度上の

サービス区分。地域密着型サービスは、原則として、居住してい

る区市町村内でのみサービスの利用が可能。 

定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、日中・夜間を通

して、訪問介護と訪問看護が一体的又は密接に連携しながら、短

時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービス。 

 

セルフプラン 
特定相談支援事業者以外の者（家族や支援者等）が策定したサー

ビス等利用計画や障害児支援利用計画。 

相談支援専門員 
障害者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行う他、

障害児支援利用計画やサービス等利用計画の作成を行うもの。 

た行 

団塊ジュニア世代 

団塊ジュニア世代は、日本で昭和 46 年(1971 年)から昭和 49 年

(1974年)に生まれた世代を指す。第二次ベビーブーム世代とも呼

ばれる。 

団塊の世代 
日本において、第１次ベビーブームが起きた昭和 22 年(1947 年)

から昭和 24年(1949 年)に生まれた世代を指す。 

短期集中予防サービス 

介護予防・日常生活支援総合事業の一つで、掃除や洗濯、買い物

など身の回りのことが出来にくくなっている人を対象に、３か月

から６か月の短期間に生活機能の改善を図ることを目的とする事

業。 

短期入所生活介護 

（ショートステイ） 

介護保険法による居宅サービスの一つで、要介護者又は要支援者

について、施設に短期間入所してもらい、当該施設において入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を

行うとともに、家族の介護の負担軽減を図るサービス。 

地域移行 

障害者支援施設等に入所している方、又は精神科病院に入院して

いる障害者が、地域での生活に移行すること。住居の確保や外出

時の支援、障害福祉サービスの体験的な利用等を通し、地域生活

への円滑な移行を目指す。 

地域移行プレ事業 

令和元年度（2019 年度）から区で開始した、精神科病院等からの

地域移行のための事業。病院訪問による対象者の把握や掘り起こ

し、地域移行啓発事業、関係機関との連携（地域移行支援連絡会

の開催）、退院意欲の喚起、ピアカウンセラーの活用、地域移行ア

セスメント等を行う。 

地域共生社会 

制度・分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」という関係を超え

て、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人

と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社

会。 
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地域支援事業 

介護保険の被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予

防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限

り、地域において自立した日常生活を営むことができるようにす

ることを目的とした事業。 

地域生活支援拠点 

障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、居住支援のための

機能（相談、緊急時の受入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材

の確保・養成、地域の体制づくり）を持った障害者の生活を地域

全体で支えるサービス提供体制をいう。地域生活支援拠点は、整

備の類型として、多機能拠点整備型、面的整備型、両方を組み合

わせた複合型がある。 

※多機能拠点整備型： 

  各地域内で居住支援のための機能を集約し、グループホーム、

又は障害者支援施設に付加した拠点。 

※面的整備型： 

  地域における複数の機関が分担して機能を担う。 

地域生活支援事業 

障害のある人が、その有する能力や適性に応じて、自立した日常

生活、又は社会生活を営むことができるよう、都道府県や市区町

村が、地域の特性や利用者の状況に応じたサービスを、柔軟な事

業形態によって効率的・効果的に実施する事業。障害者総合支援

法に基づき実施する。 

地域包括ケアシステム 

可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期ま

で続けることができるよう、住まい、健康づくり、予防、見守り、

介護、生活支援、医療が一体的に提供される地域の包括的な支援・

サービス提供体制。 

地域包括支援センター 

介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、

虐待防止、介護予防マネジメント等を総合的に行う機関で、各区

市町村に設置されている。 

地域密着型サービス 

住み慣れた自宅や地域で可能な限り生活を続けられるように、地

域ごとの実情に応じた柔軟な体制で提供される介護保険制度上の

サービス区分。地域密着型サービスは、原則として、居住してい

る区市町村内でのみサービスの利用が可能。 

定期巡回・随時対応型訪問 

介護看護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、日中・夜間を通

して、訪問介護と訪問看護が一体的又は密接に連携しながら、短

時間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービス。 

 

セルフプラン 
特定相談支援事業者以外の者（家族や支援者等）が策定したサー

ビス等利用計画や障害児支援利用計画。 

相談支援専門員 
障害者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行う他、

障害児支援利用計画やサービス等利用計画の作成を行うもの。 

た行 

団塊ジュニア世代 

団塊ジュニア世代は、日本で昭和 46 年(1971 年)から昭和 49 年

(1974 年)に生まれた世代を指す。第二次ベビーブーム世代とも呼

ばれる。 

団塊の世代 
日本において、第１次ベビーブームが起きた昭和 22 年(1947 年)

から昭和 24年(1949 年)に生まれた世代を指す。 

短期集中予防サービス 

介護予防・日常生活支援総合事業の一つで、掃除や洗濯、買い物

など身の回りのことが出来にくくなっている人を対象に、３か月

から６か月の短期間に生活機能の改善を図ることを目的とする事

業。 

短期入所生活介護 

（ショートステイ） 

介護保険法による居宅サービスの一つで、要介護者又は要支援者

について、施設に短期間入所してもらい、当該施設において入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を

行うとともに、家族の介護の負担軽減を図るサービス。 

地域移行 

障害者支援施設等に入所している方、又は精神科病院に入院して

いる障害者が、地域での生活に移行すること。住居の確保や外出

時の支援、障害福祉サービスの体験的な利用等を通し、地域生活

への円滑な移行を目指す。 

地域移行プレ事業 

令和元年度（2019 年度）から区で開始した、精神科病院等からの

地域移行のための事業。病院訪問による対象者の把握や掘り起こ

し、地域移行啓発事業、関係機関との連携（地域移行支援連絡会

の開催）、退院意欲の喚起、ピアカウンセラーの活用、地域移行ア

セスメント等を行う。 

地域共生社会 

制度・分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」という関係を超え

て、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人

と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社

会。 
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入所施設 

障害者総合支援法第５条で定められた施設入所支援サービスを提

供する、障害者の生活を支援する施設。主に夜間における入浴、

排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等を行う。 

認知症 

いろいろな原因で脳の細胞の働きが失われたり、働きが悪くなっ

たために様々な障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状

態（およそ６か月以上継続）を指す。 

認知症を引き起こす病気のうち、最も多いのは、脳の神経細胞が

脱落する「変性疾患」と呼ばれる病気であり、アルツハイマー病、

前頭側頭型認知症、レビー小体型認知症等がこの「変性疾患」に

あたる。続いて多いのが、脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化等のため

に、神経の細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなり、その結果その

部分の神経細胞の働きが失われたり、神経のネットワークが壊れ

てしまう血管性認知症である。 

認知症高齢者グループホーム 353ページ 「認知症対応型共同生活介護」を参照。 

認知症対応型共同生活介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、認知症高齢者に

対し、共同生活を営む住居において、入浴、排せつ、食事等の介

護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス。 

認知症対応型通所介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、認知症の利用者

がデイサービスセンターに通い、入浴、排せつ、食事等の介護そ

の他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス。 

は行 

発達支援相談 乳幼児期から学齢期にわたる子どもの発達に関わる相談・支援。 

発達障害 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、

注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、

その症状が通常低年齢において発現するもの。 

伴走型支援 
深刻化する「社会的孤立」に対応するため、つながり続けること

を目的とする支援。 

ピアサポート 

同じような立場や課題に直面する人がお互いに支え合うこと。障

害福祉の場合、障害のある当事者が自らの体験に基づいて、他の

障害のある人の相談相手となったり、同じ仲間として自らの障害

や疾病の経験を活かしながら、他の障害や疾病のある障害者の支

援を行うことを示す。 

 

東京都重症心身障害児（者）

通所事業 

児童発達支援、医療型発達支援又は生活介護を行う事業所のうち、

重症心身障害児（者）を対象として、医療的ケアが必要な児者を

対象に看護職員や機能訓練専門職等を東京都が定める基準を満た

して配置したうえで、東京都福祉局長の指定を受けて事業を実施

する。東京都が経費の一部を補助する。 

特定施設入居者生活介護 

介護保険法によるサービスの一つで、要介護者又は要支援者につ

いて、介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス等に

入居し、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の

日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス。 

特別養護老人ホーム 343ページ 「介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）」を参照。 

都市型軽費老人ホーム 

身体機能の低下等により一人暮らしを続けることが不安な人等を

対象とし、困ったときには支援を受けられる「ケア付きすまい」

の創設が必要であるとの東京都の提言を契機に創設された高齢者

施設。地価が高い都市部でも整備が進むよう、従来の軽費老人ホ

ームと比較すると、居室面積や職員配置に関する基準が緩和され

ている。また、所得の低い高齢者でも安心して生活できるよう、

利用料も低く抑えており、収入に応じた減免措置がある。 

な行 

中野区障害者自立支援協議会 
障害者総合支援法第 89条 3に基づき、障害者等への支援の体制の

整備を図るため、関係機関、関係団体等により構成された協議会。 

中野区版児童発達支援 

センター機能 

中野区では児童福祉法に基づく児童発達支援センターは設置して

いないが、障害や発達に課題のある子どもへの全体調整を、すこ

やか福祉センターや区立療育センターを中核とした関係機関の連

携によって担い、中野区版児童発達支援センター機能と位置づけ

ている。 

日常生活圏域 

高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活を継

続できるように、地理的条件・人口・交通事情その他の社会的条

件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備状況等

を総合的に勘案し、地域の特性に応じて区内を区分したもの。中

野区は南部圏域・中部圏域・北部圏域・鷺宮圏域の４圏域を設定

している。 

日中活動系サービス 

障害者総合支援法に基づき、障害者の日中活動の場として支援す

るサービス。生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、

療養介護、短期入所を指す。 
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入所施設 

障害者総合支援法第５条で定められた施設入所支援サービスを提

供する、障害者の生活を支援する施設。主に夜間における入浴、

排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等を行う。 

認知症 

いろいろな原因で脳の細胞の働きが失われたり、働きが悪くなっ

たために様々な障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状

態（およそ６か月以上継続）を指す。 

認知症を引き起こす病気のうち、最も多いのは、脳の神経細胞が

脱落する「変性疾患」と呼ばれる病気であり、アルツハイマー病、

前頭側頭型認知症、レビー小体型認知症等がこの「変性疾患」に

あたる。続いて多いのが、脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化等のため

に、神経の細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなり、その結果その

部分の神経細胞の働きが失われたり、神経のネットワークが壊れ

てしまう血管性認知症である。 

認知症高齢者グループホーム 353ページ 「認知症対応型共同生活介護」を参照。 

認知症対応型共同生活介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、認知症高齢者に

対し、共同生活を営む住居において、入浴、排せつ、食事等の介

護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス。 

認知症対応型通所介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、認知症の利用者

がデイサービスセンターに通い、入浴、排せつ、食事等の介護そ

の他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス。 

は行 

発達支援相談 乳幼児期から学齢期にわたる子どもの発達に関わる相談・支援。 

発達障害 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、

注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、

その症状が通常低年齢において発現するもの。 

伴走型支援 
深刻化する「社会的孤立」に対応するため、つながり続けること

を目的とする支援。 

ピアサポート 

同じような立場や課題に直面する人がお互いに支え合うこと。障

害福祉の場合、障害のある当事者が自らの体験に基づいて、他の

障害のある人の相談相手となったり、同じ仲間として自らの障害

や疾病の経験を活かしながら、他の障害や疾病のある障害者の支

援を行うことを示す。 

 

東京都重症心身障害児（者）

通所事業 

児童発達支援、医療型発達支援又は生活介護を行う事業所のうち、

重症心身障害児（者）を対象として、医療的ケアが必要な児者を

対象に看護職員や機能訓練専門職等を東京都が定める基準を満た

して配置したうえで、東京都福祉局長の指定を受けて事業を実施

する。東京都が経費の一部を補助する。 

特定施設入居者生活介護 

介護保険法によるサービスの一つで、要介護者又は要支援者につ

いて、介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス等に

入居し、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の

日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス。 

特別養護老人ホーム 343ページ 「介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）」を参照。 

都市型軽費老人ホーム 

身体機能の低下等により一人暮らしを続けることが不安な人等を

対象とし、困ったときには支援を受けられる「ケア付きすまい」

の創設が必要であるとの東京都の提言を契機に創設された高齢者

施設。地価が高い都市部でも整備が進むよう、従来の軽費老人ホ

ームと比較すると、居室面積や職員配置に関する基準が緩和され

ている。また、所得の低い高齢者でも安心して生活できるよう、

利用料も低く抑えており、収入に応じた減免措置がある。 

な行 

中野区障害者自立支援協議会 
障害者総合支援法第 89条 3に基づき、障害者等への支援の体制の

整備を図るため、関係機関、関係団体等により構成された協議会。 

中野区版児童発達支援 

センター機能 

中野区では児童福祉法に基づく児童発達支援センターは設置して

いないが、障害や発達に課題のある子どもへの全体調整を、すこ

やか福祉センターや区立療育センターを中核とした関係機関の連

携によって担い、中野区版児童発達支援センター機能と位置づけ

ている。 

日常生活圏域 

高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活を継

続できるように、地理的条件・人口・交通事情その他の社会的条

件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備状況等

を総合的に勘案し、地域の特性に応じて区内を区分したもの。中

野区は南部圏域・中部圏域・北部圏域・鷺宮圏域の４圏域を設定

している。 

日中活動系サービス 

障害者総合支援法に基づき、障害者の日中活動の場として支援す

るサービス。生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、

療養介護、短期入所を指す。 
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や行 

夜間対応型訪問介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、要介護者に対し、

夜間において、定期的な巡回訪問により、又は通報を受け、その

者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活

上の世話を行うサービス。 

養護者 

障害者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障害者の家族、親

族、同居人等のこと。また、同居していなくても、現に身辺の世

話をしている親族・知人などが該当する場合がある。 

要約筆記者 

要約筆記作業（聴覚障害者への情報保障手段の一つとして、話さ

れている内容を要約し、文字として伝えること）に従事する通訳

者。 

ら行 

ライフステージ 
人間の一生における幼少期、児童期、青年期等、それぞれの段階

のことをいう。 

理解促進研修・啓発事業 

障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」

を除去するため、障害者等の理解を深めるため研修・啓発を通じ

地域住民への働きかけを行う事業。障害者総合支援法の地域生活

支援事業における必須事業に位置づけられている。 

療育相談 

障害や発達に課題のある子どもに対して、児童福祉法に基づく障

害児通所支援のサービスが必要であるか等を判定するための相

談。区立療育センターで実施している。 

レスパイト 

一般的な意味は一時的な休息等だが、在宅で障害のある子ども等

を介護している保護者や同居の家族の介護負担軽減のための一時

的な休養を意味する言葉として用いられる。 

アルファベット 

ＡＣＰ（アドバンスケア 

プランニング） 

人生の最終段階における医療・ケアについて、本人が医療・ケア

チームと繰り返し話し合う取組。厚生労働省が愛称を「人生会議」

と定めた。 

ＩＣＴ 
情報通信技術（Information and Communication Technology）の

略。 

ＮＩＣＵ（新生児集中治療 

管理室） 

早産児や先天性の病気をもって生まれた子どもや、呼吸障害や出

生時仮死などで出生後すぐに専門的な治療が必要となった子ども

の集中治療を行う施設。 

 

 

 

福祉サービス第三者評価 

質の高い福祉サービスを事業者が提供するために、障害福祉サー

ビス事業所や障害児通所支援事業所、特別養護老人ホーム、保育

所等において実施される事業について、公正・中立な第三者機関

による専門的・客観的な立場からの評価を受ける仕組み。 

不当な差別的取扱い 

障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否、制限、

条件を付す行為。障害者差別解消法において、行政機関等や事業

者の禁止行為と定められている。 

フレイル 

高齢者の健康状態と要介護状態の間にある「虚弱状態」。身体機能

の低下（フィジカルフレイル）、口腔機能の低下（オーラルフレイ

ル）、認知・心理障害（コグニティブフレイル）、社会的孤立（ソ

ーシャルフレイル）といった様々な要素を含む多面的な概念であ

り、この状態が長く続くと、要介護や寝たきりのリスクが高まる。 

ペアレントメンター 

同じ発達障害のある子どもを育てる保護者が相談相手となるこ

と。悩みを共感し、実際の子育ての経験を通して子どもへの関わ

り方等を助言することができる。 

ヘルプカード 

障害のある人等が、災害発生時や緊急時に、障害の種別や特性等

に応じた支援を受けられるよう、連絡先や配慮してほしいこと等

が記載できるカード。 

ヘルプマーク 

義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、又は妊

娠初期の人等、何らかの配慮を必要としていることが外見からは

分からない人々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知ら

せることで支援を得やすくなるよう、東京都が作成したもの。ス

トラップを使用して鞄等に身につけることができる。 

保育所等訪問支援 

児童福祉法のサービスで、保育所や幼稚園、学校等、集団生活を

営む施設に通う障害や発達の課題のある子どもに対して、当該施

設を訪問し、当該施設の他の子どもとの集団生活への適応のため

の専門的な支援等を行うもの。 

放課後等デイサービス 

児童福祉法のサービスで、学校に就学している障害や発達に課題

のある児童につき、授業の終了後、又は休業日に生活能力の向上

のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。 

法定雇用率 

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、民間企業、国、地

方公共団体が雇用しなければならないとされる障害者の割合。障

害者の雇用になじまない性質の職務もあることから除外率に相当

する労働者数を控除する制度もあるが、廃止に向けて段階的に縮

小をしている。 
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や行 

夜間対応型訪問介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、要介護者に対し、

夜間において、定期的な巡回訪問により、又は通報を受け、その

者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活

上の世話を行うサービス。 

養護者 

障害者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障害者の家族、親

族、同居人等のこと。また、同居していなくても、現に身辺の世

話をしている親族・知人などが該当する場合がある。 

要約筆記者 

要約筆記作業（聴覚障害者への情報保障手段の一つとして、話さ

れている内容を要約し、文字として伝えること）に従事する通訳

者。 

ら行 

ライフステージ 
人間の一生における幼少期、児童期、青年期等、それぞれの段階

のことをいう。 

理解促進研修・啓発事業 

障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」

を除去するため、障害者等の理解を深めるため研修・啓発を通じ

地域住民への働きかけを行う事業。障害者総合支援法の地域生活

支援事業における必須事業に位置づけられている。 

療育相談 

障害や発達に課題のある子どもに対して、児童福祉法に基づく障

害児通所支援のサービスが必要であるか等を判定するための相

談。区立療育センターで実施している。 

レスパイト 

一般的な意味は一時的な休息等だが、在宅で障害のある子ども等

を介護している保護者や同居の家族の介護負担軽減のための一時

的な休養を意味する言葉として用いられる。 

アルファベット 

ＡＣＰ（アドバンスケア 

プランニング） 

人生の最終段階における医療・ケアについて、本人が医療・ケア

チームと繰り返し話し合う取組。厚生労働省が愛称を「人生会議」

と定めた。 

ＩＣＴ 
情報通信技術（Information and Communication Technology）の

略。 

ＮＩＣＵ（新生児集中治療 

管理室） 

早産児や先天性の病気をもって生まれた子どもや、呼吸障害や出

生時仮死などで出生後すぐに専門的な治療が必要となった子ども

の集中治療を行う施設。 

 

 

 

福祉サービス第三者評価 

質の高い福祉サービスを事業者が提供するために、障害福祉サー

ビス事業所や障害児通所支援事業所、特別養護老人ホーム、保育

所等において実施される事業について、公正・中立な第三者機関

による専門的・客観的な立場からの評価を受ける仕組み。 

不当な差別的取扱い 

障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否、制限、

条件を付す行為。障害者差別解消法において、行政機関等や事業

者の禁止行為と定められている。 

フレイル 

高齢者の健康状態と要介護状態の間にある「虚弱状態」。身体機能

の低下（フィジカルフレイル）、口腔機能の低下（オーラルフレイ

ル）、認知・心理障害（コグニティブフレイル）、社会的孤立（ソ

ーシャルフレイル）といった様々な要素を含む多面的な概念であ

り、この状態が長く続くと、要介護や寝たきりのリスクが高まる。 

ペアレントメンター 

同じ発達障害のある子どもを育てる保護者が相談相手となるこ

と。悩みを共感し、実際の子育ての経験を通して子どもへの関わ

り方等を助言することができる。 

ヘルプカード 

障害のある人等が、災害発生時や緊急時に、障害の種別や特性等

に応じた支援を受けられるよう、連絡先や配慮してほしいこと等

が記載できるカード。 

ヘルプマーク 

義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、又は妊

娠初期の人等、何らかの配慮を必要としていることが外見からは

分からない人々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知ら

せることで支援を得やすくなるよう、東京都が作成したもの。ス

トラップを使用して鞄等に身につけることができる。 

保育所等訪問支援 

児童福祉法のサービスで、保育所や幼稚園、学校等、集団生活を

営む施設に通う障害や発達の課題のある子どもに対して、当該施

設を訪問し、当該施設の他の子どもとの集団生活への適応のため

の専門的な支援等を行うもの。 

放課後等デイサービス 

児童福祉法のサービスで、学校に就学している障害や発達に課題

のある児童につき、授業の終了後、又は休業日に生活能力の向上

のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。 

法定雇用率 

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、民間企業、国、地

方公共団体が雇用しなければならないとされる障害者の割合。障

害者の雇用になじまない性質の職務もあることから除外率に相当

する労働者数を控除する制度もあるが、廃止に向けて段階的に縮

小をしている。 
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中野区健康福祉総合推進計画

令和６年度（ 年度） 令和 年度（ 年度）

令和６年（ 年）３月

中野区

中野区

中野区健康福祉総合推進計画

令和６年（ 年）３月

登録番号 ５中健福第３４４４号

中野区 健康福祉部 福祉推進課 健康福祉企画係

〒 － 東京都中野区中野四丁目８番１号

電 話 ０３－３２２８－５４２１

ＦＡＸ ０３－３２２８－５６６２

中
野
区
健
康
福
祉
総
合
推
進
計
画

令
和
６
年
度
（
２
０
２
４
年
度
）

令
和

年
度
（
２
０
２
８
年
度
）

中野区

中野区健康福祉総合推進計画

令和６年（ 年）３月

登録番号 ５中健福第３４４４号

中野区 健康福祉部 福祉推進課 健康福祉企画係

〒 － 東京都中野区中野四丁目８番１号

電 話 ０３－３２２８－５４２１

ＦＡＸ ０３－３２２８－５６６２

中
野
区
健
康
福
祉
総
合
推
進
計
画

令
和
６
年
度
（
２
０
２
４
年
度
）

令
和

年
度
（
２
０
２
８
年
度
）

中野区健康福祉総合推進計画

令和６年度（ 年度） 令和 年度（ 年度）

令和６年（ 年）３月

中野区

中野区

中野区健康福祉総合推進計画

令和６年（ 年）３月

登録番号 ５中健福第３４４４号

中野区 健康福祉部 福祉推進課 健康福祉企画係

〒 － 東京都中野区中野四丁目８番１号

電 話 ０３－３２２８－５４２１

ＦＡＸ ０３－３２２８－５６６２


	空白ページ
	空白ページ



